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第第１１章章      総総論論  
 
 
第１節 計画の目的 

 
 この計画は、「災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号、以下「基本法」という。）第４

２条」及び「人吉市防災会議条例（昭和３８年人吉市条例第８号。以下「条例」という。）第

２条」に基づき、本市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から守るため、市の処理

すべき事務又は業務を中心に関係機関等の協力を得て総合的かつ計画的な防災行政の整備及

び推進を図り、もって防災に万全を期することを目的とする。 
 
 

第２節 計画の概要 
 

１ 計画の内容 
この計画は、本市の自然的、社会的条件及びこれまで発生した過去の災害記録を基に、予

想される災害に対処するため、次の事項について定めるものとする。 
（１）防災ビジョン 

現在及び将来における総合的な防災行政の指針となる防災ビジョンを明確にする。 
（２）市及び関係機関等の防災責任者の処理すべき事務又は業務の大綱 

人吉市、熊本県、熊本県警察本部、指定地方行政機関、指定地方公共機関、公共的団

体、その他防災上重要な施設の管理者が災害時に処理すべき基本的な事務又は業務の大

綱を定める。 
（３）災害予防計画 

災害に対する予防の基本的な計画を定める。 
（４）災害応急対策 

災害に対する応急対策の基本的な計画を定める。 
（５）災害復旧復興対策 

災害に対する復旧復興対策の基本的な計画を定める。 
（６）資料編 

本計画に関連した資料を一括して掲載する。 
 
２ 計画の修正 

この計画は、基本法第４２条の規定に基づき、検討を加え、必要があると認めるときはこ

れを修正する。 
 
３ 計画の周知徹底 

この計画は、本市の職員及び防災関係各機関に周知徹底するとともに、特に必要と認めら

れるものについては、地域住民にも周知徹底するものとする。 
 

４ 組織計画の作成 
この計画に基づく諸対策を実施するため、具体的な実施計画等については、本市各部課、

防災関係各機関などにおいてあらかじめ定めておくとともに、適確迅速な運用を図るため

に各種災害に対応した防災マニュアルを作成することとする。 
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第第 22 章章    地地域域のの条条件件  
 
 

 暴風や豪雨、大地震に際し、被害を最小限に止めるためには本市の自然的特性と社会的特性を

的確に把握し、これらの特性に基づく防災上の問題点を事前に整理して、現在及び将来を見通し

た防災計画を策定する必要がある。 
 本章は、これまでに得られた調査結果から本市が有する地域の条件を取りまとめたものので

ある。 
 

第１節 自然的条件 
 

１ 地 勢 
人吉市は、熊本県の南部、人吉盆地の西南端に位置し、市境は、鹿児島、宮崎の両県に接

している。周囲を高い九州山地に囲まれた盆地の中にあり、中心部は、標高１００ｍに位置

している。そのほぼ中央を日本三大急流の一つである球磨川が東西に貫流しており、この球

磨川には九州山地を源とする川辺川・山田川・万江川・胸川など多数の支流が流れ込んでい

る。盆地の北側から南東方面にかけては、市房山を主峰とする高山が林立しており、その複

雑な地形は、梅雨と台風の大雨を助長し集中豪雨を降らせる。 
地域における大きな気象災害は、山と川が多いことから山・がけ崩れや洪水によるものが

大半を占めている。 
一方、市街地は、都市計画の進むなか、狭い道路や建造物の過密地帯も多く、一旦火災が

発生すれば大火災に拡大する恐れがある。 
 

  市役所の位置               市域 
   東経   １３０度４５分３６秒      東西   ２１．６０km 
   北緯    ３２度１２分２１秒      南北   ２２．１０km 
   標高   １１２．２ｍ          面積  ２１０．５５ｋｍ２ 

 
２ 地形・地質 

中央に低地部が位置し、南北に山地を擁する。球磨川の北岸では小起伏丘陵地が発達して

いるのに対して南岸では段丘が広大な分布を示している。表層地質は、低地、台地が沖積世、

洪積世の堆積物。山地は主に堆積岩である。 
過去に数多くの洪水に見舞われており、併せて、平野部に面する斜面や球磨川沿い並びに

球磨川支流の鳩胸川、胸川、鹿目川、万江川沿いに土砂災害警戒区域が数多く点在している。 
  

３ 気 象 
球磨川沿いの低地では南北の山地に比べると気温は若干高い。降水量は球磨川沿いの低地

で少ないが、南北の山地では逆に多い。 
人吉で観測された風向は、西から西北西の風が大半を占めている。西北西から東に開けた

盆地地形の影響を受けていると考えられる。 
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本市における気象要素の極値 
 
   日最大風速      ３４．７ｍ／ｓ南南東 1965.8.6  （1943～ ） 
   日最大瞬間風速    ５８．５ｍ／ｓ南東  1995.9.24 （1946～ ） 
   年降水量       ４１２１．０ｍｍ   1993   （1943～ ） 
   日降水量        ３３１．５ｍｍ   1995.7.3  （1943～ ） 
   日最大１時間降水量   １０３．５ｍｍ   1996.7.3  （1943～ ） 
 

４ 防災に関連した配慮事項 
（１）建造物の設置を極力避けるなど、適切な土地利用に配慮すべき事項 

市内各所に点在する土砂災害特別警戒区域や地すべり防止区域 
 
（２）治山治水機能の保全、地域の防災や良好な環境の保全に配慮すべき事項 

市内各所に点在する土砂災害警戒区域 
人吉盆地の南北の丘陵地の保安林 

 
（３）防災対策の実施とともに斜面上部での植生の保全等に配慮すべき事項 

球磨川沿い及びその支流沿いの土砂災害警戒区域や山地災害危険地区（山腹崩壊危険

地区） 
 

（４）河川改修などの防災工事とともに上流域での植生の保全等に配慮すべき事項 
山地部の渓流沿いの土砂災害警戒区域や山地災害危険地区（崩壊土砂流出危険地区） 

 
（５）河川堤防の整備とともに､上流域の森林の保全など治水対策に配慮すべき事項 

球磨川沿いの直轄河川防御対象氾濫区域 
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第２節 社会的条件 
 

１ 市勢の概況 
令和７年の６５歳以上人口は３９．０％、一世帯当たりの人口構成は１．９４人となって

おり､高齢化、核家族化が進んでおり、防災対策においても高齢者に配慮した施策が必要で

ある。 
 

２ 人 口 
令和７年の要集計表による人口集計結果 

 
 
 
 
 
 
 
                             （令和７年３月末日現在） 
 
     人口及び世帯数の推移（昭和３５年～令和２年） 

区 分 世帯数 
人    口 

区 分 世帯数 
人    口 

男 女 総 数 男 女 総 数 
S35 年 10,415 22,336 24,923 47,259 H07 年 13,701 18,180 21,193 39,373 
S40 年 10,976 20,760 24,071 44,831 H12 年 14,072 17,877 20,937 38,814 
S45 年 11,489 19,231 22,965 42,196 H17 年 14,135 17,265 20,318 37,583 
S50 年 11,948 18,873 22,245 41,118 H22 年 14,001 16,370 19,241 35,611 
S55 年 13,084 19,600 22,636 42,236 H27 年 13,849 15,625 18,255 33,880 
S60 年 13,469 19,659 22,633 42,292 R02 年 13,288 14,363 16,745 31,108 
H02 年 13,375 18,573 21,600 40,173      

                                  （国勢調査による） 
 

３ 土地利用区分  
地 目 田 畑 森 林 原 野 河川等 道 路 宅 地 その他 合 計 

面積ｈａ 967 533 15,946 24 417 595 807 1,766 21,055 
構成比％ 4.5 2.5 75.7 0.1 1.9 2.8 3.8 8.3 100.0 

                               （令和元年１０月現在） 
 
 

人口総数     ２９，２５８人 
男     １３，５７０人 
女     １５，６８８人 
＊老年人口（６５歳以上）     １１，４１２人 
世帯数     １５，０７６世帯 
１世帯あたり世帯人員    １．９４人 

－ 4－

第１編　総則編



- 5 - 
 

第第３３章章    災災害害のの被被害害想想定定  
  
  

 本市の地勢、気象、地域の特性等により起こり得る災害を想定し、各種対策を樹立することが

必要である。 
 災害は、その発生原因により地震、豪雨、洪水、暴風等の自然災害と大規模な火災、爆発等自

然現象によらないものに区分されるが、これらが複合して発生する場合も考えられる。 
 

第１節 地震災害 
 

活断層帯名 予想地震規模 
（マグニチュード） 相対的評価 ３０年以内に地震が 

発生する確率 

布田川断層帯 
（宇土半島北岸区間） 7.2 程度以上 X ランク 不明 ※１ 

布田川断層帯 
（宇土区間） 7.0 程度 X ランク 不明 ※１ 

布田川断層帯 
（布田川区間） 7.0 程度 Z ランク ほぼ 0％ 

日奈久断層帯 
（八代海区間） 7.3 程度 S＊ランク ほぼ 0％〜16％ 

日奈久断層帯 
（日奈久区間） 7.5 程度 S＊ランク ほぼ 0％〜6％ 

日奈久断層帯 
（高野-白旗区間） 6.8 程度 X ランク 不明 ※１ 

緑川断層帯 7.4 程度 Z ランク 0.04％〜0.09％ 

出水断層帯 7.0 程度 A＊ランク ほぼ 0％〜1％ 

人吉盆地南縁断層 7.1 程度 A＊ランク １％以下 

万年山―崩平山断層帯 7.3 程度 Z ランク 0.004％以下 
 

※１ 断層帯の平均活動間隔が判明していない等の理由により、地震発生確率を求めるこ

とができないもの。 
※２ 活断層における今後 30 年以内の地震発生率が 3％以上を「Ｓランク」、0.1～3％を

「Ａランク」、0.1％未満を「Ｚランク」、不明（すぐに地震が起きることが否定できな

い）を「Ｘランク」と表記している。地震後経過率（※３）が 0.7 以上である活断層に

ついては、ランクに「＊」を付記している。 
※３ 最新活動(地震発生)時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。

最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が平均活動間隔に達すると 1.0 とな

る。 
 

［熊本県地域防災計画書 第２編 地震・津波対策編 第 1 章総則 P300～301(又は 第 1 編共通対

策編 第 1 章総則 P9～10)、(出典:地震調査研究推進本部地震調査委員会)長期評価による地震発

生確率値の更新について(令和 7 年 1 月 15 日)を参照］  
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熊本県へ被害が大きいと想定される活断層 
①布田川・日奈久断層帯 ②別府・万年山断層帯 ③人吉盆地南縁断層 

④出水断層帯 ⑤雲仙断層群 
 
人吉盆地南縁断層の想定被害（熊本県地域防災計画より） 

建物被害（一般建物） 

全壊棟数 

液状化 780 棟 

半壊数 

液状化 1,200 棟 

揺れ 4,300 棟 揺れ 10,200 棟 

急傾斜地崩壊 20 棟 急傾斜地崩壊 30 棟 

地震火山 270 棟 地震火山 0 棟 

建物被害（避難施設） 全壊棟数 －棟 半壊棟数 10 棟 

交通・輸送施設 

道路 

落橋・倒壊 40 橋 

鉄道 

落橋・倒壊 －橋 

亀裂・損傷 70 橋 亀裂・損傷 －橋 

浸水道路延長 0 ㎞ 浸水道路延長 0 ㎞ 
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ライフライン 

上水道 断水人口 50,400 人 電話通信 不通回線数 300 本 

下水道 支障人口 3,100 人 都市ガス 供給停止戸数 0 戸 

電力 停電軒数 7,700 軒 LP ガス 供給停止戸数 200 戸 

災害廃棄物の発生量 620,300ｔ 

人的被害（死傷者数） 

死者数 

揺れ 280 人 

重傷者数 

揺れ 740 人 

急傾斜地崩壊 0 人 急傾斜地崩壊 0 人 

地震火山 20 人 地震火山 0 人 

負傷者数 

揺れ 2,900 人 災害時要援護者の死者数 140 人 

急傾斜地崩壊 0 人 
避難者数 

避難生活者数 15,100 人 

地震火山 10 人 疎開者数 8,100 人 

 帰宅困難者数 9,800 人 

         ※本表の被害は、人吉盆地南縁断層における人吉球磨全体の被害とする。 
 

第２節 風水害 
 

 人吉市における気象災害を原因別に見ると、梅雨前線によるものが最も多く、次いで台風、

梅雨期以外の低気圧・前線となっている。時期的には６月から９月の間が最も多い。 
 
１ 梅雨期の大雨による水害 

人吉市における梅雨期の大雨は、東シナ海からの暖かく湿った空気の流れ込みによって発

生することが多い。人吉市の地形は、人吉盆地という流域の山地部に降った雨がすり鉢状の

盆地に集まりやすく、水害が発生しやすい地形となっている。 
また、近年は「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準を満たすような大雨を降らせる

線状降水帯の発生が増加しており、令和２年７月豪雨も、この現象によるものとなっている。 
 
２ 台風による災害 

人吉市では、台風が県内を通過するか或いは九州の西側に接近して北上する場合に大きな

災害が特に発生しやすい。 
一方、台風が九州の東側を進む場合は、風による災害に比べて大雨による災害が発生しや

すい。 
台風の接近や上陸は夏から初秋にかけての季節が多いが、近年は５月や１０月に上陸する

こともある。 
 
 この計画策定のための想定規模は、水害については、「昭和４０年７月３日」の水害や「令

和２年７月豪雨」、台風については、「平成３年９月２７日の台風第１９号」と同程度を想定し

て各種計画を樹立する。 
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【水害】 昭和 40 年 7 月洪水 梅雨後期の停滞前線により、6 月 28 日から雨が降り

続き、7 月 2 日の夜半ごろから各地で豪雨となり４～５

時間におよんだため、球磨川流域の至る所ではん濫し

た。 
特に本市では、市街地の 2/3 が浸水するとともに、多

くの家屋が流された。人吉水位観測所では計画高水位

(5.12ｍ)を大幅に上回る 6.70ｍの水位を記録し、青井阿

蘇神社では楼門の基礎石のところまで水が押し寄せる

大洪水となった。 

令和 2 年 7 月豪雨 7 月 3 日から、停滞する梅雨前線上に形成された低気

圧に向かい、非常に湿った空気が流れ込み大量の水蒸気

が流入したことで、流域の大部分にかかる大型の線状降

水帯が発生し、約 13 時間にわたり停滞したことにより

記録的な総雨量をもたらした。本市では、記録的短時間

大雨情報や大雨特別警報が発表され、さらに人吉雨量観

測所では 339ｍ/12 時間(410ｍ/24 時間)と観測開始以来

最大の雨量を観測した。 
青井阿蘇神社では本殿周辺まで浸水し、さらに支川に

おいては本川（球磨川）の水位上昇により支川の水が流

れにくくなるバックウォーター現象によりはん濫が発

生した。 

【台風】 平成 3 年 9 月 27 日

の台風 19 号 
日本列島に甚大な被害をもたらした台風で「りんご台

風」の別名で呼ばれている。非常に強い勢力で長崎県佐

世保市の南に上陸し、中心気圧は９４０hpa でした。中

心気圧は、令和４年９月の台風１４号と同じ規模の台風

であった。 
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第第４４章章    防防災災ビビジジョョンン  
 
 

 社会経済の発展や都市構造の変化に伴い、災害の発生も複雑多様化するなかで、市民生活の

安全を確保するため、治山、治水、消防、地震などについての対策を総合的に推進する。地域

防災計画の中核となる常備消防、消防団をはじめ町内会、女性部などの地域住民組織、民間事

業所などと一体となった地域ぐるみの防災体制のもとに、災害の未然防止や災害への対応を

積極的に進める。 
 
第１節 防災対策の基本目標 

 
１ 災害に強いまちづくり 

（１）災害を発生させない機能 
 
（２）災害を拡大させない機能 
 

２ 災害に強い組織・体制づくり 
（１）計画的かつ効果的な防災施設と機器の整備 

 
（２）明確な情報に基づく的確な災害応急対策活動の決定と実施 

 
 

第２節 防災対策の大綱 
 
１ 地震災害対策 

地震災害の大小は、地震そのものの大小にもよるが、地理的、社会的条件によっても左右

される。被害を防止・軽減する上で地震予知は重要であるが、九州周辺でも地震予知体制は

確立されてない現状である。 
地震災害から市民の生命、財産を守るためには、地震が発生しても災害を起こさないため

の対策、被害が起きても最小限に止めるための対策などを推進するとともに防災活動のた

めの要員の確保、被害の発生を迅速に把握し、必要な対策を実施するための指揮体制の確立

が重要である。 
予防対策としては、個々の構造物の耐震性を確保するほかに、都市の防災化、公共施設等

の安全対策、ライフライン施設の安全対策、防災施設等の整備、避難場所及び避難所の整備、

地震火災予防対策、土砂災害対策、避難行動要支援者対策、自主防災組織の育成、防災教育

等総合的な対策が必要である。 
応急対策としては応急活動体制の整備、情報の収集伝達、消防対策、救護対策、避難対策、

警備交通対策等多岐にわたる対策が必要である。 
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２ 風水害対策 
予防対策としては、土砂災害の発生しやすい危険地域（箇所）、重要水防区域を有する河

川、内水（ 河川に排水できずに氾濫した水 ）による浸水を生じやすい低地、排水不良地な

どにおいて国、県、関係機関との協議に基づき、災害防止工事や治山事業、河川改修等の治

水事業を推進するとともに防災訓練の実施や防災知識の普及啓発活動を通じて災害に備え

ることが必要である。 
応急対策については、警報等の伝達体制や警戒避難体制の整備の外、地震災害に準ずる対

策が必要である。 
 

３ 消防対策 
多様化する消防行政に対応するため、人員、組織、施設の効率的、重点的な整備拡充に努

め、消防力の向上を図る。 
（１）消防対策の内容 

① 常備消防の充実強化を一層促進する。 
② 非常備消防（消防団）については、拠点施設の適正配置及び整備、消防機械器具の

増強、近代化を図るとともに団員の資質の向上に努める。 
③ 消防水利の充足を図るため、消火栓や防火水槽の計画的整備、自然水利の積極的活

用に努める。 
④ 情報の収集、伝達体制の整備を図るため、通信網の多元化を図る。 
⑤ 広域火災や地震による同時多発火災を予防するため消防対象物、危険物施設（製造

所・貯蔵所・取扱所）については、平素から火気器具、危険物取扱いの管理指導を徹

底する。 
⑥ 火災の予防については、査察指導によるほか、火災予防運動の実施、防火講習会、

広報活動の強化などにより広く市民の防火意識の向上を図る。 
 

４ 防災施設等の整備計画 
（１）防災施設等の整備計画の内容 

① 災害対策本部となる市庁舎、その代替施設、災害支部活動の拠点となる施設、消防

施設、その他災害活動の拠点となる施設について、初動体制を確保するため通信手段

等各種防災上必要な措置を講じる。 
② 公園については、地域防災拠点とした防災公園として必要な災害応急対策施設の整

備に努める。 
③ 学校施設、公民館等避難所については、今後、耐震等を考慮し整備に努める。 
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第第５５章章  防防災災責責任任者者のの処処理理すすべべきき事事務務  
又又はは業業務務のの大大綱綱  

  
  

 市や国、県及び本市の区域を直轄、若しくは区域内に所在する指定地方行政機関、指定公共

機関、指定地方公共機関並びに公共的機関、その他防災上重要な施設の管理者は、概ね次の事

務、又は業務を処理するものとする。 
 

機 関 の 名 称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

 
  人   吉   市 

 
１ 人吉市防災会議及び人吉市災害対策本部に関すること 
２ 防災に関する組織の整備 
３ 防災都市づくり事業の推進 
４ 防災に関する施設・設備の設置、改善及び整備 
５ 防災に関する物資及び資機材の備蓄及び整備 
６ 防災知識の普及及び自主防災組織の育成指導 
７ 防災に関する訓練及び調査研究の実施 
８ 避難行動要支援者の安全確保に関すること 
９ 警報の伝達及び避難の勧告又は指示 
10 情報の収集、伝達、災害時の広報 
11 消防、水防その他の応急措置 
12 災害時の医療救護及び助産活動、給水等の応急措置 
13 緊急道路及び緊急輸送路の確保 
14 災害対策要員の動員、雇い上げ 
15 被害調査 
16 関係団体が実施する災害応急対策等の調整に関する 

こと 
17 被災者に対する救助及び救護措置 
18 清掃、防疫、その他の保健衛生 
19 公共的施設、設備の応急復旧 
20 生活困窮者に対する保護及び救助に関すること 
21 義援金、救援物資の受領及び配付に関すること 
22 災害応急対策、災害復旧用資材の確保に関すること 
23 物価の安定に関すること 
24 被災産業（事業者）に対する融資等に関すること 
25 ボランティア活動の環境整備に関すること 
26 その他災害発生の防除、拡大防止のための措置 
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  熊   本   県 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 熊本県防災会議に関すること 
２ 防災に関する設備の新設、改良及び復旧対策 
３ 災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査 
４ 水防その他の応急措置 
５ 被災者に対する救助及び救護措置 
６ 災害時における保健衛生、文教、治安及び交通等の対策 
７ その他県の所掌事務についての防災対策 
８ 市町村の災害事務又は業務についての援助及び調整 

指定地方行政機関 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

 
九州財務局 

 

１ 地方公共団体に対する災害融資 
２ 災害時における金融機関に対する緊急措置の指示 
３ 公共事業等被災施設査定の立会い 

 
  九州農政局 
 

 
１ 主要食糧の需要対策 

 
九州森林管理局 

 

１ 国有林野等の森林治水事業等及び防災管理 
２ 災害応急用材の需給対策 

福岡管区気象台 
（熊本地方気象台） 

１ 気象、地象、地動及び水象の観測及び成果の収集、発表 
２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地

震動に限る）、水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝

達及び解説 
３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 
４ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助

言 
５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発活動 

九州地方整備局 １ 直轄公共土木施設の整備と防災管理に関すること 
２ 直轄河川の水防に関すること 
３ その他防災に関し、九州地方整備局の所掌すべきこと 

指定公共機関 
指定地方公共機関 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

九州旅客鉄道株式会社 
くま川鉄道株式会社 

１ 鉄道施設の防災対策 
２ 災害時における救助物資及び人員の緊急輸送 
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 西日本電信電話株式会社 
 （熊本支店） 

１ 電気通信施設の防災対策 
２ 災害時における非常・緊急通話の調整及び気象予警報の

伝達 

 日本郵政株式会社 

災害時における郵便事業の運営の確保に努めるとともに次

により災害特別事務取扱い及び救助対策を実施する。 
１ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付に関すること 
２ 被災者が差し出す郵便物の料金免除に関すること 
３ 被災地あて救助用郵便物の料金免除に関すること 
４ 為替貯金及び簡易保険業務の非常取扱いに関すること 
５ 簡易保険福祉事業団に対する災害救護活動の要請に関す

ること 
６ 被災者の救援を目的とする義援金の送金のための手数料

免除に関すること 

日本赤十字社（熊本県支部） 
１ 災害時における医療、助産の実施 
２ 災害援助等の奉仕者の連絡調整 
３ 義援金品の募集配分 

 NHK 熊本放送局 
 株式会社熊本放送 
 株式会社熊本日日新聞社 
 株式会社テレビ熊本 
 株式会社熊本県民テレビ 
 熊本朝日放送株式会社 
 株式会社エフエム中九州 

１ 気象予警報、災害情報等の災害広報対策 

 日本通運株式会社熊本支店 
 九州産業交通株式会社 

１ 災害時における自動車による人員及び救助物資等の輸

送確保 

 九州電力送配電株式会社 
 （人吉配電事業所） 

１ 電力施設の保全、保安対策 
２ 災害時における電力供給確保 

その他の公共的団体及び 
防災上重要な施設の管理者 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

 人吉市医師会 １ 災害時における医療、助産等の救護 

 病院等経営者 １ 避難施設の整備と避難訓練並びに被災時の収容者保護 
２ 災害時における負傷者等の医療、助産救助 

 社会福祉施設経営者 １ 避難施設の整備と避難等の訓練 
２ 災害時における収容者保護 
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 西日本電信電話株式会社 
 （熊本支店） 

１ 電気通信施設の防災対策 
２ 災害時における非常・緊急通話の調整及び気象予警報の

伝達 

 日本郵政株式会社 

災害時における郵便事業の運営の確保に努めるとともに次

により災害特別事務取扱い及び救助対策を実施する。 
１ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付に関すること 
２ 被災者が差し出す郵便物の料金免除に関すること 
３ 被災地あて救助用郵便物の料金免除に関すること 
４ 為替貯金及び簡易保険業務の非常取扱いに関すること 
５ 簡易保険福祉事業団に対する災害救護活動の要請に関す

ること 
６ 被災者の救援を目的とする義援金の送金のための手数料

免除に関すること 

日本赤十字社（熊本県支部） 
１ 災害時における医療、助産の実施 
２ 災害援助等の奉仕者の連絡調整 
３ 義援金品の募集配分 

 NHK 熊本放送局 
 株式会社熊本放送 
 株式会社熊本日日新聞社 
 株式会社テレビ熊本 
 株式会社熊本県民テレビ 
 熊本朝日放送株式会社 
 株式会社エフエム中九州 

１ 気象予警報、災害情報等の災害広報対策 

 日本通運株式会社熊本支店 
 九州産業交通株式会社 

１ 災害時における自動車による人員及び救助物資等の輸

送確保 

 九州電力送配電株式会社 
 （人吉配電事業所） 

１ 電力施設の保全、保安対策 
２ 災害時における電力供給確保 

その他の公共的団体及び 
防災上重要な施設の管理者 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

 人吉市医師会 １ 災害時における医療、助産等の救護 

 病院等経営者 １ 避難施設の整備と避難訓練並びに被災時の収容者保護 
２ 災害時における負傷者等の医療、助産救助 

 社会福祉施設経営者 １ 避難施設の整備と避難等の訓練 
２ 災害時における収容者保護 
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 農業協同組合 
 森林組合 
 漁業協同組合 

１ 農林水産関係の被害調査又は協力 
２ 農作物、林産物、水産物等の災害応急対策についての指導 
３ 被災農林漁業者に対する融資又はそのあっせん並びに飼

料、肥料等の確保又はあっせん 
４ 森林治水事業等の防災応急資材需給 

 商工会議所 

１ 商工業関係の被害調査、融資希望者のとりまとめ、及び斡

旋等についての協力 
２ 災害時における物価安定についての協力、徹底 
３ 救助用物資、復旧資材の確保についての協力、斡旋 

 金融機関 １ 被災事業者に対する資金融資及びその他の緊急措置 

 土地改良区 １ 水門、水路等の整備と防災管理 
２ 農地及び農業用施設の被害調査及び復旧 

 陸上自衛隊 

１ 天変地異、その他の災害に際して人命又は財産の保護 
（人員の救助、消防、水防、救援物資の輸送、通路の応

急確保、応急の医療、防疫、給水、炊飯、入浴支援及び

通信支援等） 

 自主防災組織 
１ 防災知識の普及  
２ 情報伝達・消火・避難・救護等の計画及び訓練の実施 
３ 防災用資材、機材の整備・点検 

 市社会福祉協議会 １ 災害ボランティアの育成（ボランティアバンクの整備） 
２ 災害ボランティアセンターの設置 
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第第６６章章  防防災災会会議議・・災災害害対対策策本本部部のの組組織織  
 
 

第 1 節  人吉市防災会議 
 

１ 設置の根拠 
 災害対策基本法第１６条に基づき、人吉市の地域に係る地域防災計画の作成及びその実

施の推進のため、人吉市防災会議を設置する。所掌事務及び組織については、人吉市防災会

議条例で定められている。 
 

２ 所掌事務 
（１）地域防災計画の作成並びにその実施の推進 
 
（２）災害発生に際しての情報の収集 
 
（３）その他法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務 

 
３ 組織構成 

 
                     １ 指定地方行政機関の職員 
                     ２ 熊本県の職員 
                     ３ 人吉警察署長  
                     ４ 人吉市の職員 
       会  長     委員   ５ 人吉市教育長 
       （市長）          ６ 人吉下球磨消防組合消防長 
                     ７ 人吉市消防団長 
                     ８ 指定公共機関、指定地方公共機関の職員 
                     ９ 自主防災組織を構成する者又は学識経験 
                        のある者 
 
 

第２節 災害対策本部 
 

 災害対策基本法第２３条の２及び人吉市災害対策本部条例に基づき、災害が発生し、又は災

害が発生する恐れのある場合において防災活動の実施と他の防災関係機関との調整を行うた

め市長が設置する。 
 

１ 本部の設置基準 
本部は、次の基準のいずれかに該当する場合に設置される。 

（１）気象庁から市内に震度６弱以上との発表があったとき 
 

（２）市内に大規模な地震被害が発生し、又は発生している恐れがあるとき。 
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（３）その他災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災推進を図

るため、市長が必要と認めるとき。 
 

２ 本部の設置 人吉市西間下町字永溝７番地１ 人吉市役所 
代表電話 ０９６６－２２－２１１１（昼夜） 
ＦＡＸ  ０９６６－２４－７８６９（防災課） 

 
３ 本部組織及び支部組織  

本部、支部の組織及び職員配置計画は第 3 編、第１章、第２節 職員配置計画による。 
 

４ 事務分掌 
本部各部各班の事務分掌は第３編 第１章 第２節 職員配置計画、図１人吉市災害対策

本部業務一覧表のとおりである。 
支部の任務は本部と緊密な連絡を保ちつつ、被害等の調査を実施するとともに、状況報告

をなし、本部の指令又は地域住民の要請に基づき、災害予防及び災害応急対策を実施する。 
 

５ 本部の廃止 
本部長は、災害の危険が無くなったと判断した場合、若しくは災害発生後の応急対策が完

了したと認められた場合に、本部を廃止する。 
 

６ 本部の設置及び廃止の公表 
市長は、本部の設置又は廃止の後、速やかに県知事及び関係機関にその旨を通知するとと

もに、報道機関を通じて市民に対して発表する。 
 

７ 本部会議 
（１）本部長は本部会議の議長となり、次の事項について協議する。 

① 災害の予防及び災害応急対策に関する事項 
② 自衛隊、県警機動隊の派遣要請に関する事項 
③ 救助法の適用申請に関する事項 
④ その他本部長が必要と認める事項 

 
（２）本部会議は、副本部長、本部付及び本部の各部長、副部長、班長並びに支部長をもっ

て構成する。 
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第第 77 章章    財財政政措措置置  
 
 
 災害対策基本法により災害の施策全般について本市は義務を有するものである。 
 したがって、この計画を実施、推進するために必要な財政措置を次のとおり行うものとする。 

 
１ 災害予防 
（１）災害対策の各段階で必要となる資材については、必要に応じて市場から緊急調達でき

るようその体制を整備するとともに必要な財政措置に努めるものとする。 
 

（２）災害による公共土木施設等への被害を軽減するため補修、改良についてもできうる限

り予算化に努めるものとする。 
 
（３）その他、防災訓練及び防災知識普及等に要する経費についてもできるだけ必要な財政

措置に努めるものとする。 
 

２ 災害応急対策 
被災者の救助等応急対策に要する必要経費について既定予算が不足する場合は、災害発生

の都度、その状況に応じて必要な予算措置を行うものとする。 
 

３ 災害復旧 
災害により被害を受けた諸施設の復旧方法は、原則として原形復旧とするが、必要に応じ

て改良復旧を行うものとし、その財政措置は次により行うものとする。 
（１）施設の被害状況及び重要度を考慮してそれぞれの復旧計画を策定し、その方法を決定

するものとする。 
 
（２）各部門にわたり国庫補助金、県補助金及び起債の対象となる事業については、それぞ

れの承認申請を行うものとする。 
 
（３）補助金、起債等の対象となる事業でその特定財源の決定まで工事の施工を見合わすこ

とができるものについては、その特定財源の決定後において財政措置を行うものとする

が、緊急に復旧を必要とする場合においては、関係機関と協議して必要最小限度の財政

措置を講じるものとする。 
 
（４）以上の方法により財政措置を行うものとするが、既定予算措置が不足する場合、応急

対策の必要経費と同様に予算措置を行うものとする。 
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      第第１１章章    災災害害予予防防計計画画  
 
 

第１節 防災組織 
 

 総合的な防災体制を確立するため、人吉市及び関係防災機関は、各種防災組織を構築

する。 
 

１ 人吉市防災会議 
 防災会議の組織、所掌事務については、第１編 第６章に記したとおりである。 

 
２ 防災関係機関の防災組織 

 災害対策基本法第４７条の規定に基づき、本市の管内を所管又は市内にある防災関

係機関は、その所掌事務又は業務について、災害の予測予報、情報の伝達及び防災計

画の実施のため組織の整備を図るとともに防災に関する事務又は業務の迅速かつ的

確な実施のため、警報の伝達、非常招集、非常体制等の充実に努めるものとする。 
 

３ 自主防災組織 
 大規模災害が発生した場合、これを早期に鎮圧して、二次災害の発生防止に努め、

被害の軽減を図ることが重要である。そのためには、住民の防災意識を高め、住民が

「自分の住む地域は自分で守る」という考えを持ち、自主的に防災活動に参加すると

ともに、地域で助け合うことを目的とした自主防災組織を育成することが必要である。 
 本市では町内会がその機能を有し、これまでも地域の災害に対し迅速に対応してき

たところであるが、更に育成強化に努めるものとする。 
（１）自主防災組織の育成 

① 災害に対する地域の連帯及び地域防災活動の推進を図るため、町内会の住民

組織及び消防団経験者を核として自主防災組織の育成、指導に努める。 
② 自主防災組織における防災資機材等の整備や地区防災計画の作成を支援す

る。 
③ 地域防災計画に地区防災計画を位置づけるよう、地区内の住民及び当該地区

に事業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認められるときは、地

域防災計画に地区防災計画を定めるものとする。 
④ 自主防災組織を運営する上での必要事項は、各防災組織で定める。 
⑤ 自主防災組織の編成方法等については、別途「自主防災組織指導マニュアル」

を作成するが編成例については、概ね次のとおりとする。 
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自主防災組織編成例（人吉市） 
 

Ａブロック 

情報班（情報の収集・伝達） 
消火班（消火器具等による初期消火） 
救出救護班（負傷者の救出救護） 
避難誘導班（住民の避難誘導） 
給食・給水班（給食・給水活動） 

 

B ブロック 

情報班（情報の収集・伝達） 
消火班（消火器具等による初期消火） 
救出救護班（負傷者の救出救護） 
避難誘導班（住民の避難誘導） 
給食・給水班（給食・給水活動） 

 
自主防災組織の活動内容 

 

平 常 時 の 活 動 災 害 時 の 活 動 

 
各防災機関との連携協力 
防災組織の普及 
防災訓練 
地域内安全点検 
防災資機材の整備点検 
 
 

 
避難所の運営管理協力 
災害情報の収集・伝達 
出火防止及び初期消火 
救出救護 
避難誘導 
給食、救援物資の配付協力 
 

 
（２）自主防災組織に対する助成事業 

自主防災組織が使用する防災資機材等については、必要に応じて整備する。 
 

（３）自主防災組織の活動内容 
① 平常時の活動 

各組織において、各種班を編成し、防災知識の普及、防災訓練、防災点検（地

域や家庭内での災害の要因となりうる物品、設備等）、防災資機材の整備・保守

を実施し、この活動により、地域内の住民の防災に対する関心を高め、災害時

における即応体制を整える。 
② 災害時の活動 

平常時の活動を活かし、班毎の活動協力体制を整え、初期消火、救出、救護、

避難誘導に努める外、給食、救援物資の配付、デマ・パニックの防止に努める。 
※ 資料参照 資料４【自主防災組織及び地区防災計画作成一覧】 

 
  

会  長 
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４ ボランティア 
ボランティアについては、阪神・淡路大震災でその活動の有効性が実証されたとこ

ろであり、本市においても大規模災害時におけるボランティア活動が円滑に行われる

よう環境整備に努めるものとする。 
（１）ボランティアとの連携 

災害時に備え、人吉市社会福祉協議会や日本赤十字社、各種ボランティア団体

等との連携を図るものとする。 
 

（２）ボランティアの育成及び研修 
① 人吉市災害救援ボランティアバンク 

人吉市社会福祉協議会を窓口として人吉市災害救援ボランティアバンクを

整備する。 
② ボランティアの研修 

災害時における活動が円滑に行われるよう各種研修や防災訓練への参加を

図る。 
 

（３）ボランティア活動体制の整備 
ボランティア活動の調整を図るため、人吉市社会福祉協議会において災害ボラ

ンティアセンターを設置するものとする。 
 

５ 事業所の自衛消防組織 
事業所は、災害対策基本法で市町村長の実施する防災対策や活動に積極的に寄与す

ることや大規模地震対策特別措置法、消防法に基づき防災関連計画を策定して、その

中で自衛消防の組織に関することを定め事業所の防災体制を確立することとされて

いる。 
消防法第８条の規定により、自衛消防組織の設置が義務づけられている事業所（危

険物施設）はもとより、設置が義務づけられていない事業所も積極的に従業員、利用

者の安全を確保するとともに、周辺地域の防災のため、的確な防災活動を行うものと

し、企業防災組織の編成、防災マニュアルの作成に努めるものとする。 
（１）自衛消防組織の活動 

自衛消防組織の活動内容は概ね次のとおりである。 
① 防災訓練 
② 従業員の防災教育 
③ 情報の収集・伝達方法の確立 
④ 火災等の予防対策 
⑤ 避難対策 
⑥ 応急救護対策 
⑦ 地域防災活動についての協力 

 
６ その他の防災組織 

（１）不特定多数の者が出入りする施設の防災組織 
不特定多数の者が出入りする施設は、その社会的責任に基づき自らの負担と責

任において、災害を軽減するため最善の努力を払うとともに、防災組織を結成し

防災対策を実施するものとする。 
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（２）危険物施設、高圧ガス施設等の防災組織 
危険物施設、高圧ガス施設等の関係法令の運用及び的確な自衛防災活動により

安全を確保するとともに防災組織を結成し防災対策を実施するものとする。 
 

（３）幼年消防クラブ、少年消防クラブ 
幼年消防クラブは、幼少期から消防に対する関心を深めながら、防火防災思想

の普及啓発を図り、将来に向けて人材育成を図る。 
少年消防クラブは、小学校 4 年生から 6 年生までで結成し、防火防災について

訓練や講習など、様々な体験を通して、消火や応急手当などの知識・技術を身に

付け、将来の地域防災を担う人材育成を図る。 
 

（４）その他の団体の育成 
複数多様化する都市防災に対応するため、市内の各事業所の防火管理者をもっ

て組織されている防火管理者協議会、消防用設備、建築、設計、設備等の各種業

界の会員で組織される協会、組合等に対して、指導協力体制を整備し、防火管理

の徹底を図る。 
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第２節 都市の防災化 
 

１ 都市の防災構造化 
災害対策の観点から災害に強い安全なまちづくりを進めるためには、都市構造の現

況を把握、分析し、その問題点を明らかにするとともに、中長期的視野に立って都市

構造の防災化を進めていくものとする。 
（１）都市計画の地域の指定状況 

本市における都市計画法等に基づく地域の指定状況は次のとおりである。 
人 吉 都 市 計 画 区 域 面積（hａ） 割合(％)・備考 

市域面積 ２１，０５５ [全国都道府県市区町

村別面積調より] 
都市計画区域 ３，６５７  
人口集中地区 ４１９ [国勢調査より] 
用途地域 

  第１種低層住居専用地域 
  第２種低層住居専用地域 
  第１種中高層住居専用地域 
  第２種中高層住居専用地域 
  第１種住居地域 

第２種住居地域 
準住居地域 
近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域 

    ８１４．６ 
    １７２ 
     ６０ 
     ３０ 
      ８．６ 
    ２３３ 
     ６７ 
     ２９ 
     ４３ 
     ４２ 
     ５４ 
     ７６ 

 
  ２１．１ 
   ７．４ 
   ３．７ 
   １．０ 
  ２８．６ 
   ８．２ 
   ３．６ 
   ５．３ 
   ５．２ 
   ６．６ 
   ９．３ 

防火地域 
 準防火地域 

 
     ４０．１ 

 

都市計画公園（供用面積） 
  公園 

緑地 

 
     ６８．１５ 
      ０．７ 

[都市公園法より] 

 
（２）防火地域及び準防火地域 

建築物の不燃化等を促進することにより、都市の防災性を高めるため、防火地

域及び準防火地域を適切に配置する。防火地域、準防火地域の検討にあたっては、

高容積指定地区、木造家屋密集地区だけでなく大地震発生時の避難地となる公園

や避難路となる幹線道路の沿線や延焼防止の観点からも十分考慮する必要があ

る。又、災害時において、救急、医療、復旧活動等の中心となる公共建築物のあ

る地区やその周辺においても、防火性を高める必要がある。 
 

（３）市街地の再整備 
細分化された宅地の統合や不燃化された共同建築物への建替え及び公園、緑地、

広場、街路などの公共施設の整備と有効なオープンスペースの確保を総合的に進

めるために、市街地再開発事業や土地区画整理事業を進める必要がある。 
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（４）屋外広告物等の落下防止 
地震時に建築物の窓ガラスや看板などの落下による危険を防止するため、各建

築物の所有者は日頃から落下物の危険性に十分注意を払うとともに、道路に面し

た建築物を中心に落下物の危険のある建築物を調査し、その所有者や管理者に対

し改修を指導する。 
 

（５）救急医療体制 
災害時救急医療の拠点となる医療機関の近接地には、重症者などのヘリによる

搬送を想定して、ヘリポートの確保に努める。 
 

（６）道路、橋梁及び河川対策 
主要幹線道路及び市内を流れる河川の沿道の不燃化を図り、延焼遮断帯の整備

を進めるとともに緊急避難路としての役割を持たせる。また、河川水を緊急時の

消火・生活用水として確保するための水へのアクセスを確保する河川整備に努め

る。なお、既設の道路、橋梁、護岸等については耐震性の診断を早急に行い、そ

の改良や補強を行う。 
 

２ 建築物・宅地等の防災対策 
災害時における建築物の安全性を確保するため建築基準法や消防法による防火上、

構造上の審査及び適切な指導を行うとともに、特殊建築物、大規模建築物等に対する

防火、耐震、避難に係る規定の遵守の指導や都市計画法に基づく防火地域及び準防火

地域の指定など「点」と「面」により建築物の耐震性の向上及び不燃化の促進を図る。

加えて、個人住宅や店舗等の民間の建築物についても、耐震化に向けた環境整備を推

進する。また、大規模な地震等により被災した建築物及び宅地について、二次災害を

防止するため被災建築物の応急危険度判定体制、被災宅地の危険度判定体制の整備を

図る。 
（１）被災建築物応急危険度判定体制 

大地震の際、余震等による二次災害を防止するため被災建築物の倒壊や部分落

下の危険性を判定し、住民の安全を確保する。 
 

（２）被災宅地危険度判定体制 
大規模な地震または、大雨等のため、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合

に、被災宅地危険度判定士を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、

危険度判定することにより、二次災害を軽減・防止し住民の安全を確保する。 
 

３ 防災公園の確保 
村山公園及び石野公園等は、火災時の延焼防止帯として機能するほか、震災時にお

いては、避難場所、救援活動や物資集積等の拠点としての利用、災害廃棄物集積場所、

ヘリコプターの臨時離発着場としての利用、応急仮設住宅の建築場所として利用する

ことができる防災上極めて重要な役割を持っているため、適切に保全管理し地域防災

拠点としての機能整備に努める。 
 

４ 市街地の開発 
木造住宅が密集した地域で狭隘道路の多い市街地では、一度火災が発生した場合、
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甚大な被害を受けるおそれがあるため、建築物の整備に関しては、耐火化や不燃化を

促進するとともに市街地再開発や土地区画整理事業による道路や公園等の公共施設

の適正な配置により、防災性の高い公共施設空間を確保することに努める。 
 

 
第３節 公共施設等の安全対策 
 

１ 道路施設の対策 
道路施設は、災害発生直後には避難者の避難路、消防活動、救助活動の救援路とし

て重要であり、広幅員道路は地震による火災発生時に延焼遮断帯としての機能をもっ

ている。また、応急復旧活動期には救援物資や復旧資材の輸送路として重要となる。

このため、道路施設の地震対策については、国道、県道、市道及び私道の各管理者は

安全性、耐震性の向上に努めるとともに避難者の歩行に十分配慮した整備に努める。 
（１）道路環境整備 

① 避難上必要な路線や延焼遮断帯としての役割が期待される路線については、

緊急車両等が安全かつ速やかに通ることが可能となる幅員の確保及び難燃性

の樹種を選定するよう配慮する。 
② 避難時の安全を確保するため、歩道のない道路については歩道の整備に努め

る。 
③ 避難路等標識の設置にあたっては、避難者に分かりやすいデザイン等に配慮

する。 
④ 駐車等により消防、救急救助活動や緊急避難等の障害となるおそれがある道

路については、必要な管理、指導を行う。 
⑤ 住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路を避難路とし、災害発生時

における事故防止及び輸送・避難経路の確保のため、沿道を含めた安全化に努

める。 
⑥ アンダーパス部等の道路の冠水を防止するため、排水施設及び排水設備の補

修等を推進する。また、渡河部の道路橋や河川に隣接する道路の流失により、

被災地の孤立が長期化しないよう、洗掘防止や橋梁の架け替え等の対策を推進

するものとする。 
 

（２）橋梁の耐震性調査・点検 
橋梁の各管理者は、耐震性について必要な調査を行うとともに、危険箇所につ

いては、補修、補強等防災上必要な対策を講じ、安全性の確保に努める。 
 

（３）災害時優先復旧道路の指定 
地震発生後の応急対策を迅速、的確に行うため、緊急に復旧すべき路線を指定

するものとする。 
① 路線等の指定 

ア 公共的施設と連絡する路線 
イ 市が指定する広域避難地、一時避難地に連絡する路線 
ウ 救急指定病院等の医療機関周辺の路線 
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２ 河川の対策 
河川構造物の沈下や崩壊した土砂によって河川断面不足となり、越水による周辺地

域が浸水する等を防ぐため、構造物の耐震化を図るとともに二次災害を防止するため

に要員の確保、協力体制の整備等必要な対策をとるものとする。 
 

３ 重要構造物の防災対策 
災害時において、中枢拠点、情報拠点、医療救護拠点、避難収容拠点となる公共建

築物について、耐震化、不燃化等の安全対策を図るものとする。また、業務に必要と

なる重要な行政データの保管場所や保管媒体を複数確保するなど、バックアップ体制

を整備するものとする。 
（１）対象施設 

① 対策本部として使用する市庁舎、保健センター、カルチャーパレス、消防署 
② 病院 
③ 人吉スポーツパレス 
④ 学校 
⑤ 公民館 
⑥ 社会福祉施設 

 
４ 上水道施設対策 

取水、送水、配水施設等の耐震化を図るとともに、今後は緊急遮断弁の設置検討を

行い安全性の確保に努める。 
また、被災者に対する応急給水を可能とするため、応急給水施設及び応急給水資機

材の整備を図り、耐震性貯水槽等の整備を検討するものとする。 
 

５ 下水道施設対策 
処理場、ポンプ場及び管路施設について、耐震化、耐水化などを推進し災害時の機

能確保に努めるとともに、応急対策に必要な資機材の手配について、平常時から国・

県などと連携し体制面での整備を図るものとする。 
 
 

第４節 ライフライン施設の安全対策 
 

電気、通信などのライフライン施設は、都市生活の基幹をなすものであり、これらの

施設が地震により被害を受けた場合、都市機能が麻痺し、通常の生活を維持することが

困難となるおそれがある。 
このため、市では各事業者が実施するライフライン施設の耐震性の確保及び代替性の

確保に協力して、これらの推進に努めるものとする。 
 

１ 電力施設の対策 
市は、地震等の災害発生時における電力供給確保の観点から、電気事業者が実施す

る電力施設の耐震性の確保及び送電系統の多重化、配電系統の連係等に協力してこれ

らの推進に努める。 
２ 通信施設の対策 

大規模災害時の迅速かつ的確な情報の収集・伝達とパニックの発生を阻止するうえ
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で、通信機能の果たす役割は非常に大きい。 
市は、通信施設の耐震化を図るとともに、施設が被災した場合においても、応急の

通信が確保できるよう、体制の整備を図る。 
 
 

第５節 地盤災害の予防対策 
 

土砂災害等の地盤災害は、毎年全国各地で発生している。また、新たな宅地開発に伴

い、危険な箇所が増加傾向であることに加え、近年の豪雨の増加により年々土砂災害の

危険性は高まっている。 
そのため、土砂災害等の災害を未然に防止し、また被害の軽減を図るため、必要な工

事や体制の整備等を進めていく必要がある。 
１ 土砂災害等の対策 

（１）土砂災害防止対策（土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域） 
県は土砂災害が発生した場合、建築部の破損や市民等の生命又は身体に危害が

生じるおそれがあると認められた土地の区域を「土砂災害警戒区域等における土

砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）」に基づき、「土

砂災害警戒区域」又は「土砂災害特別警戒区域」に指定し、避難体制の整備、開

発行為の制限、必要に応じて移転勧告を行う。 
市では警戒避難体制の整備等（土砂災害に関する情報収集及び伝達、ハザード

マップ（Web 版、紙版）の周知、避難場所や避難経路の整備、土砂災害に係る避

難訓練の実施、区域内の要配慮者利用施設に対する情報伝達方法の整備、その他

必要な体制の整備）を行う。 
計４０４箇所（内３７７箇所は特別警戒区域を含む）が指定されている【第６

編 資料１６参照】 
 

（２）急傾斜地崩壊の対策（急傾斜地崩壊危険区域） 
県は市と協議のうえ、急傾斜地については、災害の発生を未然に防止するため

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）」に

基づき、急傾斜地崩壊危険区域を指定し、行為の制限、改善命令のほか、必要に

応じて崩壊防止工事を行う。 
市では住民の理解と協力を得ながら、未指定箇所の指定の促進と近接危険住宅

の移転促進、是正対策等の安全対策を推進することとする。 
計１３箇所が指定されている【第６編 資料１７参照】 

 
（３）地すべり対策（地すべり防止区域） 

地すべりは脆弱な地質地帯で、雨水や地下水の作用により引き起こされるが

「地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）」に基づき、地すべり防止区域が

国により指定されている。対策としては、よう壁工事等の防災工事によるほか危

険住宅の移転促進等必要な安全対策を推進することとする。 
計２箇所が指定されている【第６編 資料１８参照】 

 
（４）山地災害対策（山地災害危険地区） 

全国の山地災害発生状況から地形や地質、植生状況等の条件により、統計的に
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森林の状態を評価した結果、山地災害が発生する危険性が高いと判断された箇所

で、人家、道路など保全対象への影響が大きい地区を示したものであり、市民へ

の情報周知と関係機関との情報伝達を行う。予想される災害は、下の３種類の形

態別に区分されている。なお、山地災害危険地区は、法律に基づく指定がなく、

法的な規制もないため、土地利用等に制限を加えるものではない。 
① 山腹崩壊危険地区 

大雨や地震などの影響により、落石を含む山腹崩壊が発生する危険性が高く

保全対象に影響を及ぼすおそれがある地区（山崩れが発生しやすいところ）と

して、１５箇所が設定されている。 
【第６編 資料１９参照】 

② 地すべり危険地区 
地下水などの影響により、地すべりが発生する危険性が高く保全対象に影響

を及ぼすおそれがある地区（地すべりが発生しやすいところ）としているが、

本市では設定されていない。 
③ 崩壊土砂流出危険地区 

山腹崩壊や地すべりの発生により、土石流が発生する危険性が高く保全対象

に影響を及ぼすおそれがある地区（土石流が発生しやすいところ）として、２

５箇所が設定されている。 
【第６編 資料２０参照】 

 
（５）宅地造成等に係る対策 

本市においては宅地造成工事規制区域として指定された区域はないが、丘陵地

帯で宅地造成が行われている現状であり、必要に応じて関係機関と協力して行政

指導を実施する。 
 

（６）がけ地近接等危険住宅移転対策 
がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において

危険住宅の移転を促進し、安全を確保するため、がけ地近接等危険住宅移転事業

制度に基づき、危険住宅の除去に要する経費及び危険住宅に代わる住宅の建設

（購入）に要する経費の一部を県などから補助するものである。 
 

（７）土砂災害危険住宅移転対策 
頻発する豪雨等による土砂災害から県民の生命・身体を守り、県民の「安心を

実現」するため、熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業制度に基づき、土砂災害

特別警戒区域（レッドゾーン）内に居住する者が災害危険区域外へ移転する際の

住宅除却費、移転経費、住宅建設・購入費、移転先のリフォーム費、賃貸住宅に

入居する際に要する経費及び 1 年間の家賃等の移転経費の一部、又は全部を県か

ら補助するものである。 
 

２ 法指定区域及び法指定区域以外でのその他必要な対策 
（１）行為の制限、その他災害予防上必要な措置については、関係機関と協力して万

全を期すものとする。 
 

（２）土砂災害が予想される地域においては、災害支部は情報収集を図り、住民から
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の連絡、通報と併せて住民の避難指示等適切な措置をとるよう努めるものとする。 
 
 

第６節 火災予防対策 
 

地震等大規模災害においては二次的な火災が発生し、甚大な被害を引き起こすことが

予想されるため、以下のような対策をとるものとする。 
 

１ 出火防止対策 
同時多発火災による消防力の分散、道路決壊や建物の倒壊による消防活動の困難か

ら広範囲への延焼、大火が予想されることから一般家庭や事業所において防災意識を

高揚し、災害発生直後の行動力の向上を図る。 
（１）火気設備器具の安全対策 

火気設備器具の固定、耐震機器等の設置、火気使用場所及び周辺の不燃化等の

指導を推進する。 
 

（２）電気・ガス設備の安全対策 
電線の切断、電気設備器具の損傷、ガス配管の折損による出火を防止するため

災害時の電気、ガスの遮断操作の指導を推進する。 
 

（３）建築物の耐震対策 
木造建築物の構造補強及び不燃化等耐震化の指導を推進する。 

 
（４）自主管理による出火防止対策 

防火管理者の資質の向上を図り、自主チェック体制についての指導を推進する。 
 

（５）査察等による出火防止対策 
一般住宅防火診断、特定対象物、多量の火気を使用する事業所については査察

を通じて出火防止対策を推進する。 
 

（６）消防同意制度の活用 
建築物の新築、増築、改築については、専門的立場で審査し、建築物の安全性

の確保に努める。 
 

（７）火災予防の普及対策 
① 火災予防運動 

年２回の全国火災予防運動期間中に防災意識の高揚のための事業を推進す

る。 
春（３月 1 日～３月７日）、 秋（１１月９日～１１月１５日） 

② 文化財防火デー 
文化財を火災、震災等の各種災害から守るため、文化財関係者の訓練を実施

するとともに市民の文化財愛護意識の普及に努める。 
なお、昭和２４年１月２６日に国宝法隆寺金堂が炎上し、壁画が焼損したこ

とを契機として、１月２６日は「文化財防火デー」と定められている。 
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２ その他の対策 
初期消火対策、事業所の防火対策、建築物の同意、危険物施設の保安管理体制の確

立等必要な対策については、人吉下球磨消防組合が定める消防計画による。 
 
 

第７節 防災施設等の整備 
 

大規模災害発生に伴い災害対策の指揮本部となる施設、現地活動の拠点となる施設、

救助・救援活動の拠点となる施設については、施設自体の安全性を確保するとともに通

信施設の設置、必要な資機材の整備維持、災害対策本部への防災関係機関や学識経験者

等の参加及び本部室等のスペース確保に努めるとともに平時から有事に際しての運用

体制の確立について対策をとるものとする。 
 

１ 防災拠点施設の整備 
（１）市庁舎、保健センター、カルチャーパレス、消防本部中央消防署庁舎 

災害対策本部となる市庁舎が被害を受けた場合、災害対策本部として機能する

保健センター、カルチャーパレス、消防本部中央消防署庁舎については、特に施

設の安全性の向上に努めるとともに防災活動を支援するための資機材を整備す

るものとする。 
また、消防本部中央消防署庁舎については、浸水想定区域内に所在し、令和２

年７月豪雨の際に浸水被害を受けたことから庁舎移転等の対策を講じる必要が

あり、緊急消防援助隊の受入等受援体制の確保のため、十分な敷地を確保するも

のとする。受援体制の詳細については、人吉下球磨消防組合が定める熊本県消防

広域応援基本計画に基づく受援計画による。 
 

（２）災害支部拠点施設 
災害対策支部が設置される施設は現地活動の拠点となるため、施設の安全性の

確保に努めるとともに、当該施設が使用できなくなった場合の代替施設について

は、町内会又は学校区を単位とした指定避難所や公共施設を中心とした適切な施

設等において設置を検討する。 
 

（３）消防団拠点施設 
消防団は、地域にもっとも密接な防災機関として住民から大きな期待が寄せら

れている。現在２４の拠点施設に消防活動に必要な資機材を配備しており、これ

らについて常時、整備点検を行うほか土砂災害や家屋倒壊に伴う救助活動に対処

するため必要な機材についても整備を図るものとする。 
 

（４）医療機関 
① 災害時の拠点病院の確保 

災害拠点病院としての要件は、災害発生時において２４時間緊急に対応し負

傷者等の受入れ及び搬出が可能な施設である。平成１１年３月３日に、人吉市

老神町人吉医療センターが人吉球磨地域の災害拠点病院として指定を受けた

ことにより当該病院と連携を図りながら、災害時の医療体制を確保する。 
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② 緊急医療救護所の設置 
必要に応じ、人吉医療センター近接地に緊急医療救護所を開設する。 

③ 避難所救護所の設置 
災害拠点病院や基幹医療機関の機能状況に応じて、指定避難所に救護所を開

設する。 
 

（５）河川防災ステーション 
河川防災ステーションは、水防活動に必要な土砂などの緊急用資材を事前に備

蓄しておくほか、緊急復旧を迅速に行う拠点としての資材の搬出入やヘリコプタ

ーの離着陸などに必要な作業面積を確保するものであり、災害が発生した場合に

備えて水防活動の拠点として機能整備に努める。また、日ごろから防災教育を行

う場や地域のコミュニティの場として活用できる水防センター等の整備も検討

する。 
 
２ 防災通信網の整備 

大規模災害発生時において早期に初動体制を確立し、各種災害対策を的確に実施す

るためには情報の収集、伝達に必要な通信網を有線・無線を併用して多重的に整備す

る必要がある。 
（１）有線通信網（電話） 

ＮＴＴの電話回線を使用して各種災害対策を実施する。ただし、市の施設から

の電話（内線電話）発着信は、光回線で結ぶ庁舎等ネットワークを経由して市庁

舎から発信を行っているので、このネットワークが災害等により断線等を起こし

不通となった場合の運用体制についても整備することとする。 
① 内線電話（ＩＰ電話） 

市の施設（コミュニティセンターは除く）は、電話システムがフルＩＰ化さ

れているため、内線通話は専用光回線で結ばれている庁舎等ネットワークを経

由して行う。 
② 外線電話（代表電話・直通電話） 

外線通話はすべて市庁舎内にある代表回線から発着信を行っている。 
電話通信設備における障害の対策と対応は発生した災害箇所によって異な

るが、停電の場合は市庁舎に配備している非常用電源で対応可能である。 
 

（２）無線通信網 
人吉市防災行政無線 

緊急情報等を住民に一斉伝達する同報系無線と、災害対応を行う災害対策支

部職員や消防団幹部、消防団積載車等に配備・搭載した移動系無線を活用し、

迅速な情報収集・伝達を行う。また、移動系半固定局を災害対策支部詰所や市

内医療機関に配備し、大規模災害時の非常通信網として活用する。同報系・移

動系とも基地局を市役所に置き、中継局を高塚山に設置する。 
基地局については自動発動発電機（２４時間）、中継局については自動発動発

電機（７２時間）、各子局についてはバッテリー（２４時間分）を内蔵させ、非

常時の通信体制を確保する。 
 同報系（６０MHz 帯）  

基地局１、中継局１、再送信子局３、屋外拡声子局８７、戸別受信機 
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 移動系（２６０MHz 帯）  
基地局１、中継局１、半固定局２５、携帯型１９ 

 同報系（２８０MHz 帯）  
主配信局１、副配信局２、送信局１、防災ラジオ（戸別受信機） 

 
（３）インターネット 

① ホームページ等へ掲載 
市のホームページ及び防災ポータルサイトで防災情報等の発信を行い、災害

発生中は随時更新する。 
なお、市ホームページについては高齢者等避難を発令した場合に、災害モー

ドへ切り替える。 
② 市公式 LINE 及び防災情報メールへ配信 

市は公式 LINE へ登録している方に防災行政無線で放送した防災情報を配信

する。 
県では携帯メールあるいはＥメール登録者向けに防災情報が一斉配信され

るサービスを行っている。（登録者向けのサービス） 
③ 携帯電話「緊急速報メール」配信 

携帯電話会社４社（ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクモバイル、楽天

モバイル）に県の防災情報共有システムから、避難指示など緊急度の高い情報

を配信する。配信されたメールは、配信時に市内に滞在する４社の携帯ユーザ

ーに届けられる。 
 

（４）その他の通信網 
① 熊本県防災行政無線及び防災情報ネットワークシステム 

熊本県が整備している無線電話、無線ＦＡＸ、専用ネットワークで、県や消

防本部、県内自治体、日赤などを結び、各機関との連絡に使用する。 
② 人吉アマチュア無線クラブ 

市内のアマチュア無線免許所有者で組織された人吉アマチュア無線クラブ

と市は、災害時応援協定を締結しており、有事の際は防災情報等の収集・伝達

の一部を担う組織として位置付ける。 
 

３ 防災資機材、医薬品等の整備 
（１）消防資機材の整備 

消防活動に必要な資機材を各地域ごとに整備するとともに、消防車両等を充実

し、大規模災害に備えるものとする。 
① 消防活動資機材等の充実 

消防車両、消防資機材、救急救助資機材、緊急搬送車、災害支援車及び消防

団の積載車について整備計画に基づき計画的に整備充実を図る。 
② コミュニティ防災資機材の整備 

中長期計画として地域における防災活動支援のため、住民が手軽に使用でき

る資機材を自主防災組織等に整備するものとする。 
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（２）医薬品の供給体制の整備及び輸血血液の確保 
大規模災害時には、医薬品の確保が困難となる恐れがあるので、あらかじめ国・

県と協力して医薬品の供給体制について整備することとする。 
また、救援物資として供給される医薬品の保管場所や仕分け、配送体制につい

ても人吉球磨薬剤師会の協力を得て整備することとする。 
血液の確保については、赤十字血液センターが供給体制の整備をしているので、

この活用と、血液不足時の対応や輸送手段を含めて検討する。 
 

４ 食料、生活関連物資の備蓄 
備蓄には公的備蓄と流通在庫備蓄とがあるが、本市においては、その地域的特性か

ら流通在庫備蓄を基本として整備することとする。 
（１）各人による非常持ち出し品の確保、指導 

大規模災害においては、市が災害発生直後からすべての生活関連物資を確保し、

配給することは財政的にも物理的にも不可能であるため、各人が当座の必要な物

資については自ら確保しておくよう指導、啓発する。 
 

（２）調達方法についての整備 
災害発生時に流通在庫物資の調達を円滑に行うため、あらかじめ必要とする品

目・数量を調査し、卸、小売業者との協力協定により調達する。 
 

（３）要配慮者に配慮した備蓄 
視覚障がい者、聴覚障がい者、肢体不自由者、高齢者、乳幼児、傷病者などに

配慮した生活関連物資の備蓄についても検討する。 
 

（４）熊本県の備蓄物資の活用 
熊本県が各地域振興局ごとに備蓄する物資についても、手続き等について事前

に協議しておくものとする。 
 

（５）物資の分散備蓄 
災害時における道路閉塞等による物資の輸送の遅れを想定し、市内一円に所在

する避難所へ食料、生活関連物資を分散して備蓄する。 
 

５ 飲料水の供給体制の整備 
（１）各人による飲料水の確保 

最低必要とする飲料水の量は、一人当たり１日２～３リットルとされているの

で、緊急時の生活用水を確保するよう広報等を通じて啓発する。 
  
（２）水源地、配水池の活用 

配水池には緊急遮断弁の設置検討を行い、緊急時の飲料水を確保するとともに、

取水のための設備を配置する。 
 

６ 消防水利の整備 
消防水利は、常時使用可能な状態に保安管理するとともに、水利不足の地域におい

ては、計画的に整備する。なお、整備計画にあたっては、耐震性にも十分考慮するも
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のとする。 
（１）消防水利の現況 

本市の消防水利の現況については、下記のとおりである。 
① 防火水槽    ２６８基 
② 消火栓     ５５７基 

 
（２）自然水利の活用 

地震発生時には、消火栓が使用できなくなる場合が予想されるので、市街地を

流れる球磨川、山田川、胸川等からの取水についても研究し、対策を講じておく

ものとする。 
また、用水路改修の際は、消防用ピットを設ける等消防用水利施設の強化を図

る。 
 

（３）プール等の活用 
学校プール及び事業所等の消防用水を、緊急水利として活用するため、関係機

関と連携をとりながら確保策を講じておくものとする。 
 

 
第８節 避難場所・避難所の整備 

 
１ 指定緊急避難場所 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場

所として、洪水や地震など異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施

設又は場所を市長が指定する。指定緊急避難場所は、市の施設等の活用や、民間企業

等が所有する施設を協定等により要請できる環境を整える。なお、指定緊急避難場所

へ避難することを一次避難という。 
 

２ 自主避難所 
市が発令する高齢者等避難・避難指示などを受けてではなく、災害時又は災害が発

生するおそれがある場合において、住民が自主的に避難できる避難所として、町内会

の判断や市の要請で開設する施設とする。自主避難所は、各町内会の公民館の活用や、

民間企業等が所有する施設を協定等により要請できる環境を整える。なお、自主避難

所へ避難することを一次避難という。 
指定避難所が開設された場合は、指定避難所への移動を促すことから、施設管理者

等の判断により閉設することができる。 
 
３ 指定避難所 

災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞

在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施

設として市長が指定する。市内の指定避難所の中で、保健センターにおいては、乳幼

児を育てる方たちが集まることができる乳幼児避難所を通常の指定避難所と併設す

る。なお、指定緊急避難場所や自主避難所から指定避難所へ避難することを二次避難

という。 
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（１）指定避難所の設置基準 
① 原則として、町内会又は学区を単位として設置する。 
② 原則として、耐震、耐火構造の公共建築物（学校、公民館等）を利用する。 
③ 収容基準は、概ね３㎡当たり１人とする。 
④ 大雨による設置の場合は、今後の気象状況を踏まえ設置する。 

 
（２）指定避難所の開設条件 

① 災害対策本部を設置する基準を満たす災害が発生又は発生するおそれ（予防

的避難を含む）がある場合において、災害対策本部会議において避難所の開設

場所、開設日時を決定する。 
② 開設を優先する指定避難所は、市内の８カ所の災害支部拠点施設を指定避難

所（人吉東小学校、人吉西小学校、保健センター、東間コミュニティセンター、

大畑コミュニティセンター、西瀬コミュニティセンター、人吉スポーツパレス、

中原小学校）とする。この場合の災害規模の想定は L1 とする。 
③ 災害の規模が想定を上回る（L2 規模）場合、前項の指定避難所の収容人数を

超える見込みがある場合又は隔離を伴う感染性疾患の自宅療養者が避難する

可能性がある場合には、他の指定避難所（第一中学校、人吉商工会議所、人吉

高校、中小企業大学校、球磨工業高校、東間小学校、田野活性化センター、大

畑小学校、第三中学校、西瀬小学校、西瀬コミュニティセンター鹿目分館、第

二中学校、中原コミュニティセンター）の一部又は全部を開設することを検討

する。また、災害規模が L1 を上回る場合は、前項の避難所の閉設についても

検討する。 
 

（３）指定避難所に収容すべき避難者の範囲 
避難所に収容すべき避難者の範囲は下記のとおりとする。 

① 災害によって現に被害を受ける恐れのある者 
ア 避難指示が発せられたとき 
イ 避難指示は発せられていないが、緊急に避難する必要があるとき 

② 現実に災害を受けた者（旅館等の宿泊者、通行人等を含む） 
③ 住家に被害を受け、住居の場所を失った者 

 
４ 福祉避難所 

災害時における、高齢者や障がい者等の方の中で、指定避難所での生活に困難をき

たす避難行動要支援者を一時収容する避難施設として、福祉避難所を開設する。 
 

５ 避難計画及び環境整備 
極めて混乱した状況の中で避難活動を円滑に的確に実施するため、環境整備や運用

について次のとおり計画する。また、避難方法は、徒歩だけでなく自動車での水平避

難も踏まえて検討する。 
（１）避難誘導標識、指定緊急避難場所等の案内板の設置（夜間でも確認できるもの） 
（２）夜間照明施設等の整備 
（３）広報活動や防災マップ等による指定緊急避難場所の周知徹底 
（４）災害用マンホールトイレ等の整備 
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（５）指定避難所の環境整備 
① 高齢者、障がい者及び傷病者の指定避難所への避難を想定し、スロープの設

置（災害時の仮設設置でも可）など、バリアフリーへの対応を整備する。 
② 避難者の避難生活を想定したうえで、空調設備の整備も環境整備の一環とし

て検討する。 
（６）浸水時の道路上におけるマンホールや水路の位置が分かる標識の整備 

 
大規模災害発生時における行動基本例図 

 
                       災害情報収集・伝達 
                      （災害対策本部・関係防災機関等）  

                    
                       安否確認・救助救出活動 
                      （消防団・災害支部・自主防災組織）  

                    
                       初期消火活動 
                       （消防署・消防団・災害支部・自主防災組織） 
 
                       高齢者等避難、避難指示 
                      （消防署・消防団・災害支部） 

 
                     避難誘導 
                      （町内会・学校等単位で集団を形成）  

                    
                     誘導並びに救護活動 
                     （災害本部、支部・自主防災組織） 
 
 
 
 

第９節 緊急輸送施設等の整備 
 

災害時においては、負傷者の輸送、要員の輸送、物資・資機材の輸送を行うための輸

送路および避難経路の確保が必要であり、下記道路を緊急輸送道路および避難経路とし

て計画する。（以下、緊急輸送道路と避難路を合せて「緊急道路」という。） 
なお、緊急輸送関係省庁及び市は、陸・海・空のあらゆる手段を利用し、総合的・積

極的に緊急輸送を実施するものとし、特に、緊急輸送手段としてヘリコプターの活用が

有効と考えられる場合には、機動力のあるヘリコプターの派遣の要請を行うものとする。 
 

１ 緊急輸送道路（資料２６に記載） 
（１）高速自動車道及び主要国道 
（２）災害対策本部（市庁舎）を中心とする主要路線 
（３）救援物資のストックヤード（人吉スポーツパレス）と主要避難所をつなぐ路線 

 

大規模災害発生 

建物の倒壊・流出 

火災の発生 

町内単位で集合 

指定緊急避難場所へ避難 

災害鎮静化

  
 

避難所へ避難 

自宅へ帰宅 
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２ 避難路 
避難路とは、地震や風水害及び火災等の災害（倒壊、河川氾濫、延焼等）を想定し

た上で、住宅や事業所等から避難所及び避難地等へ至る経路（法定外公共物の道路（里

道等）を含む。）のことをいい、人吉市復興まちづくり計画に基づく避難路整備計画

（仮称）に基づき、円滑な避難が可能となる道路機能を有する道路である。 
市民は、市、町内会や自主防災組織等が実施する避難訓練等を通じ、災害発生時を

想定した避難経路を事前に選定するよう努めるものとする。 
市は、避難路整備計画（仮称）に基づき、次に掲げる道路において避難路整備に努

めることとする。 
 
表：避難路整備路線 

路 線 名 路 線 名 路 線 名 
戸越永葉線 祇園堂栗林線 青井地内第 11 号線 
堀万江線 蓑野赤池線 青井地内第 14 号線 
矢黒下戸越線 園田道路線 青井地内第 15 号線 
村山観音道路線 大畑麓線 青井地内第 16 号線 
宝来村山線 城本薩摩瀬第 1 号線 青井地内第 17 号線 
薩摩瀬湯の本線 薩摩瀬地内第 10 号線 青井地内第 21 号線 
矢黒地内第 5 号線 戸越地内第 4 号線 青井城本線 
相良薩摩瀬第 2 号線 中林二中線 上青井下青井線 
後村大坪線 新村地内第 3 号線 下青井宝来線 
温泉町地内第 1 号線 城本山王線 紺屋町地内第 3 号線 
瓦屋芦原線 城本下城本線 紺屋町地内第 6 号線 
下城本下林線 蓑野地内第 7 号線 山田川堤防道路線 
西間東間線 西間矢黒線  

   ※避難路整備の進捗により、整備路線の見直し(削除及び追加等)を行う場合がある。 
 
 

第１０節 文教予防対策 
 

１ 保育園、幼稚園、認定こども園、小中学校、高校及び各種学校等の予防対策 
児童・生徒の安全を確保するため、構造物の耐震化、備品等の落下防止に努めると

ともに防災教育を実施し、通常から安全管理に努めるものとする。なお、各学校は防

災のための組織、緊急時の職員の行動計画並びに緊急連絡体制についてマニュアル化

するなど必要な予防対策を整備するものとする。 
学校施設が被災した場合の教育実施の予定場所及び実施方法については、別表のと

おり計画する。【第６編 資料２３参照】 
 

２ 文化財の保護 
（１）建造物に対する耐震対策 

① 日常的な点検を実施し、柱や梁の腐朽や蟻害、瓦の損傷などを早期に発見し、

専門家などの指導を受け、速やかな補修に努める。 
② 屋根については、葺土の配置箇所や防水対策を工夫し、文化財保護上支障の
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ない範囲で軽量化を図る。 
③ 大規模修理等の際に、文化財の価値を損なわないよう伝統的補強工法を含め、

耐震対策を考慮した工法を取り入れるなどの工夫をする。 
 

（２）美術工芸品に対する耐震対策 
① 文化財の価値を損なうことのないよう、専門家などの指導を受けた上で、転

倒・転落防止の措置を講じることが望ましい。 
② 文化財周辺の機械、器具等の落下防止策を講じる。 

 
（３）史跡・名勝に対する耐震対策 

① 建築物や土塀等の構造物については、建造物の場合と同様、日常的な点検の

徹底により早期の補修に努める。 
② 石灯籠等倒壊の危険があるものについては、倒壊しないように工夫したり、

転倒した場合でも破損しないようにその周囲の環境整備に配慮する。 
③ 崩壊の恐れがある石垣については、保存修理を検討していく。 

 
（４）火災対策 

① 防火管理者の選任、消防計画の作成など、自主防火管理体制を充実させる。 
② 関係者による自衛消防隊の結成や近隣の住民による自主消火協力体制を構

築する。 
③ 消防用設備等の充実に努めるとともに適切な指導を行う。 
④ 幕、カーテンその他これに類するものについては、防炎処理を施す。 
⑤ 文化財の周辺をたき火又は喫煙制限区域に指定し、出火防止の徹底を図る。 
⑥ 消火設備を有する重要文化財での防災訓練を徹底する。 

 
（５）文化財防災対策連絡会等の開催 

文化財保護に係わる団体や個人を構成員として文化財の防災対策について、連

絡・調整を図るとともに諸問題について対処する。 
 

（６）補助金等 
文化財の防災事業については、補助金等により支援する。 

 
（７）文化財一覧表 

【第６編 資料２４参照】 
 
 

第１１節 避難行動要支援者対策 
 

避難行動要支援者を安全に避難誘導するためには、日頃から避難行動要支援者の把握

に努めるとともに避難生活に当たっては、障がいの種類に応じたきめ細かな対応が必要

となるので、避難行動要支援者対策について次のとおり計画する。 
 

１ 避難行動要支援者対策項目 
（１）プライバシーに配慮して地域内の避難行動要支援者や外国人の存在の把握に努
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めること。 
 

（２）自主防災組織において、避難行動要支援者のための支援体制を確立すること。 
 

（３）防災知識と避難情報などの提供に努めること。 
 
（４）あらかじめ避難行動要支援者のための避難場所を確保しておくこと。また、バ

リアフリーについても十分検討しておくこと。 
 
（５）人工透析患者、難病患者等で在宅医療を受けている人や各種薬品を必要とする

人に対しては処方や呼吸用酸素などの確保方法を確認しておくこと。 
 
（６）避難所への専門職（医師、薬剤師、保健師、看護師、カウンセラー、手話通訳、

要約筆記者、介護福祉士等）の派遣体制を確立しておくこと。 
 
（７）近隣市町村と避難行動要支援者の受入れについて、協力体制を確立しておくこ

と。 
 
（８）災害発生時の安否確認や救出のため、関係団体や防災機関、日赤等に対して協

力を依頼しておくこと。 
 
（９）避難行動要支援者の安全な避難に時間を要する場合もあることから、平時から、

避難行動要支援者が参加する避難訓練の実施等を通じて、避難支援等関係者と共

に避難方法や避難経路等の確認を行い、円滑な避難が可能となるよう努めるもの

とする。 
 
 

第１２節 防災教育・防災指導 
 

災害による被害の軽減を図るためには、防災に関する正しい知識と行動力を養成する

必要がある。そこで市職員や関係機関に対して本計画の習熟を図るとともに、一般住民

や児童・生徒及び防災上重要な施設の管理者等に対して研修会や教育の場を通じて防災

教育、防災指導を実施する。 
また、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等、要配慮者への対応や男女双方

の視点にも十分配慮するものとする。 
 

１ 市職員に対する防災教育 
災害発生時に地域防災計画の実行上の主体となる市職員には、災害に関する知識や

心構えが必要とされるほか、これらに基づく適切な判断力が求められる。 
このため、市職員に対して次の防災教育を実施し、災害に関する知識の習得及び判

断力の養成を図り、防災体制の確立等防災活動の円滑な推進を図るものとする。 
また、日頃、防災業務に従事しない職員でも、災害時において直ちに対応できるよ

う、研修会や講習会の実施などを通じて、組織全体の防災対応能力の向上に努めるも

のとする。 
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なお、市は、被災地への職員派遣を積極的に行い、災害対応で得られたノウハウや

経験を職員全員で共有できるよう努める。 
 

（１）教育の方法 
① 研修会、講習会等の実施 
② 災害対策本部・支部会議における研修の実施 
③ 防災活動の手引き等の配布 
 

（２）教育の内容 
① 地域防災計画及びこれに伴う各機関の防災体制と各自の任務分担 
② 非常参集の方法 
③ 各種災害の原因、対策等の科学的、専門的知識（感染症対応含む） 
④ 過去の主な被害事例や過去の災害対応の教訓 
⑤ 防災関係法令の運用 
⑥ 防災システムの操作方法 
⑦ 防災情報の収集（気象庁【早期注意情報、キキクル、顕著な大雨に関する気

象情報、雨量、河川水位等】、市房ダム【貯留能力の半分情報、緊急放流情報等】） 
⑧ 球磨川水害タイムライン、マルチハザードタイムライン 
⑨ その他必要な事項 

 
２ 一般住民に対する防災知識の普及 

災害を最小限に食い止めるためには、市等防災関係機関による災害対策の推進はも

とより、市民一人ひとりが日頃から災害についての認識を深め、自らを守るとともに

お互いに助け合うという意識と行動が必要である。 
このため、災害に関する正しい知識や災害予防・災害応急措置等の防災知識の普及

徹底を図り、防災意識の高揚を図るものとする。 
（１）普及の方法 

① 市広報媒体等の利用 
② 報道機関への情報提供 
③ 防災行政無線、広報車等による放送 
④ 出前講座 
⑤ その他研修会等 

 
（２）普及の内容 

① 気象予警報や避難指示等の意味・内容 
② 球磨川水害タイムライン、マルチハザードタイムライン 
③ 防災に関する様々な動向や各種データ 
④ マイタイムラインの作成（避難先、避難方法及び避難路の確認） 
⑤ 災害時の心得、自助・共助・公助の考え方と地区防災計画の取組み 
⑥ その他必要な事項 
 

（３）啓発事項 
① 家族間で災害時の安否確認方法を取り決めすることの普及 
② 地震災害教訓の後世への伝承 
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③ 夕方明るいうちからの予防的避難の普及 
④ 寝所位置等の確認（斜面崩壊対策等）の普及 

 
３ 学校教育における防災知識の普及 

防災知識の普及は、安全教育の一環として児童生徒等及び教職員の生命、身体の安

全を守るため行うものである。災害発生時、主体的な行動がとれるよう、住んでいる

地域の特徴や過去の災害の教訓等について防災教育の中に取り入れるとともに、災害

を想定した避難訓練等を実施するものとする。 
（１）普及の内容 

① 災害時の身体の安全確保の方法 
② 災害時の自助、共助、公助の考え方とそれぞれの役割 
③ 風水害等災害発生のしくみ 

 
（２）指導者に対する防災知識の普及 

① 研修会等を通じ、資質向上を図る。 
② 災害時の保護者への児童の引き渡し方法について、検討、周知する。 

 
４ 防災知識の普及の時期 

災害対策基本法並びに大規模地震対策特別措置法の理念に基づき、住民の防災に対

する意識高揚を図るため、次により普及の内容に最も効果のある時期を選ぶなど、適

宜、防災避難訓練を実施するなど防災知識の普及啓発を行うものとする。 
① 防災の日（９月１日） 
② 防災週間（防災の日を中心とした１週間） 
③ 防災とボランティアの日（１月１７日） 
④ 防災とボランティア週間（１月１５日～１月２１日） 

 
 

第１３節 防災訓練 
 

防災は、訓練の積み重ねにより大きな効果が期待できるものである。実践的な防災訓

練を実施し、計画の熟知、災害発生時の対応能力を高め、防災関係機関等の連携協調体

制を確立するとともに、地域防災計画が現実的に機能するか検証するものとする。 
 
（１）総合防災訓練 

住民の参加を得て、防災関係機関による情報伝達、広報訓練、交通対策訓練、

混乱防止訓練、火災防御訓練、ライフライン復旧訓練などの個別訓練を連携させ

た総合訓練を実施する。 
 

（２）自主避難訓練 
令和２年７月豪雨の教訓を踏まえ、命を守る行動の定着と防災への意識向上を

図るために、出水期を前に、市職員の災害対応能力の向上と避難情報の周知を図

り、市民自らが避難行動を起こす訓練を実施する。 
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（３）防災機関が行う訓練 
防災関係機関においては、その実施すべき事務又は業務を的確・迅速に処理す

ることができるよう個別に訓練を実施する。 
 

（４）その他の訓練 
応援協力を締結している市町村との間で、必要な物資、人員及び資機材等を相

互に提供し、広域応援訓練を実施する。 
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第第１１章章      地地震震災災害害応応急急対対策策計計画画  
  
  

地震は、その発生形態、災害の規模等において他の災害と根本的に異なるものがあり、その対策

についても特別な措置を必要とする。 
本計画は、大規模地震が発生し、又は発生するおそれがある場合これを防ぎょし、又は応急的救

助を行う等災害の拡大を防止するための計画である。 
 
 

第１節 組織計画 
 

１ 災害対策本部等の設置基準 
本市において大規模な地震が発生し、又は発生するおそれがある場合には、災害対策基本法

第２３条の２に基づき、災害対策本部及び支部を設置するものとする。 
（１）人吉市災害対策本部『図１ 人吉市災害対策本部業務一覧表参照』 

① 市内及び市近郊で震度６弱以上の地震が発生した場合 
② 震度５強以下の地震により災害が発生し、又は発生するおそれがあると市長が認めた

場合 
 

（２）人吉市災害対策支部『図２ 人吉市災害対策支部設置一覧表参照』 
市内各地域において地震により被害が発生し、又は発生するおそれがあると市長が認め

た場合 
 

（３）人吉市業務継続計画 
震度６弱以上の地震が発生した場合、又は、震度５強以下の地震が発生した場合は被害

状況に応じ、人吉市業務継続計画に基づき災害対応を行うものとする。 
 
 

第２節 職員配置計画 
 

１ 指揮系統の確立 
大規模地震が発生した場合、市長の指揮のもと次の指揮系統を確立し迅速かつ的確な対応を

行う。 
（１）命令系統 

① 大規模地震が発生した場合、市長の指揮により直ちに災害対策本部設置等を含めた応

急活動体制を整える。 
② 市長に事故がある場合は副市長・総務部長の順で指揮をとるものとする。 

 
（２）連絡系統『図３ 大規模地震発生時における初動系統図参照』 

① 大規模地震が発生した場合、総務部長は直ちに市長・副市長に連絡を行い必要な指示

を受ける。 
② 電話回線途絶により連絡不能の場合は、総務部長は使者の派遣等により市長に連絡を

とる。 
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２ 組織の確立 
地震による災害が発生するおそれのある場合又は発生した場合は、市長は直ちに次の措置を

講じ組織の確立を行う。 
 

（１）職員の配置『図４ 職員の招集基準表参照』 
① 地震が予知され、これに関する情報が発表された場合 

市長は災害対策関係職員を招集し、情報の分析検討を行わせるとともに必要な職員を

配置し情報の収集にあたらせる。 
② 第１警戒体制 

震度４の地震が発生した場合は、防災課職員による警戒体制をとるものとし、地震情

報の伝達及び被害情報の収集を行うものとする。又、必要に応じて被害情報等を関係各

部へ連絡するものとする。 
③ 第２警戒体制 

震度５弱もしくは震度５強の地震が発生した場合は、直ちに「災害警戒本部」を設置

し災害対策本部要員（各部班長以上及び総務班員）にて警戒体制をとる。 
勤務時間外に震度５弱もしくは震度５強の地震の発生をテレビ、ラジオ等で確認した

災害対策本部要員は直ちに自主登庁するものとする。 
また、災害対策各部において担当職員が登庁していない場合は、総務班にて連絡を行

い、警戒体制をとるものとする。 
なお、避難所の開設及び被害状況調査等を実施する必要がある場合は、災害対策支部

による警戒体制をとるものとする。その際に支部長は、班長及び指名した者の招集を行

う。 
④ 第３警戒体制 

震度６弱以上の地震が発生した場合は、全職員が災害対策本部編成表並びに災害支部

編成表に基づき、所定配置につくとともに市長の指示により、直ちに災害対策本部を設

置するものとする。 
勤務時間外に震度６弱以上の地震が発生した場合は、職員は自主的に災害対策配置に

つき情報の収集並びに応急活動に従事する。 
なお、道路の遮断・橋梁の落下等により所定の配置につけない職員は、居住地域担当

の災害対策支部に参集し支部活動に従事する。 
【第 6 編 資料２，３参照】 

⑤ 災害対策本部の場所 
災害対策本部の場所は、次のとおりとする。 
Ⅰ 人吉市役所庁舎 
Ⅱ 保健センター 
Ⅲ 人吉市カルチャーパレス 
Ⅳ 人吉下球磨消防組合消防本部     
 

（２）災害対策本部会議 
本部長は災害対策本部を設置したときには、直ちに本部会議を開催し、被害状況の把握

に努めるとともに応急対策について協議するものとする。 
なお、災害対策本部要員は本部会議の決定に基づき、所属職員を指揮して応急対策に万

全を期するものとする。 
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図１ 人吉市災害対策本部業務一覧表 
 

災害対策部 本 部 班 業   務   内   容 

総 務 部 

総 務 班 
(本部担当) 

本部会議に関する事項・自衛隊等の派遣に関する事項・ 
情報収集、記録、各部の調整に関する事項 

総 務 班 
(人事担当) 

職員の登庁に関する事項及び職員動員状況の把握に関する 
事項 

総 務 班 
(報道･写真担当) 

災害情報の伝達、広報に関する事項 
災害写真の撮影、記録に関する事項 

総 務 班 
(輸送担当) 炊出、避難者等の輸送に関する事項 

総 務 班 
(経理担当) 

災害経費の予算措置、経理に関する事項・災害応急復旧に 
要する費用の資金計画に関する事項 

調 査 班 被害調査、集計、記録に関する事項・災害支部との被害把握に

伴う連絡調整に関する事項・被害の査定に関する事項 

水 防 班 水防作業、道路橋梁の応急措置に関する事項・避難所仮設住宅

の建設に関する事項 

消 防 班 消防作業、水防作業、人命救助、行方不明者捜索、避難誘導 
に関する事項 

水 道 部 上 水 道 班 

下 水 道 班 
上水道施設の保全、補修及び応急給水に関する事項 
下水道施設の保全、補修に関する事項 

救 護 部 

救 護 班 
（救護担当） 
（医療担当） 

救援物資の受入れ、配分に関する事項 
避難者への援助活動 
災害時における避難場所の情報収集・設置に関する事項 
避難行動要支援者への援助活動 
福祉避難所の設置運営・宿泊施設等の運営 
応急仮設住宅に関する事項 
医療救護に関する事項 

避難施設・給食班 
（避難施設・給食担当） 

避難施設の管理に関する事項 
食糧の供給に関する事項（炊出を含む） 

衛生・機動班 
（衛生・機動担当） 

物資、食糧の運搬に関する事項  
衛生資材の供給、防疫指導及び消毒の実施に関する事項  
災害廃棄物処理に関する事項 
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図２ 人吉市災害対策支部設置一覧表 
 

 

支 部 名 支  部  詰  所 所  轄  町  名 消 防 団 備 考 

東 支部 人吉東小学校 

上・下新、北・南願成寺、 
北・南泉田、鬼木、七日、 
五日、二日、九日、大工、 
紺屋、鍛冶屋 

第 1 分団第 2 部 
第 1 分団第 3 部 
第 1 分団第 4 部 
第 2 分団第 1 部 

 

西 支部 人吉西小学校 
上・中・下青井、駒井田、 
鶴田、瓦屋、城本、合ノ原、 
井ノ口  

第 2 分団第 2 部 
第 2 分団第 3 部 

 

川南 支部 保健センター 
新、老神、土手、灰久保、南、

寺、田、富ヶ尾、上原麓、中

城、原城、西間上・下 

第 1 分団第 1 部 
第 5 分団第 1 部 

 

間 支部 東間ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
(0966-24-3381) 

東間上・下、蓑野、古仏頂、

大塚、 
木地屋、田野、七地、浪床、

蟹作、 
赤池原、水無、水無外園 

第 5 分団第 2 部 
第 5 分団第 3 部 
第 6 分団第 1 部 
第 6 分団第 2 部 

 

大畑 支部 大畑ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
(0966-23-0830) 

東・上・下漆田町、矢岳町、 
上・下田代町、大畑町、 
大畑麓町、大野町 

第 7 分団第 1 部 
第 7 分団第 2 部 
第 7 分団第 3 部 

 

林・薩摩瀬 
支部 

人吉スポーツパレス 
(0966-22-1688) 

上・中・下林町、温泉町、 
上・下薩摩瀬町、下城本町、 
宝来町、相良町 

第 3 分団第 1 部 
第 4 分団第 1 部 

 

西瀬南支部 西瀬ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 
(0966-22-6934) 

矢黒町、上・下戸越町、 
上・下永野町、鹿目町、 
中神段山 

第 4 分団第 2 部 
第 4 分団第 3 部 

 

中原 支部 中原小学校 原田地区、中神地区 第 3 分団第 2 部

第 3 分団第 3 部 
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図３ 大規模地震発生時における初動系統図 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
（県・気象台・報道機関等よりの情報      （自宅にて報道機関等の情報により 

にて確認）         覚知登庁し県・気象台にて情報確認） 
     

                           
 

（秘書係を通じ市長・副市長へ連絡）       （市長・副市長へ連絡し指示を受ける） 
                      

     
    
 
（地震情報を放送し災害対策配置指示）      （総務部長に対し、配置状況報告） 

 
 
 
   （各部・各班において被災情報収集）    （所属支部詰所に集合し管内の被災 
                                    状況確認） 
 
 
                           
     （収集した被災情報確認）        （本部に被災状況報告） 
 
 
                          
 

    （市長の指示により設置）        （支部設置を本部に報告） 
 
 

 
（初動体制確立期のマニュアルに沿って     （地域住民の協力を得て救助 

実働開始）              救出活動開始） 
 

＊ なお、震度５強以下においても被害が甚大な場合は、この系統に準じて体制を確立する 
 
 
 
 

勤務時間中 

地震（震度６弱以上）の発生 

防災課覚知 

市長・副市長へ連絡 

庁内放送にて職員へ連絡 

勤務時間外 

地震（震度６弱以上）の発生 

防災課職員登庁 

市長・副市長へ連絡 

全職員災害対策配置表に基づき自主配置 

災害対策本部要員本部集合 

災害対策本部部長協議 

災害対策本部設置 

初動体制確立 

災害対策支部要員支部集合 

被災状況把握 

災害対策支部設置 

救助救出活動開始 
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 図４ 地震災害職員招集基準表 
 

警戒体制 震度 職員配置体制 参  集  方  法 

第１警戒体制 ４ 防災課職員 
（必要に応じ関係 
各部局連絡招集） 

勤務時間内 
 熊本地方気象台（オンライン） 
 →熊本県庁（専用 FAX）→防災課 
 →総務部長→担当職員 
勤務時間外 

① 熊本地方気象台（オンライン） 
→熊本県庁（専用 FAX）→防災課 
→総務部長 

② 震度４の地震の発生を携帯電話・テレビ等

で確認した防災課職員は直ちに自主登庁

する。 

第２警戒体制 
 
＊災害警戒 

本部設置 

５弱 
以上 

災害対策本部要員 
招集 
（災害対策本部編成

表による各部長・ 
各副部長・各班長・ 
各支部長・各副支部

長・総務班長） 

勤務時間内 
 熊本地方気象台（オンライン） 
 →熊本県庁（専用 FAX）→防災課 
 →総務部長→災害対策本部要員招集 
勤務時間外 

① 熊本地方気象台（オンライン） 
→熊本県庁（専用 FAX）→防災課 

   →総務部長→災害対策本部要員招集 
② 震度５弱もしくは震度５強の地震の発生

を携帯電話・テレビ等で確認した災害対策

本部要員は直ちに自主登庁する。 

 
第３警戒体制 
 
＊災害対策 

本部設置 

 
６弱

以上 

 
全職員 

勤務時間内 
 熊本地方気象台（オンライン） 
 →熊本県庁（専用 FAX）→防災課 
 →総務部長→担当職員→庁内放送にて全職員

に対し災害体制配備指示 
勤務時間外 

① 熊本地方気象台（オンライン） 
→熊本県庁（専用 FAX）→防災課 

   →総務部長→市長→総務部長に災害対策

本部設置指示 
② 震度６弱以上の地震の発生を携帯電話・テ

レビ等で確認した全職員は、直ちに災害体

制配備につき応急活動開始 
③ 道路の遮断・橋梁の落下等で所定の配備に

つけない職員は、居住区域担当災害支部に

て応急活動開始 
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第３節 応援要請計画 
 

１ 応援要請 
（１）県への応援又は応援あっせん要請 

市長は大規模地震発生により甚大な被害が発生した場合において、応急措置を実施する

ため、県に対し応援又は応援斡旋要請を行うものとする。  
 

（２）熊本県市町村災害時相互応援協定に基づく応援要請 
市長は、大規模地震発生により甚大な被害が発生した場合において応急措置を実施する

ために必要と認めるときは、熊本県市町村災害時相互応援協定に基づき次の事項について

応援を求めるものとする。 
① 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 
② 被災者の救援、救助、医療、防疫、施設の応急復旧等の活動に必要な資機材及び物資

の提供 
③ 救援・救護活動等の応急復旧等に必要な車両、船艇等の提供 
④ 救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧等の活動に必要な職員の派遣 
⑤ 前各号に掲げるもののほか、特に市長が要請する事項 

 
（３）緊急消防援助隊要請計画 

１ 緊急消防援助隊の出動要請 
① 市長は、災害の状況及び管内の消防力だけでは十分な対応がとれないと判断したと

きは、速やかに、県知事に対して、緊急消防援助隊の出動を要請するものとする。 
② 市長は、緊急消防援助隊の要請を行った場合は、人吉下球磨消防本部消防長へ速や

かに連絡するものとする。 
 

２ 人吉市応援等調整本部 
① 市長は、緊急消防援助隊を要請した場合は、人吉市での緊急消防援助隊の迅速かつ

的確な活動を総合的に支援するため、災害対策本部の設置と併せて人吉市応援等調整

本部を設置するものとする。 
② 応援調整本部の構成員は、市長またはその委任を受けたもの、人吉市派遣職員、消

防庁派遣職員、県派遣職員、指揮支援部隊長、代表消防機関派遣職員、または県内広

域応援消防隊の代表とし、市長を本部長とする。この場合、当該調整本部は、消防庁、

後方支援本部と連携し、次の事項を掌るものとする。 
ア 緊急消防援助隊の部隊配備に関すること 
イ 関係機関との連絡調整に関すること 
ウ 緊急消防援助隊の後方支援に関すること 
エ その他必要な事項に関すること 

 
（４）人吉市建設協会との災害時の支援活動に関する協定書に基づく応援要請 

① 市が管理する公共土木施設の被害情報の収集及び市に対する報告 
② 公共土木施設における簡易な応急措置 
③ 市が緊急に行う必要があると認め、指示する応急措置 

 
（５）人吉市管工事協同組合との災害時の応急復旧活動に関する協定書に基づく応援要請 

① 応急給水活動 
② 応急復旧活動 
③ 情報収集及び広報活動 
④ その他必要な活動 
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（６）人吉電気工事業協同組合との災害時の応急復旧活動に関する協定書に基づく応援要請 
① 情報収集、九州電力送配電・九州電気保安協会との連携協調及び広報活動 
② 応急再送電活動 
③ 応急復旧活動 
④ その他必要な活動 

 
（７）人吉球磨塗装組合との大規模災害時の支援活動に関する協定書に基づく応援要請 

① 市が管理する公共施設の被害情報の収集及び報告 
② 公共施設における簡易な応急処置 
③ 市が緊急に行う必要があると認め、指示する応急処置 

 
（８）コカ･コーラウエスト株式会社（現：コカ・コーラボトラーズジャパン）との災害時にお

ける救援物資提供に関する協定書に基づく応援要請 
人吉市で災害が発生し、又はその発生するおそれがある場合、救援物資提供に関する協

定書に基づき次の事項について市の災害対策本部から物資提供の要請を求めるものとす

る。 
① 災害対応型自動販売機の機内在庫の商品を無償で提供 
② 市と協議により決定した飲料水（有償）を、市に優先的に安定供給を行う。 

 
（９）人吉市下水道排水設備組合との災害時の応急復旧活動等に関する協定書に基づく応援要

請 
① 下水道施設等における簡易な応急活動 
② 応急復旧活動等に係る情報収集及び広報活動 
③ 市が緊急に行う必要があると認め、指示する応急活動 
④ その他必要な活動 

 
（１０）国土交通省九州地方整備局との人吉市における大規模な災害時の応援に関する協定に

基づく応援要請 
① 所管施設の被害状況の把握 
② 情報連絡網の構築 
③ 現地情報連絡員（リエゾン）の派遣 
④ 災害応急措置 
⑤ その他必要と認められる事項 

 
（１１）熊本県産業資源循環協会との災害時における廃棄物の処理等の支援活動に関する協定

に基づく応援要請 
① 災害発生現場での応急処置 
② 二次災害防止の応急措置 
③ 災害廃棄物の処理等の実施 
④ その他必要な処置 

 
（１２）鹿児島県指宿市との災害時相互応援協定に基づく応援要請 

① 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供 
② 被災者の救出、医療、防疫及び施設等の応急復旧等に必要な資機材並びに物資の提供 
③ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 
④ 救援、医療、防疫及び応急復旧活動に必要な職員の派遣 
⑤ ボランティアの斡旋 
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⑥ 児童・生徒等を一時受入れるための施設の提供又は斡旋 
⑦ 被災者に対する住宅の斡旋 
⑧ 地元企業、団体等への被災地支援の呼び掛け 
⑨ 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

 
（１３）静岡県牧之原市との災害時等の相互応援に関する協定に基づく応援要請 

① 食料、飲料水及び生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供 
② 被災者の救出、医療、防疫及び施設等の応急復旧等に必要な資機材並びに物資の提供 
③ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 
④ ごみ及びし尿の処理のための車両の斡旋 
⑤ 被災者を一時収容するための施設の提供 
⑥ 被災児童、生徒等を一時受け入れるための施設の提供及び斡旋 
⑦ 救援、救助及び応急復旧等に必要な職員の派遣 
⑧ ボランティアの斡旋 
⑨ 被災者に対する住宅の提供及び斡旋 
⑩ 前各号に掲げるもののほか、特に必要な事項 

 
（１４）人吉アマチュア無線クラブとの市民の生命・財産を損なう大規模災害時等における情

報収集等の支援活動に関する協定に基づく応援要請 
① 市が所有又は管理する公共施設及び市民の生命・財産に係る被害情報の収集及び伝達 
② 市の行事における市が必要とする情報の収集及び伝達 
③ 前 2 号に定めるもののほか、市が緊急に行う必要があると認め指示する事項 

 
（１５）宮崎県えびの市、鹿児島県伊佐市、鹿児島県湧水町との災害時等の相互応援に関する

協定に基づく応援要請 
① 食料、飲料水及び生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供 
② 被災者の救出、医療、防疫及び施設等の応急復旧等に必要な資機材並びに物資の提供 
③ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 
④ ごみ及びし尿の処理のための車両の斡旋 
⑤ 被災者を一時収容するための施設の提供 
⑥ 被災児童、生徒等を一時受け入れるための施設の提供又は斡旋 
⑦ 救援、救助及び応急復旧等に必要な職員の派遣 
⑧ ボランティアの斡旋 
⑨ 被災者に対する住宅の提供及び斡旋 
⑩ 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

 
（１６）熊本県隊友会との災害時応急活動に関する協定に基づく応援要請 

① 災害関連情報の収集及び伝達 
② 防災活動等への参加及び協力 

ア 消火、負傷者の救出・救助、応急手当及び搬送 
イ 避難者の避難誘導及び災害時要援護者の介護 
ウ 避難所の開設及び運営 
エ 給水、炊き出し、物資・資材の管理及び配分その他の救援活動 

③ その他、市が必要と認める応急活動 
 

（１７）熊本県トラック協会との災害発生時における物資等の緊急輸送に係る協定書に基づく

応援協定 
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① 災害救護に必要な生活必需品等の輸送業務 
② 災害緊急対策実施のために必要な資機材等の輸送業務 
③ 瓦礫の輸送など市が必要とする応急対策業務 
④ 物流専門家によるアドバイザー業務 
  

（１８）宮崎県小林市との災害時等の相互応援に関する協定に基づく応援要請 
① 食料、飲料水及び生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供 
② 被災者の救出、医療、防疫及び施設等の応急復旧等に必要な資機材並びに物資の提供 
③ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 
④ ごみ及びし尿の処理のための車両の斡旋 
⑤ 被災者を一時収容するための施設の提供 
⑥ 被災児童、生徒等を一時受け入れるための施設の提供又は斡旋 
⑦ 救援、救助及び応急復旧等に必要な職員の派遣 
⑧ ボランティアの斡旋 
⑨ 被災者に対する住宅の提供及び斡旋 
⑩ 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

 
（１９）日本下水道事業団との災害支援協定 

① 災害の状況を確認するために行う現地調査 
② 災害報告に必要な資料の作成 
③ 協定下水道施設について、応急復旧工事が完了するまでの間、機能を確保するため仮

設ポンプ等の維持又は修繕 
④ 災害査定に必要な関係資料の作成 
⑤ 災害支援に附帯する支援 

 
（２０）ひとよし球磨青年会議所との大規模災害時における協力協定に基づく応援要請 

① 災害対策本部の会議等の参加による協力の種類及び内容の情報収集 
② 食糧、飲料水及び生活必需品その他の被災地の応急復旧に必要な車両等資機材の提供 
③ 被災地における炊き出しや清掃その他の被災地の応急復旧に必要な人材の派遣 
④ 被災者を一時収容するための施設の提供 
⑤ 被災地に円滑に物資を供給するための情報の提供 
 

（２１）株式会社ナフコとの災害時における物資供給に関する協定に基づく応援要請 
①「供給要請対象物資一覧」に掲げる物資の提供 
② その他人吉市が指定する物資の提供 

 
（２２）熊本県葬祭事業協同組合との災害時における棺及び葬祭用品の供給並びに遺体の搬送

等の協力に関する協定に基づく応援要請 
① 棺及び葬祭用品の供給並びに作業等の役務の提供 
② 遺体安置施設等の提供 
③ 遺体の搬送 
④ その他、この協定の目的を達するために必要な業務 

 
（２３）ＮＰＯ法人 コメリ災害対策センターとの災害時における物資供給に関する協定に基

づく応援要請 
①「供給要請対象物資一覧」に掲げる物資の提供 
② その他人吉市が指定する物資の提供 
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（２４）福助株式会社熊本工場との災害時における井戸水等の提供に関する協定に基づく応援

要請 
① 大規模災害発生時の生活用水の提供 
② 災害時協力井戸標識の掲示 
③ その他必要と認められる事項 

 
（２５）西日本電信電話株式会社 熊本支店との災害時における特設公衆電話の設置・利用に

関する協定 
特設公衆電話設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を設置し、災害発生時に電

話機を接続することで被災者等へ通信の提供を可能とする。 
 

（２６）人吉市内郵便局との災害発生時における協力に関する協定 
① 緊急車両等としての車両の提供 
② 被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の被災情

報の相互提供 
③ 郵便局ネットワークを活用した広報活動 
④ 次に揚げる郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策 

ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

ウ 被災地あて救助用郵便物等の料金免除 

エ 被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

⑤ 郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の情報提供 
⑥ 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便物の取集・交付等 
⑦ 避難所における避難先届及び転居届の回収箱の設置並びに届出書の配布・回収等 
⑧ 株式会社ゆうちょ銀行の非常払い及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い 
⑨ その他、要請のあったもののうち協力できる事項 

 
（２７）ヤフー株式会社との災害に係る情報発信等に関する協定 

① ホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載 
② 市内の避難所等の防災情報を提供し、情報を平常時からヤフーサービス上に掲載 
③ 市内の避難指示等の緊急情報を提供し、これらの情報をヤフーサービス上に掲載 
④ 災害発生時の市内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボラ

ンティア受入れ情報を提供し、これらの情報をヤフーサービス上に掲載 
⑤ 市内の避難所等における必要救援物資に関する情報を提供し、この必要救援物資に関

する情報をヤフーサービス上に掲載 
⑥ その他、必要であると認められた事項 

 
（２８）株式会社 アクティオとの災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 

① 保有する機材の優先的な提供 
 

（２９）株式会社 翠嵐楼との災害時の施設使用等の協力に関する協定 
① 施設の一時避難施設としての使用 

 
（３０）つばめタクシー株式会社との災害時の施設使用等の協力に関する協定 

① 燕商工保育園施設の一時避難施設としての使用 
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（３１）熊本県環境事業団体連合会との災害時におけるし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬等の支

援に関する協定 
① 災害し尿等の収集運搬等の支援 

 
（３２）ヴェオリア・ジェネッツ株式会社九州支社との災害時等における応急措置等の協力に

関する協定 
① 広報 
② 電話対応 
③ 応急給水 
④ 特に必要と認める業務 

 
（３３）株式会社ゼンリンとの災害時における地図製品等の供給等に関する協定 

① 住宅地図製品等の供給 
 

（３４）株式会社佐藤との災害時における土砂の処分等に関する協定 
① 市内に堆積した土砂の処分場の確保 
② 土砂処分場への土砂の受入れ及び処分 
③ 市内に堆積した土砂の仮置き場の確保 
④ 仮置き場への土砂の受入れ 
⑤ 土砂処分場の適切な管理運営（交通、地元町内、土砂処分場その他周辺施設に配慮し

た誘導員の配置及び看板の設置等を含む。） 
 
（３５）株式会社 香花堂との災害時の施設使用等の協力に関する協定 

① 施設の一時避難施設としての使用 
 

（３６）株式会社平安閣冠婚葬祭互助会、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助会との災害時にお

ける棺及び葬祭用品その他物資の供給並びに遺体の搬送、慰霊祭施行等の協力に関する

協定 
① 棺及び葬祭用品（骨壺・骨箱・仏衣・防腐剤・ロウソク・線香・ドライアイス等）の

供給並びに作業等の役務の提供 
② 生活物資の提供 
③ 遺体安置施設等の提供 
④ 遺体の搬送 
⑤ 慰霊祭の施行 
⑥ その他この協定の目的を達するために必要な業務 

 
（３７）大塚製薬株式会社熊本支店との包括連携に関する協定 

① 健康づくり及び食育の推進に関する事項 
② 熱中症予防にかかる啓発活動に関する事項 
③ 災害対策に関する事項 
④ スポーツの振興及び教育の推進に関する事項 

 
（３８）つばめタクシー株式会社との災害時における輸送業務に関する協定 

① 応急対策を行うために必要な人員、要支援者等の輸送業務 
② 応急対策を行うために必要な物資の輸送業務 
③ 災害の状況及び被害情報の収集 
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（３９）社会福祉法人人吉市社会福祉協議会、ひと・くま災害応援隊との災害ボランティア活

動の連携支援に関する協定 
【平時の連携・協力】 

① 信頼関係を構築するための顔の見える関係づくり 
② 各主体が行う研修、啓発への協力 
③ 災害後の災害ボランティア活動の検証と課題の共有 
④ 災害時に備えた取り決めの確認 
⑤ その他目的達成のために必要な事項 

【災害時の連携・協力】 
① 速やかかつ能動的な被災者全体の状況把握、情報の集約及び発信 
② 自らの活動状況及び予定に関する情報の提供 
③ 災害直後からの避難所等における被災者への支援 
④ 一般ボランティアとボランティア団体との総合調整 
⑤ その他目的達成のために必要な事項 

 
（４０）丸恵本館との災害時の施設使用等の協力に関する協定 

① 施設を一時避難施設としての使用 
 

（４１）岩下兄弟株式会社との災害時の施設使用等の協力に関する協定 
① 施設の立体駐車場の一部を一時避難施設としての使用 

 
（４２）株式会社ＴａＫｕＲｏｏ人吉営業所との災害時における輸送業務に関する協定 

① 応援対策を行うために必要な人員、要援護者等の輸送業務 
② 応援対策を行うために必要な物資の輸送業務 
③ 災害の状況及び被害情報の収集 

 
（４３）一般社団法人日本カーシェアリング協会との災害時における被災者等の移動手段の確

保に関する協定 
① 市内の被災者等に対する自動車の無償貸与事業を可能な範囲で実施 

 
（４４）株式会社ダイナムとの災害時の施設使用等の協力に関する協定 

① 施設の駐車場の一部を一時避難施設としての使用 
 

（４５）綜合警備保障株式会社との災害時における避難所運営総合管理業務に関する協定 
① 避難所運営が長期化した場合の治安確保等に関する避難所運営総合管理業務 
② その他市が必要と認める業務 

 
（４６）公益社団法人日本下水道管路管理業協会との災害時における復旧支援協力に関する協

定 
① 被災した下水道管路施設の応急復旧のために必要な業務（巡視、点検、調査、清掃、

修繕） 
② その他市が必要とされる業務 

 
（４７）社会福祉法人人吉市社会福祉協議会との人吉市災害ボランティアセンターの設置・運

営等に関する協定 
① 被災情報の把握 
② ボランティアニーズの把握 
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③ 災害ボランティアの募集及び受付 
④ 防災ボランティア活動の情報発信 
⑤ センター及び災害ボランティア活動に関する各種相談、問合せの対応 
⑥ ボランティア活動保険の加入手続 
⑦ 災害ボランティア活動に必要な資機材・活動物資等の調達、貸出、保管及び管理 
⑧ 災害ボランティア活動に必要な移動支援 
⑨ 災害対策本部等との次に掲げる情報の共有 
⑩ 関係機関・団体との間の連絡、調整、仲介等 
⑪ その他災害ボランティア活動に必要と甲乙が認める情報 

 
（４８）東洋ライス株式会社との包括連携に関する協定 

   ① 防災（非常食の食料提供）に関すること 
 

（４９）災害等緊急時における水道事業及び簡易水道事業相互応援に関する協定 
  ① 応急給水活動 

   ② 応急復旧活動 
   ③ 応急復旧資機材の提供 
 
２ 自衛隊災害派遣要求 

自衛隊災害派遣要求については、第４節 自衛隊災害派遣要求計画によるものとする。 
 

３ 消防機関相互の応援要請 
市長は地震により大規模火災が発生した場合において、火災防ぎょ等のために必要と認める

ときは、熊本県消防相互応援協定に基づき県下各市町村及び各消防本部に応援を求めるものと

する。 
 

４ 防災会議構成関係機関への応援要請 
大規模地震発生時には、その被害が拡大することが予想され、本市の防災体制のみでは、応

急対策活動にあたって支障をきたすことから、平常時から防災会議構成関係機関と十分に協議

して、応援協力体制を確立しておくとともに、災害時には適切な応援協力を図るものとする。 
 

５ 応援の受入れに関する措置 
本節で定めるところにより、各防災関係機関に対して応援要請を行う場合は、応援活動の拠

点となる施設の提供、応援に係わる人員の宿泊場所のあっせん等応援受入れの体制の整備に努

める。 
 
 

第４節 自衛隊災害派遣要求計画 
 

本計画は、天災地変その他の災害に対し、人命又は財産保護のため、自衛隊法第８３条の規定

に基づき、県知事に対し自衛隊の災害派遣要求に必要な事項を定め、もって自衛隊の効果的な災

害派遣を期するものである。 
 

１ 自衛隊災害派遣要求 
（１）県に対する自衛隊災害派遣要求 

市長は、人命又は財産の保護のため、自衛隊法第８３条に基づき必要に応じて、県球磨

地域振興局を通じ県知事に対し自衛隊の災害派遣要求を行うものとする。 
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（２）直接通知及び状況通知 
市長は、災害対策基本法第６８条の２に基づき、被災等により知事に自衛隊派遣要求が

できない場合は、直接、自衛隊に対し災害状況を通知するものとする。 
 

２ 自衛隊災害派遣部隊 
 本市を担当する自衛隊災害派遣部隊は次の部隊である。 
（１）所在地 宮崎県えびの市大河平４４５５－１ 
（２）部隊名 陸上自衛隊西部方面特科連隊第３大隊 
（３）電 話 ０９８４－３３－３９０４ 

 
３ 災害派遣の要求基準 

災害派遣の要求基準は次のとおりとする。 
（１）公共性 

公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護しなければならない必要性が

ある場合 
（２）緊急性 

さし迫った必要性がある場合 
（３）非代替性 

自衛隊の部隊が派遣される以外に他の適切な手段がない場合 
 

４ 災害派遣の要求に含める事項 
市長が県知事に対し、自衛隊の災害派遣を要求する場合、次の事項を明確にするものとする。 

（１）災害の状況及び派遣を要求する事由 
（２）派遣を希望する期間 
（３）派遣を希望する区域及び活動内容 
（４）その他参考となるべき事項 

 
５ 自衛隊に依頼する活動内容 

（１）人命救助：行方不明者の捜索、被災者の救出・救助 
（２）消火活動：航空機による消火活動 
（３）水防活動：土のう作成、運搬、積込み 
（４）救援物資輸送：車両及び航空機による物資輸送 
（５）道路の応急復旧：応急の土木工事、土砂崩れに対する工事等 
（６）医療、防疫：応急救護及び防疫活動 
（７）給水給食活動：水タンク車等による給水活動、炊事車等による給食活動 
（８）宿泊活動：天幕を使用した宿泊施設の設置 
（９）入浴活動：野外における応急風呂の開設 

 
 

第５節 災害情報収集・伝達計画 
 

大規模地震発生時における各種気象情報、被害発生に係わる情報及び防災関係機関が実施する

活動情報等は応急活動を効果的に実施するため重要であるので、情報の収集、連絡を迅速に行い

被害の早期把握に努める。 
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１ 実施責任者 
（１）市 

市長は、管内の被害報告等を収集し、県その他関係機関に通報又は報告を行うものとす

る。なお、県への報告に当たっては、熊本県防災情報共有システムに報告するものとする。 
ただし、通信の途絶等により県に報告することができないときは、直接国(総務省消防

庁)に対して被害報告を行うものとする。この場合、通信が回復次第、速やかに県に報告す

るものとする。 
〔県への報告基準〕 
災害対策基本法第５３条に基づき、県知事に報告すべき災害の基準は次のとおりとする。 
ただし、災害発生初期段階においては、具体的な被害状況によらず被害規模を推定でき

る総括的な情報で足りるものとする。 
① 市において災害対策本部及び災害警戒本部を設置した災害 
② 被害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から特に必要があると認められる災害 
③ 高齢者等避難、避難指示を発令した場合 
④ 上記に定める災害となるおそれのある場合 

 
（２）防災会議構成関係機関等 

本市防災会議構成関係機関及び防災上重要な施設の管理者は、当該所管に係わる被害報

告等の収集を行うとともに、市その他関係機関に報告を行うものとする。 
 

２ 被害報告取扱責任者 
市長は、情報の一元的処理及び報告の迅速かつ的確な処理ができるよう、あらかじめ被害

報告取扱責任者を定めておく。 
（１）被害報告取扱責任者 

① 総括責任者    災害対策本部総務班長 
② 災害対策本部   各班長 
③ 災害警戒本部   各班長 
④ 災害対策支部   各支部長 

 
３ 被害の調査・報告 

市長は、各地区を統括する災害対策支部を通じて、被害状況の早期把握に努める。 
また、災害対策支部長は統括する地区の町内会長と連絡をとり、被害の把握をするととも

に、現地確認が必要な場合は、調査班を派遣し被害状況を確認の上、災害対策本部総務班長

へ報告するものとする。 
（１）被害報告要領 

被害報告は被害報告書により行うこととする。【第６編 資料６，７参照】 
ただし、初動体制期及び緊急を要する場合は、下記項目について直ちに災害対策本部へ

報告しなければならない。 
① 人的被害 
② 火災等の発生状況 
③ 家屋の被害状況 
④ 住民の避難状況 
⑤ 土砂災害の発生状況 
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４ 災害情報の収集・伝達系統 
    大規模地震発生時における災害情報の収集・伝達は下記図のとおりである。 
    
   図１ 大規模地震発生時における情報収集伝達図 
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第６節 広報計画 
 

市長は、災害時の情報及び被害情報等を、報道機関その他を通じて速やかに関係機関及び市民

に周知徹底し、被害の軽減と秩序の保持を図るものとする。 
 

１ 情報収集活動 
広報を実施するための、災害情報及び被害情報等の収集については、第５節災害情報収集・

伝達計画によるものとする。 
 

２ 広報活動 
収集した災害情報及び被害情報並びに対策等については、速やかに報道機関及び広報媒体を

利用し、市民に対し周知徹底を図る。 
（１）広報内容 

広報内容については、災害の規模、態様に応じて次の事項を広報するものとする。 
① 地震情報（震度情報等の内容） 
② 災害対応状況（災害対策本部の設置等） 
③ 被害の概要（被害の規模・状況等） 
④ 避難情報（高齢者等避難、避難指示、避難経路、避難場所等） 
⑤ 道路・河川等の被害状況（交通規制等） 
⑥ 電気・水道の被害状況（停電・断水等） 
⑦ 医療救護所の開設状況（設置箇所等） 
⑧ 給食実施状況 
⑨ 二次災害を含む被害の防止に関すること 
⑩ 一般市民に対するボランティア要請 
⑪ その他必要事項 

 
（２）報道機関に対する発表 

報道機関に対する災害時の情報及び被害情報等の発表については、災害対策本部総務班

長が行う。 
 

（３）市民に対する広報 
災害の状況に応じて、下記の方法にて市民に対し災害情報の周知を徹底する。 

① サイレンと防災行政無線を利用 
② 防災ラジオ（戸別受信機）を利用 
③ 防災ポータルサイトを利用 
④ ライティング防災アラートを利用 
⑤ 報道機関（テレビ・ラジオ等）を利用 
⑥ 市のホームページや市公式ＬＩＮＥ等のＳＮＳを利用 
⑦ 市広報車並びに消防団積載車を被災地に派遣 
⑧ 避難場所への職員の派遣 
⑨ Ｅメールを利用 

 
 

第７節 緊急道路確保計画 
 

市長は、大規模地震発生時における市民の避難誘導、救助救出活動、消防活動、救援物資輸送

活動等を円滑に行うため国、県並びに警察機関の協力を得て緊急道路を確保するものとする。 
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１ 情報収集活動 
市長は、市内の国道、県道及び市道等の被害状況を把握するため、第５節災害情報収集・伝

達計画に基づき、速やかに各道路管理機関と情報交換並びに応急復旧に関する協議を行うもの

とする。 
 

２ 道路啓開等 
道路管理者は、放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車両の通行を確保

するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の命令を行うものとする。 
運転者がいない場合等においては、道路管理者は、自ら車両の移動等を行うものとする。 

 
３ 緊急道路確保 

（１）被災住民の円滑な救護活動を行うため、下記により緊急道路を確保するものとする。 
① 避難経路の確保 

災害対策本部水防班長は被災地区支部長と協議し避難所までの避難経路を決定する

とともに障害物除去等の応急対策を行う。 
② 救助救出及び消火活動路の確保 

災害対策本部消防班長は、本部水防班長と協議し救助救出及び消火活動路を確保し迅

速な応急活動を実施する。 
③ 救援物資輸送路の確保 

災害対策本部救護班長は、本部水防班長並びに被災地区支部長と協議し救援物資輸送

路の確保を行う。 
④ 国・県道等の応急復旧 

災害対策本部水防班長は、応急対策に必要な国道、県道及び高速道路の応急復旧につ

いて、各道路管理機関と協議のうえ協力するものとする。 
 

（２）緊急輸送道路の選定（資料２６） 
地震等の大規模災害時における緊急輸送道路は次のとおりとする。 

① 市内国道（２１９号、２２１号、２６７号、４４５号） 
② 主要地方道（県道） ： 人吉インター線 （鬼木町～五日町） 
③ 主要地方道（県道） ： 坂本人吉線 （瓦屋町～紺屋町） 
④ 主要地方道（県道） ： 人吉水上線 （願成寺町～願成寺町） 
⑤ 市道 ： 下林北願成寺線・願成寺岩清水線 （下林町前村～高速道インター～南願成

寺町岩清水） 
⑥ 市道 ： 五日町田町線  （五日町～人吉城跡～田町） 
⑦ 市道 ： 下林南願成寺線 （下林町前村～願成寺町） 
⑧ 市道 ： 上林中神線 （上林町～中神町） 
⑨ 市道 ： 青井西間線 （上青井町～西間上町） 
⑩ 市道 ： 麓町矢黒線 （新町～土手町） 
⑪ 市道 ： 紺屋町東間線 （紺屋町～新町、田町～東間下町） 
⑫ 市道 ： 願成寺錦線 （願成寺町～蟹作町） 

 
４ 緊急道路応急復旧 

災害対策本部水防班長は、緊急道路の迅速な応急復旧を行うため、自衛隊並びに人吉市建設

協会に協力を求め建設機材並びに要員の確保を行うものとする。 
 

５ 緊急道路確保に伴う交通規制 
緊急道路確保に伴う交通規制等については、人吉警察署と協議のうえ実施するものとする。 
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６ 市道の積雪対策 
積雪対策は、厳冬期前に市内各所の橋梁や山間部などの市道に融雪剤（塩化カルシウム等）

を配置し、積雪時に早急に散布できる体制をとる。 
積雪があった場合には、主要道路、通学路、を主に道路点検を実施し状況に応じ融雪剤の散

布を行い通行の確保を行う。 
山間部の生活道路については、融雪剤の散布及び積雪量が多い場合は建設業者に除雪を依頼

し、生活道路の通行の確保を行う。 
 

７ 水害被害による堆積土砂等撤去対策 
堆積土砂等撤去対策は、市内各所の市道や橋粱などに水害土砂等が堆積した場合、早急に撤

去できる体制を人吉市建設協会に依頼し、土砂撤去を行う。 
緊急輸送道路、主要道路の道路点検を実施し、通行の確保を行う。 

 
 

第８節 避難収容計画 
 

本計画は、大規模地震のため危険な状態にある市民に対して、高齢者等避難、避難指示を発令

し、情報伝達、避難誘導を実施して、市民の生命及び身体を災害から保護し、もって応急対策を

迅速かつ円滑に行うことを目的とする。 
 

１ 高齢者等避難、避難指示 
市長は、災害から市民の生命、身体を保護するため災害対策基本法第６０条に基づき高齢者

等避難、避難指示等を発令するものとする。 
（１）高齢者等避難、避難指示の基準 

市長は、高齢者等避難、避難指示を発令する場合は、下記事由により必要と認めた場合

に行うものとする。 
① 現に被害が発生し、市民の生命、身体が危険であると判断したとき。 
② 避難の必要が予想される各種気象情報が発せられたとき。 
③ 河川が氾濫注意水位（水防法第１２条で規定される警戒水位。以下同じ）を突破し洪

水のおそれがあるとき。 
④ 火災が拡大するおそれがあるとき。 
⑤ 土砂災害等による著しい危険が切迫しているとき。 

 
２ 高齢者等避難、避難指示の内容及び周知 

（１）高齢者等避難、避難指示の内容 
市長は、高齢者等避難、避難指示を発令する場合は、次の内容を明示して行うものとす

る。 
① 避難対象区域 
② 避難先 
③ 避難理由 
④ 避難経路 
⑤ 避難時の注意事項 

 
（２）高齢者等避難、避難指示の周知の方法 

① サイレンと防災行政無線による周知 
② 防災ラジオ（戸別受信機）による周知 
③ 防災ポータルサイトによる周知 
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④ 報道機関（テレビ・ラジオ等）を通じての周知 
⑤ 市のホームページや市公式ＬＩＮＥ等のＳＮＳを通じての周知 
⑥ 市広報車並びに消防団積載車による周知 
⑦ 災害対策支部から直接の口頭及び拡声機器等による周知 
⑧ 町内会への電話等による周知 
⑨ Ｅメールを通じての周知 

  
３ 警戒区域の設定 

災害対策基本法第６３条に基づき市長の委任を受けた市防災関係職員は、災害が発生し又は

発生しようとしている場合において、市民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必

要があると認めるときは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当

該区域への立ち入りを制限、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命じることができる。

同じく、警察官、災害派遣時の自衛官についても、市防災関係職員が現場にいないとき、又は、

市防災関係職員から要求があったときは、同法に規定する権限を行うことができる。ただし、

この場合は直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 
 

４ 避難誘導 
市長が高齢者等避難、避難指示を発令する場合は、市民が安全かつ迅速に避難できるよう町

内会の協力を得て、避難を行うものとする。 
避難にあたっては、避難行動要支援者に特に配慮するものとする。 

（１）避難誘導留意事項 
① 避難経路は、できる限り危険な道路、橋、堤防、その他新たに災害が発生するおそれ

のある場所を避け、安全な経路を選定すること。 
② 危険な箇所には表示を行うほか、必要に応じ誘導員を配置し安全を期すること。 
③ 市民に対し、避難行動要支援者の安全確保の援助及び優先避難を呼びかけ、近隣相互

の助け合いによる安全避難を図ること。 
 

５ 避難所の開設及び運営 
（１）避難予定施設の安全確認 

市長は避難所を設置する場合は、事前に災害対策支部長又は本部より指示を受けた職員

に避難所予定施設の安全性を確認させるものとする。 
その結果、不適となった場合は、隣接地区の避難所、隣接他町村の避難所又は災害協定

を締結している自治体の避難所を設置するものとする。 
また、避難所を開設した場合は、直ちに県に報告するものとする。 

 
（２）収容施設等 

既存の施設を利用する場合は、耐震、耐火、鉄筋構造の建物を優先し、できる限り生活

面でバリアフリー化された施設を利用し、そうでない施設では、障がい者用トイレ、スロ

ープの仮設に配慮する。 
なお、優先して開設する指定避難所に関しては、第２編災害予防計画編 第１章災害予

防計画 第８節避難場所・避難所の整備 ３指定避難所（２）指定避難所の開設条件に準

じて行うこととする。 
 

（３）避難所開設の市民への周知 
避難所を開設した場合は、速やかに避難対象地区市民に対しその場所を周知するものと

する。 
また、市は、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることに備え、避難
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所受付システム（ポケコム）を用いて避難所の混雑状況を把握し、周知することで避難の

円滑化に努めるものとする。 
 

（４）避難所への職員派遣 
避難所を開設した場合は、災害対策支部長又は総務班長は所属する職員を避難所に派遣

し、避難してきた市民に対して援護活動を行うものとする。 
 

（５）避難所の管理運営 
① 避難所運営マニュアル等に基づき、避難所を適切に運営管理するものとする。 
② 避難所ごとにそこに収容されている避難者に係る情報の早期把握及び避難所で生活

せず食事のみ受け取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努めるものとする。 
③ 避難所における生活環境に注意を払い、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握、

感染症及び食中毒等の発生予防に努めるものとする。 
④ 高齢者や障がい者、男女共同参画の視点及びプライバシーに配慮した避難所の運営に

努めるものとする。また、食事の提供の際は、乳幼児、アレルギー疾患患者等の把握を

行うとともに、必要な食料確保等を行うものとする。 
⑤ 避難期間が長期化する場合、県及び市は、精神科医、臨床心理士、保健師等によるこ

ころのケアも行うものとする。 
⑥ 必要に応じ、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるものとする。 
⑦ 避難所の長期化に対応するために、避難者・行政・支援者（ボランティア）等運営に

係わる代表者による「避難所運営委員会」を設置し、避難所の運営を行う。 
⑧ 大規模災害により避難所運営が長期化した場合は、避難所運営管理委託も検討するも

のとする。 
 

６ 広域的避難収容 
大規模地震発生により甚大な被害が発生した場合、若しくは被害が拡大する恐れがある場合、

被害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等にかんがみ、市域外への広域的な避難、

避難所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合には、必要に応じ、第３節 応

援要請計画に基づき応援を要請する。 
 
 

第９節 救助救出・行方不明者捜索計画 
 

本計画は、大規模災害発生時において生命が危険な状態にある者、あるいは生死不明状態にあ

る者を捜索し、又は救助救出することにより被災住民の生命及び身体を保護することを目的とす

る。 
 

１ 実施責任 
市長は警察、消防、自衛隊、地域住民の協力を得て、住民の救助救出及び行方不明者の捜索

を行うものとする。 
ただし、災害救助法の適用を受けた場合は、救助救出を迅速に行うため、都道府県知事の通

知に基づき、市長が行うものとする。 
 

２ 救助救出 
大規模地震による救助救出は、次の状態にある者に対し、実施するものとする。 

（１）救助救出対象者 
救助救出対象者は地震発生によって生命、身体が危険な状態にある者で、概ね次のよう
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な場合とする。 
① 大規模地震及びその後の火災、家屋の倒壊等によって生命に危険がある者 
② 土砂災害等により生き埋めになり生命に危険がある者 
③ 火災の際逃げ遅れ等により、生命に危険がある者 
④ その他、救助救出が必要と判断された者 

 
（２）救助救出の方法 

救助救出の実施については、災害対策支部並びに災害対策本部消防班を中心に第５節 

災害情報収集・伝達計画に基づき、救助救出対象者を迅速に把握するとともに下記により

警察、消防、自衛隊、自主防災組織及び地域住民の協力を得て迅速に行うものとする。 
① 災害対策本部 

各災害対策支部長は、担当区域の被災状況を調査するとともに、救助救出対象者を的

確に把握し直ちに救助救出を行う。 
② 災害対策本部消防班 

災害対策本部消防班を構成する消防班は、第１２節 消防計画に基づき直ちに救助救

出活動を実施する。 
③ 自衛隊 

大規模地震発生時に出動を要求する自衛隊は、第４節 自衛隊災害派遣要求計画に基

づき直ちに救助救出活動を実施する。 
④ 自主防災組織 

自主防災組織である町内会を代表する各町内会長は、第２４節 自主防災組織計画に

基づき直ちに救助救出に協力する。 
 

３ 行方不明者捜索 
災害等により行方不明の状態にあり、かつ諸般の事情から生存していると推定される者又は

生命があるかどうか明らかでない者を対象者とする。 
（１）行方不明者等の捜索 

大規模地震による行方不明者等の捜索については、第５節 災害情報収集・伝達計画に

基づき情報収集に努めるとともに、家族からの届出等を的確に把握し、警察機関、消防機

関、自衛隊、自主防災組織及び地域住民の協力を得て迅速に行うものとする。 
なお、具体的な対応については救助救出に準ずるものとする。 

 
（２）死体の検視及び引渡し 

明らかに大規模地震に起因し死亡したと思われる死体を発見した場合は、警察に対し死

体の検分及び検視を依頼するとともに、検視が終了した遺体は直ちに家族に引き渡すもの

とする。 
なお、受取り家族がない遺体並びに身元不明の遺体については、市において一定期間安

置したのち埋葬するものとする。 
 

（３）遺体の安置場所 
検視終了後の遺体は家族に引き渡す迄の間、下記の遺体安置所にて安置するものとする。 
なお、下記の遺体安置所が被災し使用不能の場合は、隣接する学校及び公共施設を指定

する。 
① 市街地区 西本願寺別院 （二日町） 
② 川南地区 林 鹿 寺 （麓 町） 
③  〃   永 国 寺 （土手町） 
④ 川北地区 林 照 寺 （瓦屋町）  
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な場合とする。 
① 大規模地震及びその後の火災、家屋の倒壊等によって生命に危険がある者 
② 土砂災害等により生き埋めになり生命に危険がある者 
③ 火災の際逃げ遅れ等により、生命に危険がある者 
④ その他、救助救出が必要と判断された者 

 
（２）救助救出の方法 

救助救出の実施については、災害対策支部並びに災害対策本部消防班を中心に第５節 

災害情報収集・伝達計画に基づき、救助救出対象者を迅速に把握するとともに下記により

警察、消防、自衛隊、自主防災組織及び地域住民の協力を得て迅速に行うものとする。 
① 災害対策本部 

各災害対策支部長は、担当区域の被災状況を調査するとともに、救助救出対象者を的

確に把握し直ちに救助救出を行う。 
② 災害対策本部消防班 

災害対策本部消防班を構成する消防班は、第１２節 消防計画に基づき直ちに救助救

出活動を実施する。 
③ 自衛隊 

大規模地震発生時に出動を要求する自衛隊は、第４節 自衛隊災害派遣要求計画に基

づき直ちに救助救出活動を実施する。 
④ 自主防災組織 

自主防災組織である町内会を代表する各町内会長は、第２４節 自主防災組織計画に

基づき直ちに救助救出に協力する。 
 

３ 行方不明者捜索 
災害等により行方不明の状態にあり、かつ諸般の事情から生存していると推定される者又は

生命があるかどうか明らかでない者を対象者とする。 
（１）行方不明者等の捜索 

大規模地震による行方不明者等の捜索については、第５節 災害情報収集・伝達計画に

基づき情報収集に努めるとともに、家族からの届出等を的確に把握し、警察機関、消防機

関、自衛隊、自主防災組織及び地域住民の協力を得て迅速に行うものとする。 
なお、具体的な対応については救助救出に準ずるものとする。 

 
（２）死体の検視及び引渡し 

明らかに大規模地震に起因し死亡したと思われる死体を発見した場合は、警察に対し死

体の検分及び検視を依頼するとともに、検視が終了した遺体は直ちに家族に引き渡すもの

とする。 
なお、受取り家族がない遺体並びに身元不明の遺体については、市において一定期間安

置したのち埋葬するものとする。 
 

（３）遺体の安置場所 
検視終了後の遺体は家族に引き渡す迄の間、下記の遺体安置所にて安置するものとする。 
なお、下記の遺体安置所が被災し使用不能の場合は、隣接する学校及び公共施設を指定

する。 
① 市街地区 西本願寺別院 （二日町） 
② 川南地区 林 鹿 寺 （麓 町） 
③  〃   永 国 寺 （土手町） 
④ 川北地区 林 照 寺 （瓦屋町）  
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第１０節 災害救助法の適用計画 
 

本計画は、災害救助法の適用を受ける場合の基準及び救助の実施の方法を明示し、もって、被

災者の救助を迅速かつ的確に行うことを目的とする。 
 

１ 災害救助の実施機関 
災害救助法の適用を受けた場合の救助活動は、救助救出を迅速に行うため、都道府県知事の

通知に基づき市長がこれを行うものとする。 
 

２ 災害救助法の適用及び手続 
一定の程度以上の災害については、災害救助法が適用され、基準に該当した場合、若しくは

該当すると判断した場合には、直ちにその旨を県知事に報告するものとする。 
（１）災害救助法の適用基準 

① 市の区域内の人口に応じ、下表 A 欄に定める数以上の世帯の住家が倒壊、焼失等によ

り滅失した場合 
② 県の区域内において、１，５００世帯以上の世帯の住家が滅失した場合において、市

の区域内の人口に応じて下表 B 欄に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合 
③ 県の区域内において、７，０００世帯以上の世帯の住家が滅失した場合において、被

災世帯が多数で救助の必要がある場合 
④ 災害が隔絶した区域に発生したものである等、救護を著しく困難とする特別な状況に

ある場合であって、多数の住家が滅失した場合 
⑤ 多数の住民の生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合 

市町村の区域内の人口 A(世帯) B(世帯) 
１５，０００ 人以上 ３０，０００ 人未満 
３０，０００ 人以上 ５０，０００ 人未満 

５０ 
６０ 

２５ 
３０ 

 
（２）被災害世帯の算定基準 

住家の滅失に準じた世帯の数の算定基準は、住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷し

た世帯は２世帯をもって１世帯とし、床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住する

ことができない状態となった世帯は、３世帯を持って１世帯とするものとする。 
 

３ 救助の種類及び実施方法 
救助の種類及び実施方法については、第６編、資料１１『救助の種類及び実施方法』による

ものとする。 
 
 

第１１節 水防計画 
 

水防計画については、本冊「人吉市水防計画書」に定めるものとする。 
 
 

第１２節 消防計画 
 

大規模地震発生時における市民の生命、身体及び財産を保護するとともに被害の拡大を防止し、

もって秩序の保持と社会公共の増進を図ることを目的とする。 
なお、常備消防については人吉下球磨消防組合震災警防規程に定めるところによる。 
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１ 消防団招集の計画 
市長は、大規模地震が発生した場合は、消防団を迅速に招集し被災者の救助・救出を行うと

ともに、被害を最小限に止めるものとする。 
（１）消防団非常呼集の基準 

① 震度５弱以上の地震が発生した場合 
② 大規模地震による火災が発生し、延焼のおそれがあると判断されたとき。 
③ その他、大規模地震から市民の生命、身体及び財産を保護するため消防団による消防

防災活動が必要と判断されたとき。 
 

（２）消防団非常呼集の方法『図１ 消防団の組織図参照』 
① 消防団非常呼集の基準に掲げる災害が発生した場合、市長は直ちに消防団長に対し消

防団員の呼集を命ずる。 
② 消防団長は直ちに、副団長、各方面隊長を消防団本部に呼集する。 
③ 各方面隊長は、管轄区域分団長に対し、出動箇所、携帯用具等を具体的に示し出動を

命ずる。 
④ 出動を命じられた分団長は、管轄区域の各部長に対し、出動を命ずるとともに自らも

災害現場にて消防防災活動を指揮する。 
⑤ 分団長から出動を命じられた部長以下の団員は、直ちに消防詰所に集合するとともに、

出動箇所、携帯用具等を確認のうえ出動するものとする。 
 

２ 救助・救出活動並びに消火活動 
（１）救助・救出活動 

① 消防団長は、警察、消防組合等と情報交換を行い、救助救出箇所を確認し、迅速な救

助救出活動を方面隊長を経由し分団長に指示するものとする。 
② 救助救出現場で団員を指揮する分団長は、その状況を常時方面隊長に報告するととも

に必要に応じて応援要請を行うものとする。 
③ 被災が軽微な地区の方面隊長は、指揮下の各分団を指示された場所に待機させ消防団

長の指示を待つものとする。 
④ 団長は被害が甚大で隣接市町村の応援が必要と判断した場合は、災害対策本部総務班

長と協議のうえ、熊本県消防相互応援協定に基づき隣接市町村に対して応援要請を行う

ものとする。 
⑤ 団長は、熊本県消防相互応援協定に基づき出動した隣接市町村消防団に対し、救助救

出箇所、具体的状況等を明示し協力を要請するものとする 
 

（２）消火活動 
① 火災現場で消火活動を指揮する分団長は、消防組合現場指揮者の指示により迅速に初

期消火を行うものとする。 
② 分団長は、火災現場の状況により必要と判断した場合は、方面隊長に対して応援要請

を行うものとする。 
③ 団長は、方面隊長の報告に基づき火災が拡大し又は、拡大するおそれがあると判断し

た場合は、災害対策本部総務班長と協議のうえ、熊本県消防相互応援協定に基づき隣接

市町村に対して応援要請を行うものとする。 
④ 団長は、熊本県消防相互応援協定に基づき出動した隣接市町村消防団に対し、火災の

状況、出動箇所、消火方法等を具体的に明示し協力を要請するものとする。 
⑤ 分団長は、火災が鎮火した場合においても再出火防止のため、警備要員を配置してお

くものとする。 
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３ 消防施設の応急復旧 
（１）消防水利の応急復旧 

① 火災現場へ出動を命じられた分団長は、事前に現場周辺の消火栓、防火水槽、自然水

利等、消防水利の位置を確認しておくとともに消防ポンプ配置箇所を団員に指示するも

のとする。 
② 分団長は、火災現場に到着後直ちに消防水利の損傷状況を把握するとともに、損傷等

により使用不可能な場合は、直ちに隣接地消防水利施設からの水利確保を行うものとす

る。 
③ 分団長は、損傷等により使用不可能な消防水利を確認した場合は、現場にて可能な限

りの応急復旧を行うとともに、損傷状況を方面隊長に報告するものとする。 
④ 消防水利の損傷状況報告を受けた市長は、県に報告するとともに直ちに応急復旧に努

めるものとする。 
 

（２）消防資機材対策 
① 分団長は、大規模地震により消防拠点施設並びに消防資機材が損傷を受けた場合は、

直ちに損傷状況を方面隊長に報告するものとする。 
② 分団長は、消防資機材に損傷を受け消防活動に支障をきたすと思われる場合は、指揮

下各部若しくは隣接分団と協議のうえ、予備資機材を配置するものとする。 
 
図１  消防団の組織図 
 

方面隊名 分団名 部 名 区        域 

 

 

第１ 

方面隊 

 

第１分団 

 

 

第 1 部 田町 麓町 新町 南町 

第２部 九日町 紺屋町 鍛冶屋町 

第３部 大工町 二日町 五日町 七日町 

第４部 上新町 下新町 願成寺町 

 

第２分団 

第 1 部 南泉田町 北泉田町 鬼木町 

第２部 上青井町 中青井町 下青井町 駒井田町 鶴田町 

第３部 瓦屋町 城本町 合ノ原町 井ノ口町 

第２ 

方面隊 

 

第３分団 

第 1 部 温泉町 上林町 中林町 下林町 

第２部 上原田町 下原田町  

第３部 中神町 

第３ 

方面隊 
第４分団 

第 1 部 上薩摩瀬町 下薩摩瀬町 下城本町 宝来町 相良町 

第２部 矢黒町 上永野町 下永野町 

第３部 上戸越町 下戸越町 鹿目町  

鹿目機能別消防団 

第４ 

方面隊 

第５分団 

第 1 部 西間上町 西間下町  

第２部 蓑野町 古仏頂町  

第３部 木地屋町 東大塚町 西大塚町 田野町 

 田野機能別消防団 

第６分団 
第 1 部 東間上町 東間下町 

第２部 七地町 浪床町 蟹作町 赤池原町 赤池水無町 

第５ 

方面隊 
第７分団 

第 1 部 下漆田町 東漆田町 上漆田町  

第２部 下田代町 上田代町  

第３部 大畑町 大畑麓町 大野町 矢岳町 

  矢岳機能別消防団 

 

市 
 

 
 

長 
 

団 
 

 
 

長 
 

副 
 

団 
 

長 

防
災
サ
ポ
ー
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ー 
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第１３節 医療救護計画 
 

本計画は、大規模地震発生時に医療機関が被害をうけ本来の機能を発揮することが不可能とな

った場合及び多数の負傷者が発生し市内の医療機関のみでは対応が不可能と判断された場合に

おいて、応急的な医療救護体制を確保することを目的とする。 
 

１ 医療救護体制の確立 
市長は、大規模地震が発生した場合、直ちに関係防災機関及び医療機関との情報交換を行い、

負傷者を把握するとともに、下記により医療救護体制を整える。 
（１）被災状況の把握及び協力要請 

① 第５節 災害情報収集・伝達計画に基づき、直ちに負傷者の把握を行うとともに医療

救護実施計画を策定するものとする。 
② 熊本県人吉保健所（球磨地域保健医療調整現地本部）と情報交換等連携し、応急医療

が可能な医療施設を把握し応急医療への協力を要請する。 
③ 大規模・広域的な災害等により多数の傷病者が発生し、市内の医療救護の対応能力を

著しく超えた場合または超えると想定される場合、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等

の受入体制を整える。 
 

（２）県への被害状況報告及び応援要請 
県に対して、下記要領により詳細にわたり医療関係被災状況を報告するとともに、必要

に応じて応援を要請する。 
① 負傷者発生場所及び負傷原因 
② 負傷者数及び負傷内容 
③ 医療機関の損害状況及び稼動状況 
④ 医療薬品及び医療機材の需要状況 

 
（３）医療救護体制 

① 救護部は、避難所等において、医療担当を中心に負傷者に対する応急処置を行うもの

とする。 
② 被災していない医療機関若しくは、公共施設に医療救護本部を設置し、関係防災機関

に通知するものとする。 
③ 熊本県人吉保健所（球磨地域保健医療調整現地本部）に対し、負傷者の搬送や応急処

置などの医療救護活動などの協力要請をする。 
④ 被害が甚大な場合は、熊本県人吉保健所（球磨地域保健医療調整現地本部）に医療従

事者等の派遣を要請する。 
⑤ 医療品等が不足する場合は、熊本県人吉保健所（球磨地域保健医療調整現地本部）に

供給を要請する。 
 
 

第１４節 文教対策計画 
 

本計画は、大規模地震発生時における児童、生徒の安全を確保するとともに、学校施設が被災

した場合の応急教育計画を定めるものとする。 
 

１ 学校における避難対策 
学校の授業時間中、大規模災害が発生した場合、校長は児童、生徒の安全を確保するため次

の避難対策を講ずるものとする。 
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（１）情報の収集伝達 
① 校長は、市災害対策本部等関係機関から地震に対する情報を受けた場合、教職員に対

して当該情報を速やかに伝達するとともに、自らテレビ、ラジオ等により地域の被害情

報等の収集に努めるものとする。 
なお、児童、生徒に対する伝達については混乱を招かないよう配慮するものとする。 

② 校長は、児童、生徒及び学校施設に被害を受け、又はそのおそれがある場合は、直ち

にその状況を教育委員会を通じて市長に報告するものとする。 
 

（２）避難の実施方法 
① 避難の指示 

校長は、的確に災害の状況を判断し、児童、生徒の屋外への避難の要否及び避難場所

等について迅速に指示するものとする。 
なお、状況によっては教職員が個々に適切な指示を行うものとする。 

② 避難の誘導 
校長及び教職員は児童、生徒の安全を確保するため、あらかじめ定める各校避難計画

に基づき児童、生徒の誘導を行うものとする。 
③ 下校時の危険防止 

校長は、下校時における危険を防止するため、児童、生徒に必要な注意を与えるとと

もに、状況に応じて、通学区域ごとの集団下校又は教職員による引率等の措置を講ずる

ものとする。 
④ 校内保護 

校長は、災害の状況により、児童、生徒を下校させることが危険であると認める場合

は、校内に保護し、速やかに保護者への連絡に努めるものとする。 
⑤ 保健衛生 

校長は、災害時において、校舎内外の清掃、飲料水等に留意し、児童、生徒の保健衛

生について必要な措置を講ずるものとする。 
 

２ 応急教育対策 
市長は、学校施設が災害により被災した場合は、直ちに応急復旧を行い、災害時における応

急教育に支障をきたさないようにしなければならない。 
ただし、災害救助法が適用されたとき又は、市単独で対応が困難な場合は県並びに隣接町村

に協力を求めるものとする。 
（１）応急教育の実施 

① 市長は、学校施設が被災した場合は直ちに応急復旧を行い、教育が実施できるように

しなければならない。 
② 応急復旧が不可能な場合は、第６編、資料２３『応急教育実施の場所及び方法』に基

づき、被害をまぬがれた学校、公民館等を利用して実施するものとする。 
③ 市内各所が甚大な被害を受けた場合は、県並びに隣接町村に協力を求め委託等により、

応急教育を実施するものとする。 
④ 応急教育を行う場合は、児童、生徒の登下校時の安全に留意するものとする。 

 
（２）応急教育の方法 

① 教職員の確保 
災害により被災し登校不可能な教職員が生じた場合は、速やかに県教育事務所と協議

し、代替教職員による応急教育を実施するものとする。 
② 教材、学用品の確保 

災害により教材、学用品に不足が生じた場合は、県教育委員会に報告するとともに、
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調達あっせんを依頼し、応急教育の実施に支障をきたさないようにするものとする。 
 

（３）学校給食の措置 
学校給食センターが被災した場合は、速やかに県教育委員会に報告するとともに、給食

実施について協議を行うものとする。 
 

３ 学校施設避難所指定対策 
校長は、学校施設が避難所に指定された場合は、災害対策本部救護部並びに担当地区支部長

と協議のうえ迅速かつ円滑に受入れ体制をとるものとする。 
（１）避難所指定に伴う手続 

① 学校施設を避難所に指定する場合、災害対策本部救護部は担当地区支部長に連絡し校

長との協議を指示するものとする。 
② 指示を受けた支部長は、校長に対し、避難所指定を協議するものとする。 
③ 校長は、避難所に供する施設、設備の安全を確認し、支部長に対し指定の可否を報告

するものとする。 
 

（２）学校が地域の避難場所となる場合の留意事項 
① 校長は避難所に供する施設、設備の利用に関し、支部長に対し必要に応じ助言をする

ものとする。 
② 校長は、学校管理に必要な教職員を確保し、施設の整備、保全に努めるものとする。 
③ 校長は、避難所指定が長期に及ぶ場合は、応急教育活動と避難者救護活動との調整に

ついて災害対策本部救護部と協議するものとする。 
 
 

第１５節 避難行動要支援者対策計画 
 

本計画は、大規模地震発生時において高齢者、障がい者などの要配慮者のうち、特に支援を要

する避難行動要支援者に対し、安否確認を行うとともに迅速な避難支援、救護活動を実施し、も

って生命及び身体を災害から保護することを目的とする。 
 

１ 避難行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）、個別避難計画の作成・活用体制の整備 
（１）避難行動要支援者名簿の作成 

市長は、避難行動要支援者名簿を作成するものとし、避難行動要支援者名簿に掲載する

者の範囲は次のとおりとする。 
在宅の方のうち、以下の要件に該当する一人では避難が困難な方 

① 後期高齢者（独居世帯、高齢者のみ世帯）のうち必要と判断したもの 
② 要介護者（要介護度 3 以上）のうち必要と判断したもの 
③ 身体障がい者（身体障害者手帳 1・2 級の所持者（心臓、じん臓機能障害のみで該当

するものは除く） 
④ 知的障がい者（療育手帳 A の所持者） 
⑤ 精神障がい者（精神保健福祉手帳 1・2 級の所持者） 
⑥ 難病患者 
⑦ 特定疾患医療重度認定患者 
⑧ その他市長が認める者  
 

（２）名簿作成に必要な個人情報の入手等 
市長は、避難行動要支援者に該当する者について、市の関係部局で把握している要介護

－ 70－

第 1章　地震災害応急対策計画



- 71 - 
 

高齢者や障がい者等の情報を集約するとともに、避難行動要支援者名簿への掲載を求める

者については、避難支援者等関係者と協議し、その情報を入手する。また、必要に応じて、

県等に情報の提供を求めることとする。避難行動要支援者名簿の記載事項は次のとおりと

する。 
① 氏名 
② 生年月日 
③ 性別 
④ 住所又は居所 
⑤ 電話番号その他の連絡先 
⑥ 避難支援等を必要とする事由 
⑦ その他、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 

 
（３）名簿の更新 

市長は、避難行動要支援者名簿について、原則として年１回以上更新することとする。 
更新は、新たに市に転入してきた者や新たに要介護認定などで該当となった者を追加す

るとともに、死亡や転出等の住民登録の変更や、社会福祉施設への長期間の入所等により

確認された者を削除し、掲載情報が修正された者がいないかを再確認する。 
 

（４）個別避難計画の作成 
市長は、名簿情報に係る避難行動要支援者一人ひとりに、避難支援等を実施するための

計画（個別避難計画）を作成するよう努める。また、個別避難計画の作成のため必要があ

ると認めるときは、県等に情報の提供を求めることができる。 
ただし、個別避難計画を作成することについて、当該避難行動要支援者の同意が得られ

ない場合は、この限りではない。また、名簿と併せて更新することとする。 
 

（５）個別避難計画の記載または記録事項 
個別避難計画には、（２）に掲げる事項のほか、避難行動要支援者に関する記載事項は

次のとおりとする。 
① 避難支援等実施者（避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援

者について避難支援等を実施する者をいう。以降についても同じ。）の氏名又は名称（団

体等） 
② 避難支援等実施者の住所又は居所 
③ 避難支援等実施者の電話番号その他の連絡先 
④ 避難施設その他の避難場所 
⑤ 避難経路に関する事項 
⑥ その他、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 

 
（６）避難支援等関係者 

市において、災害の発生に備え避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を提供する避難

支援等関係者は次に挙げる者とする。なお、名簿の提供にあたっては、本人の同意を得る

こととする。 
ただし、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、その同意の有無にか

かわらず、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に、避難行動

要支援者名簿及び個別避難計画情報を提供することができる。 
① 町内会長 
② 民生委員児童委員 
③ 人吉市社会福祉協議会 
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④ 人吉警察署 
⑤ 人吉下球磨消防組合 
⑥ その他市長が認めるもの 

 
（７）個別避難計画情報の提供について 

市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の

生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実

施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報を提供するこ

とができる。この場合においては、個別避難計画情報を提供することについて、当該個別

避難計画情報に係る避難行動要支援者等の同意を得ることを要しない。 
 

（８）名簿及び個別避難計画情報の提供における情報漏えいの防止 
市長は、名簿及び個別避難計画情報の管理において、避難行動要支援者のプライバシー

を保護するとともに、避難支援等関係者が適正な情報管理を図るよう、次の措置を講じる。 
① 名簿及び個別避難計画の提供については、避難支援等関係者に対し、災害対策基本法

に基づき守秘義務が課せられていることを十分に説明する。 
② 名簿及び個別避難計画は必要以上に複製せず施錠可能な場所に保管するなど、避難支

援等関係者に対し、情報セキュリティに関する指導を十分に行う。 
③ 名簿及び個別避難計画を提供する際には、原則として担当する地域の避難支援等関係

者に限り提供することとし、別の地域の名簿及び個別避難計画は提供しない。 
また、名簿及び個別避難計画の提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体

内部で取扱う者を限定するよう指導する。 
 

２ 避難支援計画の策定 
市長は、避難行動要支援者一人ひとりに関して具体的な避難支援計画（個別計画）を策定し、

避難行動要支援者名簿とあわせて更新することとする。 
 

３ 円滑な避難のための情報伝達の配慮 
避難行動要支援者の早い段階での避難行動を促進できるよう、情報の伝達に関しては次の点

に配慮する。 
① 高齢者や障がい者等にも分かりやすい言葉や表現で必要な情報を的確に伝達する。 
② 高齢者や障がい者等に合った情報を選択して伝達する。 
③ 避難行動要支援者に合わせた多様な情報伝達手段を活用する。 

 
４ 避難誘導、安否確認、避難支援、救助活動 

市長は、大規模地震が発生し、又は発生するおそれがある場合は、災害対策本部救護班長を

通じ、避難支援等関係者の協力を得て避難行動要支援者の避難誘導（声掛けなど）を行い、安

否確認を行うとともに、避難支援及び救助活動を迅速に実施するものとする。 
 

５ 避難支援等関係者の安全確保 
安否確認、避難支援、救助活動の実施に際しては、避難支援等関係者の安全確保を第一とす

る。 
また、平常時から、避難支援等関係者に対して活動時の安全確保について十分に説明を行う。 

 
６ 福祉避難所の指定 

災害時における、高齢者や障がい者等の通常の避難所生活に困難をきたす避難行動要支援者

を一時収容する避難施設として、協定に基づき指定福祉避難所を開設する。 
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福祉避難所施設 所 在 地 受入対象者 想定収容人数 
（最大） 

特別養護老人ホーム 龍生園 下原田町字瓜生田
1057－9 高齢者 ５人 

特別養護老人ホーム 聖心ホーム 寺町 9－5 高齢者 ５人 

地域密着型特別養護老人ホーム 
アゼリア 蟹作町 3690 高齢者 ５人 

介護老人保健施設 
リバーサイド御薬園 下新町 359 在宅の避難行動 

要支援者 ２人 

介護老人保健施設 タンポポ 下漆田町 1538 高齢者 ６～１２人 
（３～６世帯） 

障害者支援施設 うぐいす 
（知的障害者施設） 蟹作町 222－1 知的障害者及び付添

（家族） ２人 

障がい者支援施設 けやき 
（身体障害者施設） 合ノ原町 461－2 市が特定した者 ５人 

人吉市保健センター 西間下町 118-1 
視覚障害者 
聴覚障害者 

（総合等級１級及び
２級） 

１５人 
１５人 

 
 

 （※想定収容人員には、付添人も含む場合もある。） 

７ 状況調査及び情報の提供 
市長は、民生委員児童委員等の協力を得て、要介護者援護チームを編成し、在宅及び避難所

で生活する要介護対象高齢者並びに障がい者に対するニーズの把握等の状況調査を実施する

とともに、福祉サービス等の情報を随時提供するものとする。 
 
８ 被災者に対する福祉、保健及び医療対策 

市長は、災害対策本部救護班長に命じ、在宅及び避難所で生活する被災者に対し、巡回によ

る福祉、保健及び医療の状況把握を行い、事業所等と連携して必要な福祉サービス等の対策を

とるものとする。 
 
９ 社会福祉施設に対する対策 

（１）被災を受けた社会福祉施設に対する援助活動 
市長は、災害対策本部救護班長に命じ、市内の社会福祉施設の被災状況を把握し、必要

に応じて応急復旧の援助を行うものとする。 
 
（２）社会福祉施設入所利用者への援助活動 

市長は、被害を受けた社会福祉施設の応急復旧が不可能な場合は、県と協議のうえ県内

の類似社会福祉施設に対し、入所利用者の受入れについて要請する。 
 
１０ 外国人に対する対策 

（１）安否確認、避難支援、救助活動 
市長は、警察、町内会長、地域住民の協力を得て、外国人の安否確認及び避難支援、救

助活動を実施するものとする。 
 
（２）災害情報の提供 

市長は、避難所や在宅の外国人の安全な生活を支援、確保するため、通訳ボランティア

等を介し外国人に配慮した継続的な情報を随時提供するものとする。 
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なお、避難所にあっては、援助物資、給食配付等について外国語で表示する等、外国人

に配慮した援護活動を実施するものとする。 
 
 
第１６節 食料調達・供給計画 
 

本計画は、大規模地震発生時における、被災者及び災害応急従事者に対する食料の確保、炊き

だしその他食品の供給を円滑に行うことを目的とする。 
 

１ 食料品調達要領 
大規模地震発生時における、被災者及び災害応急従事者等に対する食料の調達については次

の要領により実施する。 
（１）食料供給の実施 

市長は、速やかに被災者及び災害応急従事者等に対し、食料の供給を行うものとする。

ただし、市単独で実施が不可能な場合は、県並びに隣接市町村に対し応援を求めるものと

する。 
なお、災害救助法の適用を受けた場合は、知事が行うこととなるが、知事から委任され

たとき、又は知事による食料調達のいとまがない場合は市長が行うものとする。 
 

（２）米穀の調達の方法 
主食である米穀の調達に関しては、米穀販売届出業者からの購入を基本に、届出業者以

外の販売業者からの購入、生産者からの直接購入など必要に応じて対応し、調達するもの

とする。 
また、災害救助法の適用を受けた災害について、交通、通信の途絶等により災害救助米

引渡しに関する知事の指示を受けることができない場合、米穀を保管する倉庫責任者（球

磨地域農業協同組合等）に対し、直接引渡しを要請するものとする。 
 

（３）災害備蓄食糧の調達 
県に対し、県備蓄分食糧の提供を要請するとともに、熊本県市町村災害時相互応援に関

する協定に基づき、県下市町村に対しても、災害備蓄食糧の提供を要請するものとする。 
 

（４）生鮮食料品等副食品の調達 
生鮮食料品等副食品の調達に関しては、人吉商工会議所並びに市内大規模小売店等に協

力を求め調達するものとする。 
 

（５）粉ミルク、アレルギー食等の調達 
粉ミルクについては、市内大規模小売店等の協力を得て調達するものとする。また、食

物アレルギー、糖尿病や腎臓病等で食事制限のある慢性疾患患者、形態調整食が必要な高

齢者等に対する特殊食品等については、事前に把握した供給可能な販売業者の協力を得て

調達する。 
 
２ 食料品供給要領 

大規模地震発生時における、被災者及び災害応急従事者等に対する食料の供給については、

救護部管理栄養士の関与の下、次の要領で実施する。 
（１）炊きだしの実施 

被災者及び災害応急従事者等に対する炊きだしの実施については、次の施設を利用する

ものとする。 
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① 人吉市学校給食センター 
② 被災地区校区コミュニティセンター 
③ 被災地区各公民館厨房施設 
④ 市内各福祉施設 

 
（２）炊きだしの応援要請 

市内の炊きだし実施施設が多大な被害を受け、炊きだしが不可能となった場合は、県及

び隣接市町村に対し、炊きだし実施に対する協力を要請するものとする。 
 
３ 食料品の配分要領 

大規模地震発生時における、被災者及び災害応急従事者等に対する食料の配分については次

の要領により実施する。 
（１）被災者及び災害応急従事者等に対する援護活動を行う災害対策関係職員は、次の事項に

留意し食料品の配分を行うものとする。 
① 避難所を管理する責任者は、避難所に収容した被災者数を的確に把握するとともに、

被災者の希望等も十分考慮し公平な配分を行うものとする。 
② 家屋被害等により自宅にて炊事ができない被災者については、担当地区町内会長の報

告等を参考にし的確に対象者を把握するとともに、公平な配分を行うものとする。 
③ 災害応急従事者等に対する援護活動を行う担当班員は、各応急協力団体責任者と調整

のうえ配分を行うものとする。 
④ 食料品の管理、輸送等については、民間事業者のノウハウや能力を活用する。 

 
 

第１７節 生活必需品調達・供給計画 
 

本計画は、大規模地震発生により家屋被害等を受け、日常生活に欠くことができない生活必需

品を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な被災者に対し、被服、寝具、その他生

活必需品を供給することにより生活の安定を図ることを目的とする。 
 

１ 生活必需品調達要領 
大規模地震発生により、家屋被害等を受け日常生活を営むことが困難な被災者に対し、次の

要領に基づき被服、寝具、その他生活必需品を供給するものとする。 
（１）生活必需品供給の調達 

市長は、家屋被害等により日常生活を営むことが困難な被災者に対し、速やかに生活必

需品の供給を行うものとする。 
ただし、市単独で実施が不可能な場合は、県及び隣接市町村に対し応援を求めるものと

する。 
 

（２）生活必需品調達の方法 
生活必需品の調達に関しては、人吉商工会議所及び市内大規模小売店等に協力を求め調

達するものとする。 
 

（３）県備蓄物資の供給要請 
必要に応じて、県知事に対し災害備蓄物資の供給要請を行うものとする。 

 
（４）生活必需品の範囲 

生活必需品の範囲は概ね次のとおりとする。 

－ 75－

第 3編　災害応急対策編



- 76 - 
 

① 寝具類（毛布等） 
② 衣料（作業服、下着、靴下等） 
③ 炊事用具（鍋類、炊飯器、調理用具等） 
④ 日用雑貨（洗面用具、衛生用品、洗剤等） 
⑤ 光熱材料（マッチ、懐中電灯、乾電池、ガスコンロ等） 

 
２ 生活必需品の配分要領 

大規模地震発生時における、被災者に対する生活必需品の配分については次の要領により実

施する。 
（１）被災者に対する援護活動を行う災害対策関係職員は、次の事項に留意し生活必需品の配

分を行うものとする。 
① 避難所を管理する責任者は、避難所に収容した被災者数を的確に把握するとともに、

被災者の希望等も十分に考慮し、公平な配分を行うものとする。 
② 被災家屋等で日常生活を営む被災者については、担当地区町内会長の報告等も参考に

し配付対象者を的確に把握するとともに、被災者の希望等も十分に調査したうえ必要な

用品を配分するものとする。 
③ 生活必需品の管理、輸送等については、民間事業者のノウハウや能力を活用する。 

 
 

第１８節 給水対策計画 
 
本計画は、大規模地震により給水施設等が被災し、飲料水等を給水できない事態が発生した場

合に、被災地域の飲料水等を応急的に確保し、もって被災地区市民の日常生活の安定を図ること

を目的とする。 
 

１ 水道施設の被災並びに地域確認 
市長は、第５節 災害情報収集・伝達計画に基づき、水道施設等の被災状況並びに被災地域

を的確に把握するとともに、直ちに応急対策を講ずるものとする。 
 

２ 水道施設の応急復旧 
大規模地震発生により、水道施設等が被災を受けた場合は、直ちに災害協定を締結している

人吉市管工事協同組合に協力を求め、応急復旧を行うものとする。 
 

３ 飲料水の確保及び給水 
大規模地震発生により、被災地域の水道管等水道施設が被災を受け、給水が不可能となった

場合は、市内各水源地、配水池より応急給水用飲料水を確保し、下記「図１ 給水車両一覧表」

に基づき応急給水を行うものとする。 
ただし、被災地域が広範囲にわたり応急給水が不可能と判断された場合は県、隣接市町村及

び自衛隊に対し給水応援要請を行い、給水車両等給水資機材を確保した後、速やかに被災住民

に対する応急給水を行うものとする。 
 

図１  給水車両一覧表 
所  属 車  名 規 格 台数 給水量(㎥) 配給水人員 

水 道 局 給水車両 車 載 用 １台 １．０ １回約 ３００人 
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４ 応急給水用飲料水の採水場所 
応急給水に用いる飲料水は、下記の各表に掲げる水源地、配水池より採水するものとする。 
 

図２ 水源地並びに水源送水量一覧表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 配水池容量一覧表 
配 水 池 名 所 在 地 容 量(m3) 備  考 

原 城 配 水 池 原 城 町  ４，１００ 第１水源系 

蓬 莱 配 水 池 西 間 下 町 ４，０００ 第２水源系 

井ノ口配水池 井 ノ 口 町 ３，０００ 第３水源系 

大 畑 配 水 池 大 畑 町 １，０００ 第１水源系 

赤 池 配 水 池 赤 池 水 無 町 １，０００ 第１水源系 

上原田配水池 上 原 田 町  １１０ 第３水源系 

計 １３，２１０  

 
５ 被災者に対する応急飲料水の給水広報 

被災者に対する応急飲料水の給水に関する広報については、下記のとおりとする。 
（１）避難所にて日常生活を営む被災者に対する給水 

避難所を管理する責任者は、被災者に対して応急飲料水の給水開始時間、給水場所等を

口頭にて周知するとともに、避難所内に明示しておくものとする。 
なお、給水水量の目安としては、１日１人当たり３リットルとする。 

 
（２）被災家屋等で日常生活を営む被災者に対する給水 

被災家屋等で日常生活を営む被災者については、防災行政無線等を利用し応急飲料水の

給水開始時間、給水場所等を広報するとともに、担当地区町内会長とも十分協議し、周知

徹底を図るものとする。 
 

６ 災害時協力井戸の確保 
大規模地震発生時の生活用水（日常生活に利用される飲料以外の水）の確保を図ることを目

的とし、市民、事業者等が所有する井戸について、災害時協力井戸の事前登録の促進を行うも

のとする。 
  

水  源  名 所在地 
１ 日 最 大 送 水 量 
通常（m3／日） 停電時(m3／日) 

第 1 水源（茂ケ野） 大野町 １２,０００ ８,０００ 

第２水源（古仏頂） 古仏頂町 ６,０００ ６,０００ 

第３水源（井ノ口） 井ノ口町 ８,０００ ４,０００ 

計 ２６,０００ １８,０００ 
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【登録状況】 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
第１９節 下水道対策計画 

 
本計画は、大規模地震により下水道施設等が被災し、下水の処理機能に異常が発生した場合に、

下水道施設を応急に復旧し、もって被災地区市民の日常生活の安定を図ることを目的とする。 
 

１ 下水道施設の被災並びに地域確認 
市長は、第５節 災害情報収集・伝達計画に基づき、下水道施設等の被災状況並びに被災地

域を的確に把握するとともに、直ちに応急対策を講じるものとする。 
２ 下水道施設の応急復旧 

（１）大規模地震発生により、処理場、ポンプ場等の下水処理施設が被災を受けた場合は、直

ちに災害支援協定を締結している日本下水道事業団及び人吉市下水道排水設備組合、関係

事業者に協力を求め応急復旧を行うものとする。 
 

（２）大規模地震発生により下水道管渠施設が被災を受け、下水の排水が不可能となった場合

は、直ちに人吉市下水道排水設備組合、関係事業者に協力を求め緊急工事を行うものとす

る。 
 
（３）大規模地震発生により、下水道宅内排水設備が被災を受け、下水の排水が不可能となっ

た場合は、市指定工事店に協力を求め、被災者と市指定工事店との連絡調整を行うものと

する。 
 
（４）被災地域が広域範囲にわたり応急復旧が困難と判断された場合は、人吉市下水道排水設

備組合、関係事業者に応援要請を行い、速やかに下水道施設の応急復旧を行うものとする。 
 
 

第２０節 災害廃棄物処理計画 
 

本計画は、大規模地震発生時に発生する多量の一般廃棄物を、迅速かつ適正に処理し、環境衛

生の保持に努めることを目的とする。 
 
１ 被害状況調査、把握 

（１）市長は、速やかに被害状況を把握するため、第５節 災害情報収集・伝達計画に基づき、

地域、廃棄物内容を明確にした被害状況調査を実施するものとする。 
 
（２）市長は、廃棄物処理施設等の被害状況を人吉球磨広域行政組合に確認し、県に報告する

 井戸所在地 
１ 下原田町 

２ 上新町 

３ 鬼木町 

４ 願成寺町 

５ 宝来町 

６ 北泉田町 
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とともに、応急復旧に協力するものとする。 
 

２ ごみ処理対策 
（１）市長の命を受けた災害対策本部衛生・機動班長は、人吉市災害廃棄物処理計画書（以下

「処理計画書」という。）に基づき、地域別の被災状況を速やかに把握し、ごみの排出量を

推計するとともに、ごみ処理施設の処分能力を確認し、収集、運搬等の対策を講じるもの

とする。 
 
（２）発生したごみが、処理施設の能力を超える場合は、県並びに人吉球磨広域行政組合と協

議のうえ隣接自治体に対し応援要請を行うものとする。 
 
（３）ごみの収集については、地区住民が道路上に廃棄物を出し交通の妨げにならないよう周

知するとともに、できる範囲で燃えるごみ、燃えないごみに分別して指定された場所に出

すようにする。また、道路上の障害物により通常の収集ができない地区については、臨時

収集場所を設け、収集への協力を依頼する。 
 
（４）損壊家屋処理については、原則として所有者にて処理するものとするが、所有者による

処理が不可能な場合又は道路等に散在し緊急を要する場合は市において処理するものと

する。 
 
（５）大量の廃棄物の排出が予想され、処理が不可能と思われる場合は、暫定的な廃棄物集積

場所として、災害の種類や規模、道路渋滞や周辺への環境影響を十分考慮し、人吉市第一

市民運動広場、川上哲治記念球場、その他、重機等による分別・保管が可能な、できる限

り広い場所等を指定し一時的に保管する。 
なお、一時的な保管にあたっては、環境負荷の軽減、資源の有効活用の観点から、可能

な限り処理計画書に基づく分別、再生利用等においてその減量を図り、最終処分量を低減

させる。 
 

３ し尿処理対策 
（１）市長の命を受けた災害対策本部衛生・機動班長は、処理計画書に基づき地域別の被災状

況を速やかに把握し、被災家屋の汲取り式便槽のし尿排出量を推計するとともに、し尿処

理施設の処分能力を確認し、収集、運搬等の対策を講じるものとする。 
 
（２）処理すべきし尿の量が処理施設の能力を超える場合は、県及び人吉球磨広域行政組合と

協議のうえ隣接自治体に対し応援要請を行うものとする。 
 
（３）被災時における水洗トイレ等の使用の困難性を考慮し、県及び自衛隊災害派遣部隊等と

も協議し共同仮設トイレの設置を行うものとする。 
 

４ 廃棄物処理施設の応急復旧 
市長は、災害により廃棄物処理施設に損傷を受けた場合は、施設を管理する人吉球磨広域行

政組合と協議のうえ、直ちに応急復旧に協力するものとする。 
ただし、応急復旧が不可能な場合は速やかに県に報告するとともに、近隣自治体と協議のう

え、ごみ及びし尿処理について委託するものとする。 
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第２１節 防疫・保健衛生計画 

 

救護部衛生・機動班は、被災地の防疫措置を迅速に実施し、感染症、食中毒等の発生を未然に

防止するため、保健所と密接な連携のもと適切な措置を実施する。 
 
 

第２２節 災害ボランティア活用計画 
 

本計画は、大規模地震発生時における応急対策を、迅速かつ的確に実施するため、被災を受け

なかった市民及び隣接市町村一般住民に対し、被災者の救護及び生活支援ボランティア参加協力

を要請し、もって円滑な応急対策を推進することを目的とする。 
 

１ 災害ボランティア参加協力要請 
（１）市長は、第６節 広報計画に基づき報道機関（テレビ・ラジオ等）及び防災行政無線等

により、被災情報を市内外の住民に対し伝達するとともに、被災者の救護及び生活支援ボ

ランティア参加について協力を求めるものとする。 
 

２ 災害ボランティア受入れ体制の確立 
（１）市長は大規模地震発生後、速やかに人吉市社会福祉協議会に対し災害ボランティアセン

ターの設置を要請し、受入れ体制を確立するものとする。 
災害ボランティアセンターの設置場所は、人吉市カルチャーパレス内に設置するものと

する。 
（２）災害ボランティアセンターの管理運営については、市社会福祉協議会が行うものとし、

適宜、運用マニュアルの点検及び見直しを行うものとする。 
 
（３）災害ボランティアセンターにおいては、次に掲げる項目に基づき受入れ体制を確立する

ものとする。 
① 熊本県社会福祉協議会、球磨ブロック社会福祉協議会、相互応援協定を締結している

県境三市社会福祉協議会と連携をはかり、災害ボランティア支援ＮＰＯ等の協力を募り

ボランティアセンターのスタッフを確保する。 
② 大規模・広域的な災害に備え、災害ボランティアセンターにおける十分なスペースを

確保する。 
③ ボランティア活動用の資機材を確保する。 
④ 災害対策本部からの情報に基づき、被災者・地域のニーズを把握し、必要とするボラ

ンティア業務を把握する。 
⑤ ボランティア活動の内容を決定し、必要な人員配置計画を行う。 
⑥ ボランティア活動の内容を広報し、市内外の住民に対し協力を要請する。 
⑦ 災害ボランティアの受付と、支援ニーズのマッチングを行い、災害ボランティアに具

体的な活動内容を明示し、活動を依頼する。 
⑧ 全体の支援状況の把握を行い、災害対策本部や支援団体等との情報共有と活動の調整

を行う。 
 

３ 災害ボランティア活動内容 
（１）災害ボランティア活動内容は、概ね次のとおりとする。 

① 住まいの応急復旧による「生活空間の確保」に関すること。 
② 災害ボランティアセンターの運営に関すること。 
③ その他被災者の生活支援に必要な活動に関すること。 
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第２３節 救援物資受入れ・配分計画 
 

本計画は、大規模地震発生時において、各方面から寄せられる救援物資について、確実、迅速

かつ公平に被災者に配分し、生活の安定を図ることを目的とする。 
 

１ 不足物資の把握及び要請 
（１）市長は、速やかに第５節 災害情報収集・伝達計画に基づき、被害状況を的確に把握す

るとともに被災地で不足している物資の種類、数量等を調査するものとする。 
 
（２）調査の結果、不足する物資があった場合は、県に対して救援物資の支援要請を行うもの

とする。 
 
（３）県下市町村に対し、「熊本県市町村災害時相互応援に関する協定」に基づき、不足物資の

支援要請を行うものとする。 
 
（４）不足物資の調達に困難をきたした場合、県と協議のうえ第６節 広報計画に基づき、報

道機関（テレビ・ラジオ等）を通じて不足物資の提供協力を依頼する。 
 

２ 救援物資の受入れ体制 
（１）救援物資の受入れについては、人吉スポーツパレス内に救援物資受入センターを設置し、

受入れ体制を確立するものとする。 
ただし、人吉スポーツパレスが被災し使用不能の場合は、他の公共施設に救援物資受入

センターを設置するものとする。 
 

（２）救援物資受入センターの管理運営については、災害対策本部救護班長が行うものとし、

救護班要員の外、災害対策本部・支部に属しない職員がこれにあたるものとする。 
 
（３）必要に応じ、第２２節 災害ボランティア活用計画に基づく、民間ボランティアに協力

を求め救援物資の受付、仕分け、配送等を行うものとする。 
 
（４）関係各団体及び個人から送られてきた救援物資については、的確に受付、仕分けを行い、

配付指示があるまで厳重に保管しておくものとする。 
なお、受付に関しては物資受付整理簿を整備し、明確にしておくものとする。 

 
３ 救援物資の配付 

救援物資の配付については、第１６節 食料調達・供給計画、第１７節 生活必需品調達・

供給計画に基づき、被災者の日常生活に支障をきたさないよう迅速かつ円滑に行うものとする。 
また、救援物資の管理、輸送等については、民間事業者のノウハウや能力を活用する。 

 
 

第２４節 自主防災組織計画 
 

本計画は、大規模地震が発生した場合、相互扶助精神に基づく自主防災組織である町内会の役

割及び活動内容を具体的に示し、もって地域住民の災害時における生活の安定を図ることを目的

とする。 
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１ 自主防災組織の確立 
（１）自主防災組織の編成 

各町内会長は、日頃から大規模地震等に備え災害時における町内役員の業務分担を明確

にしておくとともに、対策を協議しておくものとする。 
 

（２）災害対策支部会議への参加 
各町内会長は、毎年、６月に開催される災害対策支部会議へ参加し、大規模地震対策等

を協議し、その内容を町内会役員等を通じて地域住民に対し周知を図っておくものとする。 
 

（３）地元防災機関との協議 
各町内会長は、地元防災機関である地域消防分団並びに災害対策支部等と日頃より連絡

を密にし、大規模地震発生時における対応を協議しておくものとする。 
 

２ 大規模地震発生時の対応 
市長は、大規模地震が発生した場合、直ちに各地域の町内会長と連絡をとり被災状況の把握

を依頼するとともに、救助救出に対する協力を要請するものとする。 
 

（１）災害情報の収集・伝達 
① 市長の命を受けた災害対策支部長から、被害の状況調査要請をうけた町内会長は、町

内会班長に依頼し被災状況の調査を行うものとする。 
② 町内会長は、被災状況を直ちに災害対策支部長に報告するとともに、地域住民に対し

応急対策に対する協力を求めるものとする。 
 

（２）大規模地震発生時における応急対策 
大規模地震発生時における町内会の応急対策は概ね次のとおりとする。 

① 町内会長 
自主防災組織の指揮及び災害対策支部との連絡調整に関すること。 

② 消防団経験者及び体育委員 
被災者の救助救出及び初期消火に関すること。 

③ 民生委員児童委員及びくらし見守り相談員 
避難行動要支援者等の安否確認及び支援に関すること。 

④ 子供育成会会員 
児童、生徒の安否確認及び避難誘導に関すること。 

⑤ 町内女性部会員 
避難所開設補助及び炊きだし準備に関すること。 

 
 

第２５節 受援計画 
 

市及び防災関係機関は、災害の規模等に応じて他の地方公共団体等から応援職員が円滑に災害

時の応急・復旧業務を遂行できるよう、国の「災害時受援ガイドライン」等を参考に、受援計画

を策定するものとする。 
受援計画の策定にあたっては、次の事項について定めておくものとする。 
平時から民間の企業やボランティア団体等も含め、顔の見える関係を構築するとともに、応援

受入れを想定した訓練を行い、結果を踏まえ災害対応業務の実効性を確保するよう計画の継続的

な見直しを行うものとする。 
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１ 受援体制の整備 
（１）受援班の設置 

受援班（班長、人員調整担当、業務資源担当）を編成し、各部の担当と相互に連携でき

る体制を確立する。 
 

（２）各部受援窓口の設置 
各部に受援受付窓口担当者を指定し、必要な業務の調整等を実施する。 

 
２ 人的支援の受入れ 

（１）受援対象業務の整理 
① 応援職員が行う業務の明確化 
② 受援対象業務の全体像の整理 
③ 業務毎のマニュアルの整備、必要な資格、業務の実施時期、人員数等の整理 

 
（２）応援職員の活動環境の確保 

応援職員の活動に必要な資機材（通信・ＯＡ機器、通信手段、燃料）、水・食料、宿泊場

所の確保 
 

３ 業務資源の受け入れ 
① 業務資源の整理 

「全庁共通」、「受援対象業務ごと」の観点で「何を、誰が、どこから確保するか」を整理

する。 
② 調達先の確保 

業務資源の調達先の確保にあたっては、関係機関等と協定を締結し、連絡先や協定の運用

担当者について把握し、業務資源調達の体制を確立する。 
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第第２２章章    風風水水害害等等応応急急対対策策計計画画  
 
 

本市は、周囲を九州山脈が林立する盆地低海抜１００m に位置しており、その中央を球磨川が貫

流している。更に、この球磨川に九州脊梁を源とする川辺川、山田川、万江川、胸川等の支流が流

れ込むため、過去数度にわたり大水害を引き起こしている。 
また、盆地の北側から南東方向にかけては、市房山を主峰とする１，５００メートル級の山脈が

連なり複雑な地形を形成しているため、梅雨期並びに台風期には集中豪雨をもたらし、土砂災害を

起こす大きな要因となっている。 
一方、市街地においては、都市計画事業による街路等の整備は積極的に進めているものの、市中

心部においては住宅密集地帯も多く残っており、一旦火災が発生すれば大火災に拡大するおそれも

含んでいる。このような状況下、本計画は風水害等による大規模災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合、これを防ぎょし、かつ迅速な応急的救助を行い被害の拡大を防止するための計画で

ある。 
 

第１節 組織計画 
 

１ 災害対策本部等の設置基準 
本市において大規模な風水害が発生し、又は、発生するおそれがある場合には、災害対策基

本法第２３条の２に基づき、災害対策本部を設置するものとする。 
また、災害警戒本部及び災害対策支部についても下のとおりとする。 

（１）人吉市災害警戒本部 
① 気象業務法による警報が発表された場合 
② 避難判断水位（人吉水位観測所の水位が３．２０ｍ）までにおいて、今後、災害が発

生するおそれがあると市長が認めた場合 
③ 夜中や明け方に避難の呼びかけを行うおそれが高く、前日に予防的避難が必要と市長

が認めた場合 
 
（２）人吉市災害対策本部 

① 国土交通省八代河川国道事務所人吉水位観測所（球磨川中城）の水位が、はん濫危険

水位（水防法第１２条で規定される警戒水位。以下同じ）の３．４０ｍに達する見込み、

洪水が発生し、または発生するおそれがあると市長が判断した場合 
② 土砂災害により人的被害が発生し、又は発生するおそれがあると市長が判断した場合 
③ 台風接近により、風水害の発生するおそれがあると市長が判断した場合 
④ 火災が発生し、更に拡大するおそれがあると市長が判断した場合 
⑤ 顕著な大雨に関する気象情報の発表基準を満たすような線状降水帯による大雨が発

生するおそれがあると市長が判断した場合 
 

（３）人吉市災害対策支部 
① 市内各地域において風水害等により、被害が発生し、又は発生するおそれがあると災

害対策本部又は災害警戒本部が判断した場合 
② その他、市長が災害対策上必要と判断した場合 

 
（４）人吉市業務継続計画 

① 人吉市災害対策本部が設置され、動員計画による第３配備体制において、被害が甚大

な場合、人吉市業務継続計画に基づき災害対応を行うものとする。  
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第２節 職員配置計画 
 

１ 指揮系統の確立 
風水害等による大規模災害が発生した場合又は発生するおそれがあると市長が判断した場

合、次による指揮系統を確立し迅速かつ的確な対応を行う。 
（１）命令系統 

① 大規模な風水害等が発生した場合、市長の指揮により直ちに災害対策本部設置等を含

めた応急活動体制を整える。 
② 市長に事故ある場合は副市長・総務部長の順で指揮をとるものとする。 
 

（２）連絡系統 
① 大規模な風水害等が発生した場合、総務部長は、直ちに市長・副市長に連絡を行い必

要な指示を受ける。 
② 電話回線途絶により連絡不能の場合は、総務部長は使者の派遣等により市長に連絡を

とる。 
 

２ 組織の確立 
風水害等による大規模災害が発生した場合又は発生するおそれがあると市長が判断した場

合は、球磨川水害タイムライン、マルチハザードタイムラインに基づき直ちに次の措置を講じ

組織の確立を行う。 
（１）災害配備に関する留意事項 

① 災害対策本部総務班員は、気象警報が発令された場合は、直ちに登庁し、情報の収集・

伝達を行うものとする。 
② 災害対策本部班長及び支部長は、気象警報が発令された場合、自宅にて待機し本部の

指示を待つものとする。 
③ 災害対策本部・支部要員は、気象情報等を常に把握するとともに、本部・支部から招

集を受けた場合は、直ちに災害配備に付けるよう心掛けておくものとする。 
 

（２）動員計画 
① 風水害による災害対策本部の動員計画は次の表に掲げるとおりとする。 

区 分 配  置  要  件 配  置  要  員 

災害警戒 
本部 
第１配備 

＊気象業務法による警報が発表された場合 
＊人吉水位観測所が３．２ｍまでにおいて

今後災害が発生するおそれがある場合 
＊その他、市長が必要と認めるとき 

総務部長、総務班長、水防班長、総

務・水防各班員のうち必要な要員 

災害対策 
本部 
第２配備 

＊局地的な災害が発生し拡大のおそれがあ

るとき 
＊人吉水位観測所が３．４ｍに到達する見

込み 
＊土砂災害警戒情報が発表された場合 
＊その他、市長が必要と認めるとき 

各部長・副部長、各班長・副班長、 
本部付、本部長付、 
各班員のうち必要な要員（土砂災害

警戒情報の場合は発表された地域

のみ） 

災害対策 
本部 
第３配備 

＊全市にわたり災害が発生し、被害が 
甚大なとき 

＊その他、市長が当該配置を指示したとき 

各部長・副部長、各班長・副班長、 
全班員（長期化する場合はローテー

ションを組む。） 
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② 風水害による災害対策支部の動員計画は次の表に掲げるとおりとする。 

区 分 配  置  要  件 配  置  要  員 

第１配備 

＊気象業務法による警報が発表された場合

において、災害警戒本部から情報収集を

命じられたとき 
＊人吉水位観測所が１．８ｍ 

支部長・副支部長（待機） 

第２配備 

＊支部担当区域に災害が発生するおそれが

あるとき 
＊人吉水位観測所が２．５ｍ 
＊その他、市長が必要と認めるとき 

支部長・副支部長・各班長 
各班員のうち必要な要員 

第３配備 

＊担当区域若しくは全市にわたり災害が発

生し、被害が甚大なとき 
＊人吉水位観測所が３．０ｍ 
＊その他、市長が当該配置を指示したとき 

支部長・副支部長・各班長・全班員

（長期化する場合はローテーショ

ンを組む。） 

 
③ 火災による災害対策本部・支部の動員計画は次に掲げるとおりとする。 

ア 災害対策本部要員招集 
火災の状況により、市長が本部の設置の必要があると認めたときは、本部班長以上

を招集する。 
ただし、火災の拡大等で市長が必要と判断した場合は、必要に応じて班員を招集す

るものとする。 
 

イ 災害対策支部要員招集 
火災の状況により、本部からの指示又は支部長が必要と判断した場合は、必要に応

じて副支部長以下班員を招集する。 
ただし、支部長の判断で支部を設置した場合は、速やかに本部総務班長に報告する

ものとする。 
 
 

第３節 応援要請計画 
 

風水害等による災害時の応援要請については、第１章 地震災害応急対策計画、第３節応援要

請計画に準じて行うこととする。 
 
 

第４節 災害情報収集・伝達計画 
 

風水害等による災害が発生した場合、災害情報の収集・伝達を迅速に行い、もって被害状況を

的確に把握し、応急活動を効果的に行うものとする。 
 

１ 実施責任者 
市長は、管内の被害状況を的確に把握し、県その他関係機関に通報又は、報告を行うものと

する。 
なお、県への報告にあたっては、熊本県防災情報共有システムに報告するものとする。 
ただし、通信の途絶等により県に報告することができないときは、直接国(総務省消防庁)に
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対して被害報告を行うものとする。この場合、通信が回復次第、速やかに県に報告するものと

する。 
（１）県への報告基準 

災害対策基本法第５３条に基づき、県知事に報告すべき災害の基準は次のとおりとする。 
① 市において災害対策本部を設置した災害 
② 被害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から特に必要があると認められる災害 
③ 高齢者等避難、避難指示を発令した場合 
④ 上記に定める災害となるおそれのある場合 

 
（２）防災会議構成関係機関等 

本市防災会議構成関係機関及び防災上重要な施設の管理者は、当該所管に係わる被害報

告等の収集を行うとともに、必要に応じて市その他の関係機関に報告を行うものとする。 
また、市においても記録的短時間大雨情報や土砂災害警戒情報などの重要な気象関係情

報について、ホットライン等を利用し情報を確認するものとする。 
 

２ 被害報告取扱責任者 
市長は、情報の一元的処理及び報告の迅速かつ的確な処理ができるよう、あらかじめ被害報

告取扱責任者を定めておく。 
（１）被害報告取扱責任者 

① 総括責任者   災害対策本部総務班長 
② 災害対策本部  各班長 
③ 災害対策支部  各支部長 
 

３ 被害の調査・報告 
市長は、各地区を統括する災害対策支部を通じて、被害状況の早期把握に努める。 
また、災害対策支部長は統括する地区の町内会長と連絡をとり、被害の把握をするとともに、

現地確認が必要な場合は、支部要員を派遣し被害状況を確認の上、災害対策本部総務班長へ報

告するものとする。 
（１）被害報告要領 

被害報告は被害報告書により行うこととする。【第６編 資料６，７参照】 
ただし、初動体制期及び緊急を要する場合は、直ちに災害対策本部へ報告するものとす

る。 
① 人的被害 
② 家屋の流出、浸水等の被害状況 
③ 火災等の発生状況 
④ 住民の避難状況 
⑤ 土砂災害の発生状況 
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４ 風水害等に係わる情報収集・伝達については、下記のとおりとする。 
 

図１ 風水害等に係わる情報収集・伝達図 
   特別警報・警報・注意報等の伝達方法                    ※市外局番すべて 0966 
 
                                 水防警報の伝達方法 
 
  
 
 
 
 
 
                                       

                              22-2241      22-2241 
                              22-2242      22-2242 
                              22-2792      22-2792 
           
                    

 
 
 
 

22-3107  24-4111 
 
                            
                            
              22-5241              22-2111 
                                           22-4478 
 
 
 
 
              22-2111 
 
 
 
 
 
 
 
注）特別警報が発表された際には、熊本県は市町村への通知が、市町村は住民等への周知の措置が義務

づけられている。 
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図 2 気象観測所 

名    称 種 別 所  在  地 流域河川名 
人吉特別地域気象観測所 四要素 人吉市城本町９８７ 球磨川 
上 地 域 気 象 観 測 所 〃 球磨郡あさぎり町上北 免田川 
五 木 地 域 雨 量 観 測 所 雨 球磨郡五木村甲字下手 川辺川 
山 江 地 域 雨 量 観 測 所 〃 球磨郡山江村万江字屋形 万江川 
湯前横谷地域雨量観測所 〃 球磨郡湯前町猪鹿倉山 球磨川 
多良木地域雨量観測所 〃 球磨郡多良木町大字黒肥地字祓川  〃   
一勝地地域雨量観測所 〃 球磨郡球磨村一勝地丙永崎 芋 川 

 
 
第５節 広報計画 

 
市長は、災害時の情報及び被害情報等を、報道機関その他を通じて速やかに関係機関及び市民

に周知徹底し、被害の軽減と秩序の保持を図るものとする。 
 

１ 情報収集活動 
広報を実施するための、災害情報及び被害情報等の収集については、第 4 節 災害情報収

集・伝達計画によるものとする。 
 

２ 広報活動 
収集した災害情報及び被害情報並びに対策等については、速やかに報道機関及び広報媒体を

利用し、市民に対し周知徹底を図る。 
（１）広報内容 

広報内容については、災害の規模、様態に応じて次の事項を広報するものとする。 
① 気象情報（警報等の内容） 
② 災害対応状況（災害対策本部の設置等） 
③ 被害の概要（被害の規模・状況等） 
④ 避難情報（高齢者等避難、避難指示、避難経路、避難場所等） 
⑤ 道路・河川等の被害状況（交通規制等） 
⑥ 電気・水道の被害状況（停電・断水等） 

 
（２）報道機関に対する発表 

報道機関に対する災害時の情報及び被害情報等の発表については、災害対策本部総務班

長が行う。 
 

（３）市民に対する広報 
災害の状況に応じて、下記の方法にて市民に対し災害情報の周知を徹底する。 

① サイレンと防災行政無線を利用 
② 防災ラジオ（戸別受信機）を利用 
③ 防災ポータルサイトを利用 
④ ライティング防災アラートを利用 
⑤ 報道機関（テレビ・ラジオ等）を利用 
⑥ 市のホームページや市公式ＬＩＮＥ等のＳＮＳを利用 
⑦ 市広報車並びに消防団積載車を被災地に派遣 
⑧ 避難場所への職員の派遣 
⑨ Ｅメールを利用 
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第６節 緊急道路確保計画 
 

風水害等による災害発生時の緊急道路の確保については、第 1 章 地震災害応急対策計画、第

７節 緊急道路確保計画に準じて行うこととする。 
 
 

第７節 避難収容計画 
 

本計画は、風水害等のため危険な状態にある、又は、そのおそれがある市民に対して、高齢者

等避難、避難指示を発令し、情報伝達、避難誘導を実施して、市民の生命及び身体を災害から保

護し、もって応急対策を迅速かつ円滑に行うことを目的とする。 
 

１ 高齢者等避難、避難指示 
市長は、災害から市民の生命、身体を保護するため災害対策基本法第６０条に基づき高齢者

等避難、避難指示等を発令するものとする。 
（１）高齢者等避難、避難指示 

市長は、高齢者等避難、避難指示を発令する場合は、下記の事由により必要と認めた場

合に行うものとする。 
① 現に被害が発生し、市民の生命、身体が危険であると判断したとき 
② 避難の必要が予想される各種気象情報が発せられたとき 
③ 河川が氾濫注意水位を突破し洪水のおそれがあるとき 

（球磨川においては､氾濫注意水位を突破し九州地方整備局八代河川国道事務所及び熊

本地方気象台が発表する球磨川洪水予報が､避難判断水位（３．２ｍ）を超えた場合に

は高齢者等避難、氾濫危険水位（３．４ｍ）を超えた場合には避難指示を発令する。） 
④ 火災が拡大するおそれがあるとき 
⑤ 土砂災害等による著しい危険が切迫しているとき 

（土砂災害警戒情報が発表された場合は、土砂災害警戒判定メッシュ情報を確認し、そ

の地域（主に山間部）に避難指示を発令する。） 
⑥ 市房ダムが緊急放流を開始する可能性があるとき 

（熊本県より市房ダムの貯留能力半分情報が発表された場合は高齢者等避難、緊急放流

予告又は緊急放流開始が発表された場合は避難指示を総合的に判断し、その地域（主に

河川部）に発令する。） 
 

２ 高齢者等避難、避難指示の内容及び周知 
（１）高齢者等避難、避難指示の内容 

市長は、高齢者等避難、避難指示を発令する場合は、次の内容を明示して行うものとす

る。 
① 避難対象区域 
② 避難先 
③ 避難理由 
④ 避難経路 
⑤ 避難時の注意事項 

 
（２）高齢者等避難、避難指示の周知の方法 

① サイレンと防災行政無線による周知 
② 防災ラジオ（戸別受信機）による周知 
③ 防災ポータルサイトによる周知 
④ ライティング防災アラートによる周知 
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⑤ 報道機関（テレビ・ラジオ等）を通じての周知 
⑥ 市のホームページや市公式ＬＩＮＥ等のＳＮＳを通じての周知 
⑦ 市広報車並びに消防団積載車による周知 
⑧ 災害対策支部からの直接の口頭及び拡声器等による周知 
⑨ 町内会への電話等による周知 
⑩ Ｅメールを通じての周知 

 
３ 警戒区域の設定 

災害対策基本法第６３条に基づき市長の委任を受けた市防災関係職員は災害が発生し又は

発生しようとしている場合において、市民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必

要があると認めるときは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当

該区域への立ち入りを制限、若しくは禁止、又は当該区域からの退去を命じることができる。 
同じく、警察官、災害派遣時の自衛官についても、市防災関係職員が現場にいないとき、又

は市防災関係職員から要求があったときは、同法に規定する権限を行うことができる。 
ただし、この場合は直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 

 
４ 避難誘導 

市長が、高齢者等避難、避難指示を発令する場合は、市民が安全かつ迅速に避難できるよう

町内会の協力を得て、避難を行うものとする。 
避難にあたっては、避難行動要支援者に特に配慮するものとする。 

（１）避難誘導留意事項 
① 避難経路は、できる限り危険な道路、橋、堤防、その他新たに災害が発生するおそれ

のある場所を避け、安全な経路を選定すること。 
② 危険な箇所には表示を行うほか、必要に応じ誘導員を配置し安全を期すること。 
③ 市民に対し、避難行動要支援者の安全確保の援助及び優先避難を呼びかけ、近隣相互

の助け合いによる安全避難を図ること。 
 

５ 避難所の開設及び運営 
（１）避難予定施設の安全確認 

市長は避難所を設置する場合は、事前に災害対策支部長又は本部より指示を受けた職員

に避難所予定施設の安全性を確認させるものとする。 
また、避難所を開設した場合は、直ちに県に報告するものとする。 

 
（２）避難所開設の市民への周知 

避難所を開設した場合は、速やかに避難対象地区市民に対し、その場所を周知するもの

とする。 
 

（３）避難所への職員派遣 
避難所を開設した場合は、災害対策支部長又は総務班長は所属する職員を避難所に派遣

し、避難してきた市民に対して援護活動を行うものとする。 
 

（４）避難所の管理運営 
① 避難所運営マニュアル等に基づき、避難所を適切に運営管理するものとする。 
② 避難所ごとにそこに収容されている避難者に係る情報の早期把握及び避難所で生活

せず食事のみ受け取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努めるものとする。 
③ 避難所における生活環境に注意を払い、避難者の健康状態や避難所の衛生状態の把握、

感染症及び食中毒等の発生予防に努めるものとする。 
④ 高齢者や障がい者、男女共同参画の視点及びプライバシーに配慮した避難所の運営に

努めるものとする。また、食事の提供の際は、乳幼児、アレルギー疾患患者等の把握を
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行うとともに、必要な食料確保等を行うものとする。 
⑤ 避難期間が長期化する場合、県及び市は、精神科医、臨床心理士、保健師等によるこ

ころのケアも行うものとする。 
⑥ 必要に応じ、避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるものとする。 

 
６ 広域的避難収容 

風水害等により甚大な被害が発生した場合、若しくは被害が拡大する恐れがある場合、被害

の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等にかんがみ、市域外への広域的な避難、避

難所、応急仮設住宅等への収容が必要であると判断した場合には、必要に応じ、第３節 応援

要請計画に基づき応援を要請する。 
 

７ 浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内における要配慮者利用施設に対する措置 
（１）浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の高齢者、障がい者、乳幼児など特に防災上の

配慮を要する者が利用する施設については、それらの所在地などを把握し、洪水時におけ

る施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するものとする。これらの施設については、次

の表に掲げるとおりである。 
 

（２）これらの施設に対する伝達方法は、電話またはＦＡＸを基本とするが、これらが使用不

可の場合は、通常の周知方法に準じる。 
 
（３）要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力を得て、水害や土砂災害が発

生するおそれがある場合における避難確保に関する計画を策定し、それに基づき、避難誘

導等の訓練を実施するものとする。 
 
浸水想定区域内に存在する要配慮者利用施設一覧      ※市外局番すべて 0966 

（１）保育園・認定こども園・幼稚園 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

人吉中央幼稚園 南泉田町 99 22－2695 22－8695 

林保育園 下林町 271－4 22－5891 22－5958 

人吉乳児保育園 田町 34－1 22－3951 22－1285 

せん月保育園 矢黒町 1602－1 24－3292 24－3297 

善隣保育園 瓦屋町 1106 22－3573 22－3705 

ひまわり保育園 瓦屋町 1848 23－5396 23－5639 

泉田こども園 北泉田町 223－1 22－5846 22－7072 

さざなみ保育園 下戸越町 1632-1 22－5519 22－6040 

人吉幼稚園 寺町 7 22－2988 32－9588 

燕商工保育園 中林町 2050 32－8115 32－8116 

－ 92－

第 2章　風水害等応急対策計画



- 93 - 
 

（２）市内障がい福祉サービス事業所 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

白いキャンバス 二日町 17－1 22－6399 22－6399 

地域生活支援センター翠 下城本町 1486－4 22－2570 22－2602 

地域生活支援センター翠ふれあい作業所 下城本町 1434 22－1066 22－1066 

サンサイド 中青井町 292－4 22－8008 22－8011 

あらた 瓦屋町 2－1 35－6981 35－6982 

就労支援センタースマイル 

多機能型支援センタースマイル 
北泉田町 141－5 35－7433 35－7455 

障がい者支援施設けやき 合ノ原町 461－2 22－7022 22－7062 

多機能型事業所けやき 合ノ原町 461－2 35－7778 22－7062 

（３）介護老人保健施設 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

介護老人保健施設リバーサイド御薬園 

（短期入所含む） 
七地町 495 22－6811 22－6899 

介護老人保健施設愛生（短期入所含む） 南泉田町 89 28－3586 28－3602 

小規模介護老人保健施設もみの木 下林町 232 22－0200 22－0203 

（４）（地域密着型）特別養護老人ホーム 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

特別養護老人ホーム 聖心ホーム 寺町 9－5 23－3320 23－3853 

個室ユニット型特別養護老人ホーム 

聖心ホーム 
寺町 9－5 23－3320 23－3853 

（５）介護医療院 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

外山胃腸病院 介護医療院（短期入所含む） 南泉田町 1 22－4818 22－4828 

球磨病院 介護医療院（短期入所含む） 上青井町 170－1 24－2854 22－3201 

介護医療院 人吉リハビリテーション病院 

（短期入所含む） 
下新町 359 24－6111 24－6117 

（６）軽費老人ホーム 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

ケアハウスあいせい 下城本町 1519－2 22－1112 22－1113 
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（７）有料老人ホーム 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

 第１ 有料老人ホーム愛生  南泉田町 117 32－9252 32－9253 

第２ 有料老人ホーム愛生 南泉田町 115 32－9212 32－9213 

有料老人ホーム万福 瓦屋町字杉前 1665 32－9200 22－8511 

有料老人ホームひだまり 駒井田町 1951 22－8469 22－7093 

有料老人ホームレジデンス聖心 南町 9－5 23－3320 23－3853 

（８）認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

グループホーム愛生 二日町 22 24－6965 24－6965 

第２ グループホーム愛生 南泉田町 115 32－9214 32－9215 

グループホームふれあいの家御薬園 七地町 21－1 22－5711 22－3030 

グループホーム聖心園 南町 8－1 22－7807 22－7805 

（９）小規模多機能型居宅介護事業所 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

小規模多機能型居宅介護ホーム 

なごみの里 
下林町大島 102 22－7877 22－7892 

小規模多機能ホーム 愛生 南泉田町 115 32－9210 32－9211 

小規模多機能型居宅介護事業所 菜の花 下林町 2796－1 22－7017 22－7024 

小規模多機能型介護事業所 聖心園 南町 18－4 24－3008 24－3008 

（１０）通所介護事業所 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

デイサービスセンターいずみ 南泉田町 70－3 28－3308 28－3304 

介護予防センター愛生 南泉田町 117 32－9250 32－9251 

聖心園 寺町 9－5 23－3320 23－3853 

通所介護事業所デイサービスセンター 

あいせい 
下城本町 1519－2 24－8011 22－1113 

デイサービス凛 下青井町 81－1 32－9300 32－9301 
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（１１）通所リハビリテーション 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

デイケアセンター愛生 南泉田町 89 28－3585 28－3595 

医療法人回生会堤病院（通所リハ） 下林町 232 22－0200 22－0203 

 外山胃腸病院デイケアセンター 鍛冶屋町 29－4 22－4808 22－4826 

リバーサイド御薬園 

通所リハビリテーション 
七地町 495 22－6811 22－6899 

通所リハビリテーションメディケア光永 瓦屋町 1860－7 22－5526 22－4780 

万江病院デイケアセンター 
瓦屋町字典子 

1729－1 
22－0176 22－0176 

デイケアセンター平井 下城本町 1422－1 24－8213 24－8214 

（１２）病院 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

球磨病院 上青井町 176 22－3121 22－3203 

愛生記念病院 南泉田町 89 22－6878 28－3587 

 医療法人 回生会堤病院 下林町 232 22－0200 22－0203 

JCHO 人吉医療センター 老神町 35 22－2191 22－7879 

（１３）学校等 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

九州技術教育専門学校 駒井田町 216－12 22－3412 25-1400 

人吉球磨准看護学院 南泉田町 72－2 22－2962 22－0373 

人吉市立第一中学校 土手町 36-3 23－2295 23－2296 

人吉市立人吉東小学校 七日町 100－1 23－2291 23－2290 

人吉市立西瀬小学校 下戸越町 1654－1 22－3907 26－3047 

（１４）その他 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

児童発達支援センター スイスイなかま 上林町 1178－7 24－3288 24－3288 

ファミリーサポートハウスみりみり 上薩摩瀬町 1473－2 35－6366 35－6367 

－ 95－

第 3編　災害応急対策編



- 96 - 
 

土砂災害警戒区域内に存在する要配慮者利用施設一覧      ※市外局番すべて 0966 

（１）保育園・認定こども園 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

人吉乳児保育園 田町 34－1 22－3951 22－1285 

せん月保育園 矢黒町 1602－1 24－3292 24－3297 

蓬莱保育園 土手町 5 22－2458 22－1789 

（２）（地域密着型）特別養護老人ホーム 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

地域密着型特別養護老人ホーム 

アゼリア（短期入所含む） 
蟹作町 3690 32－9350 32－9351 

（３）有料老人ホーム 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

有料老人ホーム とわのいま 人吉 西間下町字高見 726－3 32－9640 32－9643 

（４）認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

グループホーム えがお人吉 西間下町 1028－4 22－7810 22－7855 

（５）地域密着型通所介護事業所 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

デイサービス アゼリア 蟹作町 3690 32－9350 32－9351 

（６）小学校 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

人吉市立東間小学校 東間下町 2683 22－3905 22－5239 

人吉市立西瀬小学校 下戸越町 1654－1 22－3907 26－3047 

人吉市立中原小学校 中神町字段 548 22－3908 26－3046 

（７）その他 

施      設      名 住     所 電  話 F A X 

デイサービス はっぴーらいふ 西間 西間下町字高見 726－3 32－9841 32－9643 
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第８節 救助救出・行方不明者捜索計画 
 

本計画は、風水害等の発生時において生命が危険な状態にある者、あるいは生死不明の状態に

ある者を捜索し、又は救助救出することにより被災住民の生命及び身体を保護することを目的と

する。 
 

１ 実施責任 
市長は、警察、消防、自衛隊、地域住民の協力を得て、住民の救助救出及び行方不明者の捜

索を行うものとする。 
ただし、災害救助法の適用を受けた場合は、国から委任を受けた県知事が行うこととなって

いるが、救助救出を迅速に行うため、県知事の委任を受けた市長が行うものとする。 
 

２ 保護対象者 
救助救出及び行方不明者の捜索は、災害の原因、種別あるいは住家の被害とは関係なく、次

の状態にある者に対し、必要に応じて実施するものとする。 
（１）救助救出対象者 

救助救出対象者は災害によって生命、身体が危険な状態にある者で、概ね次のような場

合とする。 
① 水害等において、孤立した地域に残され、生命に危険が迫っている者 
② 土砂災害等により、生き埋めになり生命に危険がある者 
③ 火災の際、逃げ遅れ等により生命に危険がある者 
④ 河川への転落等により、生命に危険がある者 
⑤ その他、救助救出が必要と判断された者 

 
（２）行方不明者の捜索 

災害等により、行方不明の状態にあり、かつ諸般の事情から生存していると推定される

者又は、生命があるかどうか明らかでない者を対象者とする。 
 

３ 救助救出の方法 
（１）救助救出の実施については、災害対策支部並びに災害対策本部消防班を中心に第 5 節 

災害情報収集・伝達計画に基づき、要救助救出対象者を迅速に把握するとともに下記によ

り警察、消防、自衛隊、自主防災組織及び地域住民の協力を得て迅速に行うものとする。 
① 災害対策支部 

各災害対策支部長は、担当区域の被災状況を調査するとともに、要救助救出対象者を

的確に把握し直ちに救助救出を行う。 
② 災害対策本部消防班 

災害対策本部消防班を構成する消防団は、第１１節 消防計画に基づき直ちに救助救

出を行う。 
③ 自衛隊 

大規模災害発生時に出動を要求する自衛隊は、第１章 地震災害応急対策計画、第４

節 自衛隊災害派遣要求計画に基づき直ちに救助救出を行う。 
④ 自主防災組織 

自主防災組織である町内会を代表とする各町内会長は、第２４節 自主防災組織計画

に基づき直ちに救助救出に協力する。 
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第９節 災害救助法の適用計画 
 

風水害等による災害救助法の適用については、第１章 地震災害発生応急対策計画、第１０節 

災害救助法の適用計画に準じて行うこととする。 
 
 

第１０節 水防計画 
 

水防計画については、人吉市水防計画書に定めるものとする。 
 
 

第１１節 消防計画 
 

本計画は、風水害等による災害が発生した場合、市民の生命、身体及び財産を保護するととも

に被害の拡大を防止し、もって秩序の保持と社会公共性の増進を図ることを目的とする。 
なお、常備消防については人吉下球磨消防組合震災警防規程に定めるところによる。 

 
１ 消防団招集の計画 

市長は、火災及び風水害等による災害が発生した場合は、消防団を迅速に招集し被災者の救

助、救出を行うとともに、被害を最小限に止めるものとする。 
（１）風水害による消防団非常呼集の基準 

① 国土交通省球磨川人吉（中城）水位観測所の水位が氾濫注意水位を突破し、全市にわ

たり水があふれるおそれがあると判断されたとき。 
② 市内中小河川が増水し道路、家屋等に被害が発生し、又は発生するおそれがあると判

断されたとき。 
③ 台風接近により、風水害が発生し、又は発生するおそれがあると判断されたとき。 
④ その他、風水害から市民の生命、身体及び財産を保護するため消防団による消防防災

活動が必要と判断されたとき。 
 

（２）消防団員非常呼集の方法【第１章 第１２節 消防計画、図１参照】 
① 消防団非常呼集の基準に掲げる災害が発生した場合、市長は直ちに消防団長に対し消

防団員の呼集を命ずる。 
② 消防団長は直ちに、副団長、各方面隊長を消防団本部に呼集する。。 
③ 各方面隊長は、管轄区域分団長に対し、出動箇所等を具体的に示し出動を命ずる。 
④ 出動を命じられた分団長は、管轄区域の各部長に対し、出動を命ずるとともに自らも

災害現場にて防災活動を指揮する。 
⑤ 団長から出動を命じられた部長以下の団員は、直ちに消防詰所に集合するとともに、

出動箇所、携帯用具等を確認のうえ出動するものとする。 
 
２ 救助活動及び捜索活動 

（１）救助及び行方不明者捜索活動 
① 消防団長は、警察、消防組合等と情報交換を行い、救助及び行方不明者捜索箇所等を

確認し速やかに方面隊長を経由し分団長に指示するものとする。 
② 現場に出動し団員を指揮する分団長は、その状況を常時方面隊長に報告するとともに

必要に応じて応援要請を行うものとする。 
③ 団長から応援を命じられた方面隊長は、指揮下の各分団を指示された地区に出動させ

応援活動を行わせるものとする。 
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④ 団長は、隣接市町村の応援が必要と判断した場合は、熊本県消防相互応援協定に基づ

き隣接市町村に対して応援要請を行うものとする。 
 
 
第１２節 医療救護計画 

 
風水害等により多数の負傷者が発生した場合は、第１章 地震災害応急対策計画、第１３節 

医療救護計画に準じて医療救護体制を確保する。 
 
 
第１３節 土砂災害警戒区域等対策計画 

 
本計画は、台風や集中豪雨といった大雨により発生するおそれのある「土砂災害」、「急傾斜地

崩壊」、「地すべり」等の土砂災害について適切な応急対応を行い、人命の保護は勿論のこと被害

の拡大を防ぐことを目的とする。 
また、山地での災害が発生する危険性が高い山地災害危険地区「山腹崩壊危険地区」「地すべ

り危険地区」「崩壊土砂危険地区」等についても人家、道路などに影響が大きい地区を示すもの

とする。 
 

１ 土砂災害警戒区域等の指定 
（１）本市においては、下記の区分により土砂災害警戒区域等が指定されている。 

① 土砂災害警戒区域・特別警戒区域   ４０４箇所（県知事指定） 
【第６編 資料１６ 土砂災害警戒区域・特別警戒区域指定一覧表参照】 

② 急傾斜地崩壊危険区域         １３箇所（県知事指定） 
【第６編 資料１７ 急傾斜地崩壊危険区域一覧表参照】 

③ 地すべり防止区域            ２箇所（国土交通大臣指定） 
【第６編 資料１８ 地すべり防止区域一覧表参照】 

④ 山腹崩壊危険地区           １５箇所（林野庁） 
【第６編 資料１９ 山腹崩壊危険地区一覧表参照】 

⑤ 地すべり危険地区            ０箇所（林野庁） 
⑥ 崩壊土砂流出危険地区         ２５箇所（林野庁） 

【第６編 資料２０ 崩壊土砂流出危険地区一覧表参照】 
２ 情報収集並びに警戒 
（１）市長は、下記に掲げる状況が発生した場合は、直ちに災害対策支部長に情報収集並びに

警戒体制をとることを命ずるものとする。 
① 大雨警報（土砂災害）が発令され、かつ降雨状況から警戒の必要があると判断した場

合 
② 地区町内会長又は地域住民より異常を伝える連絡が入った場合 
③ 隣接する土砂災害警戒区域等で崩壊及び崩壊のおそれが発生した場合 
④ その他災害発生の状況から市長が警戒の必要があると判断した場合 

 
（２）地域住民への広報及び自主避難 

市長は、土砂災害警戒情報の発表と併せて土砂災害警戒判定メッシュ情報又は、土砂災

害警戒区域等で崩壊のおそれがあると判断した場合、直ちに地域住民に広報し､自主避難

を促すものとする。 
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（３）地域住民への避難指示 
市長は、土砂災害警戒判定メッシュ情報等により土砂災害警戒区域等で崩壊のおそれが

高いと判断した場合、直ちに災害対策基本法第６０条に基づき、地域住民に対し避難指示

を発令するものとする。 
なお、指示の伝達については、第５節 広報計画に基づき実施するものとする。 

 
３ 避難誘導及び避難場所 

避難誘導及び避難場所については、第７節 避難収容計画に基づき迅速に誘導及び収容を行

うものとする。 
 

４ 救助救出及び行方不明者捜索 
土砂災害警戒区域等で崩壊が発生し、救助救出及び行方不明者捜索等の活動が必要となった

場合は、直ちに第８節 救助救出・行方不明者捜索計画に基づき実施するものとする。 
 
 
第１４節 文教対策計画 

 
本計画は、風水害等により学校施設が被災した場合の応急教育計画を定めるものとする。 

 
１ 応急教育対策 

市長は、学校施設が災害により被災した場合は、直ちに応急復旧を行い災害時における応急

教育に支障をきたさないようにしなければならない。 
ただし、災害救助法が適用されたとき、又は市単独での対応が困難な場合は県及び隣接町村

に協力を求めるものとする。 
（１）応急教育の実施 

① 市長は、学校施設が被災した場合は直ちに応急復旧を行い、教育が実施できるように

しなければならない。 
② 応急復旧が不可能な場合は、第６編 資料２３『応急教育実施の場所及び方法』に基

づき、被害をまぬがれた学校、公民館等を利用して実施するものとする。 
③ 応急教育を行う場合は、児童､生徒の登下校時の安全に留意するものとする。 

 
（２）応急教育の方法 

① 教職員の確保 
災害により被災し登校不可能な教職員が生じた場合は、速やかに県教育事務所と協議

し、代替教職員による応急教育を実施するものとする。 
② 教材、学用品の確保 

災害により教材、学用品に不足を生じた場合は、速やかに県教育事務所と協議のうえ、

県教育委員会に報告するとともに、調達あっせんを依頼し、応急教育の実施に支障をき

たさないようにするものとする。 
 

（３）学校給食の措置 
学校給食センターが被災した場合、速やかに県教育事務所と協議のうえ、県教育委員会

に報告するもとともに、給食実施について協議を行うものとする。 
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第１５節 避難行動要支援者対策計画 
 

風水害等による災害時における避難行動要支援者対策については、第１章 地震災害応急対策

計画、第１５節 避難行動要支援者対策計画に準じて実施するものとする。 
 
 
第１６節 食料調達・供給計画 

 
風水害等による災害発生時の食料調達・供給については、第１章 地震災害応急対策計画、第

１６節 食料調達・供給計画に準じて行うこととする。 
 
 
第１７節 生活必需品調達・供給計画 

 
風水害等による災害発生時の生活必需品調達・供給については、第１章 地震災害応急対策計

画、第１７節 生活必需品調達・供給計画に準じて行うこととする。 
 
 
第１８節 給水対策計画 

 
風水害等による災害発生時の給水対策については、第１章 地震災害応急対策計画、第１８節 

給水対策計画に準じて行うこととする。 
 
 
第１９節 下水道対策計画 

 
風水害等による災害発生時の下水道対策については、第１章 地震災害応急対策計画、第１９

節 下水道対策計画に準じて行うこととする。 
 
 
第２０節 災害廃棄物処理計画 

 
風水害等による災害発生時の災害廃棄物処理については、第１章 地震災害応急対策計画、第

２０節 災害廃棄物処理計画に準じて行うこととする。 
 
 
第２１節 防疫・保健衛生計画 

 
風水害等による災害時の防疫・保健衛生については、第１章 地震災害応急対策計画、第２１

節防疫・保健衛生に準じて行うこととする。 
 
 
第２２節 災害ボランティア活用計画 

 
風水害等による災害発生時の災害ボランティア活用については、第１章 地震災害応急対策計

画、第２２節 災害ボランティア活用計画に準じて行うこととする。 
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第２３節 救援物資受入れ・配分計画 
 

風水害等による災害発生時の救援物資の受入れ、配分については、第１章 地震災害応急対策

計画、第２３節 救援物資受入れ、配分計画に準じて行うこととする。 
 
 
第２４節 自主防災組織計画 

 
風水害等による災害発生時の自主防災組織の具体的な活動指針は、第１章 地震災害応急対策

計画、第２４節 自主防災組織計画に準じて行うこととする。 
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第第１１章章    災災害害復復旧旧復復興興計計画画 
 
 

災害により被害を受けた市民の生活安定を図るため、次のとおり緊急措置に関する対策を講じる

ものとする。 
 
 

第１節  生活相談 
 

１ 生活相談 
り災者からの各種相談に応じるため、市は相談窓口を設置し、次の業務を行う。 

（１）り災者からの要望事項を聴取し、解決に当たっては関係部局、関係機関の協力を得て相

談体制の充実を図る。 
 
（２）相談窓口については、精神保健相談、中小企業相談、水道復旧相談、外国人対策等につ

いて配慮するものとする。 
 

２ 復旧情報の広報 
水道施設、道路施設、バス路線、鉄道施設等について、復旧状況を広報するものとする。 

 
 

第２節  職業の斡旋、雇用機会の確保 
 

災害により離職を余儀なくされた被災者の職業斡旋については、県がその実態把握に努め、公

共職業安定所を通じて必要な措置を講じるよう要請を行う。 
 
 

第３節  災害弔慰金等の支給及び貸付制度 
 

１ 支給及び貸付制度 
（１）災害弔慰金 

災害救助法の規定に基づき「人吉市災害弔慰金の支給等に関する条例」により実施する

弔慰金の支給制度である。 
 

（２）災害障害見舞金 
災害救助法の規定に基づき「人吉市災害弔慰金の支給等に関する条例」により実施する

障害見舞金の支給制度である。 
 

（３）小規模災害見舞金 
人吉市小規模災害見舞金等支給規則に基づき支給する見舞金制度である。 

 
（４）災害援護資金 

災害救助法の規定に基づき「人吉市災害弔慰金の支給等に関する条例」により実施する

貸付制度である。 
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（５）生活福祉資金 
低所得世帯に対して、資金の貸付けを行い経済的自立と生活意欲の助長を図ることを目

的として、人吉市社会福祉協議会が熊本県社会福祉協議会から事務の委託を受けて行う貸

付制度である。 
 

（６）被災者生活再建支援金 
被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた者に対

し、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を進める

ため、都道府県が拠出した基金から被災者生活再建支援金を支給する制度である。 
 
 

第４節  市税等の減免 
 

市は被災した納税義務者又は特別徴収義務者に対し、地方税法又は人吉市税条例により、市税

の緩和措置を図るため、事態に応じて納税期限の延長、徴収猶予及び減免の措置をとる。 
（１）市民税の減税      人吉市税条例      第５１条第１項６号 
 
（２）固定資産税の減免      〃         第７１条第１項３号 
 
（３）特別土地保有税の減免    〃         第１３９条の３第１項２号 

 
 

第５節  その他市関係の減免及び徴収猶予等 
 

（１）国民健康保険税の減免 
人吉市国民健康保険税条例第２７条 
 

（２）国民年金保険料の免除 
国民年金法第９０条第１項第４号により国民年金保険料が天災などにより納付困難な

とき免除できるので市を経由し、国に進達する。 
 

（３）水道料金の減免 
水道料金については、人吉市水道条例第２２条の２により特別の理由があるとき減免で

きるようになっているため、その都度決定する。 
 

（４）下水道使用料の減免 
下水道使用料については、人吉市下水道条例第１８条により特別の理由があるとき減免

できるようになっているため、その都度決定する。 
 

（５）介護保険料の徴収猶予及び減免 
人吉市介護保険条例第１２条及び第１３条 
 

（６）保育料の減免 
人吉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の支給及び利用者負担に関する規則

第９条 
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（７）後期高齢者医療保険料の徴収猶予及び減免 
人吉市後期高齢者医療に関する条例第２条による保険料の徴収猶予及び減免に係る申

請の受付 
 

（８）国民健康保険の一部負担金の免除 
災害等による人吉市国民健康保険一部負担金免除要項第 4 条、第５条及び第６条 

 
（９）後期高齢者医療一部負担金の免除 

高齢者の医療の確保に関する法律第６９条 
 
 

第６節  罹災証明書及び被災証明書の発行 
 

１ 罹災証明書の対象 
罹災証明書は、災害対策基本法第２条第１項に規定する災害により被害を受けた家屋につい

て、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等の国が示す被害認定基準を準用して発行す

る。 
 

２ 被災証明書の対象 
被災証明書は、災害により罹災した住家以外の内容を証明する。 

 
３ 申請 

（１）災害により被災した住家等について、罹災証明書の交付を希望する者は、所定の様式に

被害状況が確認できる資料を添えて防災課へ申請するものとする。なお、大規模災害時に

は、人吉市業務継続計画に基づく実施体制をとるものとする。 
 
（２）災害により被災した住家以外の被災証明書の交付を希望する者は、所定の様式に被害状

況が確認できる資料を添えて防災課へ申請するものとする。また、商工業関係及び農林業

関係、畜産業関係等の事業用資産に関する被害については、経済部へ申請するものとする。 
 
（３）火災時の罹災証明書の発行は、人吉下球磨消防組合へ申請するものとする。 

 
４ 発行 

（１）市は、被害家屋調査の結果に基づいて罹災証明書を発行する。なお、被害が軽微で明ら

かに半壊に至らない場合には、写真等の状況確認ができる書類により判断できるものとす

る。また、被災証明書についても、同様とする。 
 
（２）必要に応じて被災者台帳を作成し、被災者の援護について総合的かつ効率的な実施体制

を整備するものとする。 
 
（３）証明書の発行は、原則として災害発生の日から１年以内とする。 
 
（４）人吉市手数料条例第５条第１項第３号の規定により手数料は徴収しない。 
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第７節  その他郵便事業等の特別取扱い 
 

１ 郵便はがき、郵便書簡の無償交付 
災害救助法が発動され、被災者が収容施設に入所した場合、又は生活必需物資の支給を受け

た場合には、その被災者に郵便はがき５枚、郵便書簡１枚の範囲内で無償交付される。 
 

２ 救助用小包の無料払い 
災害の程度が一定基準を超えた場合に、被災地において救助活動を行っている市町村などの

地方公共団体、日本赤十字社等にあてた救助用物資を内容とする現金書留郵便物、小包は無料

で取り扱われる。 
 

３ 郵便貯金、簡易保険等の非常取扱い 
非常の災害があった場合には、郵便貯金の簡易な払戻し措置が行われる。 
また、簡易保険については、保険金の非常即時払、貸付可能額の範囲内での非常即時貸付措

置のほか、保険料の払込猶予期間の延長など特別な取扱いが行われる。 
 

４ 電報、電話の非常取扱い 
災害時に被災者から行う通信及び被災地に特設された電気通信設備から行う通信料金を減

免する場合がある。 
 

５ 放送受信料の免除 
非常災害があった場合、被災の程度によっては、期間を定め、放送受信料が免除される。 

 
６ ＪＲの運賃減免 

災害が発生した場合に、被災者のための救助用の寄贈品を送る際の小荷物運賃・貨物運賃を

無料とする措置がとられる。 
具体的には被災地域の知事の要請があってから、ＪＲ各社が無賃の取扱いを行う区間、期間、

荷受人等を定め、これを関係駅等に公示することとなる。 
 
 

第８節  義援金品の受入れ・配分 
 

１ 義援金の受付 
義援金専用の普通預金口座を開設し受け付けるほか、直接窓口で受け付ける。マスコミ等を

通じて広報し、義援金の受付を行う。また、熊本県、日本赤十字社等から届けられる義援金の

受付を行う。 
 

２ 義援金配分委員会の設置 
義援金を募集配分するための義援金配分委員会を設置する。 

 
３ 義援金の配分・申請 

委員会において、被災状況と集まった義援金額を考慮し、支給の対象者の範囲、配分金額等

の交付項目を設定する。 
上記の配分計画に従い、市役所窓口において義援金交付申請受付を行う。 

 
４ 義援金の交付 

申請書類については義援金配分委員会の定めた交付対象基準に適合しているかどうか判断
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する。必要に応じて再度罹災調査が必要な場合は実施する。 
 

５ 配分計画及び配分項目の再検討 
被害が長期化する場合には、被災者等のニーズを十分把握し、それに対応した配分項目を検

討する。 
 

６ 義援金処理にかかる監査及び支給状況の公表 
被災者等に対し、義援金が適正かつ公平に配分することを示すために義援金の処理にかかる

監査を行うとともに支給状況について公表する。 
 
 

第９節  農林漁業対策関係融資及び災害補償制度 
 

県は災害により被害を受けた農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体に対して復旧を促進

し、農林漁業の生産力の回復と経営の安定を図るため、政府系金融機関及び一般金融機関に特別

の配慮を要請し、災害復旧に必要な資金の融資が迅速かつ円滑に行われるよう努める。 
また、災害によって生じた損失を補填して経営の安定を図るため各種の共済、保険制度がある。 

 
 

第１０節  中小企業対策関係融資 
 

被災した中小企業者に対する資金対策として普通銀行、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、

信用保証協会による融資の保証等により、事業所の復旧に必要な資金及び事業費の融資が行われ

るが、これらの融資が円滑に行われ、早期に経営の安定が得られるよう措置する。 
 
 

第１１節  災害復興住宅資金の融資 
 

住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法に基づき行う被災者向け、低利融資制度

である。 
法の定める融資適用災害に該当する場合は、住宅金融支援機構熊本センターに被災者にする貸

付融資やその制度に関する周知徹底を図り、借入れ申込み希望者に対して、その指導を行う。 
 
 

第１２節  公共施設の災害復旧 
 

１ 災害復旧事業計画 
被災箇所は原形に復旧することが原則であるが、必要上改良を要すると認められる箇所につ

いては検討のうえ、復旧計画を樹立する。 
なお、計画策定にあたっては市担当部局により行うものとする。 

（１）災害復旧事業計画の種類は下記のとおりである。 
① 公共土木施設災害復旧計画 
② 農林水産業災害復旧計画 
③ 公立学校災害復旧計画 
④ 厚生施設災害復旧計画 
⑤ その他の施設に係る災害復旧計画 
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第１３節  住宅応急対策 
 

災害のため住家が滅失した被災者に対し、住宅の貸与、応急仮設住宅の建設等を行い、被災者

の居住安定を図るものとする。 
ただし、災害発生直後における住居対策については、第３編 災害応急対策編の各章における

避難収容計画に定める避難所の開設および収容によるものとする。 
 

１ 実施機関 
被災者に対する応急仮設住宅の建設等は、災害救助法が適用されたときは、第３編 災害応

急対策編の各章における災害救助法等の適用計画に基づき、市長が行うものとする。 
市のみでは、実施することが不可能な場合は、国、県その他関係機関の応援を得て実施する

ものとする。 
 

２ 応急仮設住宅 
被災者のための応急仮設住宅について、早期供給のために、建設予定地の選定と仮設住宅の

標準的な規格について、あらかじめ検討しておくものとする。 
 

３ 公営住宅の提供 
被災者が公営住宅への入居を希望した場合、公営住宅の入居(公営住宅法第 22 条第 1 項に基

づく特定入居、又は、地方自治法第 238 条の 4 第 7 項に基づく目的外使用許可)について、最

大限の配慮を行うものとする。 
 

４ 民間施設の提供 
民間賃貸住宅関係団体と災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定を締結するなど

協力体制の強化を図り、被災者の一時居住のための住宅提供に努めるものとする。 
また、ホテル・旅館等民間宿泊施設や空き家等利用可能な既存住宅のあっせん及び活用等に

より避難所の早期解消に努める。 
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人人吉吉市市原原子子力力災災害害対対策策計計画画  
 

第第１１章章 総総則則  
  

  

第１節 計画の背景 

 

平成２３年３月に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故

においては、放出された放射性物質の影響や避難を要する区域がきわめて広範囲に及ぶこととな

った。このことから、本市に近接する原子力発電所で万一同様の事故が発生した場合、その規模

や風向きによっては本市へ影響を及ぼす可能性がある。これらの状況を踏まえ、本市においても、

原子力災害対策特別措置法その他関係法令の趣旨等に基づき、原子力災害対策計画を策定する。 

 

 

第２節 計画の目的 

 

この計画は、本市に近接する川内原子力発電所（鹿児島県薩摩川内市）から放射性物質の異常

な放出が起こった場合又はその恐れがある場合等（以下「原子力発電所事故」という。）を想定し

て、本市における必要な対策について定める。 

 

 

第３節 計画の性格 

 

この計画は、原子力災害に関する具体的な事項について定めるものであり、本計画に記載のな

い事項については地域防災計画の他の計画により対応する。 

 

 

第４節 計画の見直し 

 

国においては、東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、原子力災害対策に関する法令

や基本となる計画、ガイドライン等の見直しが進められている。今後、それらの内容や進捗状況

を注視しつつ、本計画についても必要な追補、修正等を行っていく。 
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第第２２章章 防防災災活活動動体体制制  
 
 

第１節 対策本部等の体制（県、市、関係機関） 

 

（１）市は、別表１に従って警戒体制、災害対策本部体制をとるものとする。この場合において、

関係する条例に定めるもののほか、地震災害及び風水害対策の計画を準用する。 

 

（２）市は、県及び関係機関との密接な連携体制の確保を図る。 

 

（３）市、県及び関係機関の業務は、防災責任者の処理すべき事務又は業務に加え、原子力防災

に関して、特に別表２に規定する事務・業務とする。 

 

（別表１） 

体制区分 設置基準 体制の内容 

警戒体制 ①県から異常事態の連絡を受け

た場合で、本市への放射性物質

の拡散等の影響が予想される

とき 

 

②県の環境放射線モニタリング

により異常値が検知された場

合で、川内原子力発電所に起因

することが想定されるとき 

気象に関する警報が発令された

場合の警戒体制 

（状況に応じて体制の強化を行

う。） 

災害対策本部体制 ○本市内で、この計画に基づく原

子力防災対策を実施する必要

があるとき 

地震及び風水害等に関する災害

対策本部体制 

 

 

（別表２） 

機関名 事務又は業務 

人吉市 １ 原子力防災に関する住民等への知識の普及・啓発 

２ 原子力防災に関する専門知識を備えた職員の養成 

３ 住民避難等に関する広報・指示 

４ 避難所の開設・運営、必要に応じて警戒区域の設定等 

５ 健康相談及び医療体制の整備に関する県への協力 

６ 住民への原子力災害に関する情報伝達 
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熊本県 １ 原子力防災に関する住民等への知識の普及・啓発 

２ 原子力防災に関する専門知識を備えた職員の養成 

３ 原子力防災に関する訓練の実施及び市町村が行う訓練への助言 

４ 環境放射線モニタリング体制の整備 

５ 食品検査体制の整備 

６ 健康相談及び医療体制の整備 

７ 原子力災害に関する情報収集及び関係機関への通報 

８ 住民避難等に関する関係機関間の調整 

９ 県内において放射性物質による被害が生じた場合の対応の調整 

熊本地方気象台  災害対策本部等への気象情報等の提供及び解説 

 

九州地方整備局  陸路による避難が困難な場合の住民避難支援 

 

自衛隊  政府原子力災害対策本部の指示に基づき、状況により次の事項を実施 

１ 環境放射線モニタリングの支援 

２ 市内で放射性物質による影響が生じた場合の対応支援 

鉄道関係機関  原子力災害時における避難者及び救助物資の緊急輸送 

 

日本赤十字社 

（熊本県支部） 

 健康相談及び医療体制の整備に関する市への協力 

 

放送報道関係 

機関 

 原子力災害に関する住民への緊急を要する情報伝達等 

 

自動車運送機関  原子力災害時における避難者及び救助物資の緊急輸送 

 

九州電力(株)  原子力災害に関する状況把握及び情報提供 

 

農業協同組合、森林

組合、漁業協同組合

等 

 農林畜水産物の生産・管理などの防災関係機関が実施する原子力防災

対策への協力 

学校法人  原子力防災に関する児童・生徒への知識の普及・啓発 

 

 

 

第２節 原子力防災に係る専門職員等の確保 

 

市は、国や県が行う原子力防災に関する研修等に防災担当職員を可能な限り派遣すること等に

より、原子力防災に関する専門知識を備えた職員の育成を図る。 
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第第３３章章 災災害害予予防防計計画画  
 
 

第１節 情報の収集・連絡体制の整備 

 

１ 情報収集・連絡体制の整備 

（１）市は、原子力発電所事故等に関してできるだけ迅速に情報収集・連絡を行うため、県及

び発電事業者である九州電力株式会社との情報収集・連絡体制を整備する。 

 

（２）市及び関係機関は、訓練の実施等により情報収集・連携体制の一層の充実を図る。 

 

２ 住民等への情報伝達体制の整備 

（１）市は、原子力発電所事故等における住民等への情報伝達が円滑に実施できるよう、原子

力発電所事故等の状況に応じて住民等に提供すべき情報の項目について事前に整理する。 

 

（２）市は、テレビ、ラジオのほか、インターネット、Ｅメール等の多様な通信手段の活用体

制の構築に努める。 

 

 

第２節 住民避難体制の整備 

 

（１）住民の避難は自家用車両の利用を原則とするが、市は、住民避難用の自家用車両が不足

する場合等を想定して、関係機関と連携して住民避難用車両の確保に努める。 

 

（２）市は、避難行動要支援者の避難誘導・移送体制等の充実に努める。 

 

 

第３節 健康相談および医療体制の整備 

 

（１）市は、市内の医療機関等と連携して、避難所等での放射性物質の汚染検査（スクリーニ

ング）、ふき取り等の簡易除染、安定ヨウ素剤投与及び健康相談等の実施体制を整備する。 

 

（２）市は、専門医療が必要な場合に備えて、放射線医学総合研究所等のスタッフからなる緊

急被ばく医療チーム等の派遣受入体制や専門医療機関への搬送体制の整備を図る。 

 

 

第４節 住民等への知識の普及、啓発 

 

（１）市は、国、県等と協力して、住民等に対する原子力防災に関する知識の普及、啓発のた

め、次に掲げる事項について広報活動の実施に努める。 
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①放射性物質及び放射線の特性に関すること。 

②原子力発電所施設の概要に関すること。 

③原子力災害とその特性に関すること。 

④放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること。 

⑤緊急時に国、県及び市が講じる対策の内容に関すること。 

⑥原子力防災に関する緊急情報及び避難指示等の伝達方法に関すること。 

⑦屋内退避及び避難等に関すること。 

⑧緊急時に取るべき行動及び避難所での行動等に関すること。 

⑨被災した住民等に対する人権侵害の防止に関すること。 

⑩その他原子力防災に関すること。 

 

 

第第４４章章 災災害害応応急急対対策策計計画画  
  

  

第１節 組織体制の確立 

 

市は、次の場合に、地震災害及び風水害等対策に準じて原子力災害対策のための体制をとるも

のとする。 

１ 警戒体制 

（１）県から異常事態の連絡を受けた場合で、本市への放射性物質の拡散等の影響が予想され

るとき 

（２）県の環境放射線モニタリングにより異常値が検知された場合で、川内原子力発電所に起

因することが想定されるとき 

 

２ 災害対策本部体制 

（１）本市内でこの計画等に基づく原子力防災対策を実施する必要があるとき 

 

 

第２節 情報の収集 

 

市は、県及び発電事業者から原子力発電所事故等に関する情報収集を行う。 

 

 

第３節 情報の伝達 

 

１ 関係機関への情報連絡 

市は、把握した原子力発電所事故等の情報について、関係機関に速やかに連絡を行う。 
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２ 住民への情報伝達 

市は、防災行政無線、広報車、ホームページ、Ｅメール等のあらゆる情報発信手段を活用し

て、地域住民に対し、原子力発電所事故等の状況及び必要に応じて避難指示等の伝達を行う。 

（１）住民へ伝達する事項は、次の事項を基本とする。 

     ①事故が発生した施設名（所在地）、事故の発生日時 

     ②事故の状況と今後の予測 

     ③発電事業者における対策状況 

     ④発電所所在県における対策状況 

     ⑤屋内退避又は避難が必要となる区域 

     ⑥市及び県の対策状況 

     ⑦対象住民等がとるべき行動 

     ⑧その他必要な事項 

 

（２）市は、事故の状況やモニタリング情報、被害状況、避難等の状況、医療活動等の応急対

策活動内容、避難指示の状況等について町内会、消防団、要配慮者に係る施設等へ、電話、

ＦＡＸ、無線等を利用して連絡を行う。 

 

（３）市は、応急対策活動状況について継続的に広報する。 

 

 

第４節 住民避難等の防護活動 

 

（１）市は、県と協議のうえ、次の事項について調整を行う。 

     ①屋内退避を要する区域又は避難を要する区域の決定 

     ②避難先及び避難所に係る市町村間の調整 

 

（２）住民の避難は原則として自家用車両を利用して行う。避難のための自家用車両が不足す

る場合、市は県と協力して関係機関及び民間運送事業者等に要請して避難用車両の確保に

努める。 

 

（３）住民避難にあたって、市は、避難行動要支援者の円滑な避難誘導、移送に十分留意する。 

 

 

第５節 健康相談及び医療の実施 

 

（１）市は、必要に応じて市内の医療機関等の協力を得て、避難所等での放射性物質の汚染検

査（スクリーニング）、ふき取り等の簡易除染、安定ヨウ素剤投与及び健康相談等を実施

する。 

 

（２）市は、必要に応じて、放射線医学総合研究所等のスタッフからなる緊急被ばく医療チー

ム等の派遣要請や専門医療機関への搬送を実施する。 
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第６節 広域的連携 

 

市は、避難を要する住民が多数となるなど必要がある場合は、県や災害時相互応援協定を締結

している自治体に支援要請を行う。 

 

 

第第５５章章 災災害害復復旧旧対対策策計計画画  

  
第１節 風評被害等の影響軽減 

 

市は、県と連携し、原子力災害による風評被害等の未然防止又は影響を軽減するため、必要に

応じて以下のような活動を行う。 

①農林畜水産業等の生産物について、放射能汚染状況を調査し、その結果を公表すること。 

②被ばく患者の処置を行った医療機関の処置室等の汚染の有無を確認し、その結果を公表する

こと。 

③市内における農林畜水産業、商工業、観光業等及び地域経済への影響を把握すること。 

④県産品等に対する市場や消費者の動向を把握すること。 

⑤原子力災害による風評被害等の影響を軽減するために、農林漁業、地場産業の商品等の適正

な流通の促進のための広報活動を行うこと。 

 

 

第２節 住民健康相談 

 

市は、県及び医療機関等と連携して、避難等を行った住民及び避難者の受入れに協力した住民

等の心身の健康に関する相談に応じるための体制をとる。 

 

 

第３節 放射性物質による汚染の除去等 

 

市は、市内において放射性物質の除染の必要があると認められる場合は、国、県、原子力発電

所所在県、発電事業者その他関係機関と連携して、放射性物質に汚染された物の除去及び除染作

業を行う。 

 

 

第４節 支援措置その他 

 

被災者への支援措置その他必要となる事項については、原則として地震災害及び風水害対策計

画を準用して対応する。 
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R7.5.1現在

条例 職　名 氏　名 住　所  電話番号

会長 人吉市長 松岡　隼人 西間下町7-1 22-2111

１号
国土交通省九州地方整備局
八代河川国道事務所長

飯島　直己 八代市萩原町1-708-2 0965-32-4135

〃 熊本南部森林管理署長 元山　英樹 西間上町2607-1 23-3311

〃 熊本地方気象台次長 松野下　辰也 熊本市西区春日2-10-1 096-352-7740

２号
熊本県県南広域本部
球磨地域振興局次長

畑中　利徳 西間下町86-1 24-4111

〃
熊本県県南広域本部
球磨地域振興局土木部長

野間　卓志 西間下町86-1 24-4111

〃
熊本県県南広域本部球磨地域振興局
保健福祉環境部長

木脇　弘二 西間下町86-1 22-3107

３号 人吉警察署長 中山　義久 西間下町1014 24-4110

４号 人吉市副市長 溝口　尚也 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市総務部長 永田　勝巳 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市復興政策部長 田副　勝裕 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市市民部長 松岡　伸一 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市健康福祉部長 池下　哲也 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市経済部長 渕上　聖也 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市復興建設部長 立場　康宏 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市水道局長 濱田　修一 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市教育部長 前村　洋宣 西間下町7-1 22-2111

５号 人吉市教育長 志波　典明 西間下町7-1 22-2111

６号 人吉下球磨消防組合消防長 中村　健吾 下林町1 22-5241

７号 人吉市消防団長 西　孝之 西間下町7-1 22-2111

８号
西日本電信電話株式会社
熊本支店設備部長

米元　保 熊本市中央区九品寺1-2-11 096-272-9215

〃
日本通運株式会社
人吉営業所課長

石橋　浩介 下青井町386-5 22-2730

〃
九州電力送配電株式会社
人吉配電事業所長

内濱　猛敏 願成寺町1350-1 0800-777-9439

〃 産交バス株式会社人吉営業所長 村口　昭寛 下青井町390-1 22-5205

〃 JR九州熊本工務所長 赤池　士郎 熊本市西区春日3-15-43 096-326-6965

〃 日本郵便株式会社人吉郵便局長 森田　幸伸 上青井町134-4 22-2881

〃 くま川鉄道株式会社取締役社長 永江　友二 中青井町265 23-5011

９号 人吉市議会議長 宮原　将志 西間下町7-1 22-2111

〃 球磨地域農業協同組合　人吉支所長 西　正和 上薩摩瀬町861-1 28-3030

〃 人吉商工会議所会頭 岩下　博明 南泉田町3-3 22-3101

〃 人吉市町内会長連合会　東校区支部長 吉田　力 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市医師会　監事 岐部　明廣 南泉田町72-2 22-3065

〃 人吉市歯科医師会　医療対策委員会 花田　雅弘 駒井田町245 22-2470

〃 人吉医療センター院長 薬師寺　俊剛 老神町35 22-2191

〃 人吉市社会福祉協議会事務局長 告吉 眞二郎 西間下町41-1 24-9192

特別委員 熊本県市房ダム管理所　所長 村田　要 球磨郡水上村岩野3-6 44-0304

特別委員
西日本高速道路株式会社九州支社
熊本高速道路事務所長

大国　明 八代市川田町西691 0965-39-0711

令和７年人吉市防災会議委員名簿資料１
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資料４【自主防災組織及び地区防災計画作成一覧】 
 
（１）自主防災組織                      

発足年月日 地区名 組織数 備考 

平成１７年１２月 全町内会 ８９町内会  

 
（２）地区防災計画作成一覧表                

作成年度 地区名 計画名 備考 

令和５年度 上新町 上新町地区防災計画  

令和５年度 北願成寺町 人吉市北願成寺町地区防災計画  

令和５年度 瓦屋町 人吉市瓦屋町地区防災計画書  

令和６年度 鬼木町 鬼木町自主防災組織及び自主防災計画  

令和６年度 下戸越町 人吉市下戸越町地区防災計画書  

令和６年度 永野町 人吉市永野町地区防災計画書  

令和６年度 矢黒町 人吉市矢黒町地区防災計画書  

令和６年度 東間下町 東間下町地区防災計画  

令和６年度 西間下町 西間下町地区防災計画  

令和６年度 鹿目町 人吉市鹿目町地区防災計画書  

令和６年度 大畑町 大畑町地区防災計画  

令和６年度 七地町 七地町地区防災計画  

令和６年度 古仏頂町 古仏頂地区防災計画  

令和６年度 下城本町 人吉市下城本町地区防災計画書  

令和６年度 城本町 人吉市城本町地区防災計画  

令和７年度 赤池水無町 赤池水無町地区自主防災計画  

令和７年度 下新町 下新町地区防災計画  
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令和７年度 麓町 麓町地区防災計画  

令和７年度 大畑麓町 大畑麓町地区防災計画  

令和７年度 田町 田町地区防災計画  

令和７年度 大塚町 大塚町内地区防災計画  

令和７年度 田野町 田野町地区防災計画  

令和７年度 九日町 九日町地区防災計画  

令和７年度 東漆田町 東漆田町地区防災計画  

令和７年度 七日町 七日町地区防災計画  

令和７年度 大工町 大工町地区防災計画  

令和７年度 中林町 中林町内会地区防災計画  

令和７年度 蓑野町 蓑野町地区防災計画  
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資料５　　災害情報報告受付様式（様式１号）
様式１号

災害発生日時

受 信 機 関
受 信 者

（注意）
　災害状況は、次の事項に留意して報告し、又は報告を受けること。
１．人的被害については、その被害の概要（発生日時、場所、被害の原因・状況消防機関
　　等の出動等）を記載するとともに、死者・行方不明者・重傷者・軽傷者等人的被害を
　　受けた個人ごとにそれぞれ住所、氏名、年齢、性別を記載のこと。
２．住家被害については、その被害の概要（発生日時、場所、被害の原因・状況・消防
　　機関等の出動等）を記載するとともに、被害棟数、世帯数、人数を記載すること。
３．道路の規制状況については、規制の場所、被害の原因を記載すること。
４．河川、海岸、溜池の護岸堤防、ダム等その他公共施設の危険状況・防災活動状況。
５．住民の避難について、自主避難・避難指示等の別、地区名、世帯数、人員、避難場所
　　及び避難の原因等について記載すること。

災　　　　　　　　　　害　　　　　　　　　　情　　　　　　　　　　報

受

信

事

項

処

理

事

項

災 害 の 種 別
災 害 発 生 場 所
発 信 機 関
発 信 者

発　　　　信　　　　時　　　　刻 月　　日　　　　時　　分
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資料６　　被害状況報告様式（様式２号）

様式２号 　月　　日　　　時　　分　現在
報告者名（　　　　　　）

人 人
的 人
被 人
害 人

棟
世帯

住 人
棟
世帯
人

家 棟
世帯
人
棟

被 世帯
人
棟
世帯

害 人
棟
棟
世帯
人

 月  日  時  分
 月  日  時  分
 月  日  時  分

人
人

区　分　　　　　　　 市町村名 人　吉　市 摘　　　　　　　　要

被 害 状 況 報 告 書　（速 報 ・ 確 定）

公 共 建 物
そ の 他

非
住
家

一 部 破 損

死 者
行 方 不 明 者
重 傷 者
軽 傷 者

全 壊

半 壊

床 上 浸 水

床 下 浸 水

罹 災 世 帯 数

消防団員出動延人員

災 害 対 策 本 部 設 置
災 害 対 策 本 部 解 散
災 害 救 助 法 適 用
消防職員出動延人員

罹 災 者 数
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資
料
７
　
　
住
民
避
難
等
報
告
書
様
式
（
様
式
４
号
）

様
式
４
号

地
  
区
  
名

種
  
 別

原
  
  
因

世
帯
数

人
数

避
難
場
所

※
種
別
欄
に
は
、
高
齢
者
等
避
難
（
高
齢
）
、
避
難
指
示
（
指
示
）
、
警
戒
区
域
設
定
（
設
定
）
、
自
主
避
難
（
自
主
）
の
い
ず
れ
か
を
記
載
す
る
こ
と
。

解
除
日
時
・
帰
宅
日
時
は
、
最
終
結
果
報
告
の
中
で
記
載
す
れ
ば
よ
い
も
の
と
す
る
。

住
　
民
　
避
　
難
　
等
　
報
　

告
　

書

避
難
、
勧
告
等
日
時

帰
宅
、
解
除
等
日
時

市
町

村
名

（
担

当
者

名
）

報
　

告
　

日
 ・

 時
　

間
 令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

　
　

時
　

　
分

 人
吉

市
　

（
　

　
　

　
　

　
）
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資料８ 風水害記録 

発生年月日 
主たる     

被災場所 
原 因 被  害  状  況 

災害救助法 

適用 

S40.7.3 

  

豪  雨  

最高水位   

6.70m 

 死  者            ２人  農林関係被害       ２２２，６９３千円 

 負   傷          １人  土木被害   ２５５，５００千円 

 流失全壊       ３７戸  公共施設被害       ７８，１５５千円 

 全  壊      ８４６戸  商工被害   ３，７５０，２６１千円 

 床上浸水   １，０２０戸  一般被害     ８４３，２００千円 

 床下浸水     ４４４戸     

S46.8.5 全  市 
風  雨  

(台風第 19号) 

 負   傷         １１人  公立文教施設    １２，７８３千円 

 全  壊        ３戸  農林水産施設        １７，５９５千円 

 半  壊      ７戸  公共土木施設     ６，２２９千円 

 一部破損     ２０戸  その他公共施設    ２１，５３０千円 

 床上浸水     ９１０戸  農産被害    ７７，７９２千円 

 床下浸水     ５９２戸  畜産被害       ７００千円 

   商工被害   ３５２，３５７千円 

     その他   ７０５，６１０千円 

S47.6.12 全  市 豪  雨 

 死  者          ４人  公立文教施設     ２，２５０千円 

 全  壊        ４戸  農林水産施設        ２２，４２０千円 

 一部破損      ４戸  公共土木施設    １４，０２２千円 

 床上浸水      ８３戸  その他公共施設     ５，１５０千円 

   農産被害     ８，０６５千円 

   商工被害     ３，０５２千円  

     その他    ５８，１００千円 

  

全  市 豪  雨 

 軽   傷         １２人  公立文教施設     ８，２００千円 

   全  壊       １４戸  農林水産施設       ５８０，０１０千円 

S47.7.5  一部破損     １４戸  公共土木施設   ８３２，６６７千円 

～  床上浸水     ５０４戸  その他公共施設    １６，８９２千円 

S47.7.6  床下浸水   １，０６２戸   農産被害    ９０，４２６千円 

     畜産被害       １７４千円 

     林産被害    ３４，８６０千円 

     水産被害     ５，１８０千円 

     商工被害    ３４，６５６千円 

       その他   ２６４，５５０千円 

S54.7.17 全  市 豪  雨 

 死    者      ５人  公立文教施設     ６，５２８千円 

 行方不明      ２人  農林水産施設     １，５１６，７４０千円 

 軽    傷      ３人  公共土木施設   １３２，０９５千円 

 半    壊       ４戸  その他公共施設     ３６，８００千円 

 床上浸水     １９８戸  農産被害    ８８，８６３千円 

 床下浸水     ５３２戸  商工被害     ２５，５５６千円 

     その他          ９５０千円 
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資料８ 風水害記録 

発生年月日 
主たる     

被災場所 
原 因 被  害  状  況 

災害救助法 

適用 

S40.7.3 

  

豪  雨  

最高水位   

6.70m 

 死  者            ２人  農林関係被害       ２２２，６９３千円 

 負   傷          １人  土木被害   ２５５，５００千円 

 流失全壊       ３７戸  公共施設被害       ７８，１５５千円 

 全  壊      ８４６戸  商工被害   ３，７５０，２６１千円 

 床上浸水   １，０２０戸  一般被害     ８４３，２００千円 

 床下浸水     ４４４戸     

S46.8.5 全  市 
風  雨  

(台風第 19号) 

 負   傷         １１人  公立文教施設    １２，７８３千円 

 全  壊        ３戸  農林水産施設        １７，５９５千円 

 半  壊      ７戸  公共土木施設     ６，２２９千円 

 一部破損     ２０戸  その他公共施設    ２１，５３０千円 

 床上浸水     ９１０戸  農産被害    ７７，７９２千円 

 床下浸水     ５９２戸  畜産被害       ７００千円 

   商工被害   ３５２，３５７千円 

     その他   ７０５，６１０千円 

S47.6.12 全  市 豪  雨 

 死  者          ４人  公立文教施設     ２，２５０千円 

 全  壊        ４戸  農林水産施設        ２２，４２０千円 

 一部破損      ４戸  公共土木施設    １４，０２２千円 

 床上浸水      ８３戸  その他公共施設     ５，１５０千円 

   農産被害     ８，０６５千円 

   商工被害     ３，０５２千円  

     その他    ５８，１００千円 

  

全  市 豪  雨 

 軽   傷         １２人  公立文教施設     ８，２００千円 

   全  壊       １４戸  農林水産施設       ５８０，０１０千円 

S47.7.5  一部破損     １４戸  公共土木施設   ８３２，６６７千円 

～  床上浸水     ５０４戸  その他公共施設    １６，８９２千円 

S47.7.6  床下浸水   １，０６２戸   農産被害    ９０，４２６千円 

     畜産被害       １７４千円 

     林産被害    ３４，８６０千円 

     水産被害     ５，１８０千円 

     商工被害    ３４，６５６千円 

       その他   ２６４，５５０千円 

S54.7.17 全  市 豪  雨 

 死    者      ５人  公立文教施設     ６，５２８千円 

 行方不明      ２人  農林水産施設     １，５１６，７４０千円 

 軽    傷      ３人  公共土木施設   １３２，０９５千円 

 半    壊       ４戸  その他公共施設     ３６，８００千円 

 床上浸水     １９８戸  農産被害    ８８，８６３千円 

 床下浸水     ５３２戸  商工被害     ２５，５５６千円 

     その他          ９５０千円 
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発生年月日 
主たる     

被災場所 
原 因 被  害  状  況 

  

全 市 

豪  雨  

最高水位   

4.65m 

 死  者            １人  農産被害    ５７，７９８千円 

S57.7.24 一部破損      １戸  商工被害   ２６５，９８０千円 

～  床上浸水     ４１０戸  農林水産施設    ９１，２００千円 

S57.7.25  床下浸水     ３４３戸  公共土木施設    ２３，４８２千円 

     その他公共施設    ５５，８２４千円 

       その他    ２２，１７８千円 

H3.9.27 全  市 
風   雨  

(台風第 19号) 

 負   傷          １人  公立文教施設    １３，０００千円 

 半  壊      １戸  農林水産施設        ２１，０７０千円 

 一部破損     ４９戸  公共土木施設    １７，１００千円 

   その他公共施設     ９，１２２千円 

   農産被害   １８９，２７７千円 

   畜産被害    １１，３８０千円 

   林産被害   ３０９，４５２千円 

     商工被害   １６２，１０５千円 

H7.7.3 全  市 豪   雨 

 一部破損      １戸  農業関係被害    ４６，０５０千円 

 床上浸水       ５戸  林業関係被害     ５，１５０千円 

 床下浸水     ３７戸  公共土木施設    ４８，７３８千円 

   その他公共施設    ５２，５９６千円 

     その他       ９７０千円 

H9.7.9 

全  市 豪   雨 

 床下浸水      ６戸  農林水産施設    ９５，４９２千円 

～    公共土木施設    ３４，６９３千円 

H9.7.11    その他公共施設     ７，９３８千円 

H11.9.24 全  市 
風   雨  

(台風第 18号) 

     公立文教施設     ３，４００千円 

   農林水産施設        １４，３００千円 

   公共土木施設    １３，１８０千円 

   その他公共施設     ４，９１５千円 

   農産被害   １３４，５００千円 

   畜産被害     ３．５４１千円 

   商工被害     ９，５６５千円 

  全  市 

風  雨  

(台風第 16号) 

最高水位 

3.96m 

 軽    傷      １人  公立文教施設    ４２，１５０千円 

  (避難勧告)  一部破損     ７９戸  農林水産施設         ２，６４８千円 

H16.8.29 ・宝来町  床上浸水       １戸  公共土木施設     ４，２５８千円 

～ ・相良町  床下浸水       ５戸  その他公共施設        １２４千円 

H16.8.30 ・上薩摩瀬    農産被害    ７７，７５４千円 

  ・下薩摩瀬    商工被害      ７，８２４千円 

  ・温泉町         

  

全  市 
風   雨  

(台風第 18号) 

 重  傷      １人  公立文教施設    １０，２８７千円 

   軽  傷      ２人  農林水産施設        １２，７４０千円 

H16.9.6  全  壊      １戸  公共土木施設    ５６，５６１千円 

～  一部破損     ８６戸  その他公共施設       １３０千円 

H16.9.7  床下浸水      ６戸  農産被害   １４１，９７７千円 

       商工被害    １８，３６８千円 
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発生年月日 
主たる     

被災場所 
原 因 被  害  状  況 

  全  市 

風  雨  

(台風第 14号) 

最高水位 

4.16m 

 重  傷      １人  公立文教施設 ３００千円 

H17.9.5 (避難勧告)  一部破損     １４戸  農地被害 １８６千円 

～ ・温泉町  床上浸水       １戸  公共土木施設 ８，５００千円 

H17.9.6 ・相良町  床下浸水       ５戸  農産被害 ４０，１８４千円 

  ・中神町大柿    商工被害 １，４００千円 

  ・中神町小柿     

  ・中神町城本        

  全  市 

梅雨前線     

豪  雨     

最高水位

3.68m 

 一部破損      １戸  公立文教施設 ６，０３４千円 

  (避難勧告)  床下浸水     １４戸  農地被害     ５００千円 

  ・温泉町    公共土木施設 ８１，９０２千円 

  ・相良町    農産被害 １，０００千円 

  ・中神町大柿    商工被害 ２，４００千円 

H18.7.21 ・中神町小柿    公園被害 １７４千円 

～ ・中神町城本    農業用施設被害 ２０，６５０千円 

H18.7.23 ・下薩摩瀬    林業関係被害 ３８，２７１千円 

  (一部）     

  ・中神町段     

  （一部）     

  (避難指示)     

  ・瓦屋町     

  ・与内山地区     

H20.6.21 

～ 

H20.6.22 

全  市 

(避難勧告) 

・温泉町 

・相良町 

・下薩摩瀬町 

・中神町大柿 

・中神町小柿 

・中神町城本 

・中神町段 

（一部） 

梅雨前線     

豪  雨     

最高水位

3.71m 

床下浸水 

      

     １戸 

     

 公立文教施設 

 農地被害         

 林業関係被害     

 公共土木施設     

 公園被害     

１５，０００千円 

７，６００千円 

３，０００千円 

７３，５００千円 

８０千円 

H21.7.29 全  市 
梅雨前線     

豪  雨      

床下浸水 

 

５戸  公共土木施設 

 農業用施設 

 林業関係被害 

９，６１８千円 

４，６５０千円 

５３０千円 

   

（※平成 21年度分から損害額 10,000千円以上を掲載） 
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発生年月日 
主たる     

被災場所 
原 因 被  害  状  況 

  全  市 

風  雨  

(台風第 14号) 

最高水位 

4.16m 

 重  傷      １人  公立文教施設 ３００千円 

H17.9.5 (避難勧告)  一部破損     １４戸  農地被害 １８６千円 

～ ・温泉町  床上浸水       １戸  公共土木施設 ８，５００千円 

H17.9.6 ・相良町  床下浸水       ５戸  農産被害 ４０，１８４千円 

  ・中神町大柿    商工被害 １，４００千円 

  ・中神町小柿     

  ・中神町城本        

  全  市 

梅雨前線     

豪  雨     

最高水位

3.68m 

 一部破損      １戸  公立文教施設 ６，０３４千円 

  (避難勧告)  床下浸水     １４戸  農地被害     ５００千円 

  ・温泉町    公共土木施設 ８１，９０２千円 

  ・相良町    農産被害 １，０００千円 

  ・中神町大柿    商工被害 ２，４００千円 

H18.7.21 ・中神町小柿    公園被害 １７４千円 

～ ・中神町城本    農業用施設被害 ２０，６５０千円 

H18.7.23 ・下薩摩瀬    林業関係被害 ３８，２７１千円 

  (一部）     

  ・中神町段     

  （一部）     

  (避難指示)     

  ・瓦屋町     

  ・与内山地区     

H20.6.21 

～ 

H20.6.22 

全  市 

(避難勧告) 

・温泉町 

・相良町 

・下薩摩瀬町 

・中神町大柿 

・中神町小柿 

・中神町城本 

・中神町段 

（一部） 

梅雨前線     

豪  雨     

最高水位

3.71m 

床下浸水 

      

     １戸 

     

 公立文教施設 

 農地被害         

 林業関係被害     

 公共土木施設     

 公園被害     

１５，０００千円 

７，６００千円 

３，０００千円 

７３，５００千円 

８０千円 

H21.7.29 全  市 
梅雨前線     

豪  雨      

床下浸水 

 

５戸  公共土木施設 

 農業用施設 

 林業関係被害 

９，６１８千円 

４，６５０千円 

５３０千円 

   

（※平成 21年度分から損害額 10,000千円以上を掲載） 
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発生年月日 
主たる     

被災場所 
原 因 被  害  状  況 

H23.6.11 

全  市 

(避難勧告) 

・古仏頂町 

・木地屋町 

・東大塚町 

・西大塚町 

・田野町 

・上漆田町 

・下漆田町 

・東漆田町 

・上田代町 

・下田代町 

・大畑町 

・大畑麓町 

・大野町 

・矢岳町 

・矢黒町 

・上永野町 

・下永野町 

・上戸越町 

・下戸越町 

・鹿目町 

・中神町段山 

豪  雨 

(大雨・洪水警報) 

(土砂災害警戒情報) 

最高水位 

3.47m 

   公立文教施設 

 農地被害 

 公共土木施設 

 公園被害 

 農業用施設 

 林業関係被害 

８８６千円 

７，４００千円 

 １５，５１１千円 

５３０千円 

  ７，４００千円 

    ８６４千円 

H24.7.12 

～H24.7.13 
全  市 

梅雨前線     

豪  雨     

最高水位 

3.15m 

   農地被害 

 公共土木施設 

 農業用施設 

 林業関係被害 

６００千円 

１４，０１６千円 

    ２，６０７千円 

１，４２９千円 

H25.6.26 全  市 

梅雨前線     

豪  雨     

最高水位 

1.45m 

   公共土木施設 

 農業関係被害 

  

１２，７５０千円 

      ３６１千円 

 

H25.8.31 

～H25.9.1 
全  市 

豪  雨     

最高水位 

2.17m 

   公共土木施設 

 農業関係被害 

 林業関係被害 

８，１００千円 

    ２，６００千円 

３，１５０千円 

H26.7.9 

～ 

H26.7.10 

全  市 

（避難勧告） 

市全域 

風 雨     

（台風 8号） 

 

 

 

  農業用施設 

 林業関係被害 

 公共土木施設 

 公園被害 

２１，９００千円  

５００千円  

６，９００千円  

４，９００千円  

H26.10.12～ 

H26.10.13 

全  市 

（避難勧告） 

市全域 

風 雨 

（台風 19 号） 

 

   被害 １，０００万未満  
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発生年月日 
主たる     

被災場所 
原 因 被  害  状  況 

H27.8.25 全  市 

風 雨 

(台風 15号) 

 

   観光関係 

 農業関係被害 

 公営住宅 

１８４千円  

２４，７０４千円  

７２０千円  

H28.7.12 

全  市 

(避難勧告) 

・木地屋町 

・大塚町 

・田野町 

梅雨前線     

豪  雨     

最高水位

2.64m 

   農地等 

 林業関係被害 

 公園等 

３，７００千円  

１９５千円  

８，０００千円  

H30.7.6 

全  市 

(避難勧告) 

万江川沿岸 

梅雨前線     

豪  雨     

最高水位

3.48m 

   公共土木施設 

 公立文教施設 

 文化財関係 

１２，１００千円  

１，７０１千円  

４０６千円 

R元.7.3～ 

R元.7.4 

全  市 

（避難勧告） 

市全域 

梅雨前線     

豪  雨     

最高水位

1.94m 

   農業用施設 

 公共土木施設 

 文化財関係 

１，５００千円  

８００千円  

６０，０００千円 

R元.7.13～ 

R元.7.14 

全  市 

(避難勧告) 

川南地区 

梅雨前線     

豪  雨     

最高水位

2.68m 

   農地等 

 公立文教施設 

 文化財関係 

９，５５０千円  

３，９００千円  

１０，０００千円 

災害救助法 

適用 

R2.7.3～ 

R2.7.4 

全  市 
(避難指示) 
市内全域 

梅雨前線 
豪  雨 
最高水位 
6.9～7.6m  

死者 
負傷 
全壊 
半壊 
床上浸水 
一部破損 
床下浸水 
非住家被害 
 

２１人 

１７人 

９０２戸 

１，４５２戸 

０戸 

３０８戸 

０戸 

１，９４６棟 

 

 福祉施設 
 衛生施設等 
 商工被害 
 農作物等被害 
 農業施設 
 農地等被害 

 林業関係被害 

 公共土木施設 

 都市施設等 

 公立文教施設等 

３１９，６１３千円 

５，２４１，９８７千円 

２７，９０４，７９０千円 

１２５，８２４千円 

３，０００千円 

９，２００，０００千円 

７０４，１３２千円 

１１，７０２，０６６千円 

６５６，２６２千円 

７４７，８８０千円 

R3.7.9～ 

R3.7.11 

全  市 
(避難指示) 
市内全域 

梅雨前線 
豪  雨 
最高水位 
1.13m 

   農業用施設 
 公共土木施設 
 公園被害 

５０，０００千円 

４７，４００千円 

３５０千円 

R3.8.11～ 

R3.8.19 

全  市 
(避難指示) 
市内全域 

豪  雨 
最高水位 
2.58m 

   林業関係被害 
 公共土木施設 

４，０００千円 

２７，３１０千円 

災害救助法 

適用 

R4.9.17～ 

R4.9.19 

全  市 
(避難指示) 
市内全域 

風 雨 
(台風 14 号) 
最高水位 
3.94ｍ 

一部破損 
非住宅被害 

１戸 

３棟 

 商工被害 
 農業施設 
 農業用施設 
 公園被害 
 公立文教施設 
 文化財 

２，０００千円 

４００千円 

１，０００千円 

３，０００千円 

１６，９００千円 

４００千円 
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発生年月日 
主たる     

被災場所 
原 因 被  害  状  況 

H27.8.25 全  市 

風 雨 

(台風 15号) 

 

   観光関係 

 農業関係被害 

 公営住宅 

１８４千円  

２４，７０４千円  

７２０千円  

H28.7.12 

全  市 

(避難勧告) 

・木地屋町 

・大塚町 

・田野町 

梅雨前線     

豪  雨     

最高水位

2.64m 

   農地等 

 林業関係被害 

 公園等 

３，７００千円  

１９５千円  

８，０００千円  

H30.7.6 

全  市 

(避難勧告) 

万江川沿岸 

梅雨前線     

豪  雨     

最高水位

3.48m 

   公共土木施設 

 公立文教施設 

 文化財関係 

１２，１００千円  

１，７０１千円  

４０６千円 

R元.7.3～ 

R元.7.4 

全  市 

（避難勧告） 

市全域 

梅雨前線     

豪  雨     

最高水位

1.94m 

   農業用施設 

 公共土木施設 

 文化財関係 

１，５００千円  

８００千円  

６０，０００千円 

R元.7.13～ 

R元.7.14 

全  市 

(避難勧告) 

川南地区 

梅雨前線     

豪  雨     

最高水位

2.68m 

   農地等 

 公立文教施設 

 文化財関係 

９，５５０千円  

３，９００千円  

１０，０００千円 

災害救助法 

適用 

R2.7.3～ 

R2.7.4 

全  市 
(避難指示) 
市内全域 

梅雨前線 
豪  雨 
最高水位 
6.9～7.6m  

死者 
負傷 
全壊 
半壊 
床上浸水 
一部破損 
床下浸水 
非住家被害 
 

２１人 

１７人 

９０２戸 

１，４５２戸 

０戸 

３０８戸 

０戸 

１，９４６棟 

 

 福祉施設 
 衛生施設等 
 商工被害 
 農作物等被害 
 農業施設 
 農地等被害 

 林業関係被害 

 公共土木施設 

 都市施設等 

 公立文教施設等 

３１９，６１３千円 

５，２４１，９８７千円 

２７，９０４，７９０千円 

１２５，８２４千円 

３，０００千円 

９，２００，０００千円 

７０４，１３２千円 

１１，７０２，０６６千円 

６５６，２６２千円 

７４７，８８０千円 

R3.7.9～ 

R3.7.11 

全  市 
(避難指示) 
市内全域 

梅雨前線 
豪  雨 
最高水位 
1.13m 

   農業用施設 
 公共土木施設 
 公園被害 

５０，０００千円 

４７，４００千円 

３５０千円 

R3.8.11～ 

R3.8.19 

全  市 
(避難指示) 
市内全域 

豪  雨 
最高水位 
2.58m 

   林業関係被害 
 公共土木施設 

４，０００千円 

２７，３１０千円 

災害救助法 

適用 

R4.9.17～ 

R4.9.19 

全  市 
(避難指示) 
市内全域 

風 雨 
(台風 14 号) 
最高水位 
3.94ｍ 

一部破損 
非住宅被害 

１戸 

３棟 

 商工被害 
 農業施設 
 農業用施設 
 公園被害 
 公立文教施設 
 文化財 

２，０００千円 

４００千円 

１，０００千円 

３，０００千円 

１６，９００千円 

４００千円 
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発生年月日 
主たる     

被災場所 
原 因 被  害  状  況 

R5.6.30～ 

R5.7.1 

全  市 
(避難指示) 
・矢岳町 

梅雨前線 
豪  雨 
最高水位 
1.60m 

   農業用施設 
 公園被害 

２５，５００千円 

５６５千円 

R6.6.27～ 

R6.6.28 

全  市 
(高齢者等避

難) 
市内全域 

梅雨前線     

豪  雨     

最高水位

0.61m 

  林業関係被害 
その他 

８７，０７５千円 

３２３千円 

R6.8.29～ 

R6.8.30 

全  市 
(避難指示) 
市内全域 

風 雨     

（台風 10 号） 

  農作物等被害 
公立文教施設 
文化財関係 
社会教育施設 
公共土木施設 

２０，７０７千円 

４８８千円 

５００千円 

５０千円 

２０千円 
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資料９ 火災記録 
 

発生年月日 場     所 焼    損    程    度 損害額 
6 2 .   4 . 1 9 北泉田町 店舗併用住宅部分焼 11,169 千円 
    7 .31 大畑麓町 養蚕室全焼 1,604 千円 
  1 2 . 1 8 上田代町 事務室併用住宅全焼 12,552 千円 
昭和 63 年分 損害 1,000 千円以上の火災なし 
H 元 .  3.18 下原田町字西門 空家（元工場）全焼 1 棟 1,683 千円 
 〃    3 .22 蓑野町 住宅全焼 1 棟 部分焼 1 棟 7,147 千円 
 〃   10 .  1 大畑麓町字小川内 住宅全焼 1 棟 納屋部分焼 1 棟 2,429 千円 
H 2 .   2 . 12 鶴田町 住宅全半焼及び部分焼 3 棟 倉庫全焼 2 棟 部分焼１棟 26,880 千円 
 〃. 10.29 北願成寺町 店舗併用住宅半焼 4,849 千円 
H3.   1. 9 田町 住宅全焼 1 棟 部分焼 1 棟 8,240 千円 
 〃.   1.18 下原田町 住宅全焼 1 棟 半焼 1 棟 納屋全焼 1 棟 7,464 千円 
 〃.   3.12 赤池水無町 住宅半焼 1,084 千円 
 〃.   6. 4 矢岳町 住宅全焼 4,041 千円 
 〃.   8.25 相良町 店舗半焼 38,798 千円 
 〃.   9.19 南願成寺町 住宅全焼 1 棟 部分焼 1 棟 1,829 千円 
 〃. 11.23 北泉田町 車両 1 台 1,546 千円 
H4.   4.29 下薩摩瀬町 倉庫全焼 2 棟 部分焼 1 棟 1,832 千円 
 〃.   5. 2 中林町 作業場全焼５棟 半焼２棟 部分焼１棟 40,886 千円 
 〃.  7.28 中神町 店舗併用住宅全焼 3,230 千円 
 〃. 11.18 上漆田町 工場全焼 83,139 千円 
 〃. 11.19 北願成寺町 住宅全焼 2,544 千円 
H5.   1.20 上原田町 住宅全焼２棟 死者１名 8,224 千円 
 〃.   2. 2 瓦屋町 住宅全焼 納屋部分焼１棟 4,937 千円 
 〃.  2.10 大工町 住宅全焼 店舗部分焼３棟 82,315 千円 
 〃.  2.23 鍛冶屋町 住宅全焼 住宅部分焼１棟 1,204 千円 
 〃.   3. 4 下田代町 住宅全焼 死者１名 5,144 千円 
 〃.  4.16 大畑町 車庫全焼 住宅部分焼１棟 2,233 千円 
 〃.  12.12 蓑野町 倉庫併用作業場全焼 8,086 千円 
 〃. 12.24 瓦屋町 住宅全焼 納屋全焼 2,785 千円 
H6.    2. 2 下原田町 空家（元鉄工所）全焼１棟 共同 住宅部分焼１棟 2,209 千円 
 〃.  4.15 上原田町 住宅全焼１棟 2,225 千円 
 〃.   8. 1 鹿目町 住宅全焼１棟 納屋全焼１棟 風呂・便所全焼１棟 11,016 千円 
 〃.  9.29 鬼木町 住宅全焼１棟 部分焼１棟 1,146 千円 
 〃.  10.29 中神町 住宅全焼１棟 8,019 千円 
H7.   1. 6 土手町 事務所半焼１棟 10,693 千円 
 〃.   1. 9  上原田町 住宅全焼１棟 2,806 千円 
 〃 .  2 . 4 五日町 店舗併用住宅全焼１棟 住宅全焼１棟・部分焼１棟 13,172 千円 
 〃.  2.17 大畑町字柴笠国道 219 号 乗用自動車 1,200 千円 
 〃.  2.24 鬼木町 住宅全焼１棟 住宅部分焼１棟 29,022 千円 
 〃.  3.15 上原田町 普通林(市有林) 2,167 千円 
 〃.  5.17 下林町 住宅全焼１棟 全焼３棟 部分焼１棟 ぼや１棟 2,895 千円 

（※損害額 1,000 千円以上を掲載） 
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資料９ 火災記録 
 

発生年月日 場     所 焼    損    程    度 損害額 
6 2 .   4 . 1 9 北泉田町 店舗併用住宅部分焼 11,169 千円 
    7 .31 大畑麓町 養蚕室全焼 1,604 千円 
  1 2 . 1 8 上田代町 事務室併用住宅全焼 12,552 千円 
昭和 63 年分 損害 1,000 千円以上の火災なし 
H 元 .  3.18 下原田町字西門 空家（元工場）全焼 1 棟 1,683 千円 
 〃    3 .22 蓑野町 住宅全焼 1 棟 部分焼 1 棟 7,147 千円 
 〃   10 .  1 大畑麓町字小川内 住宅全焼 1 棟 納屋部分焼 1 棟 2,429 千円 
H 2 .   2 . 12 鶴田町 住宅全半焼及び部分焼 3 棟 倉庫全焼 2 棟 部分焼１棟 26,880 千円 
 〃. 10.29 北願成寺町 店舗併用住宅半焼 4,849 千円 
H3.   1. 9 田町 住宅全焼 1 棟 部分焼 1 棟 8,240 千円 
 〃.   1.18 下原田町 住宅全焼 1 棟 半焼 1 棟 納屋全焼 1 棟 7,464 千円 
 〃.   3.12 赤池水無町 住宅半焼 1,084 千円 
 〃.   6. 4 矢岳町 住宅全焼 4,041 千円 
 〃.   8.25 相良町 店舗半焼 38,798 千円 
 〃.   9.19 南願成寺町 住宅全焼 1 棟 部分焼 1 棟 1,829 千円 
 〃. 11.23 北泉田町 車両 1 台 1,546 千円 
H4.   4.29 下薩摩瀬町 倉庫全焼 2 棟 部分焼 1 棟 1,832 千円 
 〃.   5. 2 中林町 作業場全焼５棟 半焼２棟 部分焼１棟 40,886 千円 
 〃.  7.28 中神町 店舗併用住宅全焼 3,230 千円 
 〃. 11.18 上漆田町 工場全焼 83,139 千円 
 〃. 11.19 北願成寺町 住宅全焼 2,544 千円 
H5.   1.20 上原田町 住宅全焼２棟 死者１名 8,224 千円 
 〃.   2. 2 瓦屋町 住宅全焼 納屋部分焼１棟 4,937 千円 
 〃.  2.10 大工町 住宅全焼 店舗部分焼３棟 82,315 千円 
 〃.  2.23 鍛冶屋町 住宅全焼 住宅部分焼１棟 1,204 千円 
 〃.   3. 4 下田代町 住宅全焼 死者１名 5,144 千円 
 〃.  4.16 大畑町 車庫全焼 住宅部分焼１棟 2,233 千円 
 〃.  12.12 蓑野町 倉庫併用作業場全焼 8,086 千円 
 〃. 12.24 瓦屋町 住宅全焼 納屋全焼 2,785 千円 
H6.    2. 2 下原田町 空家（元鉄工所）全焼１棟 共同 住宅部分焼１棟 2,209 千円 
 〃.  4.15 上原田町 住宅全焼１棟 2,225 千円 
 〃.   8. 1 鹿目町 住宅全焼１棟 納屋全焼１棟 風呂・便所全焼１棟 11,016 千円 
 〃.  9.29 鬼木町 住宅全焼１棟 部分焼１棟 1,146 千円 
 〃.  10.29 中神町 住宅全焼１棟 8,019 千円 
H7.   1. 6 土手町 事務所半焼１棟 10,693 千円 
 〃.   1. 9  上原田町 住宅全焼１棟 2,806 千円 
 〃 .  2 . 4 五日町 店舗併用住宅全焼１棟 住宅全焼１棟・部分焼１棟 13,172 千円 
 〃.  2.17 大畑町字柴笠国道 219 号 乗用自動車 1,200 千円 
 〃.  2.24 鬼木町 住宅全焼１棟 住宅部分焼１棟 29,022 千円 
 〃.  3.15 上原田町 普通林(市有林) 2,167 千円 
 〃.  5.17 下林町 住宅全焼１棟 全焼３棟 部分焼１棟 ぼや１棟 2,895 千円 

（※損害額 1,000 千円以上を掲載） 
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発生年月日 場    所 焼   損   程   度 損害額 
H 7 .   9 . 24 下城本町 住宅全焼１棟 10,311 千円 
 〃 .  11 . 2 4 二日町 住宅全焼１棟 27,109 千円 
 〃 .  1 2 .  2 大畑町 住宅全焼１棟 納屋全焼１棟 死者１名 2,973 千円 
H 8 .   3 .  5 願成寺町 住宅全焼２棟 半焼１棟   6,196 千円 
 〃 .   4 . 2 3 上薩摩瀬町 住宅全焼１棟   2,586 千円 
 〃 .   5 .  1 願成寺町 住宅全焼１棟 13,999 千円 
H 9 .  1 . 2 0 下田代町 住宅全焼 1 棟 死者 1 名 9,043 千円 
 〃 .  8 . 1 2 上原田町 住宅全焼 1 棟 13,994 千円 
 〃 .  9 . 2 3 鬼木町 住宅全焼 1 棟 ぼや 1 棟 7,671 千円 
 〃 .  1 0 .  9 二日町 店舗併用住宅半焼 1 棟 7,836 千円 
 〃 .  1 2 .  4 上薩摩瀬町 住宅全焼 1 棟 ぼや 2 棟 死者 1 名 9,119 千円 
H 1 0 .  3 .  2 二日町 住宅全焼 1 棟 半焼 2 棟 部分焼 1 棟 11,497 千円 
H 11 .  2 . 29 下漆田町 住宅全焼 1 棟 納屋ぼや 1 棟 2,897 千円 
 〃 .   5 . 2 5 下原田町 店舗併用住宅全焼 1 棟 ぼや 1 棟 2,068 千円 
 〃 .   7 . 1 0 蓑野町 住宅併用住宅全焼 1 棟 8,954 千円 
H12 .  3 . 16 七地町 住宅全焼 1 棟 7,716 千円 
 〃 .   6 . 3 0 下薩摩瀬町 住宅全焼 1 棟 住宅部分焼 1 棟 4,911 千円 
 〃 .  1 2 .  3 鬼木町 住宅全焼 1 棟 工場部分焼 1 棟 物置全焼 2 棟 住宅部分焼 1 棟 4,800 千円 
H13 .  1 . 15 中青井町 併用住宅半焼 1 棟 1,905 千円 
 〃 .  1 . 2 3 上新町 住宅全焼 1 棟 6,092 千円 
 〃 .  2 . 2 4 下永野町 住宅全焼 1 棟 ぼや 1 棟 1,806 千円 
 〃 .   8 .  5 蓑野町 工場部分焼 2 棟 2,486 千円 
H14 .  6 . 29 蓑野町 住宅全焼 1 棟 部分焼 1 棟 5,482 千円 
 〃 .  1 0 .  9 上林町 園芸資材半焼 倉庫ぼや 1 棟 4,410 千円 
 〃 .  10 . 14 瓦屋町 住宅全焼 1 棟 部分焼 1 棟 ぼや 1 棟 5,544 千円 
H15 .  3 . 21 老神町 住宅半焼 1 棟 死者 1 名 6,130 千円 
 〃 .   5 . 2 6  古仏頂町 住宅全焼 1 棟 部分焼 1 棟 3,473 千円 
 〃 .  6 . 2 4 上漆田町 大型貨物自動車 8,765 千円 
 〃 .  11 . 11 鬼木町 住宅全焼 2 棟 部分焼 1 棟 10,687 千円 
H16 .  1 . 24 中林町 住宅全焼 1 棟 ぼや 1 棟 1,341 千円 
 〃 .  3 . 1 7 下漆田町 消防団詰所全焼 1 棟 4,301 千円 
 〃 .  4 . 2 5 瓦屋町 住宅全焼 1 棟 部分焼 1 棟 1,422 千円 
 〃 .  5 . 2 1 下原田町西門 店舗併用住宅全焼 1 棟 30,208 千円 
 〃 .  9 . 11 願成寺町 倉庫部分焼 1 棟 9,639 千円 
 〃 .  11 . 2 2 上原田町上原 納屋併用住宅全焼 2 棟 ぼや 1 棟 3,211 千円 
H17 .  4 . 17 鹿目町 住宅、物置 4 棟全焼 2,403 千円 
 〃 .  5 . 1 2 西間下町 お淨め所全焼 21,742 千円 
 〃 .  7 . 11 中林町 住宅部分焼、納屋全焼、死者 1 名、負傷者 1 名 12,699 千円 
 〃 .  11 . 1 4 願成寺町 店舗併用住宅全焼 1 棟 30,208 千円 
 〃 .  11 . 2 6 上漆田町 大型貨物自動車 4,073 千円 
H18 .  2 . 13 上田代町 住宅全焼 1 棟、納屋部分焼 1 棟、納屋ぼや 1 棟 3,000 千円 
 〃 .   5 .  4 城本町 住宅全焼 1 棟 2,215 千円 
 〃 .   5 .  5 下薩摩瀬町 事務所併用住宅全焼 1 棟、住宅部分焼 1 棟、住宅ぼや 1 棟 4,737 千円 
 〃 .   5 . 2 8 下薩摩瀬町 住宅全焼 1 棟、住宅ぼや 1 棟、負傷者 1 名 6,828 千円 
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発生年月日 場    所 焼   損   程   度 損害額 
H19. 3. 7 駒井田町 専用住宅半焼１棟 12,345 千円 
 〃 .  7 . 2 2 矢黒町 事務所兼休憩室全焼 1 棟、住宅ぼや 2 棟、負傷者 1 名 1,184 千円 
 〃 .  7 . 2 7 下原田町 事務所併用住宅全焼 1 棟 7,675 千円 
H20. 8. 4 下漆田町 建設用重機 1 台 1,350 千円 
 〃 . 1 0 . 2 0 矢岳町 住宅全焼 1 棟、納屋全焼 1 棟、車庫全焼 1 棟、納屋部分焼 1 棟 7,070 千円 
H21 .  3 . 24 紺屋町 店舗併用住宅全焼 1 棟、店舗全焼 2 棟、倉庫全焼 1 棟、店舗

併用住宅部分焼 2 棟、複合用途防火対象物ぼや 1 棟 
27,923 千円 

 〃 .  4 . 1 1 灰久保町 普通乗用車 1 台 1,486 千円 
 〃 . 1 2 . 1 9 上青井町 旅館部分焼 1 棟 2,049 千円 
H 2 2 . 5 . 1 7 木地屋町 私有林 ６２４a 7,553 千円 
H 2 3 . 1 .  7 西間下町 専用住宅全焼１棟、専用住宅部分焼１棟、専用住宅ぼや２棟、

共同住宅ぼや１棟、死者４名、負傷者１名 
14,748 千円 

 〃  .  3 . 3 1 上林町 専用住宅全焼 1 棟、倉庫全焼 1 棟、負傷者 1 名 10,007 千円 
 〃  .  9 .  7 田野町 専用住宅半焼 1 棟 3,011 千円 
 〃  . 10 . 28 赤池水無町 工場部分焼 1 棟 3,049 千円 
H 2 5 . 1 . 2 4 赤池水無町 工場部分焼 1 棟 1,795 千円 
H 2 6 . 5 . 2 3 鶴田町 店舗部分焼１棟 9,351 千円 
〃  .  7 . 1 2 合ノ原町 納屋全焼１棟 1,690 千円 
〃  . 1 1 . 1 4 上田代町 事務所兼住宅全焼１棟 倉庫兼作業場半焼１棟 29,155 千円 
H 2 9 . 1 . 3 1 合ノ原町 風呂場全焼１棟、車庫兼倉庫全焼１棟、専用住宅全焼１棟、

専用住宅ぼや１棟、倉庫半焼１棟 
3,133 千円 

〃 .  2 . 1 6 上薩摩瀬町 事務所兼倉庫全焼 1 棟、事務所兼倉庫部分焼１棟、軽貨物自

動車１台 
4,896 千円 

〃 . 1 2 .  9 上青井町 店舗全焼１棟  11,016 千円 
H30 .  1 . 12 北泉田町 専用住宅全焼１棟、専用住宅部分焼 1 棟 6,739 千円 
〃 .  1 . 3 0 鹿目町 専用住宅全焼 1 棟 1,568 千円 
〃 .  3 . 1 4 井ノ口町 貨物自動車 1 台、倉庫ぼや 2 棟 1,620 千円 
〃   .  4 .  3 上林町 専用住宅全焼 1 棟 4,323 千円 
〃 .  4 . 2 4 駒井田町 専用住宅全焼 1 棟、共同住宅部分焼 1 棟、テナントビルぼや

1 棟、飲食店ぼや 1 棟、負傷者 3 名 
12,120 千円 

〃 .  8 . 2 9 相良町 工場部分焼 1 棟 1,536 千円 
R 元 .10.  4 七地町 専用住宅全焼 1 棟、専用住宅部分焼 1 棟、専用住宅ぼや 1 棟、 

車庫兼倉庫ぼや１棟 
3,004 千円 

R 元 .10.14 南泉田町 共同住宅全焼 1 棟 2,763 千円 
R 2 .  4 .  2 紺屋町 倉庫兼用住宅全焼１棟、店舗ぼや１棟、倉庫ぼや１棟 5,436 千円 
R 2 .  8 .  5 下田代町 養鶏舎全焼 1 棟、養鶏舎ぼや 2 棟 10,632 千円 
R 2 . 1 1 . 2 4 古仏頂町 専用住宅全焼１棟、死者 1 名 10,472 千円 
R 3 . 1 2 . 2 7 下城本町 専用住宅全焼１棟 3,908 千円 
R 4 .  2 . 1 1 蟹作町 太陽光発電設備一式 10,765 千円 
R 4 .  8 .  6 鶴田町 事務所兼作業場全焼１棟、専用住宅部分焼３棟、プレハブ倉

庫ぼや１棟 
11,935 千円 

（※損害額 1,000 千円以上を掲載） 
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発生年月日 場    所 焼   損   程   度 損害額 
H19. 3. 7 駒井田町 専用住宅半焼１棟 12,345 千円 
 〃 .  7 . 2 2 矢黒町 事務所兼休憩室全焼 1 棟、住宅ぼや 2 棟、負傷者 1 名 1,184 千円 
 〃 .  7 . 2 7 下原田町 事務所併用住宅全焼 1 棟 7,675 千円 
H20. 8. 4 下漆田町 建設用重機 1 台 1,350 千円 
 〃 . 1 0 . 2 0 矢岳町 住宅全焼 1 棟、納屋全焼 1 棟、車庫全焼 1 棟、納屋部分焼 1 棟 7,070 千円 
H21 .  3 . 24 紺屋町 店舗併用住宅全焼 1 棟、店舗全焼 2 棟、倉庫全焼 1 棟、店舗

併用住宅部分焼 2 棟、複合用途防火対象物ぼや 1 棟 
27,923 千円 

 〃 .  4 . 1 1 灰久保町 普通乗用車 1 台 1,486 千円 
 〃 . 1 2 . 1 9 上青井町 旅館部分焼 1 棟 2,049 千円 
H 2 2 . 5 . 1 7 木地屋町 私有林 ６２４a 7,553 千円 
H 2 3 . 1 .  7 西間下町 専用住宅全焼１棟、専用住宅部分焼１棟、専用住宅ぼや２棟、

共同住宅ぼや１棟、死者４名、負傷者１名 
14,748 千円 

 〃  .  3 . 3 1 上林町 専用住宅全焼 1 棟、倉庫全焼 1 棟、負傷者 1 名 10,007 千円 
 〃  .  9 .  7 田野町 専用住宅半焼 1 棟 3,011 千円 
 〃  . 10 . 28 赤池水無町 工場部分焼 1 棟 3,049 千円 
H 2 5 . 1 . 2 4 赤池水無町 工場部分焼 1 棟 1,795 千円 
H 2 6 . 5 . 2 3 鶴田町 店舗部分焼１棟 9,351 千円 
〃  .  7 . 1 2 合ノ原町 納屋全焼１棟 1,690 千円 
〃  . 1 1 . 1 4 上田代町 事務所兼住宅全焼１棟 倉庫兼作業場半焼１棟 29,155 千円 
H 2 9 . 1 . 3 1 合ノ原町 風呂場全焼１棟、車庫兼倉庫全焼１棟、専用住宅全焼１棟、

専用住宅ぼや１棟、倉庫半焼１棟 
3,133 千円 

〃 .  2 . 1 6 上薩摩瀬町 事務所兼倉庫全焼 1 棟、事務所兼倉庫部分焼１棟、軽貨物自

動車１台 
4,896 千円 

〃 . 1 2 .  9 上青井町 店舗全焼１棟  11,016 千円 
H30 .  1 . 12 北泉田町 専用住宅全焼１棟、専用住宅部分焼 1 棟 6,739 千円 
〃 .  1 . 3 0 鹿目町 専用住宅全焼 1 棟 1,568 千円 
〃 .  3 . 1 4 井ノ口町 貨物自動車 1 台、倉庫ぼや 2 棟 1,620 千円 
〃   .  4 .  3 上林町 専用住宅全焼 1 棟 4,323 千円 
〃 .  4 . 2 4 駒井田町 専用住宅全焼 1 棟、共同住宅部分焼 1 棟、テナントビルぼや

1 棟、飲食店ぼや 1 棟、負傷者 3 名 
12,120 千円 

〃 .  8 . 2 9 相良町 工場部分焼 1 棟 1,536 千円 
R 元 .10.  4 七地町 専用住宅全焼 1 棟、専用住宅部分焼 1 棟、専用住宅ぼや 1 棟、 

車庫兼倉庫ぼや１棟 
3,004 千円 

R 元 .10.14 南泉田町 共同住宅全焼 1 棟 2,763 千円 
R 2 .  4 .  2 紺屋町 倉庫兼用住宅全焼１棟、店舗ぼや１棟、倉庫ぼや１棟 5,436 千円 
R 2 .  8 .  5 下田代町 養鶏舎全焼 1 棟、養鶏舎ぼや 2 棟 10,632 千円 
R 2 . 1 1 . 2 4 古仏頂町 専用住宅全焼１棟、死者 1 名 10,472 千円 
R 3 . 1 2 . 2 7 下城本町 専用住宅全焼１棟 3,908 千円 
R 4 .  2 . 1 1 蟹作町 太陽光発電設備一式 10,765 千円 
R 4 .  8 .  6 鶴田町 事務所兼作業場全焼１棟、専用住宅部分焼３棟、プレハブ倉

庫ぼや１棟 
11,935 千円 

（※損害額 1,000 千円以上を掲載） 
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資料１０ 地震記録 
 
昭和 18 年以降年次別地震発生回数 

 （人吉市気象官署震度 1 以上）                    熊本地方気象台調べ 
年  次 回 数 年  次 回 数 年  次 回 数 年  次 回 数 年  次 回 数 

昭和 18年 10 昭和 35年 8 昭和 52年 6 平成 6年 18 23 4 

19 7 36 16 53 7 7 14 24 6 

20 0 37 17 54 6 8 23 25 3 

21 11 38 8 55 1 9 49 26 5 

22 12 39 3 56 4 10 19 27 6 

23 11 40 4 57 4 11 17 28 108 

24 8 41 3 58 6 12 34 29 11 

25 7 42 3 59 13 13 9 30 9 

26 2 43 151 60 3 14 7 31(R1) 16 

27 3 44 6 61 1 15 12 令和 2年 4 

28 6 45 8 62 7 16 16 令和 3年 12 

29 2 46 8 63 2 17 20 令和 4年 7 

30 0 47 6 平成元年 1 18 13 令和 5年 4 

31 5 48 1 2 3 19 14 令和 6年 13 

32 3 49 3 3 3 20 11 合計 943 

33 7 50 12 4 3 21 13   

34 3 51 13 5 7 22 2   

 
昭和１８年以降の球磨地方の主な地震（人吉市気象官署 震度４以上）  熊本地方気象台調べ 

発生年月日 震度 震源地 北緯（度）  東経（度） 深さ(km） 規模（Ｍ） 備考 

昭和 21 年 12 月 21 日 4 和歌山県南方沖 32.9  135.9 24 8.0  

昭和 36年 2月 27日 4  日向灘 31.6  131.9 37 7.0  

昭和 43年 2月 21日 5 宮崎県南部山沿い 32.0  130.8 0 5.7  

昭和 43年 2月 21日 5 宮崎県南部山沿い 32.0  130.8 0 6.1  

昭和 43年 2月 22日 4 宮崎県南部山沿い 32.0  130.8 0 5.6  

昭和 43年 3月 25日 4 宮崎県南部山沿い 32.0  130.8 0 5.4  

昭和 43年 4月  1日 4 日向灘 32.5  132.4 22 7.5  

昭和 43年 8月  6日 4 豊後水道 33.3  132.4 39 6.6  

昭和 45年 7月 26日 4 日向灘 32.1  132.0 20 6.7  

昭和 55 年 12 月 12 日 4 日向灘 32.4  131.9 40 6.0  

昭和 62年 3月 18日 4 日向灘 32.0  132.1 48 6.6  

平成 06年 2月 13日 4  鹿児島県薩摩地方 32.1  130.5 5 5.7  

平成 08 年 10 月 19 日 4  日向灘 31.8  132.0 34 6.9  

平成 08年 12月  3日 4  日向灘 31.8  131.7 38 6.7  

平成 09年 3月 26日 4  鹿児島県薩摩地方 32.0  130.4 12 6.6  

平成 09年 5月 13日 4  鹿児島県薩摩地方 32.0  130.3 9 6.4  

平成 09年 5月 18日 4  熊本県熊本地方 32.4  130.6 13 4.8  

平成 17年 3月 20日 4  福岡県北西沖 33.7  130.2 9 7.0  

平成 21年 8月  3日 4  熊本県天草・芦北地方 32.3  130.5 7 4.7  

平成 28年 4月 14日 4 熊本県熊本地方 32.7  130.8 11 6.5  

平成 28年 4月 15日 4 熊本県熊本地方 32.7  130.8 7 6.4  

平成 28年 4月 16日 5 弱 熊本県熊本地方 32.8  130.8 12 7.3  

令和 04年 1月 22日 4 日向灘 32.7 132.1 45 6.6  

令和 06年 8月  8日 4 日向灘 31.7 131.7 31 7.1  

（北緯・東経の１／１０位は度を表す）             令和７年３月２０日現在 
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資料１１ 災害救助法適用時の救助の種類及び実施方法 
 
救助の種類 実施責任者 救 助 の 対 象 救 助 の 方 法 救助の期間 

避難所の設置 市町村長 

(1) 避難所に収容する者は災

害により現に被害を受け、

又は被害を受けるおそれ

のある者に限るものとす

る。 

(1) 避難所は、学校、公民館、神社、

寺院、旅館、倉庫等の建物を応急

的に整理して使用するものとす

る。これらがない場合は、または

これらで充足できない場合は野

外に仮設建物、または天幕等を設

置するものとする。 
(2) 高齢者、障害者等であって避難所

での生活において特別な配慮を

必要とする者を収容する場合に

は福祉避難所を設置できる。 
(3) 避難所を設置したときには、被災

者に周知徹底し収容保護をする

ものとする。 
(4) 避難所を設置したときには、直ち

に知事に次の事項を報告しなけ

ればならない 
① 避難場所開設の日時及び場所 
② 箇所数及び収容人員 
③ 開設予定期間 

原則として最大

限 7 日以内（但

し内閣総理大臣

の承認により期

間延長あり） 

応急仮設住宅 市町村長 

(1) 住家が全焼、全壊または

流失し、現に居住する住

家がない者で、自らの資

力をもって、住宅を確保

することができない者。 
(2) 入居の単位は、り災者 1

世帯 1 戸とする。 
応急仮設住宅の設置戸数

は、市町村単位に全焼、

全壊および流失戸数の原

則として 30％以内であ

る。 

(1) 設置場所は、県または市町村の公

有地を選定するものとする。ただ

し、これにより難い場合はり災者

または、その他の私有地によるも

のとする。 
(2) 応急仮設住宅の規模は 1戸あたり

29.7(9 坪)を基準とし､構造は 1 戸

建、長屋建もしくはアパート式の

いずれかとする。 
(3) 応急仮設住宅を同一敷地内また

は近接する敷地内に概ね 5０戸以

上建設した場合は、居住者の集会

等に利用するための施設を設置

できる。 
(4) 高齢者、障害者等であって日常の

生活上特別の配慮を要する者を

数人以上収容し、老人居宅介護事

業等を利用し易い構造及び設備

を有する施設(福祉仮設住宅)を設

置できる。 
(5) 応急仮設住宅に収容すべき入居

者の選考にあたっては十分な調

査に基づき、必要に応じ、民生委

員等の意見を徴する等、り災者の

資力その他生活条件等を調査の

うえ決定するものとする。 

災害発生の日か

ら２０日以内に

着工 
 

 
供与期間 
当該工事が完了

した日から２箇

年以内とする。 
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資料１１ 災害救助法適用時の救助の種類及び実施方法 
 
救助の種類 実施責任者 救 助 の 対 象 救 助 の 方 法 救助の期間 

避難所の設置 市町村長 

(1) 避難所に収容する者は災

害により現に被害を受け、

又は被害を受けるおそれ

のある者に限るものとす

る。 

(1) 避難所は、学校、公民館、神社、

寺院、旅館、倉庫等の建物を応急

的に整理して使用するものとす

る。これらがない場合は、または

これらで充足できない場合は野

外に仮設建物、または天幕等を設

置するものとする。 
(2) 高齢者、障害者等であって避難所

での生活において特別な配慮を

必要とする者を収容する場合に

は福祉避難所を設置できる。 
(3) 避難所を設置したときには、被災

者に周知徹底し収容保護をする

ものとする。 
(4) 避難所を設置したときには、直ち

に知事に次の事項を報告しなけ

ればならない 
① 避難場所開設の日時及び場所 
② 箇所数及び収容人員 
③ 開設予定期間 

原則として最大

限 7 日以内（但

し内閣総理大臣

の承認により期

間延長あり） 

応急仮設住宅 市町村長 

(1) 住家が全焼、全壊または

流失し、現に居住する住

家がない者で、自らの資

力をもって、住宅を確保

することができない者。 
(2) 入居の単位は、り災者 1

世帯 1 戸とする。 
応急仮設住宅の設置戸数

は、市町村単位に全焼、

全壊および流失戸数の原

則として 30％以内であ

る。 

(1) 設置場所は、県または市町村の公

有地を選定するものとする。ただ

し、これにより難い場合はり災者

または、その他の私有地によるも

のとする。 
(2) 応急仮設住宅の規模は 1戸あたり

29.7(9 坪)を基準とし､構造は 1 戸

建、長屋建もしくはアパート式の

いずれかとする。 
(3) 応急仮設住宅を同一敷地内また

は近接する敷地内に概ね 5０戸以

上建設した場合は、居住者の集会

等に利用するための施設を設置

できる。 
(4) 高齢者、障害者等であって日常の

生活上特別の配慮を要する者を

数人以上収容し、老人居宅介護事

業等を利用し易い構造及び設備

を有する施設(福祉仮設住宅)を設

置できる。 
(5) 応急仮設住宅に収容すべき入居

者の選考にあたっては十分な調

査に基づき、必要に応じ、民生委

員等の意見を徴する等、り災者の

資力その他生活条件等を調査の

うえ決定するものとする。 

災害発生の日か

ら２０日以内に

着工 
 

 
供与期間 
当該工事が完了

した日から２箇

年以内とする。 
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救助の種類 実施責任者 救 助 の 対 象 救 助 の 方 法 救助の期間 

住宅の 
応急修理 

市町村長 

(1) 災害によって住家が半焼

または半壊し、そのまま

では当面の日常生活を営

むことができない者で、

自らの資力をもって応急

処理をなすことができな

い者。 
(2) 住宅の応急修理ができる

戸数は、市町村単位に、

半焼及び半壊戸数の原則

として 30％以内とする。 
 
 

居室、炊事場、便所等日常生活に欠く

ことのできない必要最小限度の応急

的修理とする。 

工事完了期間災

害発生の日から

1 ヶ月以内 

たき出し、 
その他による 
食品の給与 

市町村長 

(1) 避難所に収容された者で

あること。 
(2) 住家の被害が全焼、全壊

流失、半焼、半壊または

床上浸水等により現に炊

事ができない者であるこ

と。 
(3) その他給与が必要である

と認められた者であるこ

と。 
 

(1) 通常として、包装食、にぎり食、

パン等が適当である。 
ただし、幼児はミルク等の給与を

配慮すること。 
(2) 副食としては、漬物、佃煮、かん

づめ等で食器類を要しないもの。 
 

災害発生の日か

ら７日以内（但

し、内閣総理大

臣の承認により

期間延長あり） 

飲料水の供給 市町村長 

(1) 災害のため、現に飲料水

を得ることができない者

に限ること。（飲料水及び

炊事のための水であるこ

と） 

(1) 飲料水の供給は、水の購入、給水

器、浄水器等によるもの及び飲料

水中に直接に投入する薬品の交

付等により行うものとする。 

原則として災害

発生の日から７

日間とする。（但

し、内閣総理大

臣の承認により

期間延長あり） 
 

被服、寝具、

その他生活必

需品の給与ま

たは貸与 

市町村長 

(1) 災害により住家に被害

（全焼、全壊、流出、半

焼、半壊及び床上浸水）

を受けた者であること。 
(2) 被服、寝具、その他生活

上必要な最小限度の家財

をそう失した者であるこ

と。 
(3) 被服、寝具、その他生活

必需物資がないため、日

常生活を営むことが困難

な者であること。 
 
 

被災者の実情に応じ 
１． 被服、寝具、及び身廻り品 
２． 日用品 
３． 炊事用具及び食器 
４． 光熱材料 災害発生の日か

ら １ ０ 日 以 内

（但し、内閣総

理大臣の承認に

より期間延長あ

り） 
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救助の種類 実施責任者 救 助 の 対 象 救 助 の 方 法 救助の期間 

医  療 市町村長 

(1) 医療を必要とする状態に

もかかわらず、災害のた

め医療の方途を失った者

とする。 
（応急的処置） 

(1) 避難所等において、救護班医療担

当者を中心に負傷者に対する応

急処置をおこなうものとする。 
(2) 応急処置では対処できない負傷

者及び緊急患者については、一般

診療機関への入院または通院に

より対処する。 
(3) 本県の救護班は、法第３２条によ

り日本赤十字社熊本県支部と契

約している。 

災害の発生日か

ら 14 日以内（但

し内閣総理大臣

の承認により期

間延長あり） 

助  産 市町村長 

(1) 災害のため助産の方途を

失った者（死産、流産を

含む）であること。 

(1) 救護班によって行われることが

望ましいが助産師によることも

できるものとする。 
(2) 救護班および助産師のほか、産院

または一般医療機関で行っても

差し支えない。 

分べんした日か

ら 7 日以内 
（但し内閣総理

大臣の承認によ

り 期 間 延 長 あ

り） 

救  出 市町村長 

(1) 災害のため、現に生命、

身体が危険な状態にある

者。 
(2) 災害のため、生死不明の

状態にある者で､諸般の

情勢から判断して、生存

していると推定される

者。 

(1)生命の保全を第一主義とし、災害の

状況に応じて最も的確かつ迅速に

実施できる方法とする。 
災害発生の日か

ら 3 日以内（但

し内閣総理大臣

の承認により期

間延長あり） 

死体の捜索 市町村長 

(1) 行方不明の状態にある者

で、周囲の事情によりす

でに死亡していると推定

される者 
イ、行方不明の状態になって

から相当の時間を経過し

ている場合。 
ロ、災害の規模がきわめて広

範囲にわたり、特定の避

難所等の地域以外は壊滅

してしまったような場

合。 
ハ、災害発生後、きわめて短

期間のうちに引続き当該

地域に災害が発生したよ

うな場合。 

(1)警察、消防機関及びその他の機関等

の協力を得て行うものとする。 

原則として災害

発生の日から 10
日以内（但し、

内閣総理大臣の

承認により期間

延長あり） 

埋   葬 市町村長 

(1) 災害の混乱の際および

直前に死亡した者に対し

て災害のため遺族が埋葬

を行うことがきわめて困

難な場合等は応急的な埋

葬を実施するものである。 

(1) 埋葬は応急仮葬である。 
(2) 救助の実施機関が現物給付する

ことを原則とする。 
原則として災害

発生の日から 10
日以内 
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救助の種類 実施責任者 救 助 の 対 象 救 助 の 方 法 救助の期間 

医  療 市町村長 

(1) 医療を必要とする状態に

もかかわらず、災害のた

め医療の方途を失った者

とする。 
（応急的処置） 

(1) 避難所等において、救護班医療担

当者を中心に負傷者に対する応

急処置をおこなうものとする。 
(2) 応急処置では対処できない負傷

者及び緊急患者については、一般

診療機関への入院または通院に

より対処する。 
(3) 本県の救護班は、法第３２条によ

り日本赤十字社熊本県支部と契

約している。 

災害の発生日か

ら 14 日以内（但

し内閣総理大臣

の承認により期

間延長あり） 

助  産 市町村長 

(1) 災害のため助産の方途を

失った者（死産、流産を

含む）であること。 

(1) 救護班によって行われることが

望ましいが助産師によることも

できるものとする。 
(2) 救護班および助産師のほか、産院

または一般医療機関で行っても

差し支えない。 

分べんした日か

ら 7 日以内 
（但し内閣総理

大臣の承認によ

り 期 間 延 長 あ

り） 

救  出 市町村長 

(1) 災害のため、現に生命、

身体が危険な状態にある

者。 
(2) 災害のため、生死不明の

状態にある者で､諸般の

情勢から判断して、生存

していると推定される

者。 

(1)生命の保全を第一主義とし、災害の

状況に応じて最も的確かつ迅速に

実施できる方法とする。 
災害発生の日か

ら 3 日以内（但

し内閣総理大臣

の承認により期

間延長あり） 

死体の捜索 市町村長 

(1) 行方不明の状態にある者

で、周囲の事情によりす

でに死亡していると推定

される者 
イ、行方不明の状態になって

から相当の時間を経過し

ている場合。 
ロ、災害の規模がきわめて広

範囲にわたり、特定の避

難所等の地域以外は壊滅

してしまったような場

合。 
ハ、災害発生後、きわめて短

期間のうちに引続き当該

地域に災害が発生したよ

うな場合。 

(1)警察、消防機関及びその他の機関等

の協力を得て行うものとする。 

原則として災害

発生の日から 10
日以内（但し、

内閣総理大臣の

承認により期間

延長あり） 

埋   葬 市町村長 

(1) 災害の混乱の際および

直前に死亡した者に対し

て災害のため遺族が埋葬

を行うことがきわめて困

難な場合等は応急的な埋

葬を実施するものである。 

(1) 埋葬は応急仮葬である。 
(2) 救助の実施機関が現物給付する

ことを原則とする。 
原則として災害

発生の日から 10
日以内 
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救助の種類 実施責任者 救 助 の 対 象 救 助 の 方 法 救助の期間 

死体の処理 市町村長 

(1) 災害の際、死亡した者に

ついて、その遺族等が混

乱期のため、死体の識別

等のための洗浄、縫合、

消毒の措置、死体の一時

保存あるいは検案を行う

ことができない場合。 
(2) 通常死体の発見から、埋

葬に移る過程において行

われる処理であり、埋葬

を前提としたものであ

る。 

(1) 救助の実施機関が現場給付とし

て行うものであること。 
(2) 刑事訴訟法および死体取扱規則

等他の法令規定に基づいて実施

すること。 
原則として災害

発生の日から 10
日以内 

学用品の給与 市町村長 

(1) 住家の全壊（焼）、流失、

半壊（焼）または、床上

浸水により、学用品をそ

う失または破損し就学上

支障のある小学校児童、

中学校生徒及び高等学校

生徒 

学用品の品目 
１．教科書および教材（高等学校生徒

については正規の授業で使用す

る教材） 
２．文房具 
３．通学用品 
 

原則として教科

書および教材に

ついては災害発

生の日から１ヶ

月以内 
文房具・通学用

品については 15
日以内 

障害物の除去 市町村長 

(1) 当面の日常生活が営み得

ない状態にあること。 
(2) 日常生活に欠くことので

きない場所に運び込まれ

た障害物の除去に限るこ

と。 
(3) 自らの資力をもってして

は、障害物の除去ができ

ない者であること。 
(4) 住家は、半壊または床上

浸水したものであるこ

と。 
(5) 障害物の除去を実施し得

る戸数は半壊及び床上浸

水のおおむね１５％以内

の戸数であること。 

(1)人夫または技術者を動員して除去

を実施する。 

原則として災害

発生の日から 10
日以内 

応急救助のた

めの輸送およ

び人夫 

上記の救助

種目の実施

責任者 

１．被災者の避難 
２．医療および助産 
３．被災者の救出 
４．飲料水の供給 
５．死体の捜索 
６．死体の処理 
７．救済用物資の整理配分 

(1) 輸送業者との契約によるもの 
(2) 輸送業者以外のもの 
(3) 官公署および公共的団体による

もの 
救助種目毎の実

施機関 
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資料１２ 被害判定基準 
 

 区   分 判      定      基      準 

 
人

的

被

害 
 

死     者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、死体を確認できないが、 

死亡したことが確実な者とする 

行 方 不 明 者  当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者とする。 

重  傷  者 
 災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、 
1 ヶ月以上治療を要する見込みの者とする。 

軽  傷  者 
災害のために負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1

ヶ月未満で治ゆできる見込みの者とする。 
 
 
 
 
 
住 
 
家 
 
の 
 
被 
 
害 

住    家 
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどう

かを問わないものである。 

全 壊(焼)流失 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が

倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により

元通りに再使用することが困難なもので、具体的には住家の損壊、焼失もしく

は、流失した部分の床面積がその住家の延面積の７０％以上に達した程度のも

の、又は、住家の主要な構成要素の経済的被害額を住家全体に占める損害割合

で表し、その住家の損害割合が５０％以上に達した程度のものとする。 

大 規 模 半 壊 

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を

行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分が

その住家の延床面積の５０％以上７０％未満のもの、又は住家の主要な構成要

素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が４

０％以上５０％未満のものとする。 

中 規 模 半 壊 

居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部

分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住すること

は困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の３０％以上５０％

未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害

割合で表し、その住家の損害割合が３０％以上４０％未満のものとする。 

半 壊 （焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家

の損害が甚だしいが、補修すれば、元通りに再使用できる程度のもので具体的

には損壊部分が、その住家の延床面積の２０％以上７０％未満のもの、又は住

家の主要な構造要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住

家の損害割合が２０％以上５０％未満（半焼の場合は２０％以上のもので全焼

に該当しないもの）のものとする。 

準  半  壊 

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊

部分がその住家の延床面積の１０％以上２０％未満のもの、又は住家の主要な

構造要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割

合が１０％以上２０％未満のものとする。 

床 上 浸 水 
住家の床以上に浸水したものおよび全壊あるいは半壊には該当しないが、土

砂、木竹等のたい積のため一時的に居住することができないものとする。 

床 下 浸 水 住家の床上浸水にいたらないものとする。 

一 部 破 損 
全壊（全焼、流失、埋没を含む）半壊（半焼、流失、埋没を含む）、床上浸水、

床下浸水に該当しないもので建物の一部が破損したものとするが、窓ガラス等

が数枚破損した程度の軽微な被害は除くものとする。 
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資料１２ 被害判定基準 
 

 区   分 判      定      基      準 

 
人

的

被

害 
 

死     者 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、死体を確認できないが、 

死亡したことが確実な者とする 

行 方 不 明 者  当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者とする。 

重  傷  者 
 災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、 
1 ヶ月以上治療を要する見込みの者とする。 

軽  傷  者 
災害のために負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、1

ヶ月未満で治ゆできる見込みの者とする。 
 
 
 
 
 
住 
 
家 
 
の 
 
被 
 
害 

住    家 
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどう

かを問わないものである。 

全 壊(焼)流失 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が

倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により

元通りに再使用することが困難なもので、具体的には住家の損壊、焼失もしく

は、流失した部分の床面積がその住家の延面積の７０％以上に達した程度のも

の、又は、住家の主要な構成要素の経済的被害額を住家全体に占める損害割合

で表し、その住家の損害割合が５０％以上に達した程度のものとする。 

大 規 模 半 壊 

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を

行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分が

その住家の延床面積の５０％以上７０％未満のもの、又は住家の主要な構成要

素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が４

０％以上５０％未満のものとする。 

中 規 模 半 壊 

居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部

分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住すること

は困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の３０％以上５０％

未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害

割合で表し、その住家の損害割合が３０％以上４０％未満のものとする。 

半 壊 （焼） 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家

の損害が甚だしいが、補修すれば、元通りに再使用できる程度のもので具体的

には損壊部分が、その住家の延床面積の２０％以上７０％未満のもの、又は住

家の主要な構造要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住

家の損害割合が２０％以上５０％未満（半焼の場合は２０％以上のもので全焼

に該当しないもの）のものとする。 

準  半  壊 

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊

部分がその住家の延床面積の１０％以上２０％未満のもの、又は住家の主要な

構造要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割

合が１０％以上２０％未満のものとする。 

床 上 浸 水 
住家の床以上に浸水したものおよび全壊あるいは半壊には該当しないが、土

砂、木竹等のたい積のため一時的に居住することができないものとする。 

床 下 浸 水 住家の床上浸水にいたらないものとする。 

一 部 破 損 
全壊（全焼、流失、埋没を含む）半壊（半焼、流失、埋没を含む）、床上浸水、

床下浸水に該当しないもので建物の一部が破損したものとするが、窓ガラス等

が数枚破損した程度の軽微な被害は除くものとする。 
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非
住
家
の
被
害 

公 共 建 物 
 例えば、役場庁舎、公立保育所、公民館等の公用又は公共用に供する建物で

全壊又は半壊したものとする。 

そ  の  他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物で全壊又は半壊したものとする。 

り

災

者

等 

り 災 世 帯 

 災害によって全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できな

くなった生計を一つにしている世帯とする。例えば、寄宿舎、下宿その他これ

に類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるものについては、これを

一世帯として扱い、また同一家屋の親子夫婦であっても、生活が別々であれば

分けて行うものとする。 

り  災  者 り災世帯の構成員とする。 

農 
林

業

施

設 

田の流失・埋没 
田の耕土、畦畔が流失したもの、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能に

なったものとする。 

田 の 浸 水 作物の上部先端が見えない程度に水中に没したものとする。 

畑の流失・埋没 
および畑の浸水 

田の例に準じて取扱う。 

 
 

資料１３ 気象予警報の種類及び気象情報基準 
 

大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」が、重大な災

害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合には「特

別警報」が現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予想値を時間帯ごとに明示して、市町村ごとに発表

される。また、大雨や洪水などの警報等が発表された場合のテレビやラジオによる放送などでは、重

要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、これまでどおり市町村等をまとめた地域の名称を用い

る場合がある。 
 

イ 熊本地方気象台が人吉市（球磨地方）に発表する特別警報・警報・注意報の種類及び発表基準 
 
特別警報【気象特別警報】 
種 類 発 表 基 準 

大雨特別警報 

 

 

 

 

 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想され

たときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報

（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明

記される。 

災害が発生又は切迫している状況で、命の危険があり直ちに身の安全を確保する必

要があることを示す警戒レベル５に相当。 

大雪特別警報 

 
大雪が特に異常であるため、重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想さ

れたときに発表される。 

暴風特別警報 

 
暴風が特に異常であるため、重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想さ

れたときに発表される。 

暴風雪特別警報 

 

 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

予想されたときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことに

よる視程障害等による重大な災害」のおそれについても警戒が呼びかけられる。 
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警報 令和５年６月８日現在 
種 類 発 表 基 準 

大雨警報 

 

 

 

 

 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、

浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。具体的には表 1 球磨地方

の警報・注意報基準（大雨・洪水）の条件に該当する場合である。 

大雨警報（土砂災害）は、高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レ

ベル３に相当。 

洪水警報 

 

 

 

 

 

河川の上流域での降雨や、融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するおそれ

があると予想されたときに発表される。 

対象となる重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な

災害があげられる。具体的には表 1 球磨地方の警報・注意報基準（大雨・洪水）

の条件に該当する場合である。 

高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

大雪警報 

 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。12 時

間の降雪の深さが平地 10㎝以上、山地 20㎝以上になると予想される場合。 

暴風警報 

 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。平

均風速 20m/s 以上になると予想される場合。 

暴風雪警報 

 

 

 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害などによる

重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。雪を伴い、平均風速 20m/s 以

上になると予想される場合。 
 
注意報 令和５年６月８日現在 
種 類 発 表 基 準 

大雨注意報 

 

 

 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的に

は表 1 球磨地方の警報・注意報基準（大雨・洪水）の条件に該当する場合である。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が

必要とされる警戒レベル２である。 

洪水注意報 

 

 

 

 

河川の上流域での降雨や、融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。具体的には表 1 球磨地方の警報・注意報基準（大

雨・洪水）の条件に該当する場合である。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が

必要とされる警戒レベル２である。 

大雪注意報 

 
大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。12 時間の降

雪の深さが平地 3 ㎝以上、山地 5 ㎝以上になると予想される場合。 

強風注意報 

 
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。平均風速

10m/s 以上になると予想される場合。 

風雪注意報 

 

 

 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害などによる災害」のお

それについても注意を呼びかける。雪を伴い平均風速 10m/s 以上になると予想され

る場合。 
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警報 令和５年６月８日現在 
種 類 発 表 基 準 

大雨警報 

 

 

 

 

 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、

浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。具体的には表 1 球磨地方

の警報・注意報基準（大雨・洪水）の条件に該当する場合である。 

大雨警報（土砂災害）は、高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レ

ベル３に相当。 

洪水警報 

 

 

 

 

 

河川の上流域での降雨や、融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するおそれ

があると予想されたときに発表される。 

対象となる重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な

災害があげられる。具体的には表 1 球磨地方の警報・注意報基準（大雨・洪水）

の条件に該当する場合である。 

高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

大雪警報 

 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。12 時

間の降雪の深さが平地 10㎝以上、山地 20㎝以上になると予想される場合。 

暴風警報 

 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。平

均風速 20m/s 以上になると予想される場合。 

暴風雪警報 

 

 

 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害などによる

重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。雪を伴い、平均風速 20m/s 以

上になると予想される場合。 
 
注意報 令和５年６月８日現在 
種 類 発 表 基 準 

大雨注意報 

 

 

 

大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的に

は表 1 球磨地方の警報・注意報基準（大雨・洪水）の条件に該当する場合である。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が

必要とされる警戒レベル２である。 

洪水注意報 

 

 

 

 

河川の上流域での降雨や、融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。具体的には表 1 球磨地方の警報・注意報基準（大

雨・洪水）の条件に該当する場合である。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が

必要とされる警戒レベル２である。 

大雪注意報 

 
大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。12 時間の降

雪の深さが平地 3 ㎝以上、山地 5 ㎝以上になると予想される場合。 

強風注意報 

 
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。平均風速

10m/s 以上になると予想される場合。 

風雪注意報 

 

 

 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害などによる災害」のお

それについても注意を呼びかける。雪を伴い平均風速 10m/s 以上になると予想され

る場合。 
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濃霧注意報 

 
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。濃霧に

よって視程が 100ｍ以下になると予想される場合。 

雷注意報 

 

 

 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。また、発

達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突風や「ひょう」による災害につい

ての注意喚起が付加されることもある。急な強い雨への注意についても雷注意報で

呼びかけられる。 

乾燥注意報 

 

 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具

体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想した場合に発表される。実効湿度が

65％以下で最小湿度が 40％以下になると予想される場合。 

なだれ注意報 

 

 

「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。積

雪の深さ 100 ㎝以上で、１．気温３℃以上の好天 ２．低気圧等による降雨 ３．

降雪の深さが 30 ㎝以上 のいずれかが予想される場合。 

着氷注意報 

 

 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具

体的には、通信線や送電線、船体などへの被害が起こるおそれのあるときに発表さ

れる。大雪警報、大雪注意報の条件下で気温が－２℃から＋２℃と予想される場合。 

着雪注意報 

 

 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具

体的には、通信線や送電線、船体などへの被害が起こるおそれのあるときに発表さ

れる。大雪警報、大雪注意報の条件下で気温が－２℃から＋２℃と予想される場合。 

融雪注意報 

 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的に

は、浸水、土砂災害等の災害が発生するおそれがあるときに発表される。 

霜注意報 

 

 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的には、

早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれがあるときに発表される。11 月 20

日までの早霜、３月 20 日以降の晩霜で最低気温３℃以下になると予想される場合。 

低温注意報 

 

 

 

 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的に

は、低温のために農作物などに著しい被害が発生したり、冬季の水道管凍結や破裂

による著しい被害の起こるおそれがあるときに発表される。冬期：平地で最低気温

が－５℃以下になると予想される場合。夏期：日平均気温が平年より４℃以上低い

日が３日続いたあと、さらに２日以上続くと予想される場合。 

１．発表の基準の欄に記載した数値は、熊本県における過去の災害発生頻度と気象条件との関係を調査

したうえで決定したものである。 
２．警報、注意報はその種類に係わらず、これらの新たな警報又は注意報が行われたときに切り替えら

れるものとして、又は解除されるときまで継続されるものとする。 
３．警報、注意報には防災上特に必要とする事項を「注意警戒文」として、以下を本文冒頭に表現する。 
（い つ）警戒又は注意すべき期間・・・「○○日昼過ぎから夕方にかけて」等具体的に示す 
（どこで）警戒又は注意すべき地域・・・現象の中心になると予想される地域。概ね一次細分区域毎 
（何 が）警戒又は注意すべき対象災害・・・土砂災害、浸水害等具体的に示すの要素で構成し、概

ね一次細分区域毎にできる限り簡明な記載を行う。 
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表１ 球磨地方の特別警報・警報・注意報基準（大雨・洪水） 
 
 ◇ 大雨特別警報基準 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 
（注）発表にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過去の災害事

例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて判断をします。 
 
 ◇ 大雨警報基準 令和５年６月８日現在 
 （令和４年５月２６日現在 湯前町、相良村） 

一次細分

区 域 市町村等 表面雨量指数基準 
（浸水害） 

土壌雨量指数基準 
（土砂災害） 

 
 
 
 

球 磨 

地 方 

人吉市 ２１ １９５ 
錦町 ２３ ２０３ 

あさぎり町 １９ ２０７ 

多良木町 １９ ２０５ 

湯前町 １８ ２１５ 

水上村 １９ ２３４ 

相良村 ２０ ２４３ 
五木村 １９ ２０４ 

山江村 ２０ ２４５ 

球磨村 １８ ２３５ 
 
 ◇ 洪水警報基準                          令和５年６月８日現在 

一次細分 
区 域 市町村等 流域雨量指数基準 複合基準 指定河川洪水予

報による基準 
 
 
 
 
 
 
 
 

球 磨 

地 方 
 
 
 
 

人吉市 

万江川流域＝28 
山田川流域＝19.4 
胸川流域＝23 
鳩胸川流域＝19.6 
小さで川流域＝16.7 
草津川流域＝10.3 

球磨川流域＝(9、72.1) 球磨川[渡・人吉] 

錦町 鳩胸川流域＝20.1 
小さで川流域＝22 球磨川流域＝(12、51.8) 球磨川 

[人吉・一武] 

あさぎり町 

田頭川流域＝8.5 
免田川流域＝22.7 
井口川流域＝12.9 
阿蘇川流域＝10.1 
銅山川流域＝8.6 

田頭川流域＝(11、8.4) 球磨川 
[一武・多良木] 

多良木町 

友津留川流域＝8.1 
仁原川流域＝11.5 
槻木川流域＝18.6 
柳橋川下流流域＝13 
柳橋川上流流域＝9.6 
牛繰川流域＝10.4 

― 球磨川[多良木] 
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表１ 球磨地方の特別警報・警報・注意報基準（大雨・洪水） 
 
 ◇ 大雨特別警報基準 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 
（注）発表にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過去の災害事

例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて判断をします。 
 
 ◇ 大雨警報基準 令和５年６月８日現在 
 （令和４年５月２６日現在 湯前町、相良村） 

一次細分

区 域 市町村等 表面雨量指数基準 
（浸水害） 

土壌雨量指数基準 
（土砂災害） 

 
 
 
 

球 磨 

地 方 

人吉市 ２１ １９５ 
錦町 ２３ ２０３ 

あさぎり町 １９ ２０７ 

多良木町 １９ ２０５ 

湯前町 １８ ２１５ 

水上村 １９ ２３４ 

相良村 ２０ ２４３ 
五木村 １９ ２０４ 

山江村 ２０ ２４５ 

球磨村 １８ ２３５ 
 
 ◇ 洪水警報基準                          令和５年６月８日現在 

一次細分 
区 域 市町村等 流域雨量指数基準 複合基準 指定河川洪水予

報による基準 
 
 
 
 
 
 
 
 

球 磨 

地 方 
 
 
 
 

人吉市 

万江川流域＝28 
山田川流域＝19.4 
胸川流域＝23 
鳩胸川流域＝19.6 
小さで川流域＝16.7 
草津川流域＝10.3 

球磨川流域＝(9、72.1) 球磨川[渡・人吉] 

錦町 鳩胸川流域＝20.1 
小さで川流域＝22 球磨川流域＝(12、51.8) 球磨川 

[人吉・一武] 

あさぎり町 

田頭川流域＝8.5 
免田川流域＝22.7 
井口川流域＝12.9 
阿蘇川流域＝10.1 
銅山川流域＝8.6 

田頭川流域＝(11、8.4) 球磨川 
[一武・多良木] 

多良木町 

友津留川流域＝8.1 
仁原川流域＝11.5 
槻木川流域＝18.6 
柳橋川下流流域＝13 
柳橋川上流流域＝9.6 
牛繰川流域＝10.4 

― 球磨川[多良木] 
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湯前町  ― 球磨川[多良木] 

水上村 北目川流域＝7.5 
湯山川流域＝10 ― 球磨川[多良木] 

相良村 川辺川流域＝50.6 ― 球磨川[人吉] 

五木村 
川辺川流域＝53.8 
五木小川流域＝23.3 
梶原川流域＝22.1 

― ― 

山江村 万江川流域＝29.2 
山田川流域＝18.4 万江川流域＝(12、28.6) ― 

球磨村 

中園川流域＝13.1 
庄本川流域＝8.6 
中津川流域＝10.5 
那良川流域＝14.9 
小川流域＝16.3 
鵜川流域＝14 
芋川流域＝9.4 

球磨川流域＝(8、66.5) 
中園川流域＝(8、11.7) 
庄本川流域＝(8、7.7) 
小川流域＝(10、10.1) 
芋川流域＝(8、8.4) 

 
球磨川[大野・渡] 

 
 ◇ 大雨注意報基準 令和５年６月８日現在 
 （令和４年５月２６日現在 湯前町、相良村） 

一次細分 
区 域 市町村等 表面雨量指数 

（浸水害） 
土壌雨量指数基準 

（土砂災害） 

球 磨 
地 方 

人吉市 １２ １１８ 

錦町 １６ １２３ 

あさぎり町 １４ １２６ 

多良木町 １５ １２５ 

湯前町 １２ １３１ 
水上村 １５ １４２ 

相良村 １５ １４８ 

五木村 １５ １２４ 

山江村 １６ １４９ 

球磨村 １０ １４３ 
 
 ◇洪水注意報基準                          令和５年６月８日現在 

一次細分 
区 域 市町村等 流域雨量指数基準 複合基準 指定河川洪水予

報による基準 
 
 

球 磨 

地 方 
 
 
 
 

人吉市 

万江川流域＝22.4 
山田川流域＝15.5 
胸川流域＝18.4 
鳩胸川流域＝15.6 
小さで川流域＝13.3 
草津川流域＝8.2 

球磨川流域＝(8、45.1) 
胸川流域=(6、18.4) 球磨川[渡・人吉] 

錦町 鳩胸川流域＝16 
小さで川流域＝17.6 球磨川流域＝(12、46) 球磨川 

[人吉・一武] 
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あさぎり町 

田頭川流域＝6.8 
免田川流域＝18.1 
井口川流域＝10.3 
阿蘇川流域＝8 
銅山川流域＝6.8 

田頭川流域＝(7、6.8) 
阿蘇川流域＝(11、6.4) 
銅山川流域＝(11、5.4) 

球磨川 
[一武・多良木] 

多良木町 

友津留川流域＝6.4 
仁原川流域＝9.2 
槻木川流域＝14.8 
柳橋川下流流域＝10.4 
柳橋川上流流域＝7.6 
牛繰川流域＝8.3 

－ 球磨川[多良木] 

湯前町  － 球磨川[多良木] 

水上村 北目川流域＝6 
湯山川流域＝8 － 球磨川[多良木] 

相良村 川辺川流域＝40.4 － 球磨川[人吉] 

五木村 
川辺川流域＝43 
五木小川流域＝18.6 
梶原川流域＝17.6 

－－  －  

山江村 万江川流域＝23.3 
山田川流域＝14.7 

万江川流域＝(8、23.3) 
山田川流域＝(13、11.8) － 

球磨村 

中園川流域＝10.4 
庄本川流域＝6.8 
中津川流域＝8.4 
那良川流域＝11.9 
小川流域＝13 
鵜川流域＝11.2 
芋川流域＝7.5 

球磨川流域＝(8、43.8) 
中園川流域＝(8、8.3) 
庄本川流域＝(8、5.4) 
小川流域＝(5、9.1) 
芋川流域＝(7、7.5) 

 
球磨川[大野・渡] 

 

・大雨及び洪水警報・注意報基準表の見方 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

土壌雨量指数：降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に貯まっている雨水の量

を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、1km 四方の領域ごとに算出す

る。 

 

表面雨量指数：短時間強雨により浸水害リスクの高まりを示す指数で、降った雨が地表面にたま

っている量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、１㎞四方の領域ご

とに算出する。 

 

(１) 大雨の欄中、表面雨量指数基準は市町村等の域内において単一の値をとる。土壌雨量指数基

準値は 1km 四方毎に設定しているが、本表には市町村等内における基準の最低値を示してい

る。 

(２) 洪水の欄中、｢○○川流域=30｣は、｢○○川流域の流域雨量指数 30以上｣を意味する。また、

複合基準は、（表面雨量指数、流域量指数）の組み合わせによる基準値を表している。 
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あさぎり町 

田頭川流域＝6.8 
免田川流域＝18.1 
井口川流域＝10.3 
阿蘇川流域＝8 
銅山川流域＝6.8 

田頭川流域＝(7、6.8) 
阿蘇川流域＝(11、6.4) 
銅山川流域＝(11、5.4) 

球磨川 
[一武・多良木] 

多良木町 

友津留川流域＝6.4 
仁原川流域＝9.2 
槻木川流域＝14.8 
柳橋川下流流域＝10.4 
柳橋川上流流域＝7.6 
牛繰川流域＝8.3 

－ 球磨川[多良木] 

湯前町  － 球磨川[多良木] 

水上村 北目川流域＝6 
湯山川流域＝8 － 球磨川[多良木] 

相良村 川辺川流域＝40.4 － 球磨川[人吉] 

五木村 
川辺川流域＝43 
五木小川流域＝18.6 
梶原川流域＝17.6 

－－  －  

山江村 万江川流域＝23.3 
山田川流域＝14.7 

万江川流域＝(8、23.3) 
山田川流域＝(13、11.8) － 

球磨村 

中園川流域＝10.4 
庄本川流域＝6.8 
中津川流域＝8.4 
那良川流域＝11.9 
小川流域＝13 
鵜川流域＝11.2 
芋川流域＝7.5 

球磨川流域＝(8、43.8) 
中園川流域＝(8、8.3) 
庄本川流域＝(8、5.4) 
小川流域＝(5、9.1) 
芋川流域＝(7、7.5) 

 
球磨川[大野・渡] 

 

・大雨及び洪水警報・注意報基準表の見方 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

土壌雨量指数：降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に貯まっている雨水の量

を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、1km 四方の領域ごとに算出す

る。 

 

表面雨量指数：短時間強雨により浸水害リスクの高まりを示す指数で、降った雨が地表面にたま

っている量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、１㎞四方の領域ご

とに算出する。 

 

(１) 大雨の欄中、表面雨量指数基準は市町村等の域内において単一の値をとる。土壌雨量指数基

準値は 1km 四方毎に設定しているが、本表には市町村等内における基準の最低値を示してい

る。 

(２) 洪水の欄中、｢○○川流域=30｣は、｢○○川流域の流域雨量指数 30以上｣を意味する。また、

複合基準は、（表面雨量指数、流域量指数）の組み合わせによる基準値を表している。 
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流域雨量指数：降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、降った雨水が地表面を通って時

間をかけて河川に流れ出し、さらに河川に沿って流れ下る量を示す指数。解析雨

量、降水短時間予報をもとに、1km四方の領域ごとに算出する。 

 
ロ 土砂災害警戒情報 

土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）発表中にさらに大雨により土砂災害の危険度が高

まった市町村に対して、熊本県と熊本地方気象台が共同して発表する情報である。市町村長が避

難指示等の災害応急対応を適時適切に行えるよう、また、住民の自主避難の判断等に利用できる

ことを目的としている。危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 
 

ハ 熊本県気象情報 
気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先だって注意を喚起する場合や、特別警報・

警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表する情報であ

る。 
 

ニ 球磨川洪水予報 
河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、あらか

じめ指定した河川について、区間を決めて水位又は流量を示して発表する警報及び注意報である。

球磨川については八代河川国道事務所と熊本地方気象台が共同して下表の標題により発表する情

報である。 
 

 指定河川洪水予報 
種類 標題 概要 

洪水警報 

氾濫発生情報 

氾濫が発生したとき、又は氾濫が発生し継続しているときに発表され

る。 
新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要となる。 
災害がすでに発生している状況であり、命の危険が迫っているため直

ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル５に相当。 

氾濫危険情報 

急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位に達し、さらにその水位

を超えることが見込まれるとき、又は氾濫危険水位に達したとき、若

しくは氾濫危険水位以上の状態が継続しているときに発表される。 
いつ氾濫が発生してもおかしくない状況であり、避難していない住民

への対応が必要である。この後に避難指示等を発令する場合、周辺状

況を確認する必要がある。 
危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

氾濫警戒情報 

氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、又は避難判断水位に達し、

さらに水位の上昇が見込まれるときに発表される。避難指示等の判断

の参考とする。 
高齢者等は危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

洪水注意報 氾濫注意情報 

氾濫注意水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれるときに発表され

る。高齢者等避難の発令の判断の参考とする。 
ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難

行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 
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 球磨川洪水予報の基準水位                        （単位：ｍ） 

予報区 

域名 
河川名 

水位観測

所名 
所在地 位置 

水防団 

待機水位 

氾濫注意

水位 

避難判断

水位 

氾濫危険

水位 

計画高 

水位 

球磨川 球磨川 

萩原 八代市 
右岸 

6.66ｋ 
2.00 3.50 4.40 4.70 5.36 

大野 球磨村 
右岸

39.86K 
6.50 8.00 10.90 12.20 14.81 

渡 球磨村 
左岸

52.64ｋ 
5.00 6.00 7.60 8.70 11.33 

人吉 人吉市 
左岸

62.17ｋ 
2.00 3.00 3.20 3.40 4.07 

一武 錦町 
右岸

68.71ｋ 
3.50 4.30 4.40 4.50 5.68 

多良木 多良木町 
左岸

84.13ｋ 
2.00 3.50 3.60 3.70 4.44 

 

ホ 記録的短時間大雨情報 
大雨警報発表中にキキクル「危険」【紫】が出現し、数年に一度しか発生しないような猛烈な短

時間の大雨を観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合

わせた分析）したときに、府県気象情報の一種として発表される。熊本県では、１時間１１０ｍ

ｍ以上を観測もしくは解析した場合に発表する情報である。 
 
へ 顕著な大雨に関する気象情報 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨

が同じ場所で実際に降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワードを使って解説する情

報である。 
警戒レベル４相当以上の状況で発表する。 

 
ト 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情

報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況に

なっている時に天気予報で用いる一次細分区域単位で発表する情報である。また、竜巻の目撃情

報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が

発生するおそれが非常に高まっている旨を天気予報で用いる一次細分区域単位で発表する。この

情報の有効期間は発表から概ね 1 時間である。 
 
チ 火災気象通報 

消防法の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに熊本地方気象台が熊

本県知事に対して通報し、県を通じて人吉市に伝達される。なお、火災気象通報を行う場合の基

準は、次のとおり。熊本地方気象台が定めた「乾燥注意報」及び「強風注意報」の基準と同一と

し、「乾燥注意報」もしくは「強風注意報」の発表が予想される場合は、火災気象通報として通報

する。 
なお、「強風注意報」の発表が予想され、火災気象通報基準に該当するすべての地域・時間帯で

降水（降雪を含む）が予想される場合は、火災気象通報に該当しない。 
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 球磨川洪水予報の基準水位                        （単位：ｍ） 

予報区 

域名 
河川名 

水位観測

所名 
所在地 位置 

水防団 

待機水位 

氾濫注意

水位 

避難判断

水位 

氾濫危険

水位 

計画高 

水位 

球磨川 球磨川 

萩原 八代市 
右岸 

6.66ｋ 
2.00 3.50 4.40 4.70 5.36 

大野 球磨村 
右岸

39.86K 
6.50 8.00 10.90 12.20 14.81 

渡 球磨村 
左岸

52.64ｋ 
5.00 6.00 7.60 8.70 11.33 

人吉 人吉市 
左岸

62.17ｋ 
2.00 3.00 3.20 3.40 4.07 

一武 錦町 
右岸

68.71ｋ 
3.50 4.30 4.40 4.50 5.68 

多良木 多良木町 
左岸

84.13ｋ 
2.00 3.50 3.60 3.70 4.44 

 

ホ 記録的短時間大雨情報 
大雨警報発表中にキキクル「危険」【紫】が出現し、数年に一度しか発生しないような猛烈な短

時間の大雨を観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合

わせた分析）したときに、府県気象情報の一種として発表される。熊本県では、１時間１１０ｍ

ｍ以上を観測もしくは解析した場合に発表する情報である。 
 
へ 顕著な大雨に関する気象情報 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨

が同じ場所で実際に降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワードを使って解説する情

報である。 
警戒レベル４相当以上の状況で発表する。 

 
ト 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情

報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況に

なっている時に天気予報で用いる一次細分区域単位で発表する情報である。また、竜巻の目撃情

報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が

発生するおそれが非常に高まっている旨を天気予報で用いる一次細分区域単位で発表する。この

情報の有効期間は発表から概ね 1 時間である。 
 
チ 火災気象通報 

消防法の規定により、気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに熊本地方気象台が熊

本県知事に対して通報し、県を通じて人吉市に伝達される。なお、火災気象通報を行う場合の基

準は、次のとおり。熊本地方気象台が定めた「乾燥注意報」及び「強風注意報」の基準と同一と

し、「乾燥注意報」もしくは「強風注意報」の発表が予想される場合は、火災気象通報として通報

する。 
なお、「強風注意報」の発表が予想され、火災気象通報基準に該当するすべての地域・時間帯で

降水（降雪を含む）が予想される場合は、火災気象通報に該当しない。 
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資料１４ 
 

気象庁震度階級関連解説表 

使用にあたっての留意事項 

（1）気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計による観測

値です。この資料は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現象や被害が発生

するかを示すもので、それぞれの震度に記述される現象から震度が決定されるものではありません。 
 
（2）地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれている地点での観測値で

あり、同じ市町村であっても場所によって震度が異なることがあります。また、中高層建物の上層

階では一般に地表より揺れが強くなるなど、同じ建物の中でも、階や場所によって揺れの強さが異

なります。 
 
（3）震度が同じであっても、地震動の振幅（揺れの大きさ）、周期（揺れが繰り返す時の 1 回あたり

の時間の長さ）及び継続時間などの違いや、対象となる建物や構造物の状態、地盤の状況により被

害は異なります。 
 
（4）この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多く見られるものを記

述しており、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあります。また、

それぞれの震度階級で示されている全ての現象が発生するわけではありません。 
 
（5）この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、5 年程度で定期

的に内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・構造物の耐震性の向上等によって実状と合わ

なくなった場合には変更します。 
 
（6）この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副詞・形容詞

を用いています。 
 

用語 意味 
まれに 
わずか 
大半 
ほとんど 

極めて少ない。めったにない。 
数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。 
半分以上。ほとんどよりは少ない。 
全部ではないが、全部に近い。 

が（も）ある、 
が（も）いる 

当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には多くはない

がその数量・程度の概数を表現できかねる場合に使用。 

多くなる 量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。 

さらに多くなる 
 

上記の「多くなる」と同じ意味。下位の階級で上記の「多くなる」が

使われている場合に使用。 
 

※ 気象庁では、アンケート調査などにより得られた震度を公表することがありますが、これらは「震

度○相当」と表現して、震度計の観測から得られる震度と区別しています。 
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●人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 

震度 
階級 

人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

０ 人は揺れを感じないが、地
震計には記録される。 － － 

１ 
屋内で静かにしている人の
中には、揺れをわずかに感
じる人がいる。 

－ － 

２ 
屋内で静かにしている人の
大半が、揺れを感じる。眠
っている人の中には、目を
覚ます人もいる｡ 

電灯などのつり下げ物が、わずか
に揺れる。 － 

３ 

屋内にいる人のほとんど
が、揺れを感じる。歩いて
いる人の中には、揺れを感
じる人もいる。眠っている
人の大半が、目を覚ます。 

棚にある食器類が音を立てること
がある。 電線が少し揺れる。 

４ 
ほとんどの人が驚く。歩い
ている人のほとんどが、揺
れを感じる。眠っている人
のほとんどが、目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大きく揺
れ､棚にある食器類は音を立てる。
座りの悪い置物が、倒れることが
ある。 

電線が大きく揺れる。自動車を運
転していて、揺れに気付く人がい
る。 

５弱 
大半の人が、恐怖を覚え、
物につかまりたいと感じ
る。 

電灯などのつり下げ物は激しく揺
れ､棚にある食器類、書棚の本が落
ちることがある。座りの悪い置物
の大半が倒れる。 
固定していない家具が移動するこ
とがあり、不安定なものは倒れる
ことがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ちる
ことがある。電柱が揺れるのがわ
かる。道路に被害が生じることが
ある｡ 

５強 
大半の人が、物につかまら
ないと歩くことが難しいな
ど、行動に支障を感じる。 

棚にある食器類や書棚の本で、落
ちるものが多くなる。テレビが台
から落ちることがある。固定して
いない家具が倒れることがある。 

窓ガラスが割れて落ちることが
ある。補強されていないブロック
塀が崩れることがある。据付けが
不十分な自動販売機が倒れるこ
とがある。自動車の運転が困難と
なり、停止する車もある。 

６弱 立っていることが困難にな
る。 

固定していない家具の大半が移動
し、倒れるものもある｡ドアが開か
なくなることがある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落
下することがある。 

６強 立っていることができず、
はわないと動くことができ
ない。 
揺れにほんろうされ、動く
こともできず、飛ばされる
こともある。 

固定していない家具のほとんどが
移動し、倒れるものが多くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落
下する建物が多くなる。補強され
ていないブロック塀のほとんど
が崩れる。 

７ 
固定していない家具のほとんどが
移動したり倒れたりし、飛ぶこと
もある｡ 
 

壁のタイルや窓ガラスが破損､落
下する建物がさらに多くなる。補
強されているブロック塀も破損
するものがある。 
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● 木造建物（住宅）の状況 

震度 
階級 

木造建物（住宅） 
耐震性が高い 耐震性が低い 

５弱 － 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることが

ある。 

５強 － 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 

６弱 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることが

ある。 

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 
壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。 
瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。

倒れるものもある。 

６強 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが多く

なる。傾くものや、倒れるものが多くなる。 

７ 壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 
まれに傾くことがある。 傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 

（注 1） 木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高い傾向があり、概

ね昭和 56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降には耐震性が高い傾向がある。しかし、

構法の違いや壁の配置などにより耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決

まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 
（注 2） この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕上壁（ラス、金網下地を

含む）を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタル等が剥離し、落下しやすくなる。 
（注 3） 木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内

陸地震のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。 
 

● 鉄筋コンクリート造建物の状況 

震度 
階級 

鉄筋コンクリート造建物 
耐震性が高い 耐震性が低い 

５強 － 壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が

入ることがある。 

６弱 壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂が入ることがある。 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が

多くなる。 

６強 壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂が多くなる。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X 状のひび

割れ・亀裂がみられることがある。１階あるいは中間

階の柱が崩れ、倒れるものがある。 

７ 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂がさらに多くなる。1 階あるいは中間階

が変形し、まれに傾くものがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X 状のひび

割れ・亀裂が多くなる。１階あるいは中間階の柱が崩

れ、倒れるものが多くなる。 

（注 1） 鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和 56 年（1981 年）

以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降は耐震性が高い傾向がある。しかし、構造形式や平面的、立

面的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まる

ものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 
（注 2） 鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れがみられることが

ある。 
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● 地盤・斜面等の状況 

震度 
階級 地盤の状況 斜面等の状況 

５弱 
亀裂※1 や液状化※2 が生じることがある。 落石やがけ崩れが発生することがある。 

５強 

６弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。 

６強 
大きな地割れが生じることがある。 がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の

崩壊が発生することがある※3。 
７ 

※1 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 
※2 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面からの

泥水の噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が

傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある。 
※3 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。

また、大量の崩壊土砂が土石流化することもある。 
 

● ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の停止 
安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで遮

断装置が作動し、ガスの供給を停止する。 
さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることが

ある※。 

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。 

鉄道の停止、高速道

路の規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、

運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確

認のための基準は、事業者や地域によって異なる。） 

電話等通信の障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネッ

ト等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふく

そう）が起こることがある。 
そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時

に、通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行われる。 

エレベーターの停止 地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全の

ため自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。 

※ 震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止する

ことがある。 
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● 地盤・斜面等の状況 

震度 
階級 地盤の状況 斜面等の状況 

５弱 
亀裂※1 や液状化※2 が生じることがある。 落石やがけ崩れが発生することがある。 

５強 

６弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。 

６強 
大きな地割れが生じることがある。 がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の

崩壊が発生することがある※3。 
７ 

※1 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 
※2 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面からの

泥水の噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が

傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある。 
※3 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。

また、大量の崩壊土砂が土石流化することもある。 
 

● ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の停止 
安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで遮

断装置が作動し、ガスの供給を停止する。 
さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることが

ある※。 

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。 

鉄道の停止、高速道

路の規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、

運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確

認のための基準は、事業者や地域によって異なる。） 

電話等通信の障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネッ

ト等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふく

そう）が起こることがある。 
そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時

に、通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行われる。 

エレベーターの停止 地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全の

ため自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。 

※ 震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止する

ことがある。 
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● 大規模構造物への影響 

長周期地震動※によ

る超高層ビルの揺れ 

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物

に比べて地震時に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長

周期地震動に対しては、ゆっくりとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、

固定の弱いＯＡ機器などが大きく移動し、人も固定しているものにつかまらないと、

同じ場所にいられない状況となる可能性がある。 

石油タンクのスロッ

シング 
長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れ

る現象）が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすること

がある。 

大規模空間を有する

施設の天井等の破

損、脱落 

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体

に大きな被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、

脱落することがある。 

※ 規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、平野部

では地盤の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。 
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資料１４－２  地震情報 
 
１ 緊急地震速報 
 ア 緊急地震速報の発表等 

気象庁は、最大震度５弱以上又は長周期地震動階級３以上の揺れが予想された場合に、震度４

以上又は長周期地震動階級３以上が予想される地域（緊急地震速報で用いる区域）に対し、緊急

地震速報（警報）を発表する。また、最大震度３以上又はマグニチュード３．５以上もしくは長

周期地震動階級１以上等と予想されたときに、緊急地震速報（予報）を発表する。なお、緊急地

震速報（警報）のうち震度６弱以上又は長周期地震動階級４の揺れが予想される場合のものを特

別警報に位置付けている。 
 

注）緊急地震速報は、地震が発生してからその揺れを検知し解析して発表する情報である。解析や

伝達に一定の時間（数秒程度）がかかるため、内陸の浅い場所で地震が発生した場合などにおい

て、震源に近い場所では緊急地震速報の提供が強い揺れの到達に原理的に間に合わない。 
 
 イ 緊急地震速報の伝達 

気象庁は、緊急地震速報を発表し、日本放送協会（NHK）に伝達する。また、テレビ、ラジオ、

携帯電話（緊急速報メール機能）、全国瞬時警報システム（J-ALERT）経由による市区町村の防災

無線等を通して住民に伝達する。 
 
 ウ 緊急地震速報を見聞きした場合に取るべき行動 

緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないため、緊急地震速

報を見聞きしたときは、まずは自分の身の安全を守る行動をとる必要がある。 
 

入手場所 とるべき行動の具体例 

自宅など屋内 

頭を保護し、大きな家具からは離れ、丈夫な机の下などに隠れる。 
＜注意＞ 
・あわてて外へ飛び出さない。 
・その場で火を消せる場合は火の始末、火元から離れている場合は無理して消火

しない。 
・扉を開けて避難路を確保する。 

駅やデパートなど 
の集客施設 

館内放送や係員の指示がある場合は、落ち着いてその指示に従い行動する。 
＜注意＞ 
・あわてて出口・階段などに殺到しない。 
・吊り下がっている照明などの下からは退避する。 

街など屋外 
ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばから離れる。 
ビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、ビルのそばから離れる。 
丈夫なビルのそばであればビルの中に避難する。 

車の運転中 

後続の車が情報を聞いていないおそれがあることを考慮し、あわててスピードを

落とすことはしない。 
ハザードランプを点灯するなどして、まわりの車に注意を促したのち、急ブレー

キは踏まずに、緩やかにスピードを落とす。 
大きな揺れを感じたら、急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全

な方法により道路の左側に停止させる。 
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資料１４－２  地震情報 
 
１ 緊急地震速報 
 ア 緊急地震速報の発表等 

気象庁は、最大震度５弱以上又は長周期地震動階級３以上の揺れが予想された場合に、震度４

以上又は長周期地震動階級３以上が予想される地域（緊急地震速報で用いる区域）に対し、緊急

地震速報（警報）を発表する。また、最大震度３以上又はマグニチュード３．５以上もしくは長

周期地震動階級１以上等と予想されたときに、緊急地震速報（予報）を発表する。なお、緊急地

震速報（警報）のうち震度６弱以上又は長周期地震動階級４の揺れが予想される場合のものを特

別警報に位置付けている。 
 

注）緊急地震速報は、地震が発生してからその揺れを検知し解析して発表する情報である。解析や

伝達に一定の時間（数秒程度）がかかるため、内陸の浅い場所で地震が発生した場合などにおい

て、震源に近い場所では緊急地震速報の提供が強い揺れの到達に原理的に間に合わない。 
 
 イ 緊急地震速報の伝達 

気象庁は、緊急地震速報を発表し、日本放送協会（NHK）に伝達する。また、テレビ、ラジオ、

携帯電話（緊急速報メール機能）、全国瞬時警報システム（J-ALERT）経由による市区町村の防災

無線等を通して住民に伝達する。 
 
 ウ 緊急地震速報を見聞きした場合に取るべき行動 

緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないため、緊急地震速

報を見聞きしたときは、まずは自分の身の安全を守る行動をとる必要がある。 
 

入手場所 とるべき行動の具体例 

自宅など屋内 

頭を保護し、大きな家具からは離れ、丈夫な机の下などに隠れる。 
＜注意＞ 
・あわてて外へ飛び出さない。 
・その場で火を消せる場合は火の始末、火元から離れている場合は無理して消火

しない。 
・扉を開けて避難路を確保する。 

駅やデパートなど 
の集客施設 

館内放送や係員の指示がある場合は、落ち着いてその指示に従い行動する。 
＜注意＞ 
・あわてて出口・階段などに殺到しない。 
・吊り下がっている照明などの下からは退避する。 

街など屋外 
ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばから離れる。 
ビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、ビルのそばから離れる。 
丈夫なビルのそばであればビルの中に避難する。 

車の運転中 

後続の車が情報を聞いていないおそれがあることを考慮し、あわててスピードを

落とすことはしない。 
ハザードランプを点灯するなどして、まわりの車に注意を促したのち、急ブレー

キは踏まずに、緩やかにスピードを落とす。 
大きな揺れを感じたら、急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全

な方法により道路の左側に停止させる。 
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２ 地震情報の種類とその内容 

地震情報の種類 発表基準 内容 

震度速報 
・震度３以上 
 
 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地

域名（全国を約188地域に区分）と地震の揺れの

検知時刻を速報。 

震源に関する 
情報 

・震度３以上 
（津波警報または注意報を発

表した場合は発表しない） 
 

「津波の心配がない」または「若干の海面活動が

あるかもしれないが被害の心配はない」旨を付加

して、地震の発生場所（震源）やその規模（マグ

ニチュード）を発表。 

震源・震度情報 

・震度１以上 
・津波警報・注意報発表または

若干の海面変動が予想され

た時 
・緊急地震速報（警報）発表時 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ

ード）、震度１以上を観測した地点と観測した震

度を発表。それに加えて、震度３以上を観測した

地域名と市町村毎の観測した震度を発表。 
震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手し

ていない地点がある場合は、その市町村・地点名

を発表。 

推計震度 
分布図 

・震度５弱以上 
 
 

観測した各地の震度データをもとに、２５０ｍ 
四方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報

として発表。 

長周期地震動に

関する観測情報 

・震度１以上を観測した地震の

うち長周期地震動階級１以上

を観測した場合 

地域毎の震度の最大値・長周期地震動階級の最大

値のほか、個別の観測点毎に、長周期地震動階級

や長周期地震動の周期別階級等を発表（地震発生

から１０分後程度で１回発表） 

遠地地震に関す

る情報 

国外で発生した地震について

以下のいずれかを満たした場

合等※ 
・マグニチュード 7.0 以上 
・都市部等、著しい被害が発生

する可能性がある地域で規

模の大きな地震を観測した

場合 
※国外で発生した大規模噴火

を覚知した場合にも発表す

ることがある 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を地震発生から概ね３０分以内に

発表。 
日本や国外への津波の影響に関しても記述して

発表※。 
 
※国外で発生した大規模噴火を覚知した場合は

噴火発生から１時間半～２時間程度で発表 

その他の情報 
・顕著な地震の震源要素を更新

した場合や地震が多発した

場合等 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が

多発した場合の震度１以上を観測した地震回数

情報等を発表 
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３ 地震活動に関する解説情報等 
地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び管区・地方気象台等が

関係地方公共団体、報道機関等に提供している資料。 

 
 
 

解説資料等の 
種類 発表基準 内容 

地震解説資料 
（全国速報版・

地域速報版） 以下のいずれかを満たした場合

に、一つの現象に対して一度だけ

発表 
・津波警報・注意報発表時（遠地

地震による発表時除く） 
・熊本県では震度４以上を観測 
（ただし、地震が頻発している場

合、その都度の発表はしない。） 

地震発生後30分程度を目途に、地方公共団体が

初動期の判断のため、状況把握等に活用できる

ように、地震の概要、震度や長周期地震動階級

に関する情報、津波警報や津波注意報等の発表

状況等、及び津波や地震の図情報を取りまとめ

た資料。 
・地震解説資料（全国速報版） 
上記内容について、全国の状況を取りまとめた

資料。 
・地震解説資料（地域速報版） 
上記内容について、発表基準を満たした都道府

県別に取りまとめた資料。 
地震解説資料 
（全国詳細版・

地域詳細版） 

以下のいずれかを満たした場合に

発表するほか、状況に応じて必要

となる続報を適宜発表 
・津波警報・注意報発表時 
・熊本県で震度５弱以上を観測 
・社会的に関心の高い地震が発生 
 

地震発生後１～２時間を目途に、地震や津波の

特徴を解説するため、より詳しい状況等を取り

まとめ、地震解説資料（速報版）の内容に加え

て、防災上の留意事項や地震発生後１～２時間

を目途に第１号を発表する。 
・地震解説資料（全国詳細版） 
地震や津波の特徴を解説するため、防災上の留

意事項やその後の地震活動の見直し、津波や長

周期地震動の観測状況、緊急地震速報の発表状

況、周辺の地域の過去の地震活動など、より詳

しい状況等を取りまとめた資料。 
・地震解説資料（地域詳細版） 
地震解説資料（全国詳細版）発表以降に状況に

応じて必要となる続報を適時発表するととも

に、状況に応じて適切な解説を加えることで、

防災対応を支援する資料（地域の地震活動状況

や応じて、単独で提供されることもある）。 

地震活動図 ・定期（毎月初旬） 
 
 
 

地震・津波に係る災害予想図の作成、その他防

災に係る活動を支援するために、（毎月の都道

府県内及び）その地方の地震活動の状況を取り

まとめた地震活動の傾向等を示す資料。 

週間地震概況 ・定期（毎週金曜） 防災に係る活動を支援するために、週ごとの全

国の震度などを取りまとめた資料。 
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３ 地震活動に関する解説情報等 
地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び管区・地方気象台等が

関係地方公共団体、報道機関等に提供している資料。 

 
 
 

解説資料等の 
種類 発表基準 内容 

地震解説資料 
（全国速報版・

地域速報版） 以下のいずれかを満たした場合

に、一つの現象に対して一度だけ

発表 
・津波警報・注意報発表時（遠地

地震による発表時除く） 
・熊本県では震度４以上を観測 
（ただし、地震が頻発している場

合、その都度の発表はしない。） 

地震発生後30分程度を目途に、地方公共団体が

初動期の判断のため、状況把握等に活用できる

ように、地震の概要、震度や長周期地震動階級

に関する情報、津波警報や津波注意報等の発表

状況等、及び津波や地震の図情報を取りまとめ

た資料。 
・地震解説資料（全国速報版） 
上記内容について、全国の状況を取りまとめた

資料。 
・地震解説資料（地域速報版） 
上記内容について、発表基準を満たした都道府

県別に取りまとめた資料。 
地震解説資料 
（全国詳細版・

地域詳細版） 

以下のいずれかを満たした場合に

発表するほか、状況に応じて必要

となる続報を適宜発表 
・津波警報・注意報発表時 
・熊本県で震度５弱以上を観測 
・社会的に関心の高い地震が発生 
 

地震発生後１～２時間を目途に、地震や津波の

特徴を解説するため、より詳しい状況等を取り

まとめ、地震解説資料（速報版）の内容に加え

て、防災上の留意事項や地震発生後１～２時間

を目途に第１号を発表する。 
・地震解説資料（全国詳細版） 
地震や津波の特徴を解説するため、防災上の留

意事項やその後の地震活動の見直し、津波や長

周期地震動の観測状況、緊急地震速報の発表状

況、周辺の地域の過去の地震活動など、より詳

しい状況等を取りまとめた資料。 
・地震解説資料（地域詳細版） 
地震解説資料（全国詳細版）発表以降に状況に

応じて必要となる続報を適時発表するととも

に、状況に応じて適切な解説を加えることで、

防災対応を支援する資料（地域の地震活動状況

や応じて、単独で提供されることもある）。 

地震活動図 ・定期（毎月初旬） 
 
 
 

地震・津波に係る災害予想図の作成、その他防

災に係る活動を支援するために、（毎月の都道

府県内及び）その地方の地震活動の状況を取り

まとめた地震活動の傾向等を示す資料。 

週間地震概況 ・定期（毎週金曜） 防災に係る活動を支援するために、週ごとの全

国の震度などを取りまとめた資料。 
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４ 南海トラフ地震に関連する情報 
○「南海トラフ地震臨時情報」又は「南海トラフ地震関連解説情報」の２種類の情報名で発表される。 
○「南海トラフ地震臨時情報」には、情報の受け手が防災対応をイメージし、適切に実施できるよ

う、防災対応等を示すキーワードが情報名に付記される。 
○「南海トラフ地震関連解説情報」では、「南海トラフ地震臨時情報」発表後の地震活動や地殻変動

の状況等を発表。また、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における評価結

果もこの情報で発表。 
詳細は表のとおり。 
 

「南海トラフ地震に関連する情報」の種類及び発表条件 
情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震

臨時情報 

○南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な

地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合 
○観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震

関連解説情報 

○観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場合 
○「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を発

表する場合（ただし南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除く） 
※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調査結果を南海

トラフ地震関連解説情報で発表する場合がある 
 
○「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 
 情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報（キーワード）」の形で情報発表する 
発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等 
から５～ 
３０ 分後 

調査中 

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討

会」を開催する場合 
○監視領域内（注１）でマグニチュード ６．８ 以上（注２）の地震（注

３）が発生 
○１カ所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の複数の観測点でもそ

れに関係すると思われる変化が観測され、想定震源域内のプレート境界

で通常と異なるゆっくりすべりが発生している可能性がある場合など、

ひずみ計で南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる変化を

観測 
○その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性の

ある現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認

められる現象を観測 

地震発生等 
から最短で 
２時間後 

巨大地震

警戒 
○想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード（注

４）８．０以上の地震が発生したと評価した場合 

巨大地震

注意 

○監視領域内において、モーメントマグニチュード ７．０ 以上の地震（注

３）が発生したと評価した場合（巨大地震警戒に該当する場合は除く） 
○想定震源域内のプレート境界において、通常と異なるゆっくりすべりが

発生したと評価した場合 
調査終了 ○（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはまらない現象と

評価した場合 

（注１） 南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側 50km 程度までの範囲。 
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（注２）モーメントマグニチュード７．０の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定

誤差を見込み、地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードでＭ６．８以上の地震か

ら調査を開始する。 
（注３）太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。 
（注４）断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計算した

マグニチュード。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震に対

しても、その規模を正しく表せる特徴を持っている。ただし、このマグニチュードを求めるに

は若干時間を要するため、気象庁が地震発生直後に発表する津波警報等や地震情報には、地震

波の最大振幅から求められる気象庁マグニチュードを用いている。 
 
 
資料１５ 台風について 
 
（１）台風とは 

熱帯または亜熱帯地方で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼び、このうち北西太平洋

（東経１８０度より西側の北太平洋および南シナ海等の附属海）にあって中心付近の最大

風速がおよそ１７ｍ/s（風力８）以上になったものを「台風」と呼んでいます。 
台風は、暖かい海面から供給された水蒸気が凝結して雲粒になるとき放出される熱（潜

熱）をエネルギーとして発達します。台風の持つエネルギーは、風に変換されるものだけ

でも日本全国の発電能力（約 1 億５０００万キロワット）の１００倍に相当する巨大なも

のといわれています。しかし、海面や地上との摩擦により絶えずエネルギーを失っており、

仮にエネルギーの供給がなくなれば２～３日で消滅してしまいます。 
台風は、北上すると上空に寒気が流れ込むようになり、次第に台風本来の性質を失って

「温帯低気圧」に変わることがあります。あるいは、熱エネルギーの供給が少なくなり衰

えて「熱帯低気圧」に変わることもあります。上陸した台風が急速に衰えるのは水蒸気の

供給が絶たれ、さらに陸地の摩擦によりエネルギーが失われるからです。 
台風は平均すると１年間に約２５個発生し、そのうちおよそ３個が日本に上陸していま

す。また、平均約１２個の台風が、日本から３００ｋｍ以内に接近しています。九州には

およそ４個が接近しています。 
 

（２）熱帯低気圧及び台風の大きさ・強さの分類 

表１ 熱帯低気圧の分類 
 

最大風速（ｍ/ｓ） 17 未満 17 以上 
分類 熱帯低気圧 台風 

 
表２ 台風の大きさ（平均１５ｍ/ｓ以上の強風域の半径）の表現 

 
強風半径（ｋｍ） 500 未満 500 以上 800 未満 800 以上 

階級 <表現なし> 大型 
（大きい） 

超大型 
（非常に大きい） 

 
表３ 台風の強さ 

 
最大風速（ｍ/ｓ） 17 以上 33 未満 33 以上 44 未満 44 以上 54 未満 54 以上 

階級 ＜表現なし＞ 強い 非常に強い 猛烈な 
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（注２）モーメントマグニチュード７．０の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定

誤差を見込み、地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードでＭ６．８以上の地震か

ら調査を開始する。 
（注３）太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。 
（注４）断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計算した

マグニチュード。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震に対

しても、その規模を正しく表せる特徴を持っている。ただし、このマグニチュードを求めるに

は若干時間を要するため、気象庁が地震発生直後に発表する津波警報等や地震情報には、地震

波の最大振幅から求められる気象庁マグニチュードを用いている。 
 
 
資料１５ 台風について 
 
（１）台風とは 

熱帯または亜熱帯地方で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼び、このうち北西太平洋

（東経１８０度より西側の北太平洋および南シナ海等の附属海）にあって中心付近の最大

風速がおよそ１７ｍ/s（風力８）以上になったものを「台風」と呼んでいます。 
台風は、暖かい海面から供給された水蒸気が凝結して雲粒になるとき放出される熱（潜

熱）をエネルギーとして発達します。台風の持つエネルギーは、風に変換されるものだけ

でも日本全国の発電能力（約 1 億５０００万キロワット）の１００倍に相当する巨大なも

のといわれています。しかし、海面や地上との摩擦により絶えずエネルギーを失っており、

仮にエネルギーの供給がなくなれば２～３日で消滅してしまいます。 
台風は、北上すると上空に寒気が流れ込むようになり、次第に台風本来の性質を失って

「温帯低気圧」に変わることがあります。あるいは、熱エネルギーの供給が少なくなり衰

えて「熱帯低気圧」に変わることもあります。上陸した台風が急速に衰えるのは水蒸気の

供給が絶たれ、さらに陸地の摩擦によりエネルギーが失われるからです。 
台風は平均すると１年間に約２５個発生し、そのうちおよそ３個が日本に上陸していま

す。また、平均約１２個の台風が、日本から３００ｋｍ以内に接近しています。九州には

およそ４個が接近しています。 
 

（２）熱帯低気圧及び台風の大きさ・強さの分類 

表１ 熱帯低気圧の分類 
 

最大風速（ｍ/ｓ） 17 未満 17 以上 
分類 熱帯低気圧 台風 

 
表２ 台風の大きさ（平均１５ｍ/ｓ以上の強風域の半径）の表現 

 
強風半径（ｋｍ） 500 未満 500 以上 800 未満 800 以上 

階級 <表現なし> 大型 
（大きい） 

超大型 
（非常に大きい） 

 
表３ 台風の強さ 

 
最大風速（ｍ/ｓ） 17 以上 33 未満 33 以上 44 未満 44 以上 54 未満 54 以上 

階級 ＜表現なし＞ 強い 非常に強い 猛烈な 
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（３）台風の進路予報 
気象庁では、台風の５日（１２０時間）先までの２４時間刻みの予報を６時間ごとに発

表します（１日（２４時間）先までの１２時間刻みの予報は３時間ごとに発表）。予報の内

容は、各予報時刻の台風の中心位置（予報円の中心と半径）、進行方向と速度、中心気圧、

最大風速、最大瞬間風速、暴風警戒域です。 
白い破線の円は予報円で、台風の中心が到達すると予想される範囲を示しています。予

報した時刻に、この円内に台風の中心が入る確率は７０％です。台風の大きさの変化を表

すものではなく、台風の進路予報の不確実性を表すものです。予報円の外側を囲む赤色の

実線内の領域は暴風警戒域で、台風の中心が予報円内に進んだ場合に５日（１２０時間）

先までに暴風域に入るおそれのある範囲全体を示しています。 
さらに、台風が日本に接近し、影響するおそれがある場合には、台風の位置や強さなど

の実況と１時間後の推定値を１時間ごとに発表するとともに、２４時間先までの３時間刻

みの予報を３時間ごとに発表します。 
 
   台風経路図の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  強風域にも注意して下さい  

１．暴風域の外側には必ず強風域があります。強風域では、平均風速が１５ｍ／ｓ以上の

強い風が吹いていているか、地形の影響などがない場合に、吹く可能性があります。 
２．暴風域や暴風警戒域のない台風でも強風域を伴っています。 
３．暴風域や暴風警戒域のない場合は、予報円のみの表示となります。 
４．強風域は実況のみ図に示されます。暴風警戒域のように予測はされませんので、警報・

注意報、気象情報で示される最大風速や最大瞬間風速を利用してください。 
 
  台風情報は、常に新しいものを使ってください  
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中
神

町
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第
68

3号
平

成
20

年
7月

23
日

62
小

柿
１

(20
3-

2-
04

0)
人

吉
市

中
神

町
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第
68

3号
平

成
20

年
7月

23
日

63
西

門
２

(20
3-

3-
00

1)
人

吉
市

下
原

田
町

土
石

流
○

○
熊

本
県

告
示

第
68

3号
平

成
20

年
7月

23
日

64
西

門
３

(20
3-

3-
00

2)
人

吉
市

下
原

田
町

土
石

流
○

熊
本

県
告

示
第

68
3号

平
成

20
年

7月
23

日
65

上
林

１
(20

3-
3-

00
3)

人
吉

市
上

林
町

瓦
屋

町
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第
68

3号
平

成
20

年
7月

23
日

66
上

林
２

(20
3-

3-
00

4)
人

吉
市

上
林

町
瓦

屋
町

土
石

流
○

○
熊

本
県

告
示

第
68

3号
平

成
20

年
7月

23
日
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人
吉

市

市
町

村
名

町
・大

字
警

戒
特

別
警

戒
告

示
番

号
告

示
年

月
日

備
考

区
域

名
（番

号
）

市
町

村
自

然
現

象
の

種
類

土
砂

災
害

警
戒

区
域

等

67
上

林
３

(20
3-

3-
00

5)
人

吉
市

上
林

町
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第
68

3号
平

成
20

年
7月

23
日

68
合

ノ原
－

１
(20

3-
3-

00
6-

1)
人

吉
市

合
ノ原

町
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第

68
3号

平
成

20
年

7月
23

日
69

合
ノ原

－
２

(20
3-

3-
00

6-
2)

人
吉

市
合

ノ原
町

土
石

流
○

○
熊

本
県

告
示

第
68

3号
平

成
20

年
7月

23
日

70
西

間
下

(20
3-

3-
00

7)
人

吉
市

西
間

上
町

土
石

流
○

○
熊

本
県

告
示

第
68

3号
平

成
20

年
7月

23
日

71
下

戸
越

２
(20

3-
3-

00
8)

人
吉

市
下

戸
越

町
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第
68

3号
平

成
20

年
7月

23
日

72
下

戸
越

３
(20

3-
3-

00
9)

人
吉

市
下

戸
越

町
土

石
流

○
熊

本
県

告
示

第
68

3号
平

成
20

年
7月

23
日

73
麓

町
－

１
(20

3-
1-

04
3-

1)
人

吉
市

麓
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
36

1号
平

成
25

年
3月

29
日

74
麓

町
－

２
(20

3-
1-

04
3-

2)
人

吉
市

麓
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
36

1号
平

成
25

年
3月

29
日

75
田

町
(20

3-
1-

04
4)

人
吉

市
田

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

36
1号

平
成

25
年

3月
29

日
76

波
床

－
１

(20
3-

1-
04

5-
1)

人
吉

市
波

床
町

東
間

下
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
36

1号
平

成
25

年
3月

29
日

77
波

床
－

２
(20

3-
1-

04
5-

2)
人

吉
市

波
床

町
東

間
下

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

36
1号

平
成

25
年

3月
29

日
78

波
床

－
３

(20
3-

1-
04

5-
3)

人
吉

市
東

間
下

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

36
1号

平
成

25
年

3月
29

日
79

波
床

－
４

(20
3-

1-
04

5-
4)

人
吉

市
東

間
下

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

36
1号

平
成

25
年

3月
29

日
80

下
城

本
町

Ａ
(20

3-
1-

01
4)

人
吉

市
下

城
本

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
81

下
城

本
町

(20
3-

1-
01

5)
人

吉
市

城
本

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
82

矢
黒

Ａ
(20

3-
1-

01
6)

人
吉

市
矢

黒
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

83
矢

黒
Ｂ－

１
(20

3-
1-

01
7-

1)
人

吉
市

矢
黒

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
84

矢
黒

Ｂ－
２

(20
3-

1-
01

7-
2)

人
吉

市
矢

黒
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

85
矢

黒
Ｄ

(20
3-

1-
01

8)
人

吉
市

矢
黒

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
86

矢
黒

Ｅ
(20

3-
1-

01
9)

人
吉

市
矢

黒
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

87
矢

黒
Ｆ

(20
3-

1-
02

0)
人

吉
市

矢
黒

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
88

下
戸

越
町

Ａ
(20

3-
1-

02
1)

人
吉

市
下

戸
越

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
89

下
戸

越
町

Ｂ－
１

(20
3-

1-
02

2-
1)

人
吉

市
下

戸
越

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
90

下
戸

越
町

Ｂ－
２

(20
3-

1-
02

2-
2)

人
吉

市
下

戸
越

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
91

下
戸

越
町

Ｄ
(20

3-
1-

02
3)

人
吉

市
下

戸
越

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
92

下
戸

越
町

Ｃ－
１

(20
3-

1-
02

4-
1)

人
吉

市
下

戸
越

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
93

下
戸

越
町

Ｃ－
２

(20
3-

1-
02

4-
2)

人
吉

市
下

戸
越

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
94

下
戸

越
町

Ｅ－
１

(20
3-

1-
02

5-
1)

人
吉

市
下

戸
越

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
95

下
戸

越
町

Ｅ－
２

(20
3-

1-
02

5-
2)

人
吉

市
下

戸
越

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
96

下
永

野
(20

3-
1-

02
6)

人
吉

市
下

永
野

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
97

下
戸

越
町

Ｆ－
１

(20
3-

1-
02

7-
1)

人
吉

市
中

神
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

98
下

戸
越

町
Ｆ－

２
(20

3-
1-

02
7-

2)
人

吉
市

中
神

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
99

矢
黒

Ｊ－
１

(20
3-

1-
03

1-
1)

人
吉

市
矢

黒
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

10
0矢

黒
Ｊ－

２
(20

3-
1-

03
1-

2)
人

吉
市

矢
黒

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
10

1矢
黒

Ｊ－
３

(20
3-

1-
03

1-
3)

人
吉

市
矢

黒
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

－ 161 －

 



人
吉

市

市
町

村
名

町
・大

字
警

戒
特

別
警

戒
告

示
番

号
告

示
年

月
日

備
考

区
域

名
（番

号
）

市
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村
自
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象
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土
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災
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警
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区
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10
2矢

黒
Ｋ

(20
3-

1-
03

2)
人

吉
市

矢
黒

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
10

3上
林

Ｂ－
１

(20
3-

2-
01

4-
1)

人
吉

市
下

城
本

町
上

林
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

10
4上

林
Ｂ－

２
(20

3-
2-

01
4-

2)
人

吉
市

上
林

町
下

城
本

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日

10
5下

城
本

町
Ｃ

(20
3-

2-
02

5)
人

吉
市

下
城

本
町

城
本

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
10

6下
城

本
町

Ｂ－
１

(20
3-

2-
02

6-
1)

人
吉

市
城

本
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

10
7下

城
本

町
Ｂ－

２
(20

3-
2-

02
6-

2)
人

吉
市

城
本

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
10

8矢
黒

Ｃ
(20

3-
2-

02
7)

人
吉

市
矢

黒
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

10
9下

戸
越

町
Ｇ

(20
3-

2-
02

8)
人

吉
市

下
戸

越
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

11
0下

戸
越

町
Ｈ

(20
3-

2-
02

9)
人

吉
市

下
戸

越
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

11
1下

戸
越

町
Ｉ

(20
3-

2-
03

0)
人

吉
市

上
戸

越
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

11
2下

戸
越

町
Ｊ

(20
3-

2-
03

1)
人

吉
市

上
戸

越
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

11
3下

戸
越

町
Ａ

(20
3-

2-
03

2)
人

吉
市

下
永

野
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

11
4下

戸
越

町
Ｂ

(20
3-

2-
03

3)
人

吉
市

下
永

野
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

11
5矢

黒
Ｉ

(20
3-

2-
03

4)
人

吉
市

矢
黒

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
11

6矢
黒

Ｈ
(20

3-
2-

03
5)

人
吉

市
矢

黒
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

11
7矢

黒
Ｇ

(20
3-

2-
03

6)
人

吉
市

矢
黒

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
11

8下
戸

越
町

Ｋ
(20

3-
2-

03
7)

人
吉

市
下

戸
越

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

30
0号

平
成

28
年

3月
18

日
11

9鹿
目

Ｂ
(20

3-
2-

04
8)

人
吉

市
鹿

目
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
3月

18
日

12
0鹿

目
Ｃ

(20
3-

2-
04

9)
人

吉
市

上
戸

越
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
30

0号
平

成
28

年
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仏
頂

Ｂ）
(20

3-
1-

05
2)

人
吉

市
古

仏
頂

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

37
0号

平
成

28
年

3月
25

日
23

7蓑
野

町
Ｂ

(20
3-

1-
05

3)
人

吉
市

西
間

上
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
37

0号
平

成
28

年
3月

25
日

23
8木

地
屋

Ａ
(20

3-
1-

05
4)

人
吉

市
木

地
屋

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

37
0号

平
成

28
年

3月
25

日
23

9木
地

屋
Ｂ

(20
3-

1-
05

5)
人

吉
市

木
地

屋
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
37

0号
平

成
28

年
3月

25
日

24
0寺

尾
池

Ｂ
(20

3-
2-

02
3)

人
吉

市
鬼

木
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
37

0号
平

成
28

年
3月

25
日

24
1寺

尾
池

Ａ
(20

3-
2-

02
4)

人
吉

市
鬼

木
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
37

0号
平

成
28

年
3月

25
日

24
2矢

黒
Ｌ

(20
3-

2-
03

8)
人

吉
市

西
間

下
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
37

0号
平

成
28

年
3月

25
日

24
3西

間
下

（Ｈ
）

(20
3-

2-
03

9)
人

吉
市

西
間

下
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
37

0号
平

成
28

年
3月

25
日

24
4西

間
上

Ｂ-
１

(20
3-

2-
04

0-
1)

人
吉

市
西

間
上

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

37
0号

平
成

28
年

3月
25

日
24

5西
間

上
Ｂ-

２
(20

3-
2-

04
0-

2)
人

吉
市

西
間

上
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
37

0号
平

成
28

年
3月

25
日

24
6西

間
上

Ｆ
(20

3-
2-

04
1)

人
吉

市
西

間
上

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

37
0号

平
成

28
年

3月
25

日
24

7東
間

上
Ｃ-

１
(20

3-
2-

04
2-

1)
人

吉
市

西
間

上
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
37

0号
平

成
28

年
3月

25
日

24
8東

間
上

Ｃ-
２

(20
3-

2-
04

2-
2)

人
吉

市
西

間
上

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

37
0号

平
成

28
年

3月
25

日
24

9西
間

上
Ｄ

(20
3-

2-
04

3)
人

吉
市

西
間

上
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
37

0号
平

成
28

年
3月

25
日

25
0東

間
上

Ｂ
(20

3-
2-

04
4)

人
吉

市
東

間
上

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

37
0号

平
成

28
年

3月
25

日

25
1赤

池
原

町
(20

3-
2-

04
5)

人
吉

市
錦

町
赤

池
原

町
蟹

作
町

西
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

37
0号

平
成

28
年

3月
25

日
錦

町
と重

複

25
2赤

池
水

無
町

-１
(20

3-
2-

04
6-

1)
人

吉
市

赤
池

原
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
37

0号
平

成
28

年
3月

25
日

25
3赤

池
水

無
町

-２
(20

3-
2-

04
6-

2)
人

吉
市

赤
池

原
町

赤
池

水
無

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

37
0号

平
成

28
年

3月
25

日
25

4木
地

屋
町

-１
(20

3-
2-

05
0-

1)
人

吉
市

木
地

屋
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
37

0号
平

成
28

年
3月

25
日

25
5木

地
屋

町
-２

(20
3-

2-
05

0-
2)

人
吉

市
木

地
屋

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

37
0号

平
成

28
年

3月
25

日
25

6大
野

Ｃ-
１

(20
3-

2-
05

7-
1)

人
吉

市
大

野
町

古
仏

頂
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
37

0号
平

成
28

年
3月

25
日

25
7大

野
Ｃ-

２
(20

3-
2-

05
7-

2)
人

吉
市

古
仏

頂
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
37

0号
平

成
28

年
3月

25
日

25
8大

野
Ｄ

(20
3-

2-
05

8)
人

吉
市

古
仏

頂
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
37

0号
平

成
28

年
3月

25
日

25
9蓑

野
町

Ｂ
(20

3-
2-

05
9)

人
吉

市
古

仏
頂

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

37
0号

平
成

28
年

3月
25

日
26

0木
地

屋
Ｄ

(20
3-

2-
06

3)
人

吉
市

木
地

屋
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
37

0号
平

成
28

年
3月

25
日

26
1下

下
須

(56
)

人
吉

市
西

大
塚

町
地

滑
り

○
熊

本
県

告
示

第
21

7号
平

成
29

年
3月

10
日
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人
吉

市

市
町

村
名

町
・大

字
警

戒
特

別
警

戒
告

示
番

号
告

示
年

月
日

備
考

区
域

名
（番

号
）

市
町

村
自

然
現

象
の

種
類

土
砂

災
害

警
戒

区
域

等

26
2与

内
山

(82
)

人
吉

市
瓦

屋
町

合
ノ原

町
地

滑
り

○
熊

本
県

告
示

第
21

7号
平

成
29

年
3月

10
日

26
3大

塚
(12

3)
人

吉
市

大
塚

町
地

滑
り

○
熊

本
県

告
示

第
21

7号
平

成
29

年
3月

10
日

削
除

馬
草

野
(20

3-
1-

00
2)

人
吉

市
上

原
田

町
土

石
流

×
熊

本
県

告
示

第
24

7号
平

成
29

年
3月

31
日

解
除

告
示

削
除

馬
氷

１
(20

3-
2-

00
1)

人
吉

市
上

原
田

町
土

石
流

×
×

熊
本

県
告

示
第

24
7号

平
成

29
年

3月
31

日
解

除
告

示
削

除
馬

氷
２

(20
3-

2-
00

2)
人

吉
市

上
原

田
町

土
石

流
×

×
熊

本
県

告
示

第
24

7号
平

成
29

年
3月

31
日

解
除

告
示

26
4馬

草
野

（2
03

-1
-0

02
）

人
吉

市
山

江
村

上
原

田
町

万
江

土
石

流
○

熊
本

県
告

示
第

25
0号

平
成

29
年

3月
31

日
再

指
定

告
示

山
江

村
と重

複
26

5別
府

２
（5

12
-1

-0
12

)
山

江
村

人
吉

市
万

江
井

ノ口
町

土
石

流
○

熊
本

県
告

示
第

25
0号

平
成

29
年

3月
31

日
再

指
定

告
示

山
江

村
と重

複
26

6別
府

１
（5

12
-1

-0
13

)
山

江
村

人
吉

市
万

江
井

ノ口
町

土
石

流
○

熊
本

県
告

示
第

25
0号

平
成

29
年

3月
31

日
再

指
定

告
示

山
江

村
と重

複
26

7馬
氷

１
（2

03
-2

-0
01

)
人

吉
市

球
磨

村
上

原
田

町
渡

土
石

流
○

○
熊

本
県

告
示

第
25

1号
平

成
29

年
3月

31
日

再
指

定
告

示
球

磨
村

と重
複

26
8馬

氷
２

（2
03

-2
-0

02
)

人
吉

市
球

磨
村

上
原

田
町

渡
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第

25
1号

平
成

29
年

3月
31

日
再

指
定

告
示

球
磨

村
と重

複
26

9上
別

府
（K

-5
12

-0
02

3)
山

江
村

人
吉

市
万

江
井

ノ口
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
50

0号
令

和
3年

5月
25

日
山

江
村

と重
複

27
0合

戦
峰

（K
-5

12
-0

05
3)

山
江

村
人

吉
市

山
田

鬼
木

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

50
0号

令
和

3年
5月

25
日

山
江

村
と重

複
27

1尾
丸

A
（K

-2
03

-0
06

6）
人

吉
市

七
地

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
熊

本
県

告
示

第
84

号
令

和
6年

1月
30

日
27

2尾
曲

C
（K

-2
03

-0
00

5）
 人

吉
市

上
原

田
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
27

3源
内

A
（K

-2
03

-0
00

8）
 人

吉
市

合
ﾉ原

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

27
4源

内
B

（K
-2

03
-0

01
0）

 人
吉

市
合

ﾉ原
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
27

5奥
山

入
B

（K
-2

03
-0

01
1）

 人
吉

市
合

ﾉ原
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
27

6馬
場

C
（K

-2
03

-0
01

3）
 人

吉
市

中
神

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

27
7荒

毛
A

（K
-2

03
-0

01
4）

 人
吉

市
下

原
田

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

27
8荒

毛
B

（K
-2

03
-0

01
5）

 人
吉

市
下

原
田

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

27
9城

本
町

A
（K

-2
03

-0
01

9）
 人

吉
市

下
城

本
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
28

0城
本

町
B

（K
-2

03
-0

02
0）

 人
吉

市
城

本
町

瓦
屋

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

28
1寺

尾
池

C
（K

-2
03

-0
02

3）
 人

吉
市

鬼
木

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

28
2一

二
三

ｹ迫
A

（K
-2

03
-0

02
5）

 人
吉

市
願

成
寺

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

28
3下

浦
田

A
（K

-2
03

-0
02

6）
 人

吉
市

願
成

寺
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
28

4下
浦

田
B

（K
-2

03
-0

02
7）

 人
吉

市
願

成
寺

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

28
5鬼

松
A

（K
-2

03
-0

02
9）

 人
吉

市
願

成
寺

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

28
6鬼

松
B

（K
-2

03
-0

03
0）

 人
吉

市
願

成
寺

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日
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人
吉

市

市
町

村
名

町
・大

字
警

戒
特

別
警

戒
告

示
番

号
告

示
年

月
日

備
考

区
域

名
（番

号
）

市
町

村
自

然
現

象
の

種
類

土
砂

災
害

警
戒

区
域

等

28
7山

仁
田

（K
-2

03
-0

03
1）

 人
吉

市
鹿

目
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
28

8大
野

E
（K

-2
03

-0
03

2）
 人

吉
市

鹿
目

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

28
9上

佐
良

木
谷

A
（K

-2
03

-0
03

7）
 人

吉
市

上
戸

越
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
29

0上
佐

良
木

谷
B

（K
-2

03
-0

03
8）

 人
吉

市
下

戸
越

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

29
1笹

ﾉ淵
（K

-2
03

-0
04

2）
 人

吉
市

上
戸

越
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
29

2西
ﾉ園

（K
-2

03
-0

04
3）

 人
吉

市
矢

黒
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
29

3辻
岡

（K
-2

03
-0

04
5）

 人
吉

市
矢

黒
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
29

4崎
岡

A
（K

-2
03

-0
04

6）
 人

吉
市

矢
黒

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

29
5崎

岡
B

（K
-2

03
-0

04
7）

 人
吉

市
矢

黒
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
29

6瓜
生

迫
A

（K
-2

03
-0

04
8）

 人
吉

市
矢

黒
町

下
永

野
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
29

7上
天

ｹ野
（K

-2
03

-0
05

0）
 人

吉
市

下
永

野
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
29

8矢
黒

Q
（K

-2
03

-0
05

4）
 人

吉
市

矢
黒

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

29
9飛

岩
A

（K
-2

03
-0

05
6）

 人
吉

市
矢

黒
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
30

0飛
岩

B
（K

-2
03

-0
05

7）
 人

吉
市

矢
黒

町
西

間
下

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

30
1蓬

来
ｹ迫

（K
-2

03
-0

05
8）

 人
吉

市
西

間
下

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

30
2七

地
B

（K
-2

03
-0

06
1）

 人
吉

市
七

地
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
30

3富
ｹ尾

町
（K

-2
03

-0
06

2）
 人

吉
市

富
ｹ尾

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

30
4上

原
町

A
（K

-2
03

-0
06

3）
 人

吉
市

上
原

町
原

城
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日

30
5上

原
町

B
（K

-2
03

-0
06

4）
 人

吉
市

上
原

町
浪

床
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日

30
6原

城
A

（K
-2

03
-0

06
5）

 人
吉

市
原

城
町

浪
床

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

30
7天

道
ｹ尾

A
（K

-2
03

-0
06

7）
 人

吉
市

七
地

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

30
8清

明
A

（K
-2

03
-0

06
8）

 人
吉

市
七

地
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
30

9笹
原

A
（K

-2
03

-0
07

1）
 人

吉
市

浪
床

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

31
0尾

丸
B

（K
-2

03
-0

07
2）

 人
吉

市
七

地
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
31

1久
保

（K
-2

03
-0

07
3）

 人
吉

市
七

地
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
31

2笹
原

B
（K

-2
03

-0
07

5）
 人

吉
市

浪
床

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

31
3東

間
下

町
A

（K
-2

03
-0

07
9）

 人
吉

市
東

間
下

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

85
号

令
和

6年
1月

30
日

31
4曲

度
（K

-2
03

-0
08

0）
 人

吉
市

七
地

町
蟹

作
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
85

号
令

和
6年

1月
30

日
31

5大
柿

2
（D

-2
03

-0
00

4）
人

吉
市

中
神

町
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第
93

号
令

和
6年

2月
2日

31
6大

柿
3

（D
-2

03
-0

00
5）

人
吉

市
中

神
町

土
石

流
○

○
熊

本
県

告
示

第
93

号
令

和
6年

2月
2日

31
7段

山
（D

-2
03

-0
00

8）
人

吉
市

中
神

町
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第
93

号
令

和
6年

2月
2日
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人
吉

市

市
町

村
名

町
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字
警

戒
特

別
警

戒
告

示
番

号
告

示
年

月
日

備
考

区
域

名
（番

号
）

市
町

村
自

然
現

象
の

種
類

土
砂

災
害

警
戒

区
域

等

31
8西

瀬
2

（D
-2

03
-0

01
3）

人
吉

市
矢

黒
町

土
石

流
○

○
熊

本
県

告
示

第
93

号
令

和
6年

2月
2日

31
9合

ﾉ原
2

（D
-2

03
-0

01
7）

人
吉

市
瓦

屋
町

合
ﾉ原

町
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第

93
号

令
和

6年
2月

2日
32

0西
間

下
2

（D
-2

03
-0

01
8）

人
吉

市
西

間
下

町
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第
93

号
令

和
6年

2月
2日

32
1西

間
下

3
（D

-2
03

-0
01

9）
人

吉
市

西
間

上
町

西
間

下
町

土
石

流
○

○
熊

本
県

告
示

第
93

号
令

和
6年

2月
2日

32
2鹿

目
（D

-2
03

-0
02

2）
人

吉
市

鹿
目

町
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第
93

号
令

和
6年

2月
2日

32
3上

永
野

2
（D

-2
03

-0
03

0）
人

吉
市

上
永

野
町

土
石

流
○

○
熊

本
県

告
示

第
93

号
令

和
6年

2月
2日

32
4田

野
（D

-2
03

-0
03

6）
人

吉
市

田
野

町
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第
93

号
令

和
6年

2月
2日

32
5上

永
野

3
（D

-2
03

-0
04

6）
人

吉
市

上
永

野
町

土
石

流
○

○
熊

本
県

告
示

第
93

号
令

和
6年

2月
2日

32
6広

瀬
（D

-2
03

-0
04

9）
人

吉
市

木
地

屋
町

土
石

流
○

○
熊

本
県

告
示

第
93

号
令

和
6年

2月
2日

32
7大

畑
（D

-2
03

-0
05

0）
人

吉
市

大
畑

町
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第
93

号
令

和
6年

2月
2日

32
8紫

笠
4

（D
-2

03
-0

05
2）

人
吉

市
大

畑
町

土
石

流
○

○
熊

本
県

告
示

第
93

号
令

和
6年

2月
2日

32
9下

2
（D

-2
03

-0
06

2）
人

吉
市

矢
岳

町
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

33
0中

3
（D

-2
03

-0
06

3）
人

吉
市

矢
岳

町
土

石
流

○
○

熊
本

県
告

示
第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

33
1上

田
代

A
（K

-2
03

-0
16

4）
人

吉
市

上
田

代
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

33
2上

田
代

B
（K

-2
03

-0
16

5）
人

吉
市

上
田

代
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

33
3大

畑
G

（K
-2

03
-0

16
6）

人
吉

市
大

畑
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

33
4大

畑
H

（K
-2

03
-0

16
7）

人
吉

市
大

畑
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

33
5大

塚
A

（K
-2

03
-0

17
4）

人
吉

市
西

大
塚

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

11
2号

令
和

6年
2月

6日
33

6大
塚

B
（K

-2
03

-0
17

5）
人

吉
市

西
大

塚
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

33
7大

塚
C

（K
-2

03
-0

17
7）

人
吉

市
西

大
塚

町
東

大
塚

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

11
2号

令
和

6年
2月

6日
33

8大
塚

D
（K

-2
03

-0
17

8）
人

吉
市

東
大

塚
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

33
9大

塚
E

（K
-2

03
-0

17
9）

人
吉

市
東

大
塚

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

11
2号

令
和

6年
2月

6日
34

0大
塚

F
（K

-2
03

-0
18

0）
人

吉
市

東
大

塚
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

34
1大

畑
I

（K
-2

03
-0

18
9）

人
吉

市
大

畑
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

34
2西

大
塚

B
（K

-2
03

-0
19

3）
人

吉
市

西
大

塚
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

34
3西

大
塚

C
（K

-2
03

-0
19

7）
人

吉
市

西
大

塚
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

34
4東

大
塚

C
（K

-2
03

-0
20

0）
人

吉
市

東
大

塚
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

34
5東

大
塚

D
（K

-2
03

-0
20

2）
人

吉
市

東
大

塚
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

34
6東

大
塚

E
（K

-2
03

-0
20

3）
人

吉
市

東
大

塚
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

34
7東

大
塚

F
（K

-2
03

-0
20

5）
人

吉
市

東
大

塚
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

34
8矢

岳
A

（K
-2

03
-0

20
6）

人
吉

市
矢

岳
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

34
9矢

岳
B

（K
-2

03
-0

20
9）

人
吉

市
矢

岳
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

35
0矢

岳
C

（K
-2

03
-0

21
0）

人
吉

市
矢

岳
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

35
1矢

岳
D

（K
-2

03
-0

21
1）

人
吉

市
矢

岳
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日
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35
2矢

岳
E

（K
-2

03
-0

21
4）

人
吉

市
矢

岳
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

35
3東

大
塚

G
（K

-2
03

-0
21

6）
人

吉
市

東
大

塚
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

35
4東

大
塚

H
（K

-2
03

-0
21

7）
人

吉
市

東
大

塚
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

35
5東

大
塚

I
（K

-2
03

-0
21

8）
人

吉
市

東
大

塚
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

35
6東

大
塚

J
（K

-2
03

-0
21

9）
人

吉
市

東
大

塚
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

35
7矢

岳
F

（K
-2

03
-0

22
1）

人
吉

市
矢

岳
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

35
8矢

岳
G

（K
-2

03
-0

22
3）

人
吉

市
矢

岳
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

35
9西

大
塚

D
（K

-2
03

-0
22

4）
人

吉
市

西
大

塚
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

36
0大

畑
J

（K
-2

03
-0

22
5）

人
吉

市
大

畑
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
11

2号
令

和
6年

2月
6日

36
1無

田
の

原
（D

-5
01

-0
00

7）
錦

町
人

吉
市

西
七

地
町

土
石

流
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

2号
令

和
6年

2月
13

日
再

指
定

告
示

錦
町

と重
複

36
2糸

原
C

（K
-5

13
-0

03
8）

球
磨

村
人

吉
市

渡
上

原
田

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
3号

令
和

6年
2月

13
日

球
磨

村
と重

複
36

3下
漆

田
D

（K
-2

03
-0

11
5）

人
吉

市
下

漆
田

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
熊

本
県

告
示

第
13

4号
令

和
6年

2月
13

日
36

4西
間

上
I

（K
-2

03
-0

08
1）

 人
吉

市
西

間
上

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

36
5東

間
上

D
（K

-2
03

-0
08

2）
 人

吉
市

東
間

上
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
36

6蟹
作

B
（K

-2
03

-0
08

3）
 人

吉
市

蟹
作

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

36
7蟹

作
A

（K
-2

03
-0

08
4）

 人
吉

市
蟹

作
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
36

8七
地

A
（K

-2
03

-0
08

5）
 人

吉
市

七
地

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

36
9蟹

作
C

（K
-2

03
-0

08
7）

 人
吉

市
蟹

作
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
37

0丸
岩

A
（K

-2
03

-0
08

8）
 人

吉
市

鹿
目

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

37
1丸

岩
B

（K
-2

03
-0

08
9）

 人
吉

市
鹿

目
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
37

2丸
岩

C
（K

-2
03

-0
09

0）
 人

吉
市

鹿
目

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

37
3鹿

目
D

（K
-2

03
-0

09
2）

 人
吉

市
鹿

目
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
37

4上
永

野
A

（K
-2

03
-0

09
9）

 人
吉

市
上

永
野

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

37
5西

間
上

C
（K

-2
03

-0
10

2）
 人

吉
市

西
間

上
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
37

6西
間

上
H

（K
-2

03
-0

10
3）

 人
吉

市
西

間
上

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

37
7赤

池
水

無
B

（K
-2

03
-0

11
1）

 人
吉

市
赤

池
水

無
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
37

8赤
池

水
無

C
（K

-2
03

-0
11

2）
 人

吉
市

赤
池

水
無

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

37
9下

漆
田

A
（K

-2
03

-0
11

9）
 人

吉
市

下
漆

田
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
38

0下
漆

田
B

（K
-2

03
-0

12
0）

 人
吉

市
下

漆
田

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

38
1下

漆
田

C
（K

-2
03

-0
12

1）
 人

吉
市

下
漆

田
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
38

2上
漆

田
D

（K
-2

03
-0

12
2）

 人
吉

市
上

漆
田

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

38
3上

漆
田

A
（K

-2
03

-0
12

3）
 人

吉
市

上
漆

田
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
38

4上
漆

田
B

（K
-2

03
-0

12
4）

 人
吉

市
上

漆
田

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

38
5上

漆
田

C
（K

-2
03

-0
12

6）
 人

吉
市

上
漆

田
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
38

6永
葉

A
（K

-2
03

-0
13

3）
 人

吉
市

上
永

野
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
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人
吉

市

市
町

村
名

町
・大

字
警

戒
特

別
警

戒
告

示
番

号
告

示
年

月
日

備
考

区
域

名
（番

号
）

市
町

村
自

然
現

象
の

種
類

土
砂

災
害

警
戒

区
域

等

38
7永

葉
B

（K
-2

03
-0

13
4）

 人
吉

市
上

永
野

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

38
8木

地
屋

F
（K

-2
03

-0
13

7）
 人

吉
市

木
地

屋
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
38

9木
地

屋
G

（K
-2

03
-0

13
8）

 人
吉

市
木

地
屋

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

39
0木

地
屋

H
（K

-2
03

-0
14

0）
 人

吉
市

木
地

屋
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
39

1赤
池

水
無

A
（K

-2
03

-0
14

6）
 人

吉
市

赤
池

水
無

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

39
2上

田
代

D
（K

-2
03

-0
15

5）
 人

吉
市

上
田

代
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
39

3大
畑

麓
町

E
（K

-2
03

-0
15

7）
 人

吉
市

大
畑

麓
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
39

4大
畑

F
（K

-2
03

-0
15

8）
 人

吉
市

大
畑

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

39
5小

川
内

A
（K

-2
03

-0
15

9）
 人

吉
市

大
畑

麓
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
39

6小
川

内
B

（K
-2

03
-0

16
1）

 人
吉

市
大

畑
麓

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

39
7小

川
内

C
（K

-2
03

-0
16

2）
 人

吉
市

大
畑

麓
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
39

8上
田

代
C

（K
-2

03
-0

16
3）

 人
吉

市
上

田
代

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

13
5号

令
和

6年
2月

13
日

39
9下

漆
田

E
（K

-2
03

-0
22

2）
 人

吉
市

下
漆

田
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
13

5号
令

和
6年

2月
13

日
40

0高
塚

開
拓

（J
-2

03
-3

00
1）

人
吉

市
木

地
屋

町
上

永
野

町
地

滑
り

○
熊

本
県

告
示

第
14

1号
令

和
6年

2月
16

日
40

1下
小

野
（J

-2
03

-3
00

2）
人

吉
市

西
大

塚
町

地
滑

り
○

熊
本

県
告

示
第

14
1号

令
和

6年
2月

16
日

40
2桑

木
津

留
（J

-2
03

-3
00

3）
人

吉
市

東
大

塚
町

地
滑

り
○

熊
本

県
告

示
第

14
1号

令
和

6年
2月

16
日

40
3西

間
上

G
（K

-2
03

-0
10

1）
人

吉
市

西
間

上
町

急
傾

斜
地

の
崩

壊
○

○
熊

本
県

告
示

第
18

0号
令

和
6年

2月
26

日
40

4木
地

屋
E

（K
-2

03
-0

14
2）

人
吉

市
木

地
屋

町
急

傾
斜

地
の

崩
壊

○
○

熊
本

県
告

示
第

18
0号

令
和

6年
2月

26
日

※
指

定
に

係
る

公
示

図
書

に
つ

い
て

は
、

熊
本

県
土

木
部

河
川

港
湾

局
砂

防
課

、
球

磨
地

域
振

興
局

土
木

部
及

び
人

吉
市

役
所

防
災

課
で

縦
覧

で
き

ま
す

。
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資料１７ 急傾斜地崩壊危険区域一覧表 
 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の

規定に基づき、熊本県知事が指定した当市における急傾斜地崩壊危険区域は、次表のとおりで

ある。 
 

指定 
番号 

地区名 
所    在    地 面積 

（ha） 
指定年月日 

市 町 大字 字 

2 田町 人吉 田  田町・富ヶ尾 1.81 Ｓ45.3.17 

13 城本 〃 城本  城本・鳥岡 3.61 Ｓ47.6.24 

84 麓 〃 麓・富ヶ野   1.29 Ｓ52.3.29 

136 浪床 〃 東間下・東間上・田・浪床  小宇土・前田・大打添・田・切通 7.19 Ｓ54.4.24 

139 瓦屋 〃 瓦屋  鷹木・尾原 1.13 〃 

140 灰久保 〃 西間下  有瀬 0.35 〃 

141 西間下 〃 西間下  落水 0.53 〃 

754 古仏頂 〃 古仏頂  渕上 1.79 H 8 . 3 . 2 9 

887 木地屋(B) 〃 木地屋  高畑 2.19 H 1 6 . 2 . 2 5 

888 中神 〃 中神   2.90 H 1 6 . 2 . 2 5 

922 西間下(F) 〃 西間下  高見 0.65 H 1 9 . 3 . 2 8 

923 今山 〃 古仏頂  今山 0.85 〃 

968 井ノ口町 〃 井ノ口  荒宗田外 1.91 H 2 4 . 1 . 2 7 

計 １３ 箇 所 26.20  

 
 
資料１８ 地すべり防止区域一覧表 
 

地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の規定に基づき、国土交通大臣

が指定した当市における地すべり防止区域は、次表のとおりである。 
 
箇所 
番号 区 域 名 所 在 地 面積ｈa 所  轄 指  定 

１ 下 下 須 西大塚町 ９．４ 国土交通省 ○ 

２ 与 内 山 瓦屋町与内山 ６．２ 〃 ○ 
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資料２０ 崩壊土砂流出危険地区一覧表
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　　　　　　　　　異常な現象の種類ごとに指定。

L1 L2 支川

1 人吉東小学校 七日町100-1 ○ × 〇 ○ ○ ○ ○ Ｌ２の浸水想定区域に所在

2 第一中学校 土手町36-3 ○ × 〇 ○ ○ ○ ○ Ｌ２の浸水想定区域に所在

3 人吉高校グラウンド 北泉田町350 ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○

4 梢山地区多目的グラウンド 鬼木町1769-15 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 応急仮設住宅が所在

5 人吉城跡ふるさと歴史の広場 麓町22-1 × × 〇 ○ ○ ○ ○ 球磨川のＬ１とＬ２の浸水想定区域
に所在

6 中小企業大学校グラウンド 鬼木町1769-1 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

7 人吉西小学校 城本町873 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

8 東西コミュニティセンター 城本町1088 〇 × × ○ ○ ○ ○ Ｌ２と山田川の浸水想定区域に所在

9 球磨工業高校グラウンド 城本町800 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

10 東間小学校 東間下町2683 ○ ○ 〇 × ○ ○ ○ 校舎・体育館の一部が土砂災害警戒
区域に所在

11 　　〃　　グラウンド 東間下町2683 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

12 保健センター 西間下町118-1 ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○

13 東間コミュニティセンター 蟹作町1531-1 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

14 川上哲治記念球場 蟹作町1531-1 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

15 田野活性化センター 田野町3392-2 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

16 大畑小学校 大畑町4097 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

17 第三中学校 上田代町2008 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

18 大畑コミュニティセンター 大畑町4071-2 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 体育館は施設の老朽化に伴い使用不可

19 西瀬小学校 下戸越町1654-1 ○ × 〇 × ○ ○ ○ Ｌ２の浸水想定区域に所在
体育館は土砂災害警戒区域に所在

20 　　〃　　グラウンド 下戸越町1654-1 ○ × 〇 ○ ○ ○ ○ Ｌ２の浸水想定区域に所在

21 西瀬コミュニティセンター 下戸越町1678-1 ○ × 〇 ○ ○ ○ ○ Ｌ２の浸水想定区域に所在

22 西瀬コミュニティセンター鹿目分館 鹿目町2515 ○ ○ 〇 ○ × ○ ○ 昭和５６年以前建築

23 カルチャーパレス 下城本町1578-1 〇 × 〇 ○ ○ ○ ○ Ｌ２の浸水想定区域に所在

24 人吉スポーツパレス 下城本町1566-1 ○ × 〇 ○ ○ ○ ○ Ｌ２の浸水想定区域に所在

25 中原小学校 中神町字段548 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

26 第二中学校 上林町622 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

27 中原コミュニティセンター 下原田町字荒毛
2136 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

28 人吉市第一市民運動広場 上原田町字牛塚
1883-1 〇 × × ○ ○ ○ ○ Ｌ２と万江川の浸水想定区域に所在

資料21　避難場所・避難所一覧表

指定緊急避難場所：災害の危険から緊急に逃れるための避難場所（建物とは限らない）のこと。

　　　　　　　　　※災害対策基本法第４９条の４～第４９条の６

名称 所在地
異常な現象の種類

備考土砂
災害 地震 大規模

火災
火山
現象

洪水
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L1 L2 支川

1 人吉東小学校 七日町100-1 400 ○ × 〇 ○ ○ ○ ○ Ｌ２の浸水想定区域に所在

2 第一中学校 土手町36-3 400 ○ × 〇 ○ ○ ○ ○ Ｌ２の浸水想定区域に所在

3 人吉商工会議所 南泉田町3-3 100 ○ × × ○ ○ ○ ○ Ｌ２と山田川の浸水想定区域に所在

4 人吉高校 北泉田町350 450 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

5 中小企業大学校 鬼木町1769-1 50 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

6 人吉西小学校 城本町873 250 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

7 球磨工業高校 城本町800 250 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

8 東間小学校 東間下町2683 300 ○ ○ 〇 × ○ ○ ○ 校舎・体育館の一部が土砂災害警戒区域
に所在

9 保健センター 西間下町118-1 90 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 東間コミュニティセンター 蟹作町1531-1 100 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

11 田野活性化センター 田野町3392-2 70 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

12 大畑小学校 大畑町4097 300 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

13 第三中学校 上田代町2008 300 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

14 大畑コミュニティセンター 大畑町4071-2 200 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 体育館は施設の老朽化に伴い使用不可

15 西瀬小学校 下戸越町1654-1 300 ○ × 〇 × ○ ○ ○ Ｌ２の浸水想定区域に所在
体育館は土砂災害警戒区域に所在

16 西瀬コミュニティセンター 下戸越町1678-1 65 ○ × 〇 ○ ○ ○ ○ Ｌ２の浸水想定区域に所在

17 西瀬コミュニティセンター
鹿目分館 鹿目町2515 60 ○ ○ 〇 ○ × ○ ○ 昭和５６年以前建築

18 人吉スポーツパレス 下城本町1566-1 1,000 ○ × 〇 ○ ○ ○ ○ Ｌ２の浸水想定区域に所在

19 中原小学校 中神町字段548 300 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

20 第二中学校 上林町622 600 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

21 中原コミュニティセンター 下原田町字荒毛
2136 100 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○

※各種感染症の流行期における受入可能人数は、２／３を乗じた値の一の位を切り捨てた値を受入可能人数とする。
※Ｌ１とは計画規模の降雨を想定したもので、１００年に１回程度の割合で発生する降雨量を想定したもので、河川整備など洪水防御に関する計画の
　基本となる降雨です。
※Ｌ２とは想定最大規模の降雨を想定したもので、１，０００年に１回程度の割合で発生する降雨量を想定しているものです。（周期的な発生を意味
　するものでなく１／１，０００を意味するものです。１，０００年の間にその規模に相当する降雨が複数回、又は連続して発生することもあります。

大規模
火災

火山
現象

指定避難所：災害発生時に、被災者が避難、一時的に滞在するための避難所。
　　　　　　※災害対策基本法第４９条の７～第４９条の９

名称 所在地 受入可
能人員

異常な現象の種類
備考土砂

災害 地震
洪水
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L1 L2
1 上新町 観音寺 100 ○ ○ ○ ○ ○
2 下新町 上下新町みんなの家 15 × × ○ ○ ○
3 南願成寺町地域学習センター 50 ○ ○ ○ ○ ○
4 観音寺 100 ○ ○ ○ ○ ○
5 北願成寺町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
6 願成寺 100 ○ ○ ○ ○ ○
7 南泉田町 大信寺 100 〇 × ○ ○ ○
8 北泉田町 北泉田町内会館 15 〇 × ○ ○ ○
9 鬼木町 鬼木町内会館 50 〇 × ○ ○ ○

10 七日町 七日町町内会館 50 × × ○ ○ ○
11 五日町 五日町会館（若宮神社） 50 × × ○ ○ ○
12 二日町 人吉東小学校 ○ × ○ ○ ○
13 九日町 人吉東小学校 ○ × ○ ○ ○
14 大工町 人吉東小学校 ○ × ○ ○ ○
15 紺屋町 人吉東小学校 ○ × ○ ○ ○
16 鍛冶屋町会館 25 × × ○ ○ ○ 人吉東小学校
17 丸恵本館 30 〇 × ○ ○ ○ 人吉東小学校
18 新町 保健センター 80 ○ × ○ ○ ○
19 林鹿寺 100 〇 × ○ ○ ○ 保健センター
20 瑞祥寺 100 ○ ○ ○ ○ ○ 保健センター
21 南寺町 保健センター ○ 〇 ○ ○ ○
22 浪床町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
23 東林寺 50 〇 〇 〇 〇 〇
24 保健センター 〇 〇 〇 〇 〇
25 井ノ口町 井ノ口町地域学習センター 50 ○ ○ ○ ○ ○
26 合ノ原町 合ノ原町公民館 30 ○ ○ ○ ○ ○
27 瓦屋町 修成館 50 〇 × ○ ○ ○ 人吉西小学校

28 鶴田町 鶴田町内会館 50 〇 × ○ ○ ○ 人吉西小学校 ・人吉西小学校
・球磨工業高校 人吉西小学校

29 城本町 修成館・あやめ広場団地集会所 50 〇 × ○ ○ ○ 人吉西小学校
30 駒井田町 駒井田町内会館 100 × × ○ ○ ○ 人吉西小学校
31 上青井町 青井幼稚園・モナコパレス立体駐車場 100 × × ○ ○ ○ 人吉西小学校
32 中青井町 青井幼稚園・モナコパレス立体駐車場 100 × × ○ ○ ○ 人吉西小学校
33 下青井町 青井幼稚園・モナコパレス立体駐車場 100 × × ○ ○ ○ 人吉西小学校
34 西間上町 西間上町公民館 30 ○ ○ ○ ○ ○
35 西間下町 西間下町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
36 東間上町 東間上町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
37 東間下町 東間下町公民館 40 ○ ○ ○ ○ ○
38 浪床町 浪床町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
39 七地町 七地町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
40 蓑野町 蓑野町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
41 蟹作町 蟹作町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
42 赤池原町 赤池原町公民館 30 ○ ○ ○ ○ ○
43 赤池水無町 赤池水無町公民館 20 ○ ○ ○ ○ ○
44 赤池水無町外園 赤池水無町外園公民館 20 ○ ○ ○ ○ ○
45 古仏頂町 古仏頂町公民館 20 ○ ○ ○ ○ ○
46 木地屋町 木地屋公民館 25 ○ ○ ○ ○ ○
47 東大塚町桑木津留 東間コミセン ○ ○ ○ ○ ○
48 大塚町 東間コミセン ○ ○ ○ ○ ○
49 田野町 田野活性化センター 70 ○ ○ ○ ○ ○

南願成寺町

北願成寺町

鍛冶屋町

・人吉東小学校
・人吉高校
・中小企業大学校

・保健センター
・第一中学校

・東間コミセン
・東間小学校

・東間コミセン
・田野活性化センター

麓町

田町

・保健センター
・第一中学校

自主避難所：居宅周辺で被害が発生する恐れがあるときなどに、自主的に避難できる避難所。
　　　　　　町内会の判断や、市の要請により開設される避難所。車中避難もあるため建物とは限らない。
　　　　　　※高齢者等避難等が発令された時には、別の指定避難所への移動が必要となる。

町名 自主避難所
受入
可能
人員

異常な現象の種類
代替施設 指定避難所 災害対策支部詰所土砂

災害
大規模
火災

火山
現象

洪水

保健センター

人吉西小学校

保健センター

東間コミセン

・人吉西小学校
・球磨工業高校

・人吉西小学校
・球磨工業高校

人吉西小学校

人吉東小学校
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L1 L2
町名 自主避難所

受入
可能
人員

異常な現象の種類
代替施設 指定避難所 災害対策支部詰所土砂

災害
大規模
火災

火山
現象

洪水

50 上漆田町 上漆田町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
51 下漆田町 下漆田町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
52 東漆田町 東漆田公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
53 上田代町 上田代町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
54 下田代町 下田代公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
55 大畑町 大畑町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
56 大畑麓町 大畑麓町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
57 大畑麓町小川内 大畑コミセン ○ ○ ○ ○ ○
58 大野町 大野町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
59 矢岳町 岳寿館 50 ○ ○ × ○ ○ 大畑コミセン
60 宝来町 人吉スポーツパレス ○ × ○ ○ ○ 第二中学校
61 相良町 人吉スポーツパレス ○ × ○ ○ ○
62 上薩摩瀬町 人吉スポーツパレス ○ × ○ ○ ○ 第二中学校
63 下薩摩瀬町 人吉スポーツパレス ○ × ○ ○ ○ 第二中学校
64 下城本町 下城本町公民館 50 〇 × ○ ○ ○ 人吉スポーツパレス
65 矢黒町 矢黒公民館 30 〇 × ○ ○ ○
66 永野町 永野町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
67 上戸越町 上戸越町公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
68 下戸越町 下戸越町公民館 50 〇 × ○ ○ ○ 西瀬コミセン
69 鹿目町 西瀬コミセン鹿目分館 50 ○ ○ ○ ○ ○ ・西瀬コミセン鹿目分館
70 上林町一区 上林町一区地域学習センター 50 ○ ○ ○ ○ ○
71 上林町二区 上林町二区公民館 50 〇 × ○ ○ ○ 人吉スポーツパレス
72 中林町 人吉スポーツパレス ○ × ○ ○ ○ 第二中学校
73 下林町前村 人吉スポーツパレス ○ × ○ ○ ○ 第二中学校
74 下林町仮屋 人吉スポーツパレス ○ × ○ ○ ○ 第二中学校
75 人吉スポーツパレス ○ × ○ ○ ○ 第二中学校
76 中原小学校 〇 〇 〇 〇 〇
77 温泉町 人吉スポーツパレス ○ × ○ ○ ○ 第二中学校
78 中神町字城本 中神町城本地域学習センター 50 ○ × ○ ○ ○
79 中神町字大柿 中原小学校 ○ ○ ○ ○ ○
80 中神町字小柿 小柿公民館 50 × × ○ ○ ○ 西瀬コミセン ・西瀬コミセン 西瀬コミセン
81 中神町字段 段地域学習センター 50 ○ ○ ○ ○ ○ ・中原小学校 中原小学校
82 中神町字段山 西瀬コミセン鹿目分館 50 ○ ○ ○ ○ ○ ・西瀬コミセン鹿目分館 西瀬コミセン
83 中神町字馬場 中神町馬場公会堂 50 ○ ○ ○ ○ ○
84 下原田町字瓜生田 瓜生田地域学習センター 50 ○ × ○ ○ ○
85 下原田町字西門 西門地域学習センター 50 ○ × ○ ○ ○
86 下原田町字堀 堀町内公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
87 下原田町字荒毛 中原コミセン ○ ○ ○ ○ ○
88 下原田町字羽田 羽田公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
89 下原田町字上野 中原コミセン ○ ○ ○ ○ ○
90 下原田町字嵯峨里 嵯峨里公民館 50 ○ ○ ○ ○ ○
91 上原田町字上原 上原町内会館 30 ○ ○ ○ ○ ○
92 上原田町字牛塚 牛塚公民館 30 ○ ○ ○ ○ ○
93 上原田町字尾崎 尾崎公民館 30 ○ ○ ○ ○ ○
94 上原田町字菖蒲 上原田活性化センター 50 ○ ○ ○ ○ ○
95 上原田町字馬草野 上原田活性化センター 50 ○ ○ ○ ○ ○
96 上原田町字尾曲 上原田活性化センター 50 ○ ○ ○ ○ ○

※指定避難所を自主避難所としている施設の受入可能人員は、各種感染症の状況により受入可能人数が異なるため空欄とする。詳しくは前頁の指定避難所を確認。
※モナコパレス立体駐車場は一時避難場所であるが、町内より使用したいと要望があったため、青井幼稚園と併記している。
※コミセンは、コミュニティセンターのことを指す。

中原小学校

・中原小学校 中原小学校

西瀬コミセン
・西瀬コミセン
・保健センター

・人吉スポーツパレス
・第二中学校 人吉スポーツパレス

・中原小学校

下林町二区

・大畑コミセン
・大畑小学校
・第三中学校

大畑コミセン

・人吉スポーツパレス
・第二中学校 人吉スポーツパレス

- 176 -

- 177 - 

資料２２ ヘリコプター発着予定地一覧表 
 

発着予定地名称 所 在 地 予定地面積 
（たて×よこｍ） 備    考 

第 一 中 学 校 土手町 36-3 １００×１００ 13,086 ㎡ 県球磨地域振興局に隣接 

第 二 中 学 校 上林町 622 ９０×９０ 28,686 ㎡ 高台に所在し 東方に山あり 

人 吉 東 小 学 校 七日町 100-1 １１０×６０ 14,260 ㎡ 市街地に所在 

人 吉 西 小 学 校 城本町 873 ８０×１００ 15,744 ㎡ 高台(村山)に所在 

東 間 小 学 校 東間下町 2683 ７０×７０ 16,934 ㎡  

大 畑 小 学 校   大畑町 4097 ７０×７０ 7,939 ㎡  

西 瀬 小 学 校 下戸越町 1654-1 ８０×５０ 10,642 ㎡ 東方、西方に山あり 

中 原 小 学 校 中神町段 548 ６０×１００ 7,290 ㎡  

旧 矢 岳 小 学 校 矢岳町 4683-1 ２４×５０ 2,971 ㎡ 山間地、狭隘、東方に鉄道あり 

人 吉 高 等 学 校 北泉田町 350 ８０×１２０ 19,000 ㎡ 東方 500ｍに変電所あり 

球 磨 工 業 高 等 学 校 城本町 800 １００×１５０ 29,168 ㎡ 高台(村山)に所在 

人吉城跡ふるさと歴史

の広場 
麓町 22-1 ９０×９０ 11,400 ㎡ 東方に山あり 

村山公園多目的広場 瓦屋町 1534 １５１×８９ 19,800 ㎡ 高台(村山)に所在 
仮設住宅あり(着陸不可) 

人吉市第一市民運動広場 
上原田町字牛塚 
1883-1 

１１０×１８０ 16,487 ㎡ 西方に山あり 

川 上 哲 治 記 念 球 場 蟹作町 1531-1 ９０×９０ 13,000 ㎡  

人吉ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾚｽ駐車場 下城本町 1566-1 ９０×９０ 8,100 ㎡ 付近に駐車車両がある可能性あり 

中 神 公 園 中神町 1313-1 ４０×５０ 2,240 ㎡ 東側に公民館あり 
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資料２２ ヘリコプター発着予定地一覧表 
 

発着予定地名称 所 在 地 予定地面積 
（たて×よこｍ） 備    考 

第 一 中 学 校 土手町 36-3 １００×１００ 13,086 ㎡ 県球磨地域振興局に隣接 

第 二 中 学 校 上林町 622 ９０×９０ 28,686 ㎡ 高台に所在し 東方に山あり 

人 吉 東 小 学 校 七日町 100-1 １１０×６０ 14,260 ㎡ 市街地に所在 

人 吉 西 小 学 校 城本町 873 ８０×１００ 15,744 ㎡ 高台(村山)に所在 

東 間 小 学 校 東間下町 2683 ７０×７０ 16,934 ㎡  

大 畑 小 学 校   大畑町 4097 ７０×７０ 7,939 ㎡  

西 瀬 小 学 校 下戸越町 1654-1 ８０×５０ 10,642 ㎡ 東方、西方に山あり 

中 原 小 学 校 中神町段 548 ６０×１００ 7,290 ㎡  

旧 矢 岳 小 学 校 矢岳町 4683-1 ２４×５０ 2,971 ㎡ 山間地、狭隘、東方に鉄道あり 

人 吉 高 等 学 校 北泉田町 350 ８０×１２０ 19,000 ㎡ 東方 500ｍに変電所あり 

球 磨 工 業 高 等 学 校 城本町 800 １００×１５０ 29,168 ㎡ 高台(村山)に所在 

人吉城跡ふるさと歴史

の広場 
麓町 22-1 ９０×９０ 11,400 ㎡ 東方に山あり 

村山公園多目的広場 瓦屋町 1534 １５１×８９ 19,800 ㎡ 高台(村山)に所在 
仮設住宅あり(着陸不可) 

人吉市第一市民運動広場 
上原田町字牛塚 
1883-1 

１１０×１８０ 16,487 ㎡ 西方に山あり 

川 上 哲 治 記 念 球 場 蟹作町 1531-1 ９０×９０ 13,000 ㎡  

人吉ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟﾚｽ駐車場 下城本町 1566-1 ９０×９０ 8,100 ㎡ 付近に駐車車両がある可能性あり 

中 神 公 園 中神町 1313-1 ４０×５０ 2,240 ㎡ 東側に公民館あり 
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資料２３ 応急教育実施場所及び方法 
 

（１）応急教育の実施場所 
教育委員会は、施設の被害状況を調査・把握し、教育関係機関と連携して応急教育実施の

ための場所を確保するものとする。 

災害の程度 応急教育実施のための場所（予定） 

学校の校舎の一部が被害

を受けた場合 
〇普通教室及び特別教室 
※体育館及び武道場は避難所となることを想定しておく 

学校の校舎の全部が被害

を受けた場合 〇コミュニティセンター等の公共施設及び近隣学校の校舎 

特定の地域全体において

相当大きな被害を受けた

場合 

〇避難先最寄りの学校、コミュニティセンター及び公共施設 
〇応急仮設校舎の設置 

 
（２）応急教育の実施方法 
【小学校】 

○災害状況に従って応急教育対策の本部を教育委員会に設置し、市長が教育運営を統括す

る。 
○授業場所については、市長が承諾を得るようにする。 
〇校舎が半焼または半壊した場合は、学校にて２部授業を行う。 
〇半焼(半壊)まで至らない場合は、不足教室分について応急教育実施場所を借用して普通授

業を行う。 
〇授業場所がせまい場合は、近傍の公民館集会所等を加えて授業を行う。 

【中学校】 

○小学校の実施方法に準じて行う。 
○学年毎に学級の再編成を行い、２班に分ける。応急教育実施場所を借用し午前､午後の２

部授業を実施する。 
○２部授業を行うための教員の配置、担当教科の時数、担当学級等の調整及び時間割の作成

は別途新たに調整する。 

 

令和6年4月1日現在
番号 名 称 所　　在　　地 備 考

1 国 宝 （建） 青 井 阿 蘇 神 社 上青井町
2 重 要 文 化 財 （建） 老 神 神 社 老神町
3 重 要 文 化 財 （建） 岩 屋 熊 野 座 神 社 東間上町
4 重 要 文 化 財 （彫） 木 造 阿 弥 陀 如 来 坐 像 願成寺町 願 成 寺
5 史 跡 大 村 横 穴 群 城本町
6 史 跡 人 吉 城 跡 麓町

番号 名 称 所　　在　　地 備 考
1 有 形 文 化 財 （建） 旧国鉄矢岳駅駅長官舎主屋 矢岳町
2 有 形 文 化 財 （建） 旧国鉄矢岳駅駅長官舎井戸 矢岳町
3 有 形 文 化 財 （建） 人 吉 旅 館 玄 関 棟 上青井町
4 有 形 文 化 財 （建） 人 吉 旅 館 東 棟 上青井町
5 有 形 文 化 財 （建） 人 吉 旅 館 中 央 棟 上青井町
6 有 形 文 化 財 （建） 人 吉 旅 館 西 棟 上青井町
7 有 形 文 化 財 （建） 芳 野 旅 館 本 館 上青井町
8 有 形 文 化 財 （建） 芳 野 旅 館 別 広 間 棟 上青井町
9 有 形 文 化 財 （建） 芳 野 旅 館 居 間 棟 上青井町

10 有 形 文 化 財 （建） 芳 野 旅 館 従 業 員 棟 上青井町
11 有 形 文 化 財 （建） く ま 川 鉄 道 御 溝 橋 梁 城本町
12 有 形 文 化 財 （建） く ま 川 鉄 道 大 王 川 橋 梁 城本町
13 有 形 文 化 財 （建） くま川鉄道岩清水アーチ橋 願成寺町
14 有 形 文 化 財 （建） 旧 青 井 家 住 宅 主 屋 上青井町
15 有 形 文 化 財 （建） 旧 青 井 家 住 宅 西 蔵 上青井町
16 有 形 文 化 財 （建） 旧 青 井 家 住 宅 東 蔵 上青井町
17 有 形 文 化 財 （建） 旧 青 井 家 住 宅 門 上青井町
18 有 形 文 化 財 （建） 青 井 阿 蘇 神 社 禊 橋 上青井町
19 有 形 文 化 財 （建） 街 蔵 （ 旧 緑 屋 石 倉 ） 紺屋町
20 有 形 文 化 財 （建） 街 蔵 （ 旧 緑 屋 麹 室 棟 ） 紺屋町
21 有 形 文 化 財 （建） 公 衆 温 泉 新 温 泉 紺屋町

番号 名 称 所　　在　　地 備 考
1 重 要 文 化 財 （建） 井 口 八 幡 神 社 神 殿 井ノ口町
2 重 要 文 化 財 （建） 石 造 七 重 塔 願成寺町 願 成 寺
3 重 要 文 化 財 （建） 大 信 寺 地 蔵 堂 南泉田町
4 重 要 文 化 財 （建） 御 館 御 門 橋 麓町 人 吉 城 跡
5 重 要 文 化 財 （絵） 絹 本 色 着 両 界 曼 荼 羅 願成寺町 願 成 寺
6 重 要 文 化 財 （彫） 木 造 薬 師 如 来 坐 像 井ノ口町 井 口 薬 師 堂
7 重 要 文 化 財 （彫） 大信寺の地蔵菩薩立像 南泉田町
8 重 要 文 化 財 （彫） 願成寺の不動明王立像 願成寺町
9 重 要 文 化 財 （工） 千 本 槍 人吉市教育委員会

10 重 要 文 化 財 （工） 刀 上 野 介 鹿児島県霧島市

種　　　　　別

種　　　　　別

種　　　　　別

資料２４
国指定文化財

国登録文化財

県指定文化財

文化財一覧表（無形文化財を除く）
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令和6年4月1日現在
番号 名 称 所　　在　　地 備 考

1 国 宝 （建） 青 井 阿 蘇 神 社 上青井町
2 重 要 文 化 財 （建） 老 神 神 社 老神町
3 重 要 文 化 財 （建） 岩 屋 熊 野 座 神 社 東間上町
4 重 要 文 化 財 （彫） 木 造 阿 弥 陀 如 来 坐 像 願成寺町 願 成 寺
5 史 跡 大 村 横 穴 群 城本町
6 史 跡 人 吉 城 跡 麓町

番号 名 称 所　　在　　地 備 考
1 有 形 文 化 財 （建） 旧国鉄矢岳駅駅長官舎主屋 矢岳町
2 有 形 文 化 財 （建） 旧国鉄矢岳駅駅長官舎井戸 矢岳町
3 有 形 文 化 財 （建） 人 吉 旅 館 玄 関 棟 上青井町
4 有 形 文 化 財 （建） 人 吉 旅 館 東 棟 上青井町
5 有 形 文 化 財 （建） 人 吉 旅 館 中 央 棟 上青井町
6 有 形 文 化 財 （建） 人 吉 旅 館 西 棟 上青井町
7 有 形 文 化 財 （建） 芳 野 旅 館 本 館 上青井町
8 有 形 文 化 財 （建） 芳 野 旅 館 別 広 間 棟 上青井町
9 有 形 文 化 財 （建） 芳 野 旅 館 居 間 棟 上青井町
10 有 形 文 化 財 （建） 芳 野 旅 館 従 業 員 棟 上青井町
11 有 形 文 化 財 （建） く ま 川 鉄 道 御 溝 橋 梁 城本町
12 有 形 文 化 財 （建） く ま 川 鉄 道 大 王 川 橋 梁 城本町
13 有 形 文 化 財 （建） くま川鉄道岩清水アーチ橋 願成寺町
14 有 形 文 化 財 （建） 旧 青 井 家 住 宅 主 屋 上青井町
15 有 形 文 化 財 （建） 旧 青 井 家 住 宅 西 蔵 上青井町
16 有 形 文 化 財 （建） 旧 青 井 家 住 宅 東 蔵 上青井町
17 有 形 文 化 財 （建） 旧 青 井 家 住 宅 門 上青井町
18 有 形 文 化 財 （建） 青 井 阿 蘇 神 社 禊 橋 上青井町
19 有 形 文 化 財 （建） 街 蔵 （ 旧 緑 屋 石 倉 ） 紺屋町
20 有 形 文 化 財 （建） 街 蔵 （ 旧 緑 屋 麹 室 棟 ） 紺屋町
21 有 形 文 化 財 （建） 公 衆 温 泉 新 温 泉 紺屋町

番号 名 称 所　　在　　地 備 考
1 重 要 文 化 財 （建） 井 口 八 幡 神 社 神 殿 井ノ口町
2 重 要 文 化 財 （建） 石 造 七 重 塔 願成寺町 願 成 寺
3 重 要 文 化 財 （建） 大 信 寺 地 蔵 堂 南泉田町
4 重 要 文 化 財 （建） 御 館 御 門 橋 麓町 人 吉 城 跡
5 重 要 文 化 財 （絵） 絹 本 色 着 両 界 曼 荼 羅 願成寺町 願 成 寺
6 重 要 文 化 財 （彫） 木 造 薬 師 如 来 坐 像 井ノ口町 井 口 薬 師 堂
7 重 要 文 化 財 （彫） 大信寺の地蔵菩薩立像 南泉田町
8 重 要 文 化 財 （彫） 願成寺の不動明王立像 願成寺町
9 重 要 文 化 財 （工） 千 本 槍 人吉市教育委員会
10 重 要 文 化 財 （工） 刀 上 野 介 鹿児島県霧島市

種　　　　　別

種　　　　　別

種　　　　　別

資料２４
国指定文化財

国登録文化財

県指定文化財

文化財一覧表（無形文化財を除く）
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11 重 要 文 化 財 （工） 稲 留 家 の 馬 具 人吉市教育委員会 人吉市 （寄 託 ）
12 重 要 文 化 財 （工） 東 林 寺 の 舎 利 容 器 浪床町
13 重 要 文 化 財 （書） 人吉高等学校所蔵高橋文庫養安院本 北泉田町
14 重 要 文 化 財 （古） 願 成 寺 文 書 人吉市教育委員会 人吉市 （寄 託 ）
15 重要民俗文化財 真 宗 禁 制 の 遺 物 一 括 下林町 楽 行 寺
16 重要民俗文化財 馬 草 野 の 庚 申 塔 上原田町馬草野
17 史 跡 相 良 家 墓 地 願成寺町
18 天 然 記 念 物 カ マ ノ ク ド 赤池原町
19 名 勝 鹿 目 の 滝 鹿目町 熊本県・人吉市

番号 名 称 所　　在　　地 備 考
1 有 形 文 化 財 （建） 石 造 三 重 塔 願成寺町 願 成 寺
2 有 形 文 化 財 （建） 石 造 五 重 塔 土手町 永 国 寺
3 有 形 文 化 財 （建） 阿 弥 陀 三 尊 石 塔 婆 七地町 菅 原 天 神
4 有 形 文 化 財 （建） 眼 鏡 橋 下原田町西門 石 水 寺
5 有 形 文 化 財 （建） 堀 合 門 土手町
6 有 形 文 化 財 （建） 方 （ 角 ） 柱 塔 婆 七地町
7 有 形 文 化 財 （建） キ リ シ タ ン 灯 籠 人吉市教育委員会
8 有 形 文 化 財 （建） 長 福 寺 阿 弥 陀 堂 下原田町上野
9 有 形 文 化 財 （建） 城 本 の 笠 塔 婆 城本町

10 有 形 文 化 財 （建） 青井大神宮 内宮 ・外宮 上青井町 青 井 阿 蘇 神 社
11 有 形 文 化 財 （建） 矢 黒 神 社 本 殿 、 覆 屋

及 び 拝 殿 ・ 神 供 所 矢黒町 矢 黒 神 社

12 有 形 文 化 財 （建） 遥拝阿蘇神社本殿、覆屋
及 び 拝 殿 ・ 神 供 所 上林町 遥 拝 阿 蘇 神 社

13 有 形 文 化 財 （建） 村 山 観 音 堂 城本町 観 蓮 寺
14 有 形 文 化 財 （絵） 紙本雪中山水の図（細井平洲作） 人吉市教育委員会
15 有 形 文 化 財 （絵） 絹本山水の図（細井平洲作） 人吉市教育委員会
16 有 形 文 化 財 （絵） 絹本青緑山水の図（細井平洲作） 人吉市教育委員会
17 有 形 文 化 財 （絵） 板 絵 御 正 体 上青井町 青 井 阿 蘇 神 社
18 有 形 文 化 財 （絵） 相良家歴代当主肖像画 人吉市教育委員会 人吉市 （寄 託 ）
19 有 形 文 化 財 （絵） 人 吉 城 油 絵 人吉市教育委員会 人吉市 （寄 託 ）
20 有 形 文 化 財 （彫） 銅 造 千 手 観 音 立 像 城本町 観 蓮 寺
21 有 形 文 化 財 （彫） 木 造 千 手 観 音 立 像 城本町 村 山 観 音 堂
22 有 形 文 化 財 （彫） 木 造 阿 弥 陀 如 来 立 像 鬼木町 川 添 阿 弥 陀 堂
23 有 形 文 化 財 （彫） 木 造 阿 弥 陀 如 来 立 像 鶴田町 鶴 田 阿 弥 陀 堂
24 有 形 文 化 財 （彫） 木 造 聖 観 音 坐 像 赤池水無町 赤 池 観 音 堂
25 有 形 文 化 財 （彫） 木 造 神 像 二 体 中神町大柿 朝 日 権 現 社
26 有 形 文 化 財 （彫） 木 造 伝 観 音 菩 薩 坐 像 古仏頂町 古 仏 頂 観 音 堂
27 有 形 文 化 財 （彫） 木 造 神 像 四 体 下原田町上野 八 王 子 神 社
28 有 形 文 化 財 （彫） 木 造 随 身 倚 像 一 対 下原田町上野 八 王 子 神 社
29 有 形 文 化 財 （彫） 木 造 伝 四 天 王 像 城本町 村 山 観 音 堂
30 有 形 文 化 財 （工） 扁 額 北泉田町 人 吉 高 校
31 有 形 文 化 財 （工） 槍 人吉市教育委員会
32 有 形 文 化 財 （工） 槍 人吉市教育委員会
33 有 形 文 化 財 （工） 槍 人吉市教育委員会

種　　　　　別
人吉市指定文化財
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34 有 形 文 化 財 （工） 刀 人吉市教育委員会
35 有 形 文 化 財 （工） 刀 人吉市教育委員会
36 有 形 文 化 財 （工） 兜 人吉市教育委員会
37 有 形 文 化 財 （工） 兜 人吉市教育委員会
38 有 形 文 化 財 （工） 太 刀 拵 人吉市教育委員会
39 有 形 文 化 財 （工） 脇 差 拵 人吉市教育委員会
40 有 形 文 化 財 （工） 鐔 人吉市教育委員会
41 有 形 文 化 財 （工） 鐔 人吉市教育委員会
42 有 形 文 化 財 （工） 鐔 人吉市教育委員会
43 有 形 文 化 財 （工） 短 刀 宮崎市
44 有 形 文 化 財 （工） 懸 仏 上青井町 青 井 阿 蘇 神 社
45 有 形 文 化 財 （工） 相 良 家 甲 冑 （ 櫃 共 ） 人吉市教育委員会
46 有 形 文 化 財 （工） 銅 製 懸 仏 （ 五 面 ） 下原田町上野 八 王 子 神 社
47 有 形 文 化 財 （工） 牛 塚 毘 沙 門 堂 鰐 口 人吉市教育委員会 人吉市 （寄 託 ）
48 有 形 文 化 財 （工） 西 門 釈 迦 堂 鰐 口 人吉市教育委員会 人吉市 （寄 託 ）
49 有 形 文 化 財 （工） 観 音 寺 観 音 堂 鰐 口 願成寺町 観 音 寺
50 有 形 文 化 財 （書） 書 跡 （ 佐 藤 一 斎 作 ） 人吉市教育委員会
51 有 形 文 化 財 （書） 書 跡 （ 佐 藤 一 斎 作 ） 人吉市教育委員会
52 有 形 文 化 財 （書） 書 跡 （ 佐 藤 一 斎 作 ） 人吉市教育委員会
53 有 形 文 化 財 （書） 書 跡 （ 細 井 平 洲 作 ） 人吉市教育委員会
54 有 形 文 化 財 （古） 相 良 家 文 書 （ 写 ） 人吉市教育委員会
55 有 形 文 化 財 （古） 探 源 記 人吉市教育委員会
56 有 形 文 化 財 （古） 歴 代 私 鑑 人吉市教育委員会
57 有 形 文 化 財 （古） 南 藤 蔓 綿 録 人吉市教育委員会
58 有 形 文 化 財 （古） 歴 代 嗣 誠 独 集 覧 人吉市教育委員会
59 有 形 文 化 財 （古） 歴 代 参 考 下 書 人吉市教育委員会
60 有 形 文 化 財 （古） 佐 無 田 家 文 書 七日町
61 有 形 文 化 財 （古） 相良三十三観音御詠歌 人吉市教育委員会 人吉市 （寄 託 ）
62 有 形 文 化 財 （歴） 繊 月 石 人吉市教育委員会 人吉市 （寄 託 ）
63 有 形 文 化 財 （歴） 乗 物 （ 担 棒 共 ） 人吉市教育委員会 人吉市 （寄 託 ）
64 有 形 文 化 財 （歴） 時 の 太 鼓 （ 桴 共 ） 人吉市教育委員会
65 史 跡 東 林 寺 岩 壁 画 浪床町
66 史 跡 御 薬 園 及 び 下 屋 敷 七地町
67 史 跡 矢 瀬 ヶ 津 留 東間上町
68 史 跡 赤 池 城 跡 赤池原町
69 史 跡 相 良 家 下 屋 敷 相良町
70 史 跡 荒 毛 遺 跡 下原田町荒毛
71 史 跡 古 仏 頂 観 音 堂 境 内 地 古仏頂町
72 史 跡 笹 原 番 所 跡 大畑麓町
73 史 跡 了清院跡及び了清院墓地 富ヶ尾町
74 名 勝 稲 荷 山 西間下町
75 天 然 記 念 物 青 井 神 社 の 楠 上青井町
76 天 然 記 念 物 人 吉 城 跡 の イ チ イ ガ シ 麓町
77 天 然 記 念 物 石 水 寺 の 海 棠 下原田町西門
78 天 然 記 念 物 人 吉 東 小 学校 の大 クス 七日町
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34 有 形 文 化 財 （工） 刀 人吉市教育委員会
35 有 形 文 化 財 （工） 刀 人吉市教育委員会
36 有 形 文 化 財 （工） 兜 人吉市教育委員会
37 有 形 文 化 財 （工） 兜 人吉市教育委員会
38 有 形 文 化 財 （工） 太 刀 拵 人吉市教育委員会
39 有 形 文 化 財 （工） 脇 差 拵 人吉市教育委員会
40 有 形 文 化 財 （工） 鐔 人吉市教育委員会
41 有 形 文 化 財 （工） 鐔 人吉市教育委員会
42 有 形 文 化 財 （工） 鐔 人吉市教育委員会
43 有 形 文 化 財 （工） 短 刀 宮崎市
44 有 形 文 化 財 （工） 懸 仏 上青井町 青 井 阿 蘇 神 社
45 有 形 文 化 財 （工） 相 良 家 甲 冑 （ 櫃 共 ） 人吉市教育委員会
46 有 形 文 化 財 （工） 銅 製 懸 仏 （ 五 面 ） 下原田町上野 八 王 子 神 社
47 有 形 文 化 財 （工） 牛 塚 毘 沙 門 堂 鰐 口 人吉市教育委員会 人吉市 （寄 託 ）
48 有 形 文 化 財 （工） 西 門 釈 迦 堂 鰐 口 人吉市教育委員会 人吉市 （寄 託 ）
49 有 形 文 化 財 （工） 観 音 寺 観 音 堂 鰐 口 願成寺町 観 音 寺
50 有 形 文 化 財 （書） 書 跡 （ 佐 藤 一 斎 作 ） 人吉市教育委員会
51 有 形 文 化 財 （書） 書 跡 （ 佐 藤 一 斎 作 ） 人吉市教育委員会
52 有 形 文 化 財 （書） 書 跡 （ 佐 藤 一 斎 作 ） 人吉市教育委員会
53 有 形 文 化 財 （書） 書 跡 （ 細 井 平 洲 作 ） 人吉市教育委員会
54 有 形 文 化 財 （古） 相 良 家 文 書 （ 写 ） 人吉市教育委員会
55 有 形 文 化 財 （古） 探 源 記 人吉市教育委員会
56 有 形 文 化 財 （古） 歴 代 私 鑑 人吉市教育委員会
57 有 形 文 化 財 （古） 南 藤 蔓 綿 録 人吉市教育委員会
58 有 形 文 化 財 （古） 歴 代 嗣 誠 独 集 覧 人吉市教育委員会
59 有 形 文 化 財 （古） 歴 代 参 考 下 書 人吉市教育委員会
60 有 形 文 化 財 （古） 佐 無 田 家 文 書 七日町
61 有 形 文 化 財 （古） 相良三十三観音御詠歌 人吉市教育委員会 人吉市 （寄 託 ）
62 有 形 文 化 財 （歴） 繊 月 石 人吉市教育委員会 人吉市 （寄 託 ）
63 有 形 文 化 財 （歴） 乗 物 （ 担 棒 共 ） 人吉市教育委員会 人吉市 （寄 託 ）
64 有 形 文 化 財 （歴） 時 の 太 鼓 （ 桴 共 ） 人吉市教育委員会
65 史 跡 東 林 寺 岩 壁 画 浪床町
66 史 跡 御 薬 園 及 び 下 屋 敷 七地町
67 史 跡 矢 瀬 ヶ 津 留 東間上町
68 史 跡 赤 池 城 跡 赤池原町
69 史 跡 相 良 家 下 屋 敷 相良町
70 史 跡 荒 毛 遺 跡 下原田町荒毛
71 史 跡 古 仏 頂 観 音 堂 境 内 地 古仏頂町
72 史 跡 笹 原 番 所 跡 大畑麓町
73 史 跡 了清院跡及び了清院墓地 富ヶ尾町
74 名 勝 稲 荷 山 西間下町
75 天 然 記 念 物 青 井 神 社 の 楠 上青井町
76 天 然 記 念 物 人 吉 城 跡 の イ チ イ ガ シ 麓町
77 天 然 記 念 物 石 水 寺 の 海 棠 下原田町西門
78 天 然 記 念 物 人 吉 東 小 学校 の大 クス 七日町
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資料２５ 災害復興関係融資等に関する資料 
 
災害被災者に対する救済制度 
 

制 度 名 災 害 弔 慰 金 災 害 障 害 見 舞 金 

根 拠 法 令 災害弔慰金支給等に関する法律 
（昭和 48 年法律第８２号） 同    左 

災 害 の 定 義 自 然 災 害 自 然 災 害 

実 施 主 体 市  町  村 市  町  村 

対 象 災 害 

１. １市町村において住居が５世帯以上

滅失した災害 
２. 県内において住居が５世帯以上滅失

した市町村が３以上ある場合の災害 
３. 県内において災害救助法第２条第１

項が適用された市町村が１以上ある

場合の災害 
４. 災害救助法第２条第１項が適用され

た市町村をその区域内に含む都道府

県が２以上ある場合の災害 

同    左 

貸 付 け 
及び支給対象者 

 ○死亡した者の遺族 
(1) 配偶者、子、父母、孫、祖父母 
(2) 死亡した者の死亡当時における兄弟

姉妹（死亡した者の死亡当時その者と

同居し、又は生計を同じくしていた者

に限る。） 

自然災害により重度の障害（両眼失

明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上

切断等）を受けた者 

貸 付 け 
及 び 支 給 額 

死亡者が世帯の生計維持者の場合 
 ５００万円 
その他の場合  ２５０万円 

(1) 生計維持者   ２５０万円 
(2) その他の者   １２５万円 

負 担 割 合 
国  １/２ 
県  １/４ 

市町村 １/４ 
同    左 

備 考 

１．行方不明の場合は死亡した者と推定

して死亡者と同様に取り扱う。 
２．死亡者が災害障害見舞金の支給を受

けていた場合その分を控除して支給

する。 

法別表・・・１号～８号 
（労働者災害補償保険法に規定する

第１級障害と同じ内容） 

 
 

- 183 - 

 災害弔慰金の支給等 
 

災 害 援 護 資 金 貸 付 被 災 者 生 活 再 建 支 援 金 

同     左 被災者生活再建支援法 
（平成１０年法律第６６号） 

自 然 災 害 自 然 災 害 

市  町  村 県（被災者生活再建支援法人） 

 
１．災害救助法の救助が行われた災害 
２．都道府県内において災害救助法が適用され

た市町村が１以上ある場合の災害 

１．市町村又は都道府県の人口区分に応じた一

定規模以上の被害が発生した市町村の区域

内の災害 
２．一つの市町村の区域内において、１０以上

の世帯の住宅が全壊した場合の災害 
３．県の区域内において１００以上の世帯の住

宅が全壊した場合の災害 
４．前１～３号の対象市町村に隣接する市町村

（人口１０万人未満のものに限る）で、５

世帯以上の住宅が全焼した場合の災害 

・世帯主が一ヶ月以上の重傷 
・家財の被害（家財の価格の１/３以上の被害） 
 又は住居の被害（半数以上）を被った世帯の

世帯主 
・所得制限あり 

・災害により、その居住する住宅が全壊した世

帯又は、住宅全壊世帯に順ずる程度の被害を

受けたと認められる世帯の世帯主 

被害の程度により１５０万円から３５０万円 
まで 

再建方法により、 
１８．７５万円から３００万円まで 

   国  ２/３ 
   県  １/３ 

国              １/２ 
  県（被災者生活再建支援基金） １/２ 

 
貸付 ３/３  ２/３ 
個人←市町村←県←国 
（利子１．５％）（無利子）（無利子） 
償還１０年 １１年 １２年 
個人→市町村→県→国 

１．支援金の支給に関する事務 
  被災者の生活再建支援法人（公益財団法人

都道府県センター）が都道府県からの委託

を受けて実施する。 
２．支援金の申請 
  被災者→被災者生活再建支援法人 
  （市町村・県経由） 

 
 

－ 184 －

第 6編　資料編



- 183 - 

 災害弔慰金の支給等 
 

災 害 援 護 資 金 貸 付 被 災 者 生 活 再 建 支 援 金 

同     左 被災者生活再建支援法 
（平成１０年法律第６６号） 

自 然 災 害 自 然 災 害 

市  町  村 県（被災者生活再建支援法人） 

 
１．災害救助法の救助が行われた災害 
２．都道府県内において災害救助法が適用され

た市町村が１以上ある場合の災害 

１．市町村又は都道府県の人口区分に応じた一

定規模以上の被害が発生した市町村の区域

内の災害 
２．一つの市町村の区域内において、１０以上

の世帯の住宅が全壊した場合の災害 
３．県の区域内において１００以上の世帯の住

宅が全壊した場合の災害 
４．前１～３号の対象市町村に隣接する市町村

（人口１０万人未満のものに限る）で、５

世帯以上の住宅が全焼した場合の災害 

・世帯主が一ヶ月以上の重傷 
・家財の被害（家財の価格の１/３以上の被害） 
 又は住居の被害（半数以上）を被った世帯の

世帯主 
・所得制限あり 

・災害により、その居住する住宅が全壊した世

帯又は、住宅全壊世帯に順ずる程度の被害を

受けたと認められる世帯の世帯主 

被害の程度により１５０万円から３５０万円 
まで 

再建方法により、 
１８．７５万円から３００万円まで 

   国  ２/３ 
   県  １/３ 

国              １/２ 
  県（被災者生活再建支援基金） １/２ 

 
貸付 ３/３  ２/３ 
個人←市町村←県←国 
（利子１．５％）（無利子）（無利子） 
償還１０年 １１年 １２年 
個人→市町村→県→国 

１．支援金の支給に関する事務 
  被災者の生活再建支援法人（公益財団法人

都道府県センター）が都道府県からの委託

を受けて実施する。 
２．支援金の申請 
  被災者→被災者生活再建支援法人 
  （市町村・県経由） 
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２．生活福祉資金および母子福祉資金等の貸付方法 
  

（１）生活福祉資金「福祉費における住宅補償費・災害援護費」 
① 貸 付 限 度 額  

      １世帯当り  ア．住宅補償費 ２５０万円以内 
             イ．災害援護費 １５０万円以内 
      但し、災害援護資金と住宅資金の重複貸付けの場合は、４００万円以内 
     

  ② 償 還 期 限  
      据置期間 ６ヶ月経過後 ７年以内 
   

  ③ 貸 付 利 率  
      保証人ありの場合 無利子 
      保証人なしの場合 １．５％ 
 

（２）母子・寡婦福祉資金 
    ① 事業開始資金 
     ア 貸付限度額   ２８７万円（個人）  ４３２万円（団体） 
     イ 償 還 期 限   ７年以内 
     ウ 利   率   年利子１．０％ 
    

 ② 事業継続資金 
     ア 貸付限度額   １４４万円 
     イ 償 還 期 限   ７年以内 
     ウ 利   率   年利子１．０％ 
    

 ③ 住 宅 資 金 （被災の場合） 
     ア 貸付限度額   １５０万円(災害老朽等の場合は２００万円) 
     イ 償 還 期 限   ６年以内（災害老朽等の場合は７年以内) 
     ウ 利   率   年利子１．０％ 
 
 ３．被災農林漁業者に対する融資要領 
 

（１）天災融資法に基づく天災資金の融資 
「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」（以下「天災融資法」

という。）の目的および同法に基づく天災資金の融資の方法等についての概要は、概ね次のと

おりである。 
 

① 目   的 
天災により、相当広範囲にわたり著しい災害が発生した場合、被害をうけた農林漁業者

および農林漁業者等の組織する団体に対し、経営資金などの融通を円滑に行うため、地方

公共団体が当該融資機関に対して、利子補給および損失補償を行うために要する経費の一

部を国が補助することにより、被害農林漁業者等の経営の維持安定を図ることを目的とす

る。 
 

② 天災の指定および法の適用 
イ 天災融資法の適用対象となる天災は、法律の趣旨から必要と認められた場合、被害農
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林漁業者（経営資金）、被害組合（事業資金）について、災害の都度必要に応じて政令で

指定される。 
 

ロ 天災の種類 
暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温、降ひょう、降灰等 

 
ハ 前記イの天災の指定に伴い、この天災について法の適用をするために必要な事項は、

その都度政令で定めることとされている。 
 

③ 借入資格者の条件 
借入資格者は、次の条件に該当するものであること。 

イ 被害農林漁業者とは、被害農業者、被害林業者および被害漁業者をいう。 
（イ）被害農業者 

被害農業者とは、農業を主な業務とする者（農業所得が総所得の５０％以上のもの）

で、天災による農作物、畜産物の減収量が平年の収穫量の３０％以上であり、かつ、

これによる損失額が平年の農業総収入額の１０％以上であること。また、果樹、茶樹

若しくは桑樹の損失額が被害時における価額の３０％以上であること。 
 

（ロ）被害林業者 
被害林業者とは、林業を主な業務とする者（林業所得が総所得の５０％以上のもの）

で次の㋑または㋺に該当するもの。 
㋑ 生産する薪炭（薪炭原木を含む）、木材、林業用種苗その他の林産物の流失等によ

る損失額が平年の林業総収入額の１０％以上であるもの。 
㋺ 所有する炭がま、しいたけほだ木、わさび育成施設、または樹苗育成施設の流失、

損壊等による損失額が当該施設の被害時における価額の５０％以上（すなわち中破

以上）の被害を被ったもの。 
 

（ハ）被害漁業者 
被害漁業者とは、漁業をおもな業務とする者（漁業所得が総所得の５０％以上のも

の）で次の㋑または㋺に該当するもの。 
㋑ 生産する魚類、貝類または海そう類の流失等による流失等による損失額が平年の

漁業総収入額の１０％以上であるもの。 
㋺ 所有する漁船、漁具の沈没、流失、減失、損壊等による損失額が当該施設の被害

時における価額の５０％以上（すなわち中破以上）の被害を被ったもの。 
 

（ニ）以上の被害認定は市町村長が行うものとする。 
 
ロ 特別被害農林漁業者 

被害農林漁業者のうち、特に被害程度が著しいものは特別被害農林漁業者という。 
（イ）特別被害農業者 

特別被害農業者とは、被害農業者であって、天災による農作物、畜産物の減収量に

よる損失額が平年の農業総収入額の５０％（開拓者にあっては３０％）以上のもの。 
又は、天災による果樹、茶樹若しくは桑樹の流失、損傷、枯死等による損失額がそ

の者の栽培する果樹、茶樹若しくは桑樹の被害時における価額の５０％以上（開拓者

にあっては４０％）のもの。 
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林漁業者（経営資金）、被害組合（事業資金）について、災害の都度必要に応じて政令で

指定される。 
 

ロ 天災の種類 
暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温、降ひょう、降灰等 

 
ハ 前記イの天災の指定に伴い、この天災について法の適用をするために必要な事項は、

その都度政令で定めることとされている。 
 

③ 借入資格者の条件 
借入資格者は、次の条件に該当するものであること。 

イ 被害農林漁業者とは、被害農業者、被害林業者および被害漁業者をいう。 
（イ）被害農業者 

被害農業者とは、農業を主な業務とする者（農業所得が総所得の５０％以上のもの）

で、天災による農作物、畜産物の減収量が平年の収穫量の３０％以上であり、かつ、

これによる損失額が平年の農業総収入額の１０％以上であること。また、果樹、茶樹

若しくは桑樹の損失額が被害時における価額の３０％以上であること。 
 

（ロ）被害林業者 
被害林業者とは、林業を主な業務とする者（林業所得が総所得の５０％以上のもの）

で次の㋑または㋺に該当するもの。 
㋑ 生産する薪炭（薪炭原木を含む）、木材、林業用種苗その他の林産物の流失等によ

る損失額が平年の林業総収入額の１０％以上であるもの。 
㋺ 所有する炭がま、しいたけほだ木、わさび育成施設、または樹苗育成施設の流失、

損壊等による損失額が当該施設の被害時における価額の５０％以上（すなわち中破

以上）の被害を被ったもの。 
 

（ハ）被害漁業者 
被害漁業者とは、漁業をおもな業務とする者（漁業所得が総所得の５０％以上のも

の）で次の㋑または㋺に該当するもの。 
㋑ 生産する魚類、貝類または海そう類の流失等による流失等による損失額が平年の

漁業総収入額の１０％以上であるもの。 
㋺ 所有する漁船、漁具の沈没、流失、減失、損壊等による損失額が当該施設の被害

時における価額の５０％以上（すなわち中破以上）の被害を被ったもの。 
 

（ニ）以上の被害認定は市町村長が行うものとする。 
 
ロ 特別被害農林漁業者 

被害農林漁業者のうち、特に被害程度が著しいものは特別被害農林漁業者という。 
（イ）特別被害農業者 

特別被害農業者とは、被害農業者であって、天災による農作物、畜産物の減収量に

よる損失額が平年の農業総収入額の５０％（開拓者にあっては３０％）以上のもの。 
又は、天災による果樹、茶樹若しくは桑樹の流失、損傷、枯死等による損失額がそ

の者の栽培する果樹、茶樹若しくは桑樹の被害時における価額の５０％以上（開拓者

にあっては４０％）のもの。 
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（ロ）特別被害林業者 
特別被害林業者とは被害林業者であって、次の ○イまたは㋺に該当するもの 

㋑ 天災による薪炭（薪炭原木を含む）、木材、林業用種苗その他の林産物の流失等に

よる損失額が平年の林業総収入額の５０％以上のもの。 
㋺ 所有する炭がま、しいたけほだ木、わさび育成施設もしくは樹描育成施設の流失、

損壊等による損失額が当該施設の被害時における価額の７０％以上（すなわち大破

以上）のもの。 
 

（ハ）特別被害漁業者 
特別被害漁業者とは、被害漁業者であって次の㋑または㋺に該当するもの 

㋑ 魚類、貝類および海そう類の流失等による損失額が平年の漁業総収入額の５０％

以上のもの。 
㋺ 所有する漁船、漁具の沈没、流失、減失、損壊等による損失額が当該施設の被害

時における価額の７０％以上（すなわち大破以上）のもの。 
 
（ニ）以上の被害認定は市町村長が行うものとする。 

 
ハ 被害組合とは、農業協同組合、同連合会、森林組合、同連合会または水産業協同組合

で天災により、その所有または管理する施設、在庫品等につき著しい被害を被ったもの。 
 

④ 資金の種類 
資金の種類は、被害農林漁業者に対する経営資金と被害農林漁業組合に対する事業資金

で、次のとおりである。 
イ 経営資金 
（イ）融資機関は農業協同組合、森林組合、漁業協同組合または金融機関 

 
（ロ）資金の使途は、次のとおりである。 

㋑ 種苗、肥料、薬剤、飼料、農機具（政令で指定されるが、購入価格が１２万円以

下のものとされている。）、家畜、家きん、薪炭原木、しいたけ、ほだ木、漁具（政

令で指定される漁網、網等である。）稚魚、稚貝、餌料、漁業用燃油等の購入資金 
㋺ 炭がまの構築資金、漁船の建造、または取得に必要な資金 
㋩ その他農林漁業経営に必要な資金で政令に指定するもの 
㋥ 簡易な施設が損壊した等の場合において、その復旧のために必要となる資材の購

入資金 
㋭ 経営資金の貸付けを受けている被害農林漁業者が、再び天災資金による被害をう

け、当該天災により被害を受けた農林水産物によって償還予定していた当該年の経

営資金の償還に必要な資金。 
 

（ハ）１戸当たり貸付限度は次の㋑または㋺のどちらか低い額である。 
㋑ 市町村が認定した損失額をもとにして、政令で定めるところにより算出される額

（損失額の１００分の４５～１００分の８０） 
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㋺ 貸付限度額は次のとおり 
区    分 天災融資法適用 激甚災害法適用 

一  般 
個 人 ２００万円 ２５０万円 
法 人 ２，０００万円 ２，０００万円 

政令指定資金 
個 人 ５００万円 ６００万円 

法 人 ２，５００万円 ２，５００万円 

漁具購入資金 ５，０００万円 ５，０００万円 
 
㋩ 牛馬所有農家で天災により飼料作物が減収し、飼料購入を必要とする場合は上記

の限度額に、乳牛の場合は１戸あたり５万円、乳牛以外の牛または馬を所有する被

害農業者については、１戸当たり３万円の範囲以内で加算して貸付けることができ

る。 
 

（ニ） 償還期限は６年の範囲内で政令で定める期限以内 
 

（ホ） 貸付利率は、次のとおりとする。 
㋑ 特別被害地域内の特別農林漁業者に貸し付けられる場合は、年３分以内 
㋺ ３割被害者および開拓者（特別被害者を除く）に貸し付ける場合は、年５分５厘

以内 
㋩ その他の者に貸し付けられる場合は年６分５厘以内 

 注 特別被害地域とは、特別被害農林漁業者ごとに政令で定める都道府県の区域

内の旧市町村の区域（昭和２８年９月３０日現在の市町村の区域をいう。ただ

し、局部的な激甚災害で旧市町村を区域とするにはあまりに広すぎるときは大

字、開拓者については耕地面積１０ヘクタール以上の開拓地の区域が認められ

る。）を単位として、その区域内に住所を有する特別被害農林漁業者（農業者、

林業者の場合は住所を有しなくともその区域内で主として農業または林業を営

んでいれば差仕えない。）がそれぞれの区域内の住所を有する被害農林漁業者の

１割以上である区域のうち、知事が農林水産大臣の承認を受けて指定告示した

区域である。 
 

（ヘ） 償還方法は元金均等償還 
 

ロ 事業資金 
（イ）融資機関は農業協同組合連合会、森林組合連合会、漁業協同組合連合会、農林中央

金庫または金融機関 
（ロ）資金の使途は、天災により被害をうけたために必要になった事業運営資金 
（ハ）貸付限度額は次のとおりである。 

 
区     分 天災融資法適用 激甚災害法適用 
単     協 ２，５００万円 ５，０００万円 
連  合  会 ５，０００万円 ７，５００万円 

 
（ニ）償還期限は３年以内 
（ホ）貸付利率は年６分５厘以内 
（へ）償還方法が元金均等償還 
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㋺ 貸付限度額は次のとおり 
区    分 天災融資法適用 激甚災害法適用 

一  般 
個 人 ２００万円 ２５０万円 
法 人 ２，０００万円 ２，０００万円 

政令指定資金 
個 人 ５００万円 ６００万円 

法 人 ２，５００万円 ２，５００万円 

漁具購入資金 ５，０００万円 ５，０００万円 
 
㋩ 牛馬所有農家で天災により飼料作物が減収し、飼料購入を必要とする場合は上記

の限度額に、乳牛の場合は１戸あたり５万円、乳牛以外の牛または馬を所有する被

害農業者については、１戸当たり３万円の範囲以内で加算して貸付けることができ

る。 
 

（ニ） 償還期限は６年の範囲内で政令で定める期限以内 
 

（ホ） 貸付利率は、次のとおりとする。 
㋑ 特別被害地域内の特別農林漁業者に貸し付けられる場合は、年３分以内 
㋺ ３割被害者および開拓者（特別被害者を除く）に貸し付ける場合は、年５分５厘

以内 
㋩ その他の者に貸し付けられる場合は年６分５厘以内 

 注 特別被害地域とは、特別被害農林漁業者ごとに政令で定める都道府県の区域

内の旧市町村の区域（昭和２８年９月３０日現在の市町村の区域をいう。ただ

し、局部的な激甚災害で旧市町村を区域とするにはあまりに広すぎるときは大

字、開拓者については耕地面積１０ヘクタール以上の開拓地の区域が認められ

る。）を単位として、その区域内に住所を有する特別被害農林漁業者（農業者、

林業者の場合は住所を有しなくともその区域内で主として農業または林業を営

んでいれば差仕えない。）がそれぞれの区域内の住所を有する被害農林漁業者の

１割以上である区域のうち、知事が農林水産大臣の承認を受けて指定告示した

区域である。 
 

（ヘ） 償還方法は元金均等償還 
 

ロ 事業資金 
（イ）融資機関は農業協同組合連合会、森林組合連合会、漁業協同組合連合会、農林中央

金庫または金融機関 
（ロ）資金の使途は、天災により被害をうけたために必要になった事業運営資金 
（ハ）貸付限度額は次のとおりである。 

 
区     分 天災融資法適用 激甚災害法適用 
単     協 ２，５００万円 ５，０００万円 
連  合  会 ５，０００万円 ７，５００万円 

 
（ニ）償還期限は３年以内 
（ホ）貸付利率は年６分５厘以内 
（へ）償還方法が元金均等償還 
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⑤ 利子補給および損失補償 
融資機関は、市町村または県との間に利子補給、および損失補償契約により定められた

融資枠の範囲内で融資額を決定する。 
 

⑥ 国庫補助 
国は県または市町村に行った利子補給および損失補償について、その経費につき県に補

助を行う。利子補給に関する補助率および負担率は、次のとおりである。 
 
 

（平成１１年９月１３日から同月２５日までの間の豪雨及び暴風雨の場合） 
 

 
末端利率 利子補給率 うち地方公共団体 

負担率 うち国庫補助率 

３．０％以内資金 
５．５％以内資金 
６．５％以内資金 

年２．００％ 
２．００ 
２．００ 

１．２５％ 
１．２５ 
１．２５ 

年 ０．４３７５％ 
０．６２５ 
０．６２５ 

年 ０．８１２５％ 
０．６２５ 
０．６２５ 

 
注 １ 地方公共団体負担率は県市町村で３５／１００から５０／１００である 
  ２ 災害の都度利率が定められる。 
 

損失補償に関する補助率および負担率は、次のとおりである。 
 

損 失 補 償 率 県 の 補 助 率 国 の 補 助 率 

融資総額の１００分の５０ 市町村の損失補償額の 
   １００分の８０ 

融資総額の４分の１または 
損失補償額の２分の１ 
どちらか低い額 

 
 
（２）日本政策金融公庫資金 

農地、農業用施設を始めとして農林漁業施設の災害復旧については、国の補助金が交付さ

れるものもあるが、補助金では不足する場合、または補助金を受けない場合、融資による災

害復旧の支援措置があり、この金融措置は日本政策金融公庫業務方法書の定めるところによ

り実施されるが、その概要は次のとおりである。 
 
① 原資は主に国の財政投融資資金である。 

 
② 融資機関は日本政策金融公庫（貸付業務は、公庫が業務を委託した農協、地方銀行、信

用金庫のほか、一部は公庫が直接行う。）である。 
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③ 業種別融資条件は次のとおりである。 
                

対象事業 利率 借  受  者 据 置 期 間 

償還期限 
据置期間 

償還期限 
農地または牧野 
 
 
 

造    林 
（樹苗養成施設） 
 
 

林    道 
 
 

漁    港 
 
 

漁    船 
 
 

共同利用施設 
 
 
 
 

主務大臣指定 
 

年 0.35 
～1.1％ 
 
 
年 0.35 
～1.1％ 
 
 
年 0.35 
～1.1％ 
 
年 0.35 
～1.1％ 
 
年 0.35 
～0.85％ 
 
年 0.35 
～1.1％ 
 
 
 
年 0.35 
～1.1％ 

土地改良区、同連合、農業協同組合、同連合

会、農業者､5 割法人・団体、農業振興法人 
 
 
森林組合、同連合会、農業協同組合、中小企

業等協同組合、林業者 
 
 
森林組合、同連合会、農業協同組合、中小企

業等協同組合、林業者 
 
水産業協同組合、5 割法人・団体 
 
 
漁業協同組合、漁業者 
 
 
農業協同組合、同連合会、農業共済組合、同

連合会、森林組合、同連合会、中小企業等協

同組合、水産業協同組合、土地改良区、同連

合会、5 割法人・団体、農林漁業振興法人、 
 
農林漁業者、農業協同組合、同連合会（果樹

の改植又は補植のみ）森林組合、同連合会、

水産業協同組合 

10 年以内 
 
 
 
20 年以内 
（5 年以内） 
 
 
3 年以内  
〔7〕 
 
3 年以内  
 
 
2 年以内 
 
 
3 年以内 
 
 
 
 
3 年以内 
（果樹の改

植又は補植

10 年） 

25 年以内 
 
 
 
30 年以内 
(15 年以内) 
 
 
20 年以内 
〔25〕 
 
20 年以内 
 
 
12 年以内 
 
 
20 年以内 
 
 
 
 
15 年以内 
（果樹の改

植又は補植

25 年） 

    （注） 据置期間は償還期限の内枠である。 
            〔   〕書きは林業経営改善計画に基づいて行う事業 
 

（３）農林漁業セーフティネット基金 
施設災害復旧の資金については、前記の表のとおりであるが、一方、被害農林漁業者の経

営維持の資金対策としては天災融資法に基づく天災資金のほか、農林漁業セーフティネット

資金がある。 
その概要は、次のとおりである。 

① 原資は主に国の財政投融資資金 
② 融資機関は日本政策金融公庫（貸付業務は、公庫が業務を委託した農林中央金庫、地方

銀行、信用金庫のほか、一部は公庫が直接行う。） 
③ 借受資格者は被害農林漁業者 
④ 利率は年０．６０～０．９５％（令和６年３月１８日現在）、償還方法は元利均等償還 
⑤ 償還期限は１５年以内（うち据置期間３年を含む。） 
⑥ 貸付限度額一般６００万円（特認：年間経営費等の１２分の６以内（簿記記帳を行って

おり、特に必要と認められる場合）） 
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③ 業種別融資条件は次のとおりである。 
                

対象事業 利率 借  受  者 据 置 期 間 

償還期限 
据置期間 

償還期限 
農地または牧野 
 
 
 

造    林 
（樹苗養成施設） 
 
 

林    道 
 
 

漁    港 
 
 

漁    船 
 
 

共同利用施設 
 
 
 
 

主務大臣指定 
 

年 0.35 
～1.1％ 
 
 
年 0.35 
～1.1％ 
 
 
年 0.35 
～1.1％ 
 
年 0.35 
～1.1％ 
 
年 0.35 
～0.85％ 
 
年 0.35 
～1.1％ 
 
 
 
年 0.35 
～1.1％ 

土地改良区、同連合、農業協同組合、同連合

会、農業者､5 割法人・団体、農業振興法人 
 
 
森林組合、同連合会、農業協同組合、中小企

業等協同組合、林業者 
 
 
森林組合、同連合会、農業協同組合、中小企

業等協同組合、林業者 
 
水産業協同組合、5 割法人・団体 
 
 
漁業協同組合、漁業者 
 
 
農業協同組合、同連合会、農業共済組合、同

連合会、森林組合、同連合会、中小企業等協

同組合、水産業協同組合、土地改良区、同連

合会、5 割法人・団体、農林漁業振興法人、 
 
農林漁業者、農業協同組合、同連合会（果樹

の改植又は補植のみ）森林組合、同連合会、

水産業協同組合 

10 年以内 
 
 
 
20 年以内 
（5 年以内） 
 
 
3 年以内  
〔7〕 
 
3 年以内  
 
 
2 年以内 
 
 
3 年以内 
 
 
 
 
3 年以内 
（果樹の改

植又は補植

10 年） 

25 年以内 
 
 
 
30 年以内 
(15 年以内) 
 
 
20 年以内 
〔25〕 
 
20 年以内 
 
 
12 年以内 
 
 
20 年以内 
 
 
 
 
15 年以内 
（果樹の改

植又は補植

25 年） 

    （注） 据置期間は償還期限の内枠である。 
            〔   〕書きは林業経営改善計画に基づいて行う事業 
 

（３）農林漁業セーフティネット基金 
施設災害復旧の資金については、前記の表のとおりであるが、一方、被害農林漁業者の経

営維持の資金対策としては天災融資法に基づく天災資金のほか、農林漁業セーフティネット

資金がある。 
その概要は、次のとおりである。 

① 原資は主に国の財政投融資資金 
② 融資機関は日本政策金融公庫（貸付業務は、公庫が業務を委託した農林中央金庫、地方

銀行、信用金庫のほか、一部は公庫が直接行う。） 
③ 借受資格者は被害農林漁業者 
④ 利率は年０．６０～０．９５％（令和６年３月１８日現在）、償還方法は元利均等償還 
⑤ 償還期限は１５年以内（うち据置期間３年を含む。） 
⑥ 貸付限度額一般６００万円（特認：年間経営費等の１２分の６以内（簿記記帳を行って

おり、特に必要と認められる場合）） 
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４．被災中小企業者に対する融資 
 

（１）一般災害の場合の対策 
① 政府関係金融機関における取扱いの弾力化 

中小企業の災害復旧を図るためには、まず、なによりも円滑な資金の確保が重要である。 
このため、政府関係金融機関において、貸付限度の引上げ等を内容とする特別貸付制度

を設けて簡易迅速な融資を行うとともに、既往貸付金の償還猶予についても弾力的な取扱

いを行っている。 
 

② 災害関係保証促進のための特別貸付 
被災中小企業者は、一時的に信用力、担保力が不足するので、円滑な金融を受けるため

にはこの面での補完も重要である。 
日本政策金融公庫は、信用保証協会の保証債務の保険と、保証促進を図るための資金の

貸付けを行うこととなっているが、この融資資金の貸付けについては災害関係保証の促進

を図るよう配慮した運用を行っている。 
 

（２）激甚災害指定の場合の対策 
激甚災害指定の場合は、上記措置に加えて次の措置が講じられる。 

① 信用保険の特例（激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和 37
年法律 150 号。以下「激甚災害法」という。）第１２条） 
災害関係保証の促進を図るため、保険制度を別枠とし、普通保険のてん補率を引上げ、

保険料率を引下げる保険の特例が適用される。 
 

② 組合の共同施設復旧資金に対する補助（激甚災害法第１４条） 
共同施設の災害復旧につき、都道府県が４分の３以内を下らない割合の補助をしたとき

は国は当該都道府県に対し４分の３の３分の２すなわち災害復旧費の１／２を補助するこ

とができる。 
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  別 紙 １ 
 
 

被 害 証 明 書 
 
 

事 業 所 名            

事業所所在地            

事 業 主 名            

事 業 種 類            
 

被 害 年 月 日 
災 害 の 名 称 
被 害 状 況 

 
  １ 事 業 所 
        全壊、流失、半壊、床上浸水、その他（     ） 
 
  ２ 重要な事業用資産 
 
     資産名          被害状況 
    １             全壊、流失、半壊、床上浸水、その他（     ） 
    ２                     〃 
    ３                     〃 
    ４                     〃 
 
 

上記のとおり証明をお願い致します。 
 
       令和  年   月  日 
 
                     事業主  氏 名 
 
 

上記のとおり損害を受けたことを証明する。 
  

令和  年  月  日 
 
                     市町村長  氏 名   
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  別 紙 ２ 
 
 

特 別 被 害 証 明 願 

 
事 業 所 名            

事業所所在地            

事 業 主 名            

事 業 種 類            
 
 

被 災 年 月 日 
災 害 の 名 称 
被 害 状 況 

 
 
  第 １ 表 

資 産 名 被害時の価額 損失額 取得価額 残存価額率 

土    地 円 
（         ㎡） 

      

円 
  

建    物           円 
（         ㎡） 

      

円 
  

機 械 設 備 
          円       

円 
円 

□注  ７５％ 
  ３０％ 

棚 卸 資 産 
          円       

円 
  

計 
          円       

円 
  

 
    □注   どちらを採用したか○印をつける 
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  別 紙 ２ 
 
 

特 別 被 害 証 明 願 

 
事 業 所 名            

事業所所在地            

事 業 主 名            

事 業 種 類            
 
 

被 災 年 月 日 
災 害 の 名 称 
被 害 状 況 

 
 
  第 １ 表 

資 産 名 被害時の価額 損失額 取得価額 残存価額率 

土    地 円 
（         ㎡） 

      

円 
  

建    物           円 
（         ㎡） 

      

円 
  

機 械 設 備 
          円       

円 
円 

□注  ７５％ 
  ３０％ 

棚 卸 資 産 
          円       

円 
  

計 
          円       

円 
  

 
    □注   どちらを採用したか○印をつける 
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  第 ２ 表 
 

 損 失 額  比 

総 収 入 比 
資産の価額比 

 
 

円 

総収入額 
         円 

 
        ％  

資産の価額 
         円 

 
        ％ 

  
  □注   総収入額は税務統計等で確認するものとし、「資産の価額」は、第１表の 

「被害時の価額」の計の欄の価額とする。 
 
 

 
上記のとおり証明をお願い致します。 

 
      令和  年   月  日 
 
                事業主  氏 名 
 
 

上記のとおり損害を受けたことを証明する。 
  

令和  年  月  日 
 
                市町村長  氏 名            ○印  
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は じ め に 
 

 

 阪神・淡路大震災の先例のとおり、地震発生のメカニズムは現在の科学技術をもってして

も解明が難しく、またその予知についても不可能に近い。 

 更に、発生後の行政機関・防災機関・住民の対応の如何により、その被災状況は大きく異

なり初動体制確立の重要性を我々に明示した。 

 この、人吉市大規模地震行動マニュアルはこの教訓を生かし、震度６弱以上の大規模地震

発生時における、行政機関、防災機関及び市民の役割を明確にし、災害発生後の迅速な対応

を行うとともに、その被害を最小限にとどめることを目的とした。 

 

第１期  初動体制確立（地震発生後概ね１時間以内） 

 

 大規模地震発生直後においては、被災状況の早急な把握に努めるとともに、人命救助・初

期消火を中心とした初動体制の確立を行う。 

１） 市長・副市長並びに市災害対策本部要員の招集 

２） 市職員招集並びに災害対策本部・支部設置 

３） 消防団員非常呼集 

４） 被災状況の掌握並びに人命救助活動・初期消火 

５） 被災状況報告並びに防災機関との情報交換・収集 

 

第２期  緊急対応体制確立（地震発生後概ね６時間以内） 

 

 災害対策本部設置・被害の掌握・人命救助活動開始等の初動体制が実働を開始し、指揮命

令系統が確立した時期にあたる。 

 第２期においては、詳細な被災状況を把握するとともに関係機関の応援・協力を得て、災

害緊急体制を確立する。 

１） 救助活動の掌握並びに避難誘導の実施 

２） 医療関係機関に対する出動要請並びに医療救護本部の設置 

３） 緊急道路の確保 

４） 被害状況報告並びに関係防災機関への応援要請 

５） 市民への広報 

 

第３期  応急対応体制確立（地震発生後概ね２４時間以内） 

 

 緊急対応体制が確立し、国・県を中心とする関係防災機関の応援を受け救助活動・消火活

動が実施される時期にあたる。 

 第３期においては、被災住民に対する避難場所の確保、食糧、飲料水の供給等の援護活動、

また市民生活の基幹となる主要道路網の復旧等災害応急体制の確立を図る。 

１） 関係機関との応急対策協議 

２） 他の自治体への応援要請 

３） 被災した市民に対する避難場所の確保、生活物資の支給、食糧・飲料水の供給 

４） 主要道路の復旧並びに物資輸送ルートの確保 

５） 救援物資の受入れ及び配付 
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第第１１期期     初初動動体体制制確確立立期期   
～～～  地震発生から、概ね１時間以内  ～～～ 

 
    
     
 

【災害対策本部長・副本部長並びに災害対策本部要員招集】 
○ 震度６弱以上の大地震が発生した場合、総務部長は直ちに災害対策本部長・副本部長に

連絡をとるとともに指示をあおぐ。 
○ 災害対策本部要員は、市長の指示により直ちに情報の収集に努める。 
○ 被災概要を確認した後、市長の指揮により災害対策本部を設置し、指揮系統を確立する

とともに迅速な応急対策を講じる。 
○ 市長に事故がある場合は、副市長、総務部長の順で指揮をとる。 
○ 勤務時間外に地震が発生した場合は、災害対策本部長・副本部長並びに災害対策本部要

員は自主的に登庁するものとする。 
 

【市職員招集並びに災害対策支部設置】 
○ 震度６弱以上の大地震の発生を覚知した職員は、直ちに災害対策本部編成表並びに災害

対策支部編成表に基づき担当部署に就かなければならない。 
○ 各支部長は支部員に命じ管轄区域の被災状況を把握し、本部に報告するとともに支部を

設置し災害救援活動を行う。 
○ 編成外の女性職員については、居住区域を管轄する災害対策支部に属するものとし、担

当支部長の指揮下災害救援活動に従事する。 
○ 勤務時間外に地震が発生した場合、職員は自主的に担当部署に就くものとする。 

但し、橋梁の落下・道路の寸断等により交通が断たれた場合は、最寄りの支部に所属し

災害救援活動に従事するものとする。 
 

【消防団非常呼集】 
○ 震度６弱以上の大地震が発生した場合、総務部長は直ちに消防団長に連絡をとり消防団

員を非常呼集する。 
○ 震度６弱以上の大地震の発生を覚知した消防団副団長・方面隊長は自主的に消防団本部

に集合しなければならない。 
○ 非常呼集を受けた消防団員は、所属部詰所に集合し分団長及び部長の命により管轄区域

の被災状況を把握するとともに、初期消火並びに救助活動に従事する。 
○ 分団長及び部長は管轄区域の被災状況を団本部に報告するとともに、必要に応じて応援

要請を行う。 
 

【情報の収集伝達】 
○ 各防災機関並びに消防機関等の各種災害情報を系統別に収集整理し、初動体制の確立を

図る。 
○ 収集した各種災害情報を防災行政無線等を利用して、災害対策支部・消防団各部に伝達

し、初期消火活動並びに救助活動を迅速に行う。 
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【災害状況把握並びに救助救出活動開始】 
○ 収集した各種災害情報を基に、甚大な被害を受けた地域に対しては、本部から連絡要員

を派遣し本部との連絡体制を強化する。 
○ 必要に応じ、被災が軽微な地域の災害対策支部並びに消防団各部を、被災現場に派遣し

救助救出活動に従事させる。 
 

【出火家屋に対する初期消火開始】 
○ 人吉下球磨消防組合中央消防署並びに地域住民からの火災情報を基に、出火家屋を把握

し迅速な初期消火を行う。 
○ 火災未発生地域の消防団各部に対し、応援地域を指示し初期消火活動に従事させる。 

 
【県への被災状況報告並びに空中偵察要請】 

  ○ 収集した被災状況概要を県へ報告する。 
  ○ 自衛隊及び県警ヘリコプターによる空中偵察を県に要請する。 
 
 
 
 
 
 【火元の始末】 

○ 使用中のガス、石油ストーブ等の火気類を始末し、火災を未然に防ぐよう努める。 
 
 【隣接居住者の安否確認】 

○ 隣接居住者と声を掛け合い安否を確認するとともに、要救助者を発見した場合は隣接者

で協力し救出する。 
 
 【被災状況通報】 

○ 家屋倒壊、火災発生等の被災状況について市災害対策本部、警察、消防署等へ通報する。 
   

【出火家屋に対する初期消火活動協力】 
○ 隣接家屋等において火災が発生した場合は隣接者で協力し初期消火にあたる。 
○ 初期消火活動中の消防署並びに消防団に対し支援・協力を行う。 

 
 【指定避難場所への自主避難】 
  ○ 被災した市民は、指定避難場所へ自主避難を行う。 
 
 
 
 
 

市 民 
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第第２２期期     緊緊急急対対応応体体制制確確立立期期   
～～～  地震発生から、概ね６時間以内  ～～～ 

 
    
     
  

【救助活動の掌握】 
○ 災害対策支部並びに関係機関からの情報により救助活動の状況を把握し、救護体制を整

える。 
 
 【避難場所の開設並びに避難誘導開始】 

○ 指定避難場所の安全確認及び確保を災害支部に対し指示する。 
○ 災害支部要員並びに消防団員による被災者の指定避難場所への避難誘導を開始する。 
○ 地震により山腹崩壊等の危険が予測できる地域の市民に対し、直ちに避難指示を行う。 

 
 【医療関係機関に対する出動要請】 

○ 市医師会等医療関係機関に対し、災害出動を要請する。 
○ 被災をまぬがれた医療施設もしくは公共施設を医療救護本部に指定し、各関係機関に連

絡する。 
○ 避難所等においては、救護部医療担当を中心に負傷者に対する応急処置を行う。 

 
 【緊急道路の確保】 

○ 国土交通省、球磨地域振興局土木部等関係機関との情報交換により主要国・県道の被害

状況を把握し市外との交通網の有無を確認する。 
○ 警察、災害対策支部等の情報により、市内主要道の被害状況を把握し、消火及び救助用

の緊急道路を確保する。 
○ 市内建設業関係団体に対し、災害出動を要請し緊急道路確保のための応急措置を要請す

る。 
 
 【被災状況報告並びに関係防災機関への応援要請】 

○ 県に対し被災状況報告を行うとともに必要に応じ、県を通じて自衛隊・県警機動隊等、

国・県の防災機関に応援要請を行う。 
○ 必要に応じ、災害時協定を締結している団体に対して応援要請を行う。 

 
【危険道路の交通規制】 

○ 警察、災害対策支部等の情報により道路危険箇所を把握し、交通止め等の交通規制を行

う。 
  

【市民への広報】 
○ 市民に対し防災行政無線をはじめとする複数の手段を用いて地震情報・道路情報・火災

情報等を広報する。 
○ 甚大な被害を受けた区域市民に対し指定避難所及び避難経路等を知らせ円滑な避難誘

導を行う。 

市 
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○ 被災していない市民に対し医療救助活動・避難所開設活動・被災者援護活動について協

力を要請する。 
 
 
 
 
 
 【医療救護活動への協力】 

○ 医療救護協力要請を知った医療経験のある市民は、医療救護本部に出向き医療救護活動

に協力する。 
 
 【消防活動への協力】 

○ 隣接地で火災が発生した場合は、消防署もしくは消防団の要請に基づき消火活動に協力

する。 
 
 【避難所開設への協力】 

○ 避難所に指定された地域の市民は、災害対策支部長の要請に基づき避難所開設について

協力する。 
 
 【被災者援護活動への協力】 

○ 避難所に指定された地域の市民は避難してきた被災者に対して災害対策支部長の要請

に基づき被災者援護活動について協力する。 
○ 被害を受けなかった地域の市民は、被災者援護活動への協力要請を知った場合、被災者

援護活動に協力する。 
 
 
 
 
 
 【電気通信関係業者】 

○ 停電地域戸数、通信不通地域戸数等や道路情報について市等関係機関との情報交換を行

い、直ちに応急復旧活動を行う。 
 

 【建設業関係業者】 
○ 市等関係機関からの要請により、消火、救助活動及び住民の避難に必要な緊急道路を確

保するため直ちに応急復旧活動を行う。 
 
 【運輸業関係業者】 

○ 市等関係機関からの要請により、被災者の緊急援護に必要な物資輸送活動を行う。 
 
 【食品業関係業者】 

○ 市等関係機関からの要請により、被災者の緊急援護に必要な食料品の確保を行う。 
 

市 民 

その他の関係機関 
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第第３３期期     応応急急対対応応体体制制確確立立期期   
～～～  地震発生から、概ね２４時間以内  ～～～ 

 
    
     
  

【県及び関係防災機関との応急対策協議】 
○ 県に被害状況を報告するとともに応急対策について協議を行い指導・援助を受ける。 

  ○ 関係防災機関と被害状況の確認を行い、応急対策について支援を受ける。 
 
 【他市町村への応援要請】 

○ 隣接市町村に対し被害状況を説明するとともに、応急対応に必要な人員・資材の提供を

含めた応援要請を行う。 
 
 【食糧、飲料水の確保】 

○ 市内食品業関係業者に対して避難救護状況を説明し、必要な食糧確保について協力を要

請する。 
○ 市内上水道関係業者に対して上水道施設被害状況を説明し、応急復旧について協力を要

請するとともに必要な飲料水の確保を行う。 
○ 隣接市町村並びに自衛隊に水道施設被害状況を説明し、給水車等の給水資材及び飲料水

の提供・搬送を要請する。 
 
 【生活物資の供給】 

○ 県や日赤等と十分に連携を図りながら、被災者に対する生活物資の供給を行う。 
○ 市内生活物資関係業者に対して避難救護状況を説明し、必要な生活物資について確保を

要請するとともに被災者に対する供給を行う。 
 
 【主要道路の復旧】 

○ 国土交通省・球磨地域振興局土木部・自衛隊等関係機関の協力支援を受け、市民の生活

道路となる市内主要道路の復旧を行う。 
○ 市内建設関係業者の協力を得て緊急道路確保に続き市内主要道路の応急復旧工事を行

う。 
 
 【物資輸送ルートの確保】 

○ 国・県道を管理する国土交通省並びに球磨地域振興局土木部等関係機関に対し、市外か

らの陸上物資輸送ルートの確保について要請を行う。 
○ 陸上物資輸送ルートの確保が不可能な場合は、自衛隊に対し輸送ヘリコプターの派遣要

請を県を通じて行い物資輸送ルートを確保する。 
○ 陸上からの物資輸送については、市内輸送業関係業者及び災害協定締結団体に車両の手

配等を含めた搬送業務を要請する。 
   
 【ボランティアの受入れ】 

○ 民間ボランティアの受入れのため、市社会福祉協議会内に受入れ窓口を設置する。 
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【救援物資の受入れ】 
○ 被災をまぬがれた公共施設を救援物資受入れセンターに位置づけ、救護部長の指揮によ

り一元的な救援物資の受入れ体制を整える。 
○ 被害を受けなかった地域の市民及び市外からの民間ボランティアの協力を得て救援物

資の集配を行う。市民への協力要請は防災行政無線等より呼びかける。 
 

【文教対策の確立】 
○ 各学校長は教職員等に対し、児童・生徒の被災状況の把握を指示する。 
○ 各学校長は教育長に対し、児童・生徒の被災状況を報告するとともに休校等の学校運営

に関する事項を協議する。 
 
 
 
 
 

【救援物資の受入れ、配付への協力】 
○ 被害を受けなかった地域の市民は、救援物資の受入れ配付への協力要請を知った場合、

指定された救援物資受入れセンターへ出向きその活動に協力する。 
 
 
 
 
 
 【電気通信関係業者】 

○ 停電地域戸数、通信不通地域戸数等や道路情報について市等関係機関との情報交換を行

い、市内の機関での対応が困難な場合は、他市の支店（支部）等への応援要請を行う。 
 
 【建設業関係業者】 

○ 市等関係機関からの要請に基づき、緊急道路確保に続き主要道路の応急復旧工事を行う。 
 
 【水道業関係業者】 

○ 市等関係機関からの要請に基づき、水道給水施設の応急復旧工事を行う。 
 
 【運輸業関係業者】 

○ 市等関係機関からの要請に基づき、引き続き救援物資並びに緊急物資の輸送を行う。 
 
 【食品業関係業者】 

○ 市等関係機関からの要請に基づき、引き続き食糧の確保を行う。なお、市内の機関での

対応が困難な場合は、他市の支店（支部）等への応援要請を行う。 
 
 【生活物資関係業者】 

○ 市等関係機関からの要請に基づき、生活物資の確保を行う。なお、市内の機関での対応

が困難な場合は他市の支店（支部）等への応援要請を行う。 

市 民 
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第第 11 期期     初初動動体体制制確確立立期期   

区分 具   体   的   行   動   内   容 

災 
害 
対 
策 
本 
部 

・ 震度６弱以上の地震を覚知した災害対策本部要員は、自主的に市庁舎に集合し所管の

業務に従事する。（市庁舎が被災した場合は、保健センター、カルチャーパレス、消防

本部の順で災害対策本部を設置する）。 
・ 総務部長は、直ちに市長・副市長に状況を報告するとともに指示をあおぐ。 
・ 市長は被災状況に基づき災害対策本部を設置する。 
・ 本部付要員は自主的に災害対策本部に集合する。 
・ 市長に事故ある場合は、副市長、総務部長の順で指揮をとる。 
・ 市長は直ちに災害対策本部会議を開催し、被災状況を掌握するとともに初動体制を的

確に行うための指揮系統を確立する。 

部 班 
本部担当 

・ 県並びに気象台からの地震情報を収集分析し、市民に対する避難指示等の指示

を行う。 
・ 災害対策支部長に対し支部設置並びに被災状況調査を指示する。 
・ 消防団を非常呼集し担当区域内の被災状況調査を指示する。 
・ 消防本部並びに警察署との被災情報交換及び確認を行い、その情報を基に救助

救出活動を災害対策支部並びに消防団に指示する。 
・ 災害対策本部調査班長に対し被害速報作成を指示する。 
・ 災害対策本部会議を開催し被災概要を報告するとともに、市長の指示を受け初

動体制を確立する。 
・ 収集した情報を基に公用車の配車計画を作成し、緊急対応公用車の配車を行う。 
・ 関係機関並びに災害対策支部の情報を基に救助救出用重機の手配を行う。 
・ 水防班と協議し緊急道路確保用の手配を行う。 
・ 県に対し被害速報報告を行うとともに状況に応じて、災害救助法予備申請並び

に自衛隊ヘリコプターによる空中偵察要請を行う。 
・ 防災行政無線等を利用して、市民に対し地震情報・被災状況及び避難指示等を

伝達する。 

人事担当 

・ 職員の登庁に関する事項及び職員動員状況の把握 

経理担当 

・ 総務班とともに関係機関からの被災情報の収集にあたる。 
・ 災害対策支部との被災情報交換確認を行う。 
・ 調査班とともに被害速報を作成する。 

報道写真担当 

・ 総務班とともに関係機関からの被災情報の収集にあたる。 
・ 災害対策支部との被災情報の交換確認を行う。 
・ 報道関係機関に対して、被災情報を知らせ協力を要請する。 
・ 収集した情報を基に被災現場を確認するとともに写真等に記録する。 
・ 確認した現場状況を迅速に総務班に報告する。 

総 
 
 
務 
 
 
部 

総 
 
務 
 
班 
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第第２２期期     緊緊急急対対応応体体制制確確立立期期   

区 分 
具   体   的   行   動   内   容 

部 班 

総 
 
 

務 
 
 

部 

総 
 
務 
 
班 

本部担当 

・ 災害対策本部会議を開催し下記事項を協議決定する。 
１）被災状況の確認 
２）緊急対応方針決定 
３）他の防災関係機関への応援要請協議 

・ 県に対し以下の項目について報告並びに協議を行う。 
１）被災状況報告 
２）災害救助法申請協議 
３）自衛隊派遣協議 
４）県警機動隊派遣協議 
５）県医療救護班派遣協議 
６）緊急道路確保協議 

・ 県内市町村に対し以下の項目について要請を行う。 
１）消防関係機関の応援要請 
２）医療救護関係機関の派遣要請 
３）市町村職員の派遣要請 

・ 市公用車の集中管理を行い被災地域に対して重点的に配車を行う。 
・ 建設業関係業者に対して、災害応急対策用重機の調達協力要請を行う。 
・ 災害対策支部の要請を受けて、被災地域に対する救助救出用重機の配車を行う。 
・ 水防班の要請を受けて、被災地域に対する緊急道路確保用重機の配車を行う。 

人事担当 

・ 職員の登庁に関する事項及び職員動員状況の把握 

経理担当 

・ 総務班の業務に従事する。 

報道写真担当 

・ 市民に対し防災行政無線等を利用し、地震情報並びに被災状況等を知らせ救助活動に

対する協力を求める。 
・ 被災した市民に対し防災行政無線等を利用し、避難場所、避難経路等を知らせ円滑な

避難誘導を行う。 
・ 報道関係機関に対し被災状況並びに緊急対策等を知らせ、放送メディアを利用した市

民への情報伝達を要請する。 
・ 報道班の業務に従事する。 

調 
査 
班 

・ 災害対策支部調査班と情報交換を行い被災状況を確認する。 
・ 関係防災機関と情報交換を行い被災状況を確認する。 
・ 毎時間ごとに被害報告書を作成し、総務班へ連絡する。 
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区 分 
具   体   的   行   動   内   容 

部 班 

総 
 
 
務 
 
 
部 

調 
査 
班 

・ 総務班とともに関係機関からの被災情報の収集にあたる。 
・ 災害対策支部との情報の交換確認を行い被災状況の把握に努める。 
・ 収集した情報を基に被害速報を作成し総務班に報告する。 

水 
 

防 
 

班 

・ 班長は本部到着後直ちに、総務班の情報により被災現場を確認する。 
・ 本部に集合した班員は、班長の指示により被災現場に急行し応急処置を行うと

ともに､被災状況を無線等の通信手段を用い報告する。 
・ 報告を受けた班長は、直ちに被災状況を本部に報告するとともに必要に応じて

応援要請を行う。 

消 
 
防 
 
班 

・ 消防班長たる消防団長及び補佐する副団長、方面隊長は震度６弱以上の地震を

覚知した場合、自主的に本部に参集し消防団本部を設置する。 
・ 分団長以下の団員は所属する部詰所に集合し、直ちに救助救出活動並びに初期

消火活動を行う。 
・ 分団長は所轄する区域の被災状況を団本部担当方面隊長へ報告するとともに必

要に応じて応援要請を行う。 
・ 方面隊長は団本部にて収集した情報を基に、所轄する区域の被災状況を把握し､

甚大な被害を受けた地域に対する救助救出活動並びに初期消火活動を指示す

る。 
水 
 
道 
 
部 

上 
・ 
下 
水 
道 
班 

・ 班員は地震発生後直ちに班長の指示により、上下水道施設の被災状況の把握を

行う。 
・ 被災現場に到着した班員は応急処置を行うとともに、被災状況を無線等の通信

手段を用い班長に報告する。 
・ 班長は被災状況概要を水道部長に報告し指示をあおぐ。 

救 
 
 
護 
 
 
部 

救
護
班
、
衛
生
・
機
動
班
、
避
難
施
設
・
給
食
班 

・ 総務班とともに関係機関からの被災情報の収集にあたる。 
・ 災害対策支部との情報の交換確認を行い被災状況の把握に努める。 
・ 収集した情報を基に被災者に対する救援計画を策定し、救援物資の手配準備を

行う。 
・ 班長は本部到着後直ちに、水防班長と協議を行い土木関係被災状況を把握する。 
・ 総務班とともに関係機関からの被災情報の収集にあたる。 
・ 災害対策支部並びに避難予定場所管理者との情報の交換確認を行い、避難場所

の被災状況を把握する。 
・ 収集した情報を基に避難場所の選定を総務班と協議し、支部並びに関係防災機

関に通知する。 

各 
 
 
支 
 
 
部 

・ 震度６弱以上の地震を覚知した支部員は自主的に各支部詰所に集合し支部長の

指示により被災者の救助救出活動を迅速に行う。 
・ 支部長は支部詰所到着後直ちに、総務班に対し支部設置状況及び指定避難所の

被災概要並びに支部が所管する町内の被災概要を報告する。 
・ 支部員は支部長に対し被災者の救助救出活動を報告するとともに、必要に応じ

て消防団員の出動を依頼する。 
・ 支部長は被災状況並びに救助救出状況を総務班に報告するとともに、必要に応

じて消防団員の出動を要請する。 
・ 支部長は被災状況並びに救助救出状況に応じて、町内会長をはじめとした地域

住民に対し協力を要請する。 

－ 206 －

第 2編　災害対策本部における具体的行動
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第第２２期期     緊緊急急対対応応体体制制確確立立期期   

区 分 
具   体   的   行   動   内   容 

部 班 

総 
 
 

務 
 
 

部 

総 
 
務 
 
班 

本部担当 

・ 災害対策本部会議を開催し下記事項を協議決定する。 
１）被災状況の確認 
２）緊急対応方針決定 
３）他の防災関係機関への応援要請協議 

・ 県に対し以下の項目について報告並びに協議を行う。 
１）被災状況報告 
２）災害救助法申請協議 
３）自衛隊派遣協議 
４）県警機動隊派遣協議 
５）県医療救護班派遣協議 
６）緊急道路確保協議 

・ 県内市町村に対し以下の項目について要請を行う。 
１）消防関係機関の応援要請 
２）医療救護関係機関の派遣要請 
３）市町村職員の派遣要請 

・ 市公用車の集中管理を行い被災地域に対して重点的に配車を行う。 
・ 建設業関係業者に対して、災害応急対策用重機の調達協力要請を行う。 
・ 災害対策支部の要請を受けて、被災地域に対する救助救出用重機の配車を行う。 
・ 水防班の要請を受けて、被災地域に対する緊急道路確保用重機の配車を行う。 

人事担当 

・ 職員の登庁に関する事項及び職員動員状況の把握 

経理担当 

・ 総務班の業務に従事する。 

報道写真担当 

・ 市民に対し防災行政無線等を利用し、地震情報並びに被災状況等を知らせ救助活動に

対する協力を求める。 
・ 被災した市民に対し防災行政無線等を利用し、避難場所、避難経路等を知らせ円滑な

避難誘導を行う。 
・ 報道関係機関に対し被災状況並びに緊急対策等を知らせ、放送メディアを利用した市

民への情報伝達を要請する。 
・ 報道班の業務に従事する。 

調 
査 
班 

・ 災害対策支部調査班と情報交換を行い被災状況を確認する。 
・ 関係防災機関と情報交換を行い被災状況を確認する。 
・ 毎時間ごとに被害報告書を作成し、総務班へ連絡する。 

 

－ 207 －

第 2期　緊急対応体制確立期
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区 分 
具   体   的   行   動   内   容 

部 班 

総 
 
 
務 
 
 
部 

水 
 

防 
 

班 

・ 球磨地域振興局土木部、西日本高速道路(株)等との情報交換を行い、主要国県道並び

に高速自動車道の被災状況を確認するとともに緊急道路の確保を要請する。 
・ 警察、災害対策支部等との情報交換を行い、市内主要道の被災状況を確認し消火及

び救助救出用の緊急道路の確保を行う。 
・ 市内建設業関係業者に対し、消火及び救助救出用の緊急道路を確保するため協力要

請を行う。 
・ 応援要請を受け出動してきた自衛隊、市内建設業関係業者等に対し適切な応急復旧

処置箇所を指示し緊急道路の確保に努める。 
・ 警察署、球磨地域振興局土木部と協議のうえ、山腹崩壊や崖崩れ等のおそれのある

危険道路の交通規制を行う。 

消 
 
防 
 
班 

・ 団長は警察、消防署等との情報交換を行い消火箇所並びに救助救出箇所を確認し、

迅速な消防活動を各方面隊長を経由し分団長に指示する。 
・ 被災現場で消防活動指揮する分団長は、常時活動状況を方面隊長に報告するととも

に必要に応じて応援要請を行う。 
・ 被災が軽微な地域の方面隊長は､指揮下の各分団を本部から指定された箇所に招集

し待機させる。 
・ 団長は応援協定に基づき出動した他市町村の消防団員に対し、活動箇所及び活動内

容を明示し協力を要請する。 
・ 団長は被災が軽微な地区の方面隊長に対し活動箇所及び活動内容を明示し出動を命

じる。 

水 
 
 
道 
 
 
部 

上 
水 
道 
班 

・ 市内主要道の被災状況を確認しながら上水道施設の応急復旧を実施するとともに緊

急生活水の確保を行う。 
・ 市内の上水道関係業者に対し、緊急生活水を確保するため応急復旧について協力要

請を行う。 
・ 協力要請を受け出動してきた市内上水道事業関係業者に対し適切な応急復旧処置箇

所を明示する。 

下 
水 
道 
班 

・ 終末処理場及びポンプ場等の応急復旧を実施するとともに、市内主要道の被災状況

を確認しながら下水道管渠の応急復旧に対応する。 
・ 市内下水道事業関係業者に対し、下水道施設の応急復旧について協力要請を行う。 
・ 協力要請を受け出動してきた市内下水道事業関係業者に対し適切な応急復旧処置箇

所を明示する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 208 －

第 2編　災害対策本部における具体的行動
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区 分 
具   体   的   行   動   内   容 

部 班 

救 
 
 
護 
 
 
部 

救
護
班
、
衛
生
・
機
動
班
、
避
難
施
設
・
給
食
班 

救護担当 

・ 災害対策本部及び支部に属さない職員を招集し、被災者に対する救護活動に従事させ

る。 
・ 各支部と協力し避難所における被災者数等を確認するとともに援護に必要とする物

資等の調達計画を策定する。 
・ 市内の食品関係業者に対し、被災者救援食料品の手配について協力を要請するととも

に、調達したものから順次配付する。 
・ 災害救助法適用以降の救援物資等について日赤県支部並びに県担当課と協議し受入

れ体制を整える。 
・ 被災者救護活動に参加する民間ボランティアの協力を得て､救援物資の仕分け並びに

配付準備を行う。 

医療担当 

・ 避難所において、負傷者に対する応急処置を行う。 
・ 総務班と協議のうえ、被災していない医療施設若しくは公共施設に医療救護本部を設

置し関係防災機関へ通知する。 
・ 医療救護本部設置後は、外部団体の受援体制を整える。 
・ 必要に応じ、熊本県人吉保健所（球磨地域保健医療調整現地本部）を通じて市医師会

並びに人吉医療センターに協力を要請する。 
・ 必要に応じ、熊本県人吉保健所（球磨地域保健医療調整現地本部）に対し、医療救護

班の出動を要請する。 
・ 必要に応じ本部と協議の上、熊本県人吉保健所（球磨地域保健医療調整現地本部）に

災害支援ナース等の協力を要請する。 

避難施設・給食担当 

・ 災害対策本部及び支部に属さない教育委員会所属職員を招集し､被災者に対する救助

活動に従事させる。 
・ 指定避難所に班員を派遣し、避難所を開設するとともに被災者の受入れ援護を行う。 
・ 救護担当と協力し被災者数並びに必要とする食品、生活物資等の数量を把握するとと

もに調達可能なものから順次配付する。 
・ 近隣町内会等民間ボランティアの協力を得て、避難所開設並びに被災者に対する救護

活動を円滑に実施する。 

各 
 
 

支 
 
 

部 

・ 消防団、消防機関及び市民ボランティアの協力を得て、引き続き被災者の救助救出を

継続する。 
・ 消防署救急隊等と協力し負傷者の応急処置を行うとともに治療が必要な場合には医

療救護本部に搬送する。 
・ 救護班と協力し避難所を開設するとともに、消防団の協力を得て被災者の避難誘導を

迅速に行う。 
・ 救護班と協力し、担当区域内の避難所の被災者数を確認するとともに援護に必要とす

る物資リストを作成する。 
・ 救護班と協力し被災者に対する非常食並びに寝具等の緊急援助物資の配付を地域の

町内会並びに市民ボランティアの協力を得て実施する。 
・ 上水道班と協力し、被災者に対する生活水の給水を実施する。 

－ 209 －

第 2期　緊急対応体制確立期
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第第３３期期     応応急急対対応応体体制制確確立立期期   

区 分 
具   体   的   行   動   内   容 

部 班 

総 
 
 
務 
 
 
部 

総 
 
務 
 
班 

本部担当 

・ 県に対し以下の項目について報告並びに協議を行う。 
１）被害報告（中間確定分） 
２）災害救助法適用決定後の具体的支援策要望 
３）主要国、県道応急復旧策協議 
４）自衛隊、県警機動隊等応援防災機関への対応協議 

・ 災害対策本部会議を開催し下記事項を協議決定する。 
１）被災状況分析及び検討 
２）被災者救護救援方針決定 
３）応急復旧対策方針決定 
４）関係防災機関応援受入方針決定 
５）被災現場視察 

・ 引き続き災害応急対策用車両の集中管理を行い、迅速かつ円滑な応急復旧を行う。 
・ 引き続き建設業関係業者と連絡を密にして、災害応急対策用重機の調達を行う。 

人事担当 

・ 職員の登庁に関する事項及び職員動員状況の把握 

経理担当 

・ 県財政主管課と災害応急対策費について協議を行う。 
・ 被害報告に基づき、災害対策経費並びに応急復旧経費に対する財源計画を策定する。 

報道写真担当 

・ 引き続き市民に対して、防災行政無線等を利用し地震情報並びに被災状況等を随時知

らせ必要に応じ応援協力を求める。 
・ 報道関係機関に対し、被災状況並びに緊急対策等を知らせ、放送メディアを利用した

情報伝達を行うとともに、必要に応じて隣接市町村住民にボランティア参加を呼びか

ける。 
・ 災害対策本部会議資料として、被害状況等を撮影した報告書を作成提出する。 
・ 災害対策各部各班の要請により、被害状況等を撮影した報告書を作成する。 

調 
査 
班 

・ 各支部及び各班の報告により項目別被害額概算積算を行う。 
・ 毎時間ごとに被害報告書を作成し、総務班へ報告する。 
・ 災害対策本部会議資料として、被害中間報告書を作成提出する。 

水 
 
防 
 
班 

・ 球磨地域振興局土木部、道路公団等が管理する主要国県道並びに高速自動車道の応急

復旧に協力し、緊急物資搬送用ルートを確保する。 
・ 市内建設業者並びに自衛隊等の協力を得て、市内主要道の応急復旧を行い生活道路を

確保する。 
・ 必要に応じ本部を通じて市外の建設業関係業者に対し、生活道路確保のための応急復

旧への協力を要請する。 
・ 土木建築関係災害応急復旧費の概算を積算し、調査班へ報告する。 

－ 210 －

第 2編　災害対策本部における具体的行動
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区 分 
具  体  的  行  動  内  容 

部 班 

総 
 
 
務 
 
 
部 

消 
 
防 
 
班 

・ 各分団長は、救助救出状況並びに消火活動状況を、随時方面隊長に報告し指示をあ

おぐ。 
・ 各分団長は、引き続き消火活動を継続するとともに、鎮火した地域においては再出

火を防止するため所轄の部長に警備を指示する。 
・ 各分団長は、被災地区町内会長等からの情報を基に被災者の安否確認を行い、行方

不明者等を確認した場合は直ちに方面隊長へ報告するとともに所轄の部長に対して

捜索を指示する。 
・ 団長は、水防班の情報等により土砂崩れ危険地域及び道路崩壊箇所を確認した場合、

所轄の方面隊長を経由し各分団長に警備を指示する。 

水 
 
 
道 
 
 
部 

上 
水 
道 
班 

・ 引き続き緊急生活水を確保するため、被災した上水道施設の応急復旧を継続する。 
・ 上水道施設被災状況等に基づき緊急生活水給水地区を確定させるとともに迅速な給

水を行う。 
・ 必要に応じ本部を通じて市外の上水道関係業者に対し、緊急生活水確保のための応

急復旧への協力を要請する。 
・ 必要に応じ本部を通じて自衛隊に対し生活水給水に必要な機材並びに要員の派遣要

請を行い迅速な給水を行う。 
・ 必要に応じ本部を通じて緊急生活水給水に必要な機材並びに要員の提供を依頼す

る。 
・ 上水道施設関係災害応急復旧費の概算を積算し、調査班へ報告する。 

下 
水 
道 
班 

・ 引き続き下水道施設の機能を維持するため、被災した下水道施設の応急復旧を継続

する。 
・ 必要に応じ本部を通じて市外の下水道事業関係業者に対し、下水道施設の機能を維

持するため応急復旧への協力を要請する。 
・ 下水道施設関係災害応急復旧費の概算を積算し、調査班へ報告する。 

救 
 
 
護 
 
 
部 

救 
 
護 
 
班 

救護担当 

・ 被災をまぬがれた公共施設を救援物資センターに指定し、救援物資受入れ及び配付

を一元的に管理し円滑な救護活動を行う。 
・ 市内の食品関係業者の協力により調達した救援食料品を、市公用車等を利用して避

難所並びに被災者に災害対策支部を通じて配付する。 
・ 災害救助法適用に伴う救援物資の受入れについて、日赤県支部並びに県担当課と連

絡調整を図り、救援食料品同様被災者に配付する。 
・ 必要に応じ本部を通じて他市町村に対し救援物資の提供を依頼するとともに、その

受入れ及び配付についても万全を期す。 
・ 班長は、避難場所に避難した被災者数に応じて所属する職員を配置し被災者に対す

る援護活動に従事させる。 
・ 衛生・機動班が配送してきた救援物資を、支部員と協力し被災者に配付する。 
・ 避難場所に避難した被災者の自立に必要な生活援助全般について、援護を行う。 
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区分 
具  体  的  行  動  内  容 

部 班 

救 
 
 
護 
 
 
部 

救 
 
護 
 
班 

医療担当 

・ 引き続き医療救護本部において、市医師会並びに人吉医療センター等の協力のもと、

負傷者に対する医療救護活動を実施する。 
・ 応援要請に応じ派遣された日赤並びに県医師会の医療救護班の協力を得て、傷病者

に対する医療活動を更に充実する。 
・ 医薬品及び医療器具等に不足を生じた場合は、本部を通じて熊本県災害医薬品備蓄

体制の協力及び日赤県支部並びに県医師会の協力を得て空輸等にて調達する。 
・ 更に高度の医療介護が必要な重症者については、本部を通じて自衛隊の協力を得て、

ヘリコプター等を利用し県内の医療施設に搬送する。 

輸送担当 

・ 自力での移動が困難な被災者を公民館等の自主避難所から指定避難所へ輸送する。 

給食担当 

・ 総務班・救護班と連絡を密にし、必要に応じて避難者への炊き出しを行う。 
（学校給食センターにて調理、仕分け） 

衛 
生 
・ 
機 
動 
班 

衛生・機動担当 

・ 給食担当が用意した炊き出しの食事を救護班と協力して避難所へ輸送する。 
・ 救援食料品について、配布のため避難場所へ輸送する。 
救護班が調達した救援物資について、配布のため避難所へ輸送する。 

災害ボラ
ンティア
センター 

・ 災害ボランティア窓口を設置し、市民並びに市外の災害ボランティアの受入れ体制

を整える。 
・ センターに集合した市民並びに市外の災害ボランティアの協力を得て、救援物資の

仕分け及び配付を行う。 

各 
 
 

支 
 
 

部 

・ 支部長は、救助救出状況並びに避難状況を随時総務班に報告し、指示をあおぐ。 
・ 支部長は、被災地区町内会長等からの情報を基に被災者の安否確認を行い、行方不

明者等を確認した場合は、直ちに総務班並びに消防班に連絡するとともに捜索を支

部員に指示する。 
・ 支部長は、被災地区町内会長からの情報を基に管内の被災概要調査を支部員に指示

するとともに、その結果を調査班に報告する。 
・ 衛生・機動班が搬送してきた救援物資を、避難所を管理する救護班と協力し被災者

に配付する。 
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 第１章  総     則 

 

第１節  水防計画の目的 

 この計画は水防法（以下「法」という。）及び人吉市水防協議会条例（以下「条例」という。）に基づ

き、洪水による水災を警戒防御し、これによる被害を軽減し、防止する目的をもって市内各河川に対す

る水防上必要な監視、予報、警戒、通信、連絡、輸送及び水門の操作、水防のための水防団及び消防機

関の活動、水防管理団体間における協力及び応援、並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備と運

用について実施の大綱を示したものである。 

１ 水防の責任及び居住者等の義務 

  法第 3条、第 24 条により、次のとおり水防上の責任を果たさなければならない。 

（１）市の水防責任（法第 3 条） 

   市はその区域内の水防を十分に果たさなければならない。 

（２）居住者等の水防義務（法第 24 条） 

      水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためにやむを得ない必要があるときは、当該

水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることがで

きる。 

 

２ 安全配慮 

 洪水等による危険を伴う水防活動等に従事する者の安全が確保されるよう配慮するものとする。 

水防作業のほか、避難誘導、水門操作等においては、次のような点に配慮し、当該従事者の安全を確

保するものとする。 

①当該従事者自身の避難時間も考慮した活動内容であること。 

②危険を伴う作業時には、常にライフジャケットを着用すること。 

③作業時の安否確認のため、非常時にも利用可能な通信機器を携帯すること。 

④その他、地域の実状に応じた安全確保に配慮すること。 

 

第２節  組   織  

１ 水防協議会 

  法第 33 条及び条例に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、本市に

おいても条例が設置された。（昭和 56年 3月 26日条例を公布） 

  協議会は市長を会長とし、委員は市職員並びに水防に関係ある団体の代表者及び学識経験者のうち

市長が命じ、又は委嘱するものをもって組織するものであり、その所掌事務は本市において水防に関

する基本方針及び水防計画を作成し、その実施の推進を図るとともに、情報の収集、関係機関相互間

の連絡調整等を図るのを任務とする。 

２ 水防本部 

  法第 3条に基づき、市が必要と認めたときから洪水の危険が解消するまでの間、市において水防本

部を設置する。なお災害対策基本法第 23 条の 2 に基づく人吉市災害対策本部が設置された場合は、
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その指揮下に編入される。 

  本部の位置 人吉市西間下町字永溝 7 番地 1 人吉市役所 

        人吉市役所復興建設部 

        代表電話 0966-22-2111（昼）・0966-22-4148（夜） 

        ＦＡＸ  0966-24-5929 

（１）本部の組織 

   水防本部長に市長を、副本部長に副市長を、水防隊長に復興建設部長を、副隊長に水防本部長が

指名したものをおく。その下に総務班、技術班をおき予め水防分担を決定する。 

（２）本部会議 

本部長は、本部会議の議長となり、次の事項について協議する。 

（ア）水防計画、応急対策に関する事項 

（イ）水防に関しての通報、活動、応援等の事項 

（ウ）その他、本部長が必要と認める事項 

 

第２章  予 防 計 画 

第１節  水防危険箇所の指定 

 水防危険箇所は別表のとおりであり、本部長は気象注意報・警報を受けた場合又は洪水の危険を

察知した場合は、水防隊長をして危険区域の巡視を行なわせ、必要と認められる予防措置を講じな

ければならない。 

 

第２節  予 防 計 画 

１ 水防資材の備蓄 

 水災を防御し、また被害の軽減を図るため応急対策資材、機器を整備、備蓄しておく。 

（１）水防倉庫の位置（人吉市蟹作町一本杉 1250 番地 1） 

備 蓄 資 材 

資器材名 数  量 資器材名 数  量 資器材名 数  量 資器材名 数  量 

蛸  木 

(たこぎ) 
4  懐中電灯 10  丸  杭 50  鉄  線 4 巻 

掛  矢 4  叺 
(かます) 

100  土のう袋 4,500  投 光 器 3  

スコップ 80  縄 100ｍ 釘 3 箱 発 電 機 2  

麻  袋 200  ツルハシ 10  鋸 
(のこぎり) 

10  斧 10  

ハンマー 5  ペ ン チ 10  鎌 10  鉈 
(なた) 

10  

ガラ袋 1,500        
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（２）備蓄資材の補充 

   備蓄資材の使用後は、直ちに補充しなければならない。 

 

２ 水防隊組織 

法第 3 条の規定に基づき、市域における水防を十分に果たす責任は人吉市が負うこととなるの

で、本部長が必要と認めるときは、水防隊を編成し、水防活動に従事する。 

その編成は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               （ 消 防 団 ） 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 班          技 術 班 

 

 

 

 

水 防 本 部 長 

水 防 隊 長 水 防 団 

人吉下球磨消防組合 

副 水 防 隊 長 

副 水 防 本 部 長 
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水 防 団 の 組 織 

 

 水防団長（消防団長）  

 

 水防副団長（消防副団長）  

 

方面隊 分 団 部 区         域 

第 1 方面隊 

第 1 分団 

第 1 部 田町 麓町 新町 南町 

第 2 部 九日町 紺屋町 鍛冶屋町 

第 3 部 大工町 二日町 五日町 七日町 

第 4 部 上新町 下新町 願成寺町 

第 2 分団 

第 1 部 南泉田町 北泉田町 鬼木町 

第 2 部 上青井町 中青井町 下青井町 駒井田町 鶴田町 

第 3 部 瓦屋町 城本町 合ノ原町 井ノ口町 

第 2 方面隊 第 3 分団 

第 1 部 温泉町 上林町 中林町 下林町 

第 2 部 上原田町 下原田町 

第 3 部 中神町 

第 3 方面隊 第 4 分団 

第 1 部 上薩摩瀬町 下薩摩瀬町 下城本町 宝来町 相良町 

第 2 部 矢黒町 上永野町 下永野町 

第 3 部 上戸越町 下戸越町 鹿目町 

第 4 方面隊 

第 5 分団 

第 1 部 西間上町 西間下町 

第 2 部 蓑野町 古仏頂町 

第 3 部 木地屋町 東大塚町 西大塚町 田野町 

第 6 分団 
第 1 部 東間上町 東間下町 

第 2 部 七地町 浪床町 蟹作町 赤池原町 赤池水無町 

第 5 方面隊 第 7 分団 

第 1 部 下漆田町 東漆田町 上漆田町 

第 2 部 下田代町 上田代町 

第 3 部 大畑町 大畑麓町 大野町 矢岳町 

 

 備 考 

 １ 水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。（法第 5 条第 3 項） 

 ２ 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したとき、その他水防上必要

があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機関を出動

させ、又は出動の準備をさせなければならない。（法 17条） 
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第３章   気象予警報等の伝達計画 

 
第１節 気象予警報、情報等の種類 

１ 特別警報、警報、情報等 
気象業務法に基づき、熊本地方気象台が発表するもので種類は下のとおり。 

  （１）特別警報、警報、注意報等 
種 類 概  要 

特別警報 大雨、大雪、暴風、暴風雪が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれ

が著しく大きい場合に、その旨を警告して行う予報 

警 報 大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪によって重大な災害の起こるおそれがある

場合に､その旨を警告して行う予報 

注意報 大雨、洪水、大雪、強風、風雪等によって災害が起こるおそれがある場合に､

その旨を注意して行う予報 

府県気象情報 
地方気象情報 
全般気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する

場合や､特別警報・警報･注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意

を解説する場合等に発表する予報 

 
（２）土砂災害警戒情報 
   土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）発表中にさらに大雨により土砂災害の危険度が高

まった市町村に対して、熊本県と気象台が共同して発表する情報である。市町村長が避難指示等

の災害応急対応を適時適切に行えるよう、また、住民の自主避難の判断等に利用できることを目

的としている。危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 
 
（３）記録的短時間大雨情報 
   大雨警報発表中にキキクルの「危険」【紫】が出現し、数年に一度しか発生しないような猛烈

な短時間の大雨を観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組

み合わせた分析）したときに、府県気象情報の一種として発表される。熊本県では、１時間１１

０ｍｍ以上を観測もしくは解析した場合に発表する情報である。 
 
（４）顕著な大雨に関する気象情報 
   大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨

が同じ場所で実際に降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワードを使って解説する情

報である。警戒レベル４相当以上の状況で発表する。 
 
（５）竜巻注意情報 
   積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情

報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況に

なっている時に天気予報で用いる一次細分区域単位で発表する情報である。また、竜巻の目撃情
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報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が

発生するおそれが非常に高まっている旨を、天気予報で用いる一次細分区域単位で発表する。こ

の情報の有効期間は発表から概ね 1 時間である。 
２ 水 防 警 報 

水防警報とは、法に基づき、国土交通大臣又は知事が指定する河川、又は湖沼について洪水又

は高潮による災害が予想される場合は、国土交通大臣が指定する河川については国土交通省（八

代河川国道事務所長）が、知事が指定する河川については、知事が水防を必要と認め、警告を発

するものをいう。 
 
（１）水防警報を行う河川 

 国河川 

河 川 名 区                     域 

球 磨 川 熊本県球磨郡湯前町字焼尾５０５１地先市房第２堰堤から海まで 

 

 県河川 

河 川 名 区                     域 

万江川 熊本県球磨郡山江村道淡島参道線（淡島裏参道橋）から球磨川合流点まで 

胸川 熊本県人吉市道木地屋西目線（おかくら橋）から球磨川合流点まで 

 

（２）水防警報の種類と条件 

（イ）警報の種類 

種 類 内            容 

待 機 

水防団員の足留めを警告するもので、状況に応じてすみやかに活動できるようにしてお

く必要がある旨を警告するもの。又は出動時間が長引くような場合に水防活動をやめる

ことはできないが出動人員を減らしても差し支えない旨を警告するもの。 

準 備 
水防資器材の整備点検、水門等の開閉準備、堤防の巡視及び直ちに出動できるよう準備

する旨を警告するもの。 

出 動 水防団員が出動する必要がある旨を警告するもの。 

警 戒 
水位、滞水時間その他水防活動上必要な状況を明示するとともに、越水、漏水、法壊、

亀裂、その他河川状況により警戒を必要とする事項を指摘して警告するもの。 

解 除 
水防活動を必要とする出水状況が解除した旨を通知するとともに、一連の水防警報を終

了する旨を通知するもの。 
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（ロ）水防警報対象量水標と条件 

対象量水標 待   機 準   備 出   動 警   戒 解   除 

人 吉 

水防団待機水位

(2.0ｍ)に達し、

氾 濫 注 意 水 位

(3.0ｍ )に達す

ると思われると

き。 

水防団待機水

位(2.0ｍ)を越

え、氾濫注意水

位(3.0ｍ)を突

破すると思わ

れるとき。 

氾濫注意水位

(3.0ｍ)に達し、

なお上昇の見込

みがあるとき。 

避難判断水位

(3.2ｍ)・危険

水位(3.4ｍ)・

計 画 高 水 位

(4.07ｍ )を超

えたとき。 

氾濫注意水位

(3.0ｍ)以下に

下がって再び

増水の恐れが

ないと思われ

るとき。 

渡 

水防団待機水位

(5.0ｍ)に達し、

氾 濫 注 意 水 位

(6.0ｍ )に達す

ると思われると

き。 

水防団待機水

位(5.0ｍ)を超

え、氾濫注意水

位(6.0ｍ)を突

破すると思わ

れるとき。 

氾濫注意水位

(6.0ｍ)に達し、

なお上昇の見込

みがあるとき。 

避難判断水位

(7.6ｍ)・危険

水位(8.7ｍ)・

計 画 高 水 位

(11.33ｍ)を超

えたとき。 

氾濫注意水位

(6.0ｍ)以下に

下って、再び増

水の恐れがな

いと思われる

とき。 

※「渡」は、万江川合流点から下流（人吉市中神町等）を対象とする。 

 

３ 指定河川洪水予報 

 指定河川洪水予報は、法に基づき熊本地方気象台と国土交通省八代河川国道事務所が共同して、球磨

川の洪水予警報を発するものをいう。 

 

（１）指定河川洪水予報を行う河川 

河 川 名 実     施     区     域 

球 磨 川 熊本県球磨郡湯前町字焼尾５０５１地先市房第２堰堤から海まで 

 

（２）指定河川洪水予報の種類 

種  類 標  題 発 表 基 準 

洪水警報 

氾濫発生情報 

氾濫が発生したとき、又は氾濫が発生し継続しているときに発表され

る。新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要とな

る。災害がすでに発生している状況であり、命の危険が迫っているた

め直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル５に

相当。 

氾濫危険情報 

急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位に達し、さらにその水位

を超えることが見込まれるとき、又は氾濫危険水位に達したとき、若

しくは氾濫危険水位以上の状態が継続しているときに発表される。い

つ氾濫が発生してもおかしくない状況であり、避難していない住民へ

の対応が必要である。この後に避難指示等を発令する場合、周辺状況

を確認する必要がある。危険な場所から避難が必要とされる警戒レベ

ル４に相当。 

氾濫警戒情報 

氾濫危険水位に達すると見込まれたとき、又は避難判断水位に達し、

さらに水位の上昇が見込まれるときに発表される。避難指示等の判断

の参考とする。高齢者等は危険な場所から避難が必要とされる警戒レ

ベル３に相当。 
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洪水注意報 氾濫注意情報 

氾濫注意水位に達し､さらに水位の上昇が見込まれるときに発表され

る。避難準備情報等の発令の判断の参考とする。ハザードマップによ

る災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要と

される警戒レベル２に相当。 

 

（３）予 報 地 点 

河 川 名 予   報   地   点 

球 磨 川 人  吉  ・  渡 

 

４ 信 号 

 熊本県水防信号規則の定めによる車輌の標識を行い、又水防活動に対して次の通り信号を行う。  

   「 標  識 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）標識は白色とし、人吉市及び水の図案は赤色とする。 

 

「 信  号 」 

 
区    分 警 鐘 信 号 サイレン信号 

第１信号 

知事が定めた警戒水位

に達したことを知らせ

るもの 

○－休止 ○－休止 

 

○－休止 ○－休止 

5秒  15秒 5秒  15秒 5秒  15秒 

 

○－休止 ○－休止 ○－休止 

第２信号 

水防団員及び消防機関

に属する全員が出動す

ることを知らせるもの 

○－○－○ ○－○－○ 

 

○－○－○ ○－○－○ 

5 秒  6 秒 5秒  6秒 5秒  6秒 

 

○－休止 ○－休止 ○－休止 

第３信号 

区域内に居住するもの

が出動することを知ら

せるもの 

○－○－○－○ 

 ○－○－○－○ 

   ○－○－○－○ 

10秒  5秒 10秒  5秒 10秒  5秒 

 

○－休止 ○－休止 ○－休止 

第４信号 

居住者が避難すること 

 

を知らせるもの 

乱    打 

1 分  5 秒 1分  5秒 1分  5秒 

 

○－休止 ○－休止 ○－休止 

 

備考（イ）信号は適宜の時間継続する。 

  （ロ）必要があれば、警鐘信号及びサイレン信号を併用することができる。 

  （ハ）危険が去った時は、口頭伝達により周知させるものとする。 
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第４章  水 防 活 動 

 

第１節 水防活動並びにその報告、連絡、協力 

水防活動の順序 

１ 市は気象注意報、洪水予報又は警報を受けた場合、又は洪水の危険を察知した場合は第１段階

として計画した人員を召集し、又は待機させ、堤防の監視及び警戒配置につくものとする。 

２ 警戒水位に達した時、又はその他必要と認める時は第２段階として計画した人員を配置すると

共に器具資材を整備し、出動準備を整える。 

３ 出動水防信号又は必要と認めた時は、全員出動して水防活動を行う。なお第３信号により居住

者も出動する。又第４信号で居住者が退避する。 

４ 通報水位を下り、再度水位上昇のおそれがなくなった時は水防態勢を解除する。 

 

第２節 水防警報の段階 

１ 第１段階  待  機 

   水防団待機水位を超え、氾濫注意水位に達すと予知せられる時、計画した人員を召集し、堤防等

の警戒配置につかせる。 

２ 第２段階  準  備 

   氾濫注意水位に達した時、又は必要と認めた時は、計画した人員を配置につけると共に、器具資

材を整備し、出動準備を整える。 

３ 第３段階  出  動 

   氾濫注意水位を超え、危険と認めた時は、全員出動して水防活動を行なう。 

４ 第４段階  解  除 

   水防団待機水位を下り、再度氾濫注意水位へ上昇のおそれがなくなった時、水防活動の終了を通

知する。 

 

第３節 水防管理者等の連絡事項 

  水防管理者（人吉市長）は次の場合、水防区本部（球磨地域振興局土木部）及び隣接水防管理者に

連絡する。 

１ 水防団（消防団）が出動したとき。 

２ 堤防等に異常を発見したとき。 

３ 水防作業を開始したとき。 

４ 水防作業が困難に陥るおそれがあるとき。 

５ 堤防が決壊したとき。 

６ 防御の効果があったとき。 

７ 水防活動を終了し、警戒を解除したとき。 
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第４節 非 常 措 置 

１ 堤防が決壊し、又はこれに準ずべき事態が発生した時は、第２段階の水防に必要な処置を講じ、 

被害を最小限度に止めなければならない。 

２ 危険が著しく切迫し、立ち退きを必要と認めた時は、予め定めた立ち退き先及びその他経路等を

示して、立ち退きを指示しなければならない。 

 

第５節 協力及び応援 

１ 河川管理者の協力 

   河川管理者九州地方整備局、又は熊本県は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、市が行う水防

活動に協力を行うものとする。 

２ 水防管理団体の応援 

   水防のため緊急の必要があるとき、市は、法第 23 条に基づき他の水防管理者又は市町村長若し

くは消防機関の長に対して応援を求めるものとする。また、応援を求められた水防管理者等は、自

らの水防に支障がない限りその求めに応じるものとする。応援のため派遣された者は、市の所轄の

下に行動するものとする。 

３ 警察官の援助要求 

   水防のため必要があると認めるとき、市は、法第 22 条に基づき人吉警察署長に対して、警察官

の出動を求めるものとする。その方法等については、あらかじめ人吉警察署長と協議しておくもの

とする。 

４ 自衛隊の派遣要請 

市は、災害に際し、自らの能力で処理することが困難な事態が予想されるときは、災害対策基本

法第 68 条の 2 に基づき、知事に自衛隊の災害派遣の要請を要求するものとする。派遣要請の要求

に当たっては次の事項を明らかにするものとする。 

① 災害の状況及び派遣要請を要求する事由 

② 派遣を希望する期間 

③ 派遣を希望する区域及び活動内容 

④ 派遣部隊が展開できる場所 

⑤ 派遣部隊との連絡方法、その他参考となるべき事項 

 

 

第５章  水 防 顛 末 

 

 水防を終結した時は、管理者は７日以内に知事に報告しなければならない。 

１ 水防顛末書は所轄の地域振興局土木部を経由すること。 
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第６章  公 用 負 担 

 

１ 法第２８条に規定された権限を行使する者は、その身分を示す証明書、又その権限を行使した場合

はこれを携示しなければならない。 

２ 法第２８条の規定により公用負担の権限を行使した場合は、次の様な証票２通を作成して、その１

通を負担者に手渡し、権限行使により損失を受けた者に対して、水防管理者は時価によりその損失を

補償するものとする。 

（証票記載例） 

 

公 用 負 担 の 証 

 

住 所 

 

氏 名 

 

１ 物  件        数  量 

 

２ 負担内容（使用・収用・処分等） 

 

３ 期  間 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

命令者 

 

氏 名              印 
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第 １ 表  

（１）重要水防箇所の評定基準                 （九州地方整備局八代河川国道事務所） 

種別 
重       要       度 

要注意区間 
Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

越水 
（溢水） 

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間
の堤防にあっては計画高潮位）が、現況の
堤防高を越える箇所。 

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間
の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤
防高との差が、堤防の計画余裕高に満たな
い箇所。 

 

堤体漏水 

堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履
歴（被災状況が確認できるもの）があり、
類似の変状が繰り返し生じている箇所。 
堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能
に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれ
があり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤
体の変状の履歴（被災状況が確認できるも
の）がある箇所。 
水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生
じる可能性が特に高いと考えられる箇所。 

堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履
歴（被災状況が確認できるもの）があり、
安全が確認されていない箇所、又は堤防の
機能に支障は生じていないが、進行性があ
る堤体の変状が集中している箇所。 
堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履
歴（被災状況が確認できるもの）はないが、
堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能
に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれ
があると考えられる箇所。 
水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生
じる可能性が高いと考えられる箇所。 

 

基礎地盤 
漏水 

堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に
関係する変状の履歴（被災状況が確認でき
るもの）があり、類似の変状が繰り返し生
じている箇所。 
基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支
障が生じる変状の生じるおそれがあり、か
つ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水
に関係する変状の履歴（被災状況が確認で
きるもの）がある箇所。 
水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水
が生じる可能性が特に高いと考えられる箇
所。 

堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に
関係する変状の履歴（被災状況が確認でき
るもの）があり、安全が確認されていない
箇所、又は堤防の機能に支障は生じていな
いが、進行性がある基礎地盤漏水に関係す
る変状が集中している箇所。 
堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に
関係する変状の履歴（被災状況が確認でき
るもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等
からみて堤防の機能に支障が生じる変状の
生じるおそれがあると考えられる箇所。 
水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水
が生じる可能性が高いと考えられる箇所。 

 

水衝・ 
洗掘 

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れし
ているが、その対策が未施工の箇所。 
橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇
所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破
損しているが、その対策が未施工の箇所。 
波浪等による河岸の決壊等の危険に瀕した
実績があるが、その対策が未施工の箇所。 

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れに
ならない程度に洗掘されているが、その対
策が未施工の箇所。 
 

 

工作物 

河川管理施設等応急対策基準に基づく改善
措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作
物の設置されている箇所。 
橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が
計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間
の堤防にあっては計画高潮位）以下となる
箇所。 

橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と
計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間
の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤
防の計画余裕高に満たない箇所。 

 

工事 
施工 

  出水期間中に堤防を開
削する工事箇所又は仮
締切等により本堤に影
響を及ぼす箇所。 

新堤防 
破堤跡 
旧川跡 

  新堤防で築造後３年以
内の箇所。 
破堤跡又は旧川跡の箇
所。 

陸閘 
  陸閘が設置されている

箇所。 

※令和２年７月豪雨による浸水被害箇所は要注意区間とする。 
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（２）重要区間の評定基準
１．重要水防箇所に計上されている区間。
２．水防時に水防工法が施工可能な区間。
３．無堤並びに弱小堤区間で背後地に市街地（家屋隣接）を持ち避難誘導のための巡視が必要な区間。
４．浸水常習区間で避難誘導のための巡視が必要な区間。

第第  ２２  表表　　　　重重要要水水防防箇箇所所一一覧覧表表（（河河川川のの部部））

（（ＢＢ））　　水水防防上上重重要要なな区区間間（（箇箇所所））
球磨川水系

地 先 名 左右岸の別 位置（k/m） 延長(m) 備　　　考 水防工法
1 球磨川 人吉市中神町 左　岸 57/000～57/900 903

2 〃 　〃  相良町 右　岸 58/700～59/900 1,096

3 〃 　〃　下戸越町 左岸 59/100～59/300 197

4 〃 　〃　下戸越町 59/420

5 〃 　〃　矢黒町 59/820

6 〃 　〃  宝来町 右　岸 60／300～60/500 209

7 〃 人吉市相良町 右　岸 59/900～60/300 355

8 〃 人吉市西間下町 左　岸 61/090～61/700 646

9 〃 　〃  九日町 右　岸 61/100～61/900 840

10 〃 　〃　西間下町 61/160

11 〃 　〃  新町 61/510

12 〃 　〃  麓町 61/860

要要注注意意区区間間
球磨川水系

地 先 名 左右岸の別 位置（k/m） 延長(m) 備　　　考 水防工法
1 球磨川 人吉市中神町 左　岸 55/070～55/080 10

2 〃 　〃　中神町 右　岸 56/240～56/290 50

3 〃 　〃　中神町 右　岸 56/320～56/350 30

4 〃 　〃　中神町 右　岸 57/165～57/365 200

球磨川
川辺川 八代市～水上村 7/000～90/000

0/000～ 2/000[参考]

河 川 名

河 川 名

番 号

河道断面不足
（繊月大橋）

破堤、新堤防
旧川跡

（旧川跡）
破堤、新堤防

番号
越水（溢水）Ｂ

越水（溢水）Ｂ
河道断面不足
（人吉橋）

河道断面不足
（大橋）

河道断面不足
（水の手橋）

旧川跡
（旧川跡）

令和２年７月豪雨
（浸水範囲）

越水（溢水）Ｂ

越水（溢水）Ｂ

越水（溢水）Ｂ

越水（溢水）Ｂ

桁下高不足
（西瀬橋）

越水（溢水）Ｂ
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（九地整八代河川国道事務所関係）

◎ 重点区間
○ A
□ B
△ 要注意区間

重要水防箇所

別紙２
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第 ３ 表 
１．河川危険度評定基準                               （熊本県関係） 

種  別 
重       要       度 

Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 要 注 意 区 間 

堤 防 高 

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮

区間の堤防にあっては計画高潮位）

が、現況の堤防高を越える箇所。 

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮

区間の堤防にあっては計画高潮位）と

現況の堤防高との差が、堤防の計画余

裕高に満たない箇所。 

 

堤 防 断 面 

現況の堤防断面あるいは天端幅が、計

画の堤防断面あるいは計画の天端幅

の２分の１未満の箇所。 

現況の堤防断面あるいは天端幅が、計

画堤防断面あるいは計画の天端幅に

対して不足しているが、それぞれ２分

の１以上に確保されている箇所。 

 

法 崩 れ 

す べ り 

法崩れ又はすべりの実績があるが、そ

の対策が未施行の箇所。 

法崩れ又はすべりの実績があるが、そ

の対策が暫定施行の箇所。 

法崩れ又はすべりの実績はないが、堤

体あるいは基礎地盤の土質、法勾配等

からみて法崩れ又はすべりが発生す

るおそれのある箇所で、所要の対策が

未施行の箇所。 

 

漏   水 

漏水の履歴があるが、その対策が未施

行の箇所。 

漏水の履歴があり、その対策が暫定施

行の箇所。 

漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧川

跡の堤防で、漏水が発生するおそれが

ある箇所で、所要の対策が未施行の箇

所。 

 

水衝・洗掘 

水衝部にある堤防の前面の河床が深

掘れしているが、その対策が未施行の

箇所。 

橋台取り付け部やその他の工作物の

突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗

われ一部破損しているが、その対策が

未施工の箇所。 

波浪等による河川の決壊等の危険に

瀕した実績があるが、その対策が未施

行の箇所。 

水衝部にある堤防の前面の河床が深

掘れにならない程度に洗掘されてい

るが、その対策が未施工の箇所。 

 

 

工 作 物 

河川管理施設等応急対策基準に基づ

く改善措置が必要な堰、橋梁、樋管そ

の他の工作物の設置されている箇所。 

橋梁その他の河川横断工作物の桁下

高等が計画高水流量規模の洪水の水

位（高潮区間の堤防にあっては計画高

潮位）以下となる箇所。 

橋梁その他の河川横断工作物の桁下

高等と計画高水流量規模の洪水の水

位（高潮区間の堤防にあっては計画高

潮位）との差が堤防の計画余裕高に満

たない箇所。 

 

工 事 施 工 

  出水期間中に堤防を開削す

る工事箇所又は仮締切り等

により本堤に影響を及ぼす

箇所。 

新 堤 防 

破   堤  

旧 川 跡 

  新堤防で築造後３年以内の

箇所。 

破堤跡又は旧川跡の箇所。 

陸   閘 
  

陸閘が設置されている箇所。 
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２．重要水防箇所評定基準                             （熊本県関係） 

種     別 重   要   水   防   箇   所 

橋 り ょ う 流水または沈下が予測される箇所、または水防上被害が予測される箇所。 

溜 池 流域１㎢（100ha）以下の溜池で、溜池下流の水路断面が狭少で氾濫するか、

堤防が老化し破堤による被害が予測される箇所。 

道 路 冠水、洗掘が予測される箇所。 

水 門 ・ 樋 門 水門、こう門、樋門等の工作物の設置時期が古く老朽し、不等沈下、漏水等

による被害が予測される箇所、または水防上被害が予測される箇所。 
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第第  ４４  表表　　　　重重要要水水防防区区間間一一覧覧表表　　　　（（河河川川のの部部））
（（ＡＡ））　　水水防防上上最最もも重重要要なな区区間間 （熊本県関係）

水 系 名 河 川 名 延　長（ｍ） 危 険 状 況 水 防 工 法
人吉市城本町 　右岸　  700

～瓦屋町 　左岸　  700
　右岸　  500
　左岸　  500

人吉市下薩摩瀬町 　右岸　  400
～上薩摩瀬町 　左岸　  400

人吉市中神町 　右岸　2,000
～上林町 　左岸　2,000

人吉市下林町 　右岸  　900
～温泉町 　左岸　  600

人吉市北泉田町 　右岸　2,500
～山江村山田 　左岸　2,500

人 吉 市 寺 町 　右岸　2,100
～蓑野町 　左岸　2,100

人吉市下原田町 　右岸　　　0
～下原田町 　左岸　　100

　右岸　9,100
　左岸　8,900

（熊本県関係）
水 系 名 河 川 名 延　長（ｍ） 危 険 状 況 水 防 工 法

　右岸　2,130
　左岸　1,900計

3

4 球 磨 川

　右岸  　230
　右岸　  600
　左岸　  600

⑧ 球 磨 川 馬氷川

堤 防 高 不 足 積土のう工

⑥ 球 磨 川 山 田 川 堤 防 高 不 足 積土のう工

⑤ 球 磨 川 出 水 川

積土のう工

④ 球 磨 川 万 江 川 堤 防 高 不 足 積土のう工

③ 球 磨 川 御 溝 川 堤 防 高 不 足

堤 防 高 不 足 積土のう工

② 球 磨 川 御 溝 川 人吉市瓦屋町 堤 防 高 不 足 積土のう工

番号 地　先　名

8　箇所

① 球 磨 川 御 溝 川

⑦ 球 磨 川 胸 川

計

（（ＢＢ））　　水水防防上上重重要要なな区区間間
番号

積土のう工

積土のう工

地　先　名

球 磨 川

4　箇所

堤 防 高 不 足

　右岸　1,000鬼 木 川 人吉市鬼木町 　左岸　1,000

人吉市下原田町

人吉市下城本町福　　川

積土のう工

積土のう工

堤 防 高 不 足

堤 防 高 不 足

堤 防 高 不 足 積土のう工

洗 堀 積土のう工

2 球 磨 川 万 江 川

堤 防 高 不 足

　右岸　  3001 球 磨 川 鹿 目 川 人吉市鹿目町 　左岸　  300　

- 18 -
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（熊本県関係）

（A) ○ １～８
（B) □ １～４

重要水防箇所（県関係）
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第第  ５５  表表　　　　重重要要水水防防箇箇所所一一覧覧表表　　　　（（道道路路のの部部））

路　線　名 位　　　置 水 防 工 法
① 県 道 坂 本 人 吉 線 瓦屋町 　 ポンプ排水

１　箇　所

第第  ６６  表表　　　　市市道道危危険険箇箇所所
路　線　名 延長（ｍ）

1 城本荒毛線 人吉市　中神町
2 戸越鹿目線 　　〃　上戸越町～鹿目町
3 大塚桑木津留線 　　〃　東大塚町～桑木津留
4 田代段塔線 　　〃　上田代町～段塔町
5 梶原加久藤線 　　〃　梶原～宮崎県境
6 矢岳四ツ谷線 　　〃　矢岳町～大畑町
7 紺屋町東間線 　　〃　東間下町打添
8 麓町矢黒線 　　〃　矢黒町亀ヶ淵
9 蓑野赤池線 　　〃　赤池水無町土丈原
10 西間古仏頂線 　　〃　西間上町赤渡瀬
11 木地屋永野線 　　〃　上永野町永野
12 牛塚地内第２号線 　　〃　上原田町牛塚
13 尾曲馬氷線 　　〃　下原田町尾曲
14 田町七地線 　　〃　浪床町
15 田町七地線 　　〃　浪床町
16 岩清水十島線 　　〃　願成寺町
17 井ノ口馬草野線 　　〃　上原田町
18 村山観音道路線 　　〃　城本町
19 鹿目丸岩線 　　〃　鹿目町〜国有林
20 鹿目田野線 　　〃　鹿目町〜田野町
21 高塚山道路線 　　〃　上永野町
22 落開墾線 　　〃　上戸越町
23 田野高原線 　　〃　西大塚町
24 人吉矢岳線 　　〃　古仏頂町〜矢岳町
25 大野国有林出水線 　　〃　大野町〜矢岳町
26 矢岳黒原線 　　〃　矢岳町
27 上漆田麓線 　　〃　上漆田町〜大畑麓町
28 大畑小川内第2号線 　　〃　大畑町〜大畑麓町

番号

落石

位　　　置

　28箇所

崩土・落石
崩土・落石
崩土・落石
崩土・落石

崩土・路肩決壊

予想される危険
落盤・落石・崩土

崩土・落石・路肩決壊

崩土・落石・路肩決壊
路肩決壊

崩土・落石・路肩決壊

崩土・落石
崩土・落石

崩土・路肩決壊

1,200
100

7,850
200
100

崩土・落石・路肩決壊
崩土・落石・路肩決壊
崩土・落石・路肩決壊
崩土・落石・路肩決壊

1,500
60
60
60

390

2,800

5,000

1,400

小　　　　　計

180
600

1,800
3,000

80

200

58,430

150
200

国　県　道
延長（ｍ）

200
200

番号 予 想 さ れ る 危 険
冠 水

小　　　　　計

崩土・落石・路肩決壊
7,800 崩土・落石・路肩決壊
2,600 崩土・落石・路肩決壊
1,400 崩土・落石・路肩決壊

崩土・落石・路肩決壊
2,700 崩土・落石・路肩決壊

崩土・落石・路肩決壊
12,800 崩土・落石・路肩決壊
1,200 崩土・落石・路肩決壊
3,000 崩土・落石・路肩決壊
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１

２

３

４

５
６

７
８

９10

11

12

13

1
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2

2

１

○ 国県道 1
□ 市道 １～２８

（（道道路路関関係係））
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資資      料料  



資料１

R7.5.1現在

役職名 役　　職 氏　名 住　所 電話番号

会　長 人吉市長 松岡　隼人 西間下町7-1 22-2111

委　員 国土交通省八代河川国道事務所長 飯島　直己
八代市萩原町1丁目
708-2

 0965-
 32-4135

〃 熊本県南広域本部球磨地域振興局次長 畑中　利徳 西間下町86-1 24-4111

〃 熊本県南広域本部球磨地域振興局土木部長 野間　卓志 西間下町86-1 24-4111

〃
熊本県南広域本部球磨地域振興局
土木部工務課長

満田　好昭 西間下町86-1 24-4111

〃
熊本県南広域本部球磨地域振興局
土木部維持管理調整課長

野口　正人 西間下町86-1 24-4111

〃 人吉市議会議長 宮原　将志 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市議会経済建設委員長 宮﨑　保 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉下球磨消防組合消防長 中村　健吾 下林町1 22-5241

〃 人吉市消防団長 西　孝之 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市町内会長連合会代表 吉田　力 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市医師会 代表 岐部　明廣 南泉田町72-2 22-3065

〃 人吉市副市長 溝口　尚也 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市総務部長 永田　勝巳 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市復興政策部長 田副　勝裕 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市市民部長 松岡　伸一 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市健康福祉部長 池下　哲也 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市経済部長 渕上　聖也 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市復興建設部長 立場　康宏 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市水道局長 濱田　修一 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市教育部長 前村　洋宣 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市復興建設部次長(市街地復興課長) 日下部　伸樹 西間下町7-1 22-2111

幹　事 人吉市復興建設部都市計画課長 福永　卓也 西間下町7-1 22-2111

書　記 人吉市復興建設部都市計画課主幹 平野　裕子 西間下町7-1 22-2111

〃 人吉市復興建設部都市計画課管理係主任 山口　卓 西間下町7-1 22-2111

令和７年人吉市水防協議会委員名簿
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水
防

本
部

長
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人
吉

市
長

　
　

　
副

水
防

本
部

長
　

：
　

副
市

長
　

班
長

及
び

副
班

長

【
技

術
班

　
班

長
】

第
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班
住

政
住

宅
都

計
計

公
市

復
用

地
道

河
維

持
住

政
建

築

　
　

　
【

副
班

長
】

第
２

班
都

計
計

公
都

計
管

理
市

復
市

復
道

河
建

設
住

政
建

築

　
　

　
【

副
班

長
】

　
第

３
班

住
政

建
築

都
計

管
理

都
計

計
公

道
河

維
持

住
政

住
宅

第
４

班
市

復
用

地
都

計
計

公
市

復
市

復
道

河
維

持
住

政
建

築

第
５

班
市

復
市

復
都

計
計

公
市

復
用

地
道

河
建

設
住

政
住

宅

【
総

務
班

　
班

長
】

第
１

班
第

２
班

第
３

班
第

４
班

第
５

班

　
　

　
【

副
班

長
】

都
計

管
理

住
政

住
宅

市
復

用
地

市
復

市
復

都
計

管
理

※
　

出
動
し
た
職
員
は
、
現
場
に
到
着
し
た
時
と
、
作
業
完
了
し
て
現
場
か

ら
帰

庁
す

る
時

に
、

本
部

（
総

務
班

）
に

連
絡

す
る

こ
と

。

班
　

　
　

　
　

長

令
和

７
年

４
月

１
日

　
改

正

住
政

建
築

第
５

班
市

復
市

復
都

計
管

理
都

計
計

公
市

復
用

地
住

政
住

宅

【
道

路
河

川
課

】

【
住

宅
政

策
課

】

道
河

維
持

道
河

建
設

市
復

市
復

都
計

計
公

市
復

市
復

第
３

班
住

政
建

築
市

復
用

地
都

計
管

理

【
道

路
河

川
課

】
　

【
都

市
計

画
課

】
住

政
住

宅

住
政

建
築

住
政

住
宅

都
計

管
理

市
復

市
復

道
河

建
設

都
計

計
公

道
河

維
持

水 防 待 機 編 成 表

班
区

分
副

　
班

　
長

第
２

班
都

計
計

公

第
４

班
市

復
用

地

【
道

路
河

川
課

】
住

政
住

宅

総
　

務
　

班
技
　
　
　
　
　
　
　
術
　
　
　
　
　
　
　
班

第
１

班

【
副

水
防

隊
長

】

都
計

管
理

都
計

計
公

市
復

用
地

道
河

維
持

住
政

建
築

※
　

水
防
班
全
員
配
備
と
な
っ
た
場
合
の
現
場
出
動
に
つ
い
て
は
、
技
術
班

長
ま

た
は

副
班

長
が

上
記

班
編

成
に

基
づ

き
出

動
職

員
を

指
名

す
る

も
と

の
す

る
。

　
　

ま
た
、
出
動
に
あ
た
っ
て
は
、
最
低
２
名
１
組
で
出
動
す
る
も
の
と
す

る
。

※
　

出
動
す
る
職
員
は
出
来
る
だ
け
カ
メ
ラ
を
携
帯
し
、
被
災
状
況
を
撮
影

す
る

こ
と

。
ま

た
、

帰
庁

後
は

速
や

か
に

水
防

隊
長

、
班

長
及

び
総

務
班

に
報

告
す

る
こ

と
。

令令
和和

７７
年年

度度
　　

  
水水

　　
防防

　　
本本

　　
部部

　　
編編

　　
成成

　　
表表

　　
　　

隊
長

及
び

副
隊

長
班

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
員

【
水

防
隊

長
】

資
料

３

①

②

③
④

⑤

⑥
⑦

⑧
⑨ ⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

⑮

⑯
⑰

❶
❷

❸❹
❺

❻

❼ ❽

❾

❿ ⓫ ⓬

⓭
⓮

1

1

2

国土
交通

省排
水

樋門
一覧

熊本
県排

水樋
門

一覧
河川

名
河川

名
①

大柿
排水

樋管
球磨

川
❶

寺町
排

水樋
管

胸川
②

八久
保

排水
樋管

球磨
川

❷
田町

排
水樋

管
胸川

③
筌場

排水
樋管

球磨
川

❸
二条

排
水樋

管
山田

川
④

出水
川

排水
樋管

球磨
川

❹
駒井

田
排

水樋
管

山田
川

⑤
福川

樋　
　門

球磨
川

❺
駒井

田第
二

排
水樋

管
山田

川
⑥

下薩
摩瀬

排水
樋管

球磨
川

❻
下林

排
水樋

管
万江

川
⑦

上薩
摩瀬

排水
樋管

球磨
川

❼
荒毛

排
水樋

管
万江

川
⑧

相良
第一

排水
樋管

球磨
川

❽
下林

第二
排

水樋
管

万江
川

⑨
相良

第二
排水

樋管
球磨

川
❾

上青
井

排
水樋

管
山田

川
⑩

矢黒
第二

排水
樋管

球磨
川

❿
御溝

川
排

水樋
管

山田
川

⑪
相良

排水
樋管

球磨
川

⓫
紺屋

町
排

水樋
管

山田
川

⑫
矢黒

排水
樋管

球磨
川

⓬
胸川

排
水樋

管
胸川

⑬
下青

井
排水

樋管
球磨

川
⓭

御溝
川側

樋
　　

門
御溝

川
⑭

上青
井

排水
樋管

球磨
川

⓮
万江

川側
樋

　　
門

御溝
川

⑮
老神

排水
樋管

球磨
川

⑯
下新

町
排水

樋管
球磨

川
準用

河川
⑰

上新
町

排水
樋管

球磨
川

河川
名

茂田
川

樋
　　

門
茂田

川
九日

町排
水機

場
矢黒

川
樋

　　
門

矢黒
川

河川
名

九日
町

排水
機場

球磨
川

樋門
樋管

等名
称

樋門
樋管

等名
称

樋門
樋管

等名
称

樋門
樋管

等名
称

1

1 2
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❺
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❼ ❽

❾

❿ ⓫ ⓬

⓭
⓮

1

1

2

国土
交通

省排
水

樋門
一覧

熊本
県排

水樋
門

一覧
河川

名
河川

名
①

大柿
排水

樋管
球磨

川
❶

寺町
排

水樋
管

胸川
②

八久
保

排水
樋管

球磨
川

❷
田町

排
水樋

管
胸川

③
筌場

排水
樋管

球磨
川

❸
二条

排
水樋

管
山田

川
④

出水
川

排水
樋管

球磨
川

❹
駒井

田
排

水樋
管

山田
川

⑤
福川

樋　
　門

球磨
川

❺
駒井

田第
二

排
水樋

管
山田

川
⑥

下薩
摩瀬

排水
樋管

球磨
川

❻
下林

排
水樋

管
万江

川
⑦

上薩
摩瀬

排水
樋管

球磨
川

❼
荒毛

排
水樋

管
万江

川
⑧

相良
第一

排水
樋管

球磨
川

❽
下林

第二
排

水樋
管

万江
川

⑨
相良

第二
排水

樋管
球磨

川
❾

上青
井

排
水樋

管
山田

川
⑩

矢黒
第二

排水
樋管

球磨
川

❿
御溝

川
排

水樋
管

山田
川

⑪
相良

排水
樋管

球磨
川

⓫
紺屋

町
排

水樋
管

山田
川

⑫
矢黒

排水
樋管

球磨
川

⓬
胸川

排
水樋

管
胸川

⑬
下青

井
排水

樋管
球磨

川
⓭

御溝
川側

樋
　　

門
御溝

川
⑭

上青
井

排水
樋管

球磨
川

⓮
万江

川側
樋

　　
門

御溝
川

⑮
老神

排水
樋管

球磨
川

⑯
下新

町
排水

樋管
球磨

川
準用

河川
⑰

上新
町

排水
樋管

球磨
川

河川
名

茂田
川

樋
　　

門
茂田

川
九日

町排
水機

場
矢黒

川
樋

　　
門

矢黒
川

河川
名

九日
町

排水
機場

球磨
川

樋門
樋管

等名
称

樋門
樋管

等名
称

樋門
樋管

等名
称

樋門
樋管

等名
称

1

1 2
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【防災】
人吉市総務部防災課防災係
電話（代表） 0966－２２－２１１１　内線 ３24１
電話（直通） 0966－２２－４４７８
ファックス 0966－２４－７８６９
ｅ-ｍａｉｌ ： bousai@hitoyoshi.kumamoto.jp 

【水防】
人吉市復興建設部都市計画課管理係
電話（代表） 0966－２２－２１１１　内線 2213
電話（直通） 0966－２２－４14８
ファックス 0966－２４－5929
ｅ-ｍａｉｌ ： toshikeikaku@hitoyoshi.kumamoto.jp 

☆地域防災計画書・水防計画書に関する問い合わせ及び
　防災・水防に関する緊急連絡先
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